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平成27年３月４日（水曜日）

午前９時59分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成27年度宮崎県一般会計予算

○議案第２号 平成27年度宮崎県開発事業特別

資金特別会計予算

○議案第３号 平成27年度宮崎県公債管理特別

会計予算

○議案第29号 執行機関としての委員会の委員

又は委員の報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条

例

○議案第30号 職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例

○議案第31号 職員の退職手当に関する条例の

一部を改正する条例

○議案第34号 恩給並びに他の地方公共団体の

退職年金及び退職一時金の基礎

となるべき在職期間と職員の退

職年金及び退職一時金の基礎と

なるべき在職期間との通算に関

する条例の一部を改正する条例

○議案第37号 宮崎情報公開条例及び宮崎県個

人情報保護条例の一部を改正す

る条例

○議案第44号 包括外部監査契約の締結につい

て

○議案第49号 宮崎県総合計画の変更について

○議案第54号 平成26年度宮崎県一般会計補正

予算（第６号）

○議案第55号 平成26年度宮崎県開発事業特別

資金特別会計補正予算（第１号）

○議案第56号 平成26年度宮崎県公債管理特別

会計補正予算（第１号）

○議案第67号 宮崎県産業廃棄物税条例の一部

を改正する条例

○議案第76号 工事請負契約の変更について

○議案第76号 工事請負契約の変更について

○議案第78号 平成26年度宮崎県一般会計補正

予算（第７号）

○請願第38号 所得税法第５６条の廃止を求め

る旨の意見書を国に提出するこ

とを求める請願

○報告事項

・損害賠償を定めたことについて（別紙１）

・宮崎県国民保護計画の変更について

○総合政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・宮崎県における事務処理の特例に関する条例

の一部を改正する条例について（議案第71号

関連）

・平成27年度組織改正案について

・新たな行財政改革プラン（素案）について

・持続可能な財政基盤の確立（第四期財政改革

推進計画に基づく財政改革の取組）

・宮崎県中山間地域振興計画の改定素案につい

て

・宮崎県消費者教育推進計画素案について

出席委員（８人）

委 員 長 松 村 悟 郎

副 委 員 長 河 野 哲 也

委 員 福 田 作 弥

委 員 坂 口 博 美

委 員 井 本 英 雄

委 員 十 屋 幸 平

委 員 田 口 雄 二

委 員 有 岡 浩 一
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欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 橋 本 憲次郎

県参事兼総合政策部次長
永 山 英 也

（政策推進担当）

総合政策部次長
安 田 宏 士

（県民生活担当）

部参事兼総合政策課長 井 手 義 哉

秘 書 広 報 課 長 片 寄 元 道

広 報 戦 略 室 長 日 高 幹 夫

統 計 調 査 課 長 奥 野 厚 子

総 合 交 通 課 長 奥 野 信 利

中山間･地域政策課長 石 崎 敬 三

フードビジネス
黒 木 義 博

推 進 課 長

生 活 ・ 協 働 ・
村 上 悦 子

男 女 参 画 課 長

交通･地域安全対策監 壹 岐 幸 啓

文化文教・国際課長 菓子野 信 男

人権同和対策課長 吉 田 信 夫

情 報 政 策 課 長 青出木 和 也

総務部

総 務 部 長 成 合 修

危機管理統括監 金 丸 政 保

総 務 部 次 長
江 藤 修 一

（総務･職員担当）

総 務 部 次 長
日 隈 俊 郎

（財務･市町村担当）

危 機 管 理 局 長
郡 司 宗 則

兼危機管理課長

総 務 課 長 椎 重 明

防災拠点庁舎整備室長 丸 田 勉

部参事兼人事課長 武 田 宗 仁

部参事兼行政経営課長 平 原 利 明

財 政 課 長 阪 本 典 弘

税 務 課 長 鶴 田 安 彦

部参事兼市町村課長 甲 斐 正 文

総務事務センター課長 中 原 順 一

消 防 保 安 課 長 都 原 誠 一

会計管理局

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

会計管理局次長 酒 井 正 英

会 計 課 長 井 上 直 三

人事委員会事務局

事 務 局 長 亀 田 博 昭

総 務 課 長 藪 田 亨

職 員 課 長 山 路 博

監査事務局

事 務 局 長 小八重 英

監 査 第 一 課 長 青 山 新 吾

監 査 第 二 課 長 川 越 雅 文

議会事務局

事 務 局 長 大 坪 篤 史

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

政 策 調 査 課 長 髙 林 宏 一

事務局職員出席者

政策調査課主査 大 峯 康 則

議事課主任主事 田 代 篤 生

○松村委員長 ただいまから総務政策常任委員

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま
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す。

日程案につきましては、お手元に配付のとお

りでありますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、当初予算関連議案の審査方法について

であります。

お手元に配付している資料、委員会審査の進

め方案をごらんください。

まず、第１、審査方針についてであります。

当初予算の審査に当たっては重点事業、新規事

業を中心に説明を求めることとし、あわせて決

算における指摘要望事項に係る対応状況につい

ても説明を求めることとしております。

次に、当初予算関連議案等の審査についてで

あります。最初に、当初予算全体の説明を聞く

ため、総務部の審査を先に行い、その後、総合

政策部ほかの審査を行いたいと思います。また、

総務部及び総合政策部の審査につきましては、

長時間にわたることが予想されますので、お手

元の資料のとおり３課から４課ごとに説明、質

疑を行い、最後に総括質疑を行う形にしたいと

存じます。

審査の進め方については以上でありますが、

このとおり進めることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、議案第30号及び31号に対する人事委員

会の意見についてであります。お手元に配付し

てある資料をごらんください。

これは、地方公務員法第５条第２項の規定に

基づき、議会は人事委員会の意見を聞くことと

なっており、その回答であります。参考にお配

りしております。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前10時２分休憩

午前10時４分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

おはようございます。今期最後の委員会でご

ざいます。十分時間をかけて丁寧な審査をした

いという思いでございますけれども、あとの時

間もありますので、そのあたりを十分配慮しな

がら、この委員会を進めたいと思います。どう

ぞよろしくお願い申し上げます。

ここで、委員会の傍聴につきましてお諮りを

いたします。

宮崎市の米田氏から執行部に対する質疑を傍

聴したい旨の申し出がありました。議会運営委

員会の確認決定事項に基づき、許可することに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、傍聴人の入室を許可

することといたします。

〔傍聴人入室〕

○松村委員長 傍聴される方にお願いいたしま

す。傍聴人は受付の際にお渡しいたしました傍

聴人の守るべき事項にありますとおり、声を出

したり拍手をしたりすることはできません。当

委員会の審査を円滑に進めるため静かに傍聴を

してください。また、傍聴に関する指示には速

やかに従っていただくようお願いいたします。

それでは、本委員会に付託されました議案の

説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○橋本総合政策部長 おはようございます。総
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合政策部でございます。本日はよろしくお願い

申し上げます。座って失礼いたします。

まずは、説明に先立ちまして、人事異動でご

ざいます。２月16日付で人事異動がございまし

たので、御紹介させていただきます。

交通・地域安全対策監に着任いたしました壹

岐幸啓です。

○壹岐交通・地域安全対策監 よろしくお願い

いたします。

○橋本総合政策部長 それでは、今回の委員会

で御審議お願いします当部所管の議案等につい

て、その概要の御説明を申し上げます。お手元

の総務政策常任委員会資料（補正）の目次をご

らんください。

本日お願いしております議案は、Ⅰ予算議案

といたしまして、議案第54号「平成26年度宮崎

県一般会計補正予算」及び議案第55号「平成26

年度宮崎県開発事業特別資金特別会計補正予算」

並びに国の緊急経済対策の実施に伴います予算

といたしまして、追加提案させていただきまし

た議案第78号「平成26年度宮崎県一般会計補正

予算」の３件でございます。

資料の１ページをごらんください。

今回お願いしております総合政策部の一般会

計補正額は、上の表の一般会計の表の２月補正

額のうち、左側の議案第54号につきましては、

欄の一番下の計にございますように、通常予算

の補正といたしまして５億3,516万円6,000円の

減額でございます。これは、主に、国庫補助決

定や執行残等に伴うものでございます。

また、右隣でございますが、78号は国の緊急

経済対策の実施に伴う補正をお願いしているも

のでございます。合計で５億5,597万5,000円の

増額をお願いしております。

この結果、補正後の総合政策部の一般会計の

予算額は、一番右の補正後の額の計にございま

すように147億268万9,000円となってございま

す。

また、下の表、開発事業特別資金特別会計に

つきましては、２月補正2,703万8,000円の減額

で、補正後の予算額3,074万7,000円となってい

るとこでございます。

この結果、一般会計と特別会計を合わせまし

た総合政策部全体の補正後の予算額は、一番下

の欄の一番右でございますが、147億3,343

万6,000円でございます。

それぞれの議案の詳細につきまして、後ほど

担当課長より御説明申し上げますので、御審議

のほどよろしくお願いいたします。

２ページをごらんください。繰越明許費補正

のお願いでございます。まず、議案第54号につ

きまして、陸上交通アクセス強化支援事業でご

ざいます。これは、路線バスへの全国共通ＩＣ

カードの導入を支援する内容でございますが、

車載器やシステムの導入に時間を要し、翌年度

に事業を繰り越すものでございます。

次の議案第78号関係につきましては、先ほど

ごらんいただきました国の緊急経済対策の実施

に伴う補正予算に係る繰り越しでございまして、

事業の実施期間の関係から５億5,597万5,000円

全額を平成27年度に繰り越すことをお願いする

ものでございます。

もう一度目次のほうをごらんいただきたいと

思います。次に、Ⅱの報告事項についてでござ

います。これは、過誤旅券の発給による入居拒

否事案に係る損害賠償の額を定めたことについ

ての報告でございます。詳細につきましては、

後ほど担当課長から御説明申し上げます。

私からの概要説明は以上であります。何とぞ

よろしくお願い申し上げます。
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○井手総合政策課長 総合政策課でございます。

まず、私のほうから、今回の補正予算案のうち、

国の緊急経済対策の実施に伴い、新たに措置さ

れました地域活性化・地域住民生活等緊急支援

交付金について概要を御説明いたします。

委員会資料の３ページをごらんいただきたい

と思います。

今回の国の緊急経済対策につきましては、デ

フレからの早期脱却と日本経済再生のため経済

の好循環を確実なものとし、アベノミクス効果

を地方にまで広げるために、地方経済や家計の

支援を柱としました総額3.5兆円の緊急経済対策

が決定されたところであります。

このうち地方への経済の好循環拡大に向けた

対策としまして、総額4,200億円の地域活性化・

地域住民生活等緊急支援交付金が措置されたと

ころであります。この交付金、この表にござい

ますように、地域消費喚起生活支援型と地方創

生先行型の２つの柱で構成をされております。

地域消費喚起生活支援型は、地域の消費喚起へ

の直接的効果を目的とする事業でございまして、

主に個人に対する直接の給付事業として額面よ

り有利なプレミアムつきの商品券、また、割引

価格で購入できる旅行券の発行などがメニュー

として提示されております。事業の実施に伴い

ます都道府県と市町村の役割分担をその右側に

書いております。まず、右側のほうの市町村の

ほうからでございますが、市町村は市町村管内

の消費喚起を目的とした事業を行うこととなっ

ておりまして、県は主に県外からの需要の取り

込み、また市町村が行う事業の補完・支援を行

うこととされております。また、下のほう、下

段のほうの地方創生先行型につきましては、今

後策定をいたします地方版の総合戦略、これに

盛り込む施策を先行的に実施する事業といたし

まして、都道府県におきましては、都市から人

材を地方へ還流させる基盤の整備、また地域の

有力な産業群の形成等を行うこととし、市町村

は、市町村内の有力企業の育成等を実施するこ

とになっております。また、その下段のほう、

市町村、県、通じて書いておりますが、観光、

少子化対策等につきましては連携して実施する

ということとされております。

次のページごらんいただきたいと思います。

４ページと５ページにわたりましてでございま

すが、今回補正をお願いしております交付金事

業、４ページ目の一番上になりますけれども、

総額で31億円余でございまして、内訳としまし

ては、（１）の地域消費喚起・生活支援型事業と

しまして、６事業約16億円余、（２）地方創生先

行型の事業としましては、全体で59事業、14億

円余であります。

このうち総合政策部所管の主な事業といたし

ましては、（１）の地域消費喚起・生活支援型に

おきましては、太字で書いておりますけれども、

県外からの消費需要の取り込みといたしまして、

「宮崎を回ろう！公共交通企画切符発行事業」

をお願いしております。また、（２）の地方創生

先行型におきましては、一番下の欄になります

が、観光みやざきの新生の「プログラムチャー

ター誘致促進事業」また右のページに移りまし

て中ほどになりますけれども、都市部からの移

住促進という項目の中の「移住・ＵＩＪターン

強化事業」また、そのページの一番下になりま

すが、地方創生推進基盤の整備の「まち・ひと

・しごと創生実現事業」などをお願いしておる

ところでございます。

今回の補正事業につきましては、実施期間の

関係上、先ほど部長のほうからありましたとお

り、補正予算全額を平成27年度に繰り越すこと
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としております。事業の執行に当たりましては、

骨格編成であります平成27年度の当初予算、ま

た、今後６月議会に提出を予定しております補

正予算、いわゆる肉づけ予算でございますが、

これらと一体的に執行して、効果のある推進体

制としていきたいと考えております。

それぞれの事業につきましては、後ほど担当

課長のほうから説明をいたしますので、どうぞ

よろしくお願いしたいと思います。

国の緊急経済対策の実施に伴います交付金事

業の概要につきましては、以上でございます。

続きまして、当課の補正予算、総合政策課の

補正予算について御説明させていただきます。

当課の補正予算につきましては、議案第54号関

係の通常の補正に加えまして、今御説明いたし

ました議案第78号関係の国の緊急経済対策実施

に伴う補正をお願いしております。両方あわせ

て説明をさせていただきます。

まず、通常分についてでございます。資料の

７ページになりますが、説明は２月補正歳出予

算説明資料の９ページ目になります。

総合政策課の２月補正額、表の一番上、左か

ら２項目めの補正額の項目でございますが、総

額で765万8,000円の減額補正をお願いしており

ます。補正後の予算額といたしましては、右か

ら３番目の欄、補正後の額でございますが、27

億6,461万円であります。補正額の内訳といたし

ましては、一般会計が1,938万円の増額、特別会

計のほうでございますが、2,703万8,000円の減

額でございます。

補正の主な内容について御説明させていただ

きます。お開きいただきまして、11ページ目を

ごらんいただきたいと思います。まず、（事項）

職員費でございます、3,517万6,000円の増額で

ございます。これは、当課総合政策課と、当課

のほうで予算計上しておりますが、県外の３事

務所合わせました職員数が25年度に比べまして

６人の増加となったものによる人件費の増額で

ございます。

次に、その下の欄でございますが、連絡調整

費で192万7,000円の減額でございます。これは、

説明欄にございますとおり、主に政策調整研究

費や部内の緊急的な物品の購入をやっておりま

す調整事務費、これの執行残等によるものでご

ざいます。

そして、このページの下から２番目の（事項）

地方分権促進費におきまして、市町村等による

広域連合の設置、これについての補助金でござ

いますけれども、これの該当例が生じなかった

ことによる執行残によりまして、減額になって

おります。

一番下の欄、県外事務所費672万2,000円の減

額でございます。内容としましては12ページの

ほうになりますけれども、東京、大阪、福岡の

各県外事務所におきまして、タクシーの借り上

げ料等、事務所の運営に係る経費の節減による

執行残でございます。

さらに、その次の欄、（事項）県計画総合推進

費でございます。571万6,000円の減額でござい

ます。説明欄１にあります総合計画策定戦略展

開事業につきましては、総合計画の策定や施策

展開に図るための調査等について執行残を生じ

たものでございます。また、４番目の項目でご

ざいます、みやざき成長産業育成加速化基金事

業で282万4,000円、また、５のみやざき人材づ

くり基金設置事業で91万5,000円の増額がござい

ます。これはいずれも基金の運用で得ました預

金の利子が見込みを上回ったものでございます。

13ページになりますが、開発事業特別資金特

別会計でございます。（事項）繰出金で2,685
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万4,000円の減額をお願いしております。これは、

農政水産部所管の施設園芸用燃料の木質バイオ

マス転換過疎化事業など、資金の対象となる事

業がそれぞれ減額になったところに対応するも

のでございます。そのための事業の原資であり

ます当資金からの繰出金について減額をするも

のであります。

失礼いたしました。続きまして……

○松村委員長 暫時休憩します。

午前10時22分休憩

午前10時24分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

○井手総合政策課長 それでは、続きまして、

国の緊急経済対策実施に伴う補正予算について

説明させていただきます。

資料のほう、取りかえいただきまして、薄い

ほうの２月補正歳出予算説明資料、議案第78号

をお願いします。３ページ目が総合政策課のペ

ージでございます。

総合政策課の補正額、この表の一番上、左か

ら２番目、補正額の欄でございますが、総額

で7,213万4,000円の増額補正をお願いしており

ます。補正後の予算額は、右から３つ目の欄、

補正後の額でございますが、28億3,674万4,000

円であります。

補正の主な内容について御説明差し上げます。

５ページをお開きいただきたいと思います。（事

項）県計画総合推進費で7,213万4,000円の増額

でありますが、説明欄１の「まち・ひと・しご

と創生実現事業」及び説明欄２「都市との連携

による地方創生モデル事業」であります。これ

につきましては、お手元の委員会資料のほうに

お戻りいただいて、委員会資料のほうで御説明

させていただきたいと思います。

委員会資料７ページ目になります。まち・ひ

と・しごと創生実現事業でございます。事業の

目的・背景のところでございますが、昨年12月

に閣議決定されました国の地方創生に係る長期

ビジョン及び総合戦略を踏まえ、今後、本県版

の人口ビジョン、まち・ひと・しごと創生総合

戦略を策定することとなります。この戦略につ

きましては、これまで本県が取り組んでまいり

ました人口減少問題対策を最重要課題といたし

ます県総合計画等と施策の方向性と同一でござ

いますので、今議会に審議をお願いしておりま

す県総合計画の長期ビジョン、また、今後策定

してまいりますアクションプランとも十分連動

させながら、一体的に効果的に施策の推進を図っ

てまいりたいと考えております。したがいまし

て、この戦略を策定するとともに、総合計画の

推進も図っていくということを考えております。

２のほうの事業の概要でございますが、事業

費は4,000万円、事業の内容といたしましては、

まち・ひと・しごと創生総合戦略や県総合計画

の円滑な推進のために必要な調査の実施、また、

県民の皆さんに対する周知・広報のほか、機運

醸成のためのフォーラムの実施等を考えており

ます。また、戦略の策定にあわせまして、官民

連携による会議の実施でありますとか、関連施

策の推進等を図ることとしております。

事業効果でありますけれども、目的の繰り返

しになりますけれども、県民の皆様に対する広

報や施策の推進管理に努め、地方創生を実現す

るための推進基盤を構築してまいりたいと考え

ております。

８ページになります。都市との連携による地

方創生モデル事業でございます。これにつきま

しては、昨年11月に川崎市と連携・協力に関す

る基本協定を提携したとこでありまして、右の
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ページのほうにその取り組みイメージを掲げて

おりますけれども、都市と地方の立場を対立の

構図ではなく共生として捉え、地域産業の振興

やさまざまな課題解決に向けてお互いの持つ資

源や特性、強みを生かしながら連携・協力して

新たな相乗効果を発揮する取り組みとしており

ます。この事業におきましては、川崎市との木

材利用技術や県産材の利用推進がまず第一番目

になっておりますけれども、これにとどまらず、

産業やひとづくりの面まで含めた包括的な取り

組みとして連携事業を進めて、都市と自治体と

の連携による新たな地方創生のモデルを構築し

たいと考えております。

左のページにお戻りいただきまして、２の事

業概要のところでございます。予算額は3,213

万4,000円でございます。事業の内容でございま

すけれども、まず、①の地方創生のキックオフ

フォーラムの開催事業としまして、川崎市から

関係者を招きまして、川崎市との連携による地

方創生の機運醸成のためのフォーラムを開催す

ることとしております。また、②でございます

けれども、木材利用以外にもフードビジネスや

ものづくり、観光等、さまざまな分野における

連携が今後考えられますので、これらの分野の

キーパーソン、この方々を招聘しまして、今後

進めていきます具体的な連携事業について両県

で検討を行うこととしております。

さらに、（３）でございますが、木材利用につ

きまして、スギの活用プロジェクトといたしま

して、川崎市の公共施設等での木造・木質化の

支援、また、今後のオリンピック施設にスギを

利活用するための提案活動等を行うこととして

おります。

さらに、４、５におきましてですが、川崎市

が主催します先端技術見本市等に本県のブース

を出展しまして、県内企業の技術のＰＲを行う

とともに、川崎市で行われます物産展、またイ

ベント等へ出展することによって、本県の物産

・観光・移住等をＰＲすることとしております。

事業効果でございますが、地方と都市の間で

の人や物の好循環化を進める地方創生モデルを

全国に先駆けて実現させるということを目指し

ておりまして、さらに他の都市との連携等も視

野に入れながら、広く全国にアピールしてまい

りたいと考えております。

総合政策課は、以上でございます。

○片寄秘書広報課長 秘書広報課の補正予算に

つきまして御説明申し上げます。当課の補正予

算は、通常分の議案第54号のみでございます。

厚いほうの歳出予算説明資料、これの15ページ

をお願いいたします。

秘書広報課の補正予算は、左から２つ目の補

正額にありますとおり、3,028万円の増額をお願

いしておりまして、補正後の額は右から３つ目

でありますが、５億702万4,000円であります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。17ページをお願いいたします。中ほどの（事

項）職員費であります。3,321万1,000円の増額

をお願いいたしておりますが、これは、平成27

年に皇室の御来県が恒例となっております２つ

の全国大会が開催されることに伴い、その準備

のため、昨年４月から職員を４名増員したこと

によるものであります。

次の（事項）広報活動費であります。293

万1,000円の減額をお願いしておりますが、これ

は、県広報紙印刷経費の入札残などによる執行

残であります。

秘書広報課は、以上でございます。

○奥野統計調査課長 それでは、統計調査課の

補正予算につきまして御説明をいたします。歳
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出予算説明資料の19ページをお願いいたします。

統計調査課の補正額でございますけれども、

この表の左から２列目、4,040万1,000円の減額

をお願いしております。補正後の予算額は、右

から３列目でございますけれども４億2,431

万6,000円でございます。

それでは、補正の主な内容につきまして御説

明をいたします。22ページをお願いいたします。

まず、下から２番目でございますが、経済セン

サス費でございます。828万8,000円の減額をお

願いしております。これは、国の委託等経費の

交付決定によりまして、調査に要する経費が当

初の見込みを下回ったことや、市町村交付金に

不用額が生じたことなどによるものでございま

す。

次に、一番下でございますが、国勢調査費で

ございます。841万9,000円の減額をお願いして

おります。こちらにつきましては、平成27年国

勢調査における調査区設定におきまして、前回

調査までは各県が契約して行っておりました地

図作成、これを今回は国が一括契約して行うこ

とによりまして、地図作成経費が不用になった

ことなどによるものでございます。

次に、23ページをお願いいたします。中ほど

の全国消費実態調査費でございますけれど

も、626万7,000円の減額をお願いしております。

こちらも国の委託統計費の交付決定によりまし

て、調査に要する経費が当初の見込みを下回っ

たこと、また、市町村交付金に不用額が生じた

ことなどによるものでございます。

統計調査課の説明は、以上でございます。

○奥野総合交通課長 総合交通課の補正予算に

つきまして御説明いたします。まず、通常分で

す。分厚いほうの歳出予算説明資料の25ページ

をお願いします。

総合交通課の補正予算は、総額で１億716

万9,000円の減額補正をお願いしております。補

正後の額は９億7,884万7,000円となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。27ページをお願いいたします。

まず、下から２つ目の（事項）地域交通ネッ

トワーク推進費でございますが、１の地方バス

路線等運行維持対策事業について、2,681万2,000

円の減額補正をお願いしております。これは、

バス事業者に運行費や車両減価償却費など、国

と協調しまして、あるいは県と市町村で補助す

るものでありますが、運行費補助につきまして、

補助金の算定基礎となりますキロ当たりの経常

費用の額に変更がありまして、運行欠損額が当

初の見込みより減少したということから減額補

正をするものでございます。

次に、２のバス路線活性化対策事業につい

て583万円の減額です。これは、既存のバス路線

の一部を見直しまして、コミュニティバスなど

に移行する場合などに運行費や調査費を県単独

で補助するものでありますけれども、今年度は、

運行費補助の活用にまで至る市町村がなくて、

調査事業費補助を２市町が活用するにとどまっ

たということから減額補正するものであります。

次に、３の離島航路運行維持対策事業につい

て1,000万円の減額です。これは、離島航路の運

航欠損額を国が補塡した後に、残額を県と延岡

市で負担するものでありますが、運行欠損額が

当初の見込みより圧縮され、欠損額が国の補助

額で全額補塡されたということで減額するもの

でございます。

次に、一番下の（事項）航空交通ネットワー

ク推進費であります。これは28ページをお願い

します。一番上ですが、１の宮崎の空航空ネッ

トワーク活性化利用促進事業について4,283
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万9,000円の減額です。これは、航空ネットワー

クの維持・充実を図るため、宮崎空港振興協議

会が実施する各種事業へ補助するものでござい

ますが、新たに就航します宮崎香港線、これに

つきまして、当初12月の就航を想定しまして、

９月議会にて追加補正をいただいたとこでござ

いましたが、就航が３月の28日になったことで、

その運行便数が大幅に減少したことと、それと、

東アジアの新規航路路線誘致促進支援事業とい

うのがありますが、これで、チャーター便の誘

致を考えてあったんですが、このチャーター便

の運航実績がなかったということから減額補正

をするものであります。

通常分は以上です。

続きまして、緊急経済対策の追加分の補正の

ほうで、薄いほうの議案78号と書いてある歳出

予算説明資料をお願いいたします。７ページを

お開きください。

総合交通課の追加分の補正予算は総額で２

億3,843万9,000円の追加になります。補正後の

額は12億1,728万6,000円となります。

主な内容について御説明いたします。９ペー

ジをお開きください。まず、１つ目の（事項）

広域交通ネットワーク推進費でございますが、

まず、１の宮崎県物流競争力強化事業につい

て2,288万9,000円の増額です。この事業は、こ

れまで実施してきております物流効率化支援事

業という荷寄せの事業がありますが、この事業

を見直しながら、引き続き、県内港湾やＪＲ貨

物への荷寄せを促進しますとともに、近年のト

ラックドライバー不足等にも対応するために、

荷主や物流事業者、あるいは行政とか関係団体

とが一体となって、物流対策を検討する場、こ

れを設けるものでございます。

次に、２の長距離フェリー航路利用促進支援

事業について700万円の増額補正をお願いしてお

ります。これは、本県の長距離フェリー航路が、

昨年の10月に神戸航路に変更されましたので、

宮崎市と連携として、航路のＰＲ支援等を行い

ますとともに、この航路を支援するために、関

係機関からなる協議の場を設けるものでござい

ます。

次に、３の公共交通利用促進基盤整備事業に

ついて5,900万円の増額をお願いしております。

これは、大きく３つありまして、宮崎港のフェ

リー人道橋のバリアフリー化、それから、県内

鉄道へのＩＣカード導入に補助をいたしますと

ともに、宮崎空港へのＬＣＣ等の新規路線の誘

致を進めるために、新規就航に係る初期投資費

用とか、あるいはＰＲ事業に対して補助を行う

ものでございます。

それから、次の（事項）の地域交通ネットワ

ーク推進費でございますが、１の基幹的交通ネッ

トワーク活性化事業、それと、２の宮崎を回ろ

う！公共交通企画切符発行事業につきましては、

後ほど委員会資料のほうで説明させていただき

たいと思います。

次に、その下の（事項）航空交通ネットワー

ク推進費ですが、１のプログラムチャーター誘

致促進事業について1,000万円の増額をお願いし

ております。これは、週２便以上をおおむね２

カ月以上にわたり運行するプログラムチャータ

ーと、これを誘致するために就航初年度のＰＲ

とか、あるいは利用促進等に係る費用を支援す

るというものでございます。

以上が歳出予算説明資料の説明です。

続きまして、主な新規重点事業について説明

いたします。常任委員会資料の10ページをお願

いいたします。基幹的交通ネットワーク活性化

事業であります。まず、１の事業目的でありま
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すが、本県の路線バスを初めとしました地域公

共交通は利用者の減少に歯どめがかからないと

いうことで、大変厳しい状況にございます。ま

た、一方で、地方創生の観点から、地域間を結

ぶネットワークの重要性はますます高まってき

ておるところでございます。このため、特に広

域的な拠点同士を結ぶ路線バスを基幹的交通

ネットワークと位置づけまして、その活性化を

図るというものでございます。

次に、２の事業概要ですが、予算額で3,990万

円です。事業内容としましては、全部で４つご

ざいますが、まず、①の基幹的交通ネットワー

ク活性化実証事業につきましては、バス路線の

活性化モデルを創出するために、例えば、特定

のバス路線を対象として運賃を割り引く割引券

を発行したり、また、利用者の利便性を高める

ためにバスを増便すると、現在のサービス水準

を向上させる取り組みを実証実験として行うも

のであります。

次に、②の結節点環境整備事業につきまして

は、路線バスの交通結節点におきまして、案内

サインを設置するなど、利用環境の改善に役立

つようなハードの整備を行うものでございます。

また、③の活性化支援事業につきましては、バ

スの利用促進を図るためのイベントなどの実施

を支援するというものでございます。それから、

④の再構築支援事業につきましては、市町村を

対象として、民間のバス路線からコミュニティ

バスに転換する際の運行費や路線を見直すため

の調査事業費を補助するものであります。

事業効果としましては、持続可能なネットワ

ークの構築につながるということで、将来的な

移動手段の確保にも資すると考えております。

続きまして、13ページをお願いします。宮崎

を回ろう！公共交通企画切符発行事業でござい

ます。まず、１の事業目的ですが、この事業は、

主に県外からの観光客をターゲットにしており

まして、航空機やカーフェリーなどの県外から

県内に入り込む際の１つ目の公共交通機関、い

わゆる１次交通と、それと、鉄道やバス、タク

シー、本県に降り立った観光客が利用する２つ

目の公共交通機関、いわゆる２次交通を組み合

わせた旅行商品を発行することによりまして、

本県の誘客を促進すると、そして、地域経済の

活性化を図るというものでございます。

２の事業概要ですが、予算額が9,965万円です。

事業の内容としましては、旅行商品を発行・販

売する交通事業者や旅行代理店に対しまして、

公共交通機関の運賃の値引きに相当する額を補

助するものであります。

最後に事業効果ですが、観光客が本県を訪れ、

県内各地で買い物や食事等を行うことで、地域

経済の活性化に資するものと考えておるところ

でございます。

説明、以上であります。

○石崎中山間・地域政策課長 それでは、中山

間・地域政策課の補正予算について説明をいた

します。

まず、通常分についてであります。分厚いほ

うの歳出予算説明資料29ページをお開きくださ

い。当課の補正予算額は6,563万8,000円の減額

補正で、補正後の額は４億4,768万7,000円とな

ります。

補正の主なものについて御説明いたします。31

ページをお開きください。まず、中ほどの（目）

計画調査費の（事項）中山間地域活力再生支援

費でありますが、4,020万2,000円の減額補正で

あり、主なものとしましては、説明欄の５、地

域力磨き上げ応援事業と６、明日の地域づくり

支援事業でありますが、市町村からの補助金交
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付申請額が見込みを下回ったことによる執行残

であります。

次に、32ページでございますが、上から２つ

目の（事項）地域活性化促進費であります。1,685

万9,000円の減額補正で、主なものとしまして、

説明欄の３、宮崎県市町村間連携支援基金事業

でありますが、各市町村が連携して実施する事

業の交付金申請額が見込みを下回ったことによ

る執行残であります。

次の（事項）移住定住促進費でありますが258

万円の減額補正で、説明欄の１、移住・定住・

交流促進強化事業でありますが、市町村からの

補助金交付申請額が見込みを下回ったことによ

る執行残であります。

次に、追加分でございます。薄いほうの歳出

予算説明資料の11ページをお開きください。当

課の補正予算額は１億9,967万9,000円の増額補

正で、補正後の額は６億4,736万6,000円となり

ます。主なものについて御説明いたします。13

ページをお開きください。まず、（目）計画調査

費の（事項）中山間地域活力再生支援費であり

ますが、3,186万円の増額補正であります。説明

欄の１、中山間地域産業支援事業でありますが、

この事業は、中山間地域産業振興センターに常

駐のコーディネーター１名を増加して配置し、

地域資源を生かした商品開発や販路拡大の支援

等を行うものであります。

説明欄の２、持続可能な集落活動支援事業で

ありますが、この事業は、集落住民みずからが

市町村とともに集落の抱える課題や地域の将来

について考え、集落のあり方を模索していく取

り組み等を支援するものであります。

説明欄の３、外部人財活用による集落活動支

援事業でありますが、この事業は、中山間盛り

上げ隊等の役割を広く知っていただき、中山間

地域との交流、連携の促進を図るとともに、地

域おこし協力隊の隊員や市町村との意見交換会、

研修会等を実施するものであります。

説明欄の４、地域資源・絆を生かした地域経

済循環構築事業でありますが、モデル地域にお

いて、地域経済の構造的な課題を抽出し、その

対策を講じるため、大学等と連携して、地域経

済の構造分析を実施し、地域の実情に応じた地

域経済循環システムの構築を図るものでありま

す。

次の（事項）ふるさとづくり推進事業費であ

りますが、1,250万円の増額補正で、説明欄の１、

協働による明日のみやざき創生事業であります

が、ボランティア、ＮＰＯ、企業などの多様な

主体による県民の協働、魅力ある地域づくりに

係る支援を行うものであります。

次の（事項）地域活性化促進費であります

が、1,170万円の増額補正で、説明欄の１、県際

連携地域資源活用推進事業につきましては、後

ほど常任委員会資料で御説明いたします。

次の（事項）移住・定住促進費でありますが、

１億4,361万9,000円の増額補正で、説明欄の１、

移住・ＵＩＪターン強化事業につきましても、

常任委員会資料で御説明いたします。

それでは、常任委員会資料の14ページをお開

きください。県際連携地域資源活用推進事業で

あります。この事業は、豊かな自然等の地域資

源を核として、県境を越えて連携し、世界ブラ

ンドを活用した取り組みを行う市町村を支援す

るとともに、県と市町村が一体となって近隣県

との連携強化を図るものであります。

２の事業概要であります。予算額は1,170万円

を計上しております。事業の内容は、（３）①の

県際連携地域資源活用推進費としまして、豊か

な自然等の地域資源を核とした県際地域の市町
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村と一体となった世界ブランドに向けた取り組

みに対する支援を行うものであります。具体的

には、霧島ジオパークの推進を行う市町村への

補助、祖母傾山系周辺地域でのユネスコエコパ

ークにつきまして、地域住民への広報、啓発等

に必要な経費を計上しております。なお、ユネ

スコエコパークの取り組みにつきましては、こ

の補正予算とは別に、当面必要な経費を骨格予

算のほうにおいて計上しております。

３の事業効果でありますが、地域の情報発信

力の強化、ブランド力の向上、あるいは地域住

民の誇りの醸成などが図られるとともに、広域

観光ルートの形成や東九州自動車の全線開通と

の相乗効果により、一層の交流人口の増加など

を見込んでおります。

次に、16ページをお開きください。移住・Ｕ

ＩＪターン強化事業でございます。右側のほう

にポンチ絵を掲げてありますが、これもあわせ

てごらんいただければと思います。

この事業は、移住・ＵＩＪターンにワンストッ

プで対応できる情報発信、相談拠点の整備等を

図るものであります。

２の事業概要でありますが、予算額は１

億4,361万9,000円を計上しております。この事

業につきましても、平成27年度の骨格予算に東

京有楽町に関する部分の経費などを盛り込んで

おりますが、この補正予算による国の交付金を

活用し、関係部とも連携しながら、より積極的

な施策展開を図るものであります。

（３）の事業内容をごらんください。まず、

①の市町村、各種関係団体等と連携した総合的

な推進体制の整備につきましては、県、市町村

と関係団体による全県的な協議会を設けるもの

でございます。

次に、②の移住・ＵＩＪターン相談・案内体

制の整備は、東京有楽町のふるさと回帰支援セ

ンター内に移住に加え、ＵＩＪターンについて

もワンストップで情報提供や相談対応ができる

拠点を整備し、首都圏の移住希望者に対し、住

まいや地域の情報とともに、仕事の情報につい

ても一元的に提供するものです。また、大学等

を回るなどして、本県出身者を初めとする潜在

的な移住希望者に対する積極的な働きかけも

行ってまいります。さらに、県内におきまして

も、宮崎駅前ＫＩＴＥＮビルのみやざきＪＯＢ

パークプラス内に、移住全般の相談対応や市町

村との連携・情報収集等を行う相談員を配置す

るとともに、県内の雇用開拓のためのマッチン

グ事業なども展開することとしております。

３の市町村における受け入れ体制整備の支援

拡大につきましては、これまでの市町村に対す

る支援に加え、定住のためのフォローアップ枠

を新たに設け、市町村における移住後のフォロ

ーアップ等の充実を図るものであります。

次に、④の定住に向けた中山間地域における

農林業等の受け皿確保と移住希望者への就業機

会への創出につきましては、農林業への従事を

希望する移住希望者に就業する機会を提供し、

移住・定住につなげるため、中山間地域におい

て、多産業連携型の作業受託組織等での受け皿

確保に向けた支援や現場で農林業を体感するツ

アー、就農相談会などの開催を行うものであり

ます。

３の事業効果でありますが、移住・ＵＩＪタ

ーン者が地域に定住することで、地域経済の活

性化、あるいは地域の担い手増加等によりまし

て、地域の活力等の維持が図られるものと考え

ております。また、企業におきましても、優秀

な人材の確保等が図られるものと考えておりま

す。
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説明は以上であります。

○黒木フードビジネス推進課長 フードビジネ

ス推進課の補正予算について御説明いたします。

まず、通常分の補正についてであります。厚い

ほうの歳出予算説明資料の35ページをごらんく

ださい。フードビジネス推進課の２月補正額

は3,857万1,000円の減額補正をお願いしており

ます。補正後の予算額、右から３番目の欄です

が、８億6,251万7,000円となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。37ページをお開きください。まず（事項）

職員費につきましては、730万8,000円の増額で

あります。これは、昨年度と比べ、職員数が１

名ふえたことによるものであります。

次に、（事項）フードビジネス総合推進費の減87

万9,000円につきましては、事務費の執行残であ

ります。

次に、（事項）地域化学技術振興費で5,000万

円の増額でありますが、説明欄１の「産学官金

連携による地域経済循環創造事業」につきまし

ては、後ほど常任委員会資料で説明させていた

だきます。

次に、一番下の（事項）宮崎フードビジネス

雇用創出プロジェクト推進費は9,500万円の減額

であります。これは、38ページの４、宮崎の肉

拡大プロジェクトや、５、加工業務用農水産物

拡大プロジェクト、さらにその下の６の焼酎、

７の日本一のキャビアの各プロジェクトにおき

まして、民間事業者を対象とした補助金につい

て採択、企業からの補助申請額が見込みを下回っ

たことなどによるものであります。

それでは、お手元の常任委員会資料の18ペー

ジをお願いいたします。産学官金連携による地

域経済循環創造事業についてであります。この

事業につきましては、事業の目的・背景にござ

いますとおり、総務省の地域経済循環創造事業

交付金を活用しまして、産学官金の連携のもと、

地域の資源と地域金融機関の資金を活用した先

進的な取り組みを行う事業者に対して支援を行

うことで、地域での経済循環をつくり出すもの

です。

事業の概要ですが、補正額は5,000万円であり

まして、財源は全額国の交付金であります。

（３）の事業内容につきましては、リーフ茶、

急須を使って飲む一般的なお茶のことですけれ

ども、この需要が頭打ちとなっている中で、抹

茶や粉末茶の需要は、お菓子などの食品加工用

や海外向けを中心に伸びておりますので、抹茶

や粉末茶の加工に取り組む事業者に対し支援を

行うものであります。①にありますとおり、事

業実施主体は、株式会社シイカトウで、小林市

野尻町の四位農園と静岡県のカクニ茶藤が本県

に設立した新会社であります。産学官金の連携

機関として、県食品開発センター、宮崎大学、

宮崎銀行小林支店がかかわっています。補助事

業の内容としましては、茶葉の加工粉砕に必要

な設備の購入費であります。事業効果としまし

ては、この取り組みを支援することにより、茶

産地としての競争力強化と地域経済の活性化を

図ることができるものと考えております。

ここで事業の仕組みを図にまとめておりま

す。19ページをごらんください。中央の枠にあ

ります今回の事業の実施主体である株式会社シ

イカトウは、その左側にあります有限会社四位

農園が生産した有機栽培による抹茶・粉末茶専

用の茶葉を原料として、今回の事業で整備した

加工設備等により抹茶・粉末茶の加工製造を行

います。製品については、国内外に販路を有す

るカクニ茶藤と連携して販売に取り組んでいく

こととしております。
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今回の総事業費は、この真ん中、シイカトウ

のちょっと下ほどにありますけれども、１

億1,020万円でありますが、図の上のほうにあり

ますように、県が国の交付金を活用して5,000万

円補助し、その右にありますように、地域の金

融機関、宮崎銀行でありますが、こちらも5,000

万円の融資を行い、残りは自己資金で賄う計画

であります。その右にありますように、宮崎大

学や県食品開発センターも製品開発の協力を行

うこととしております。

では、続きまして、国の緊急経済対策の実施

に伴う補正予算について御説明いたします。資

料を変えていただきまして、薄いほうの歳出予

算説明資料、議案第78号、これの15ページをお

願いいたします。フードビジネス推進課の補正

額は、1,800万円の増額補正をお願いしておりま

す。補正後の予算額、右から３番目の欄ですが、

８億8,051万7,000円となります。

それでは、内容について御説明いたします。

委員会資料の20ページをごらんください。事業

の目的・背景にありますとおり、和食がユネス

コの世界無形文化遺産に登録され、2020年には、

オリンピック・パラリンピック東京大会が開催

されるという中で、博覧会として初めて食をテ

ーマにしたミラノ国際博覧会が開催されますの

で、フードビジネスに取り組む本県として、本

県の食や食文化の魅力を世界に発信し、県産品

の輸出拡大や外国人観光客の誘客を図りたいと

考えております。

事業の概要ですが、この事業の予算額は1,800

万円であり、財源は国の交付金を活用して実施

いたします。

事業内容につきましては、21ページをごらん

ください。国際博覧会に関する全体像を御説明

いたします。今回の取り組みは博覧会への単な

る出展にとどまらず、ミラノ博覧会をきっかけ

としてＥＵ市場への輸出拡大につなげていくこ

とを大きな特徴としております。このため、図

にありますとおり、まずは一番左の枠にありま

すように、博覧会前の基盤づくりを行って、真

ん中の枠にありますように、博覧会中のＰＲを

やって、その右側の博覧会後の販路開拓に結び

つけていくという一連の取り組みで進めていき

ます。

具体的に申し上げますと、一番左の会期前の

取り組みでは、１月から開催しておりますＥＵ

塾におきまして、今後輸出に取り組む企業を育

てていきます。また、本県の食材を現地の方の

味覚に応じたものとして輸出するために、料理

研究家の協力を得て、食材のレシピ開発を行い

ます。真ん中の枠に移りますと、９月２日から

５日までの４日間、万博の本県出展期間中は、

宮崎牛や焼酎、茶などの食材や食文化をＰＲす

るとともに、これらに対する来場者の評価など

を調査します。また、その右側の会期後は、現

地事業者との交流会を開催するとともに、ＥＵ

市場における大規模商談会への出展を計画して

おり、ＥＵにおける販路開拓につなげていきた

いと考えております。こうした輸出拡大に向け

た取り組みについては、商工観光労働部が所管

しております地域人づくり事業を活用しまして、

今年度から取り組みを進めているところであり

ます。

続いて、下の段、左手にありますとおり、Ｅ

Ｕ輸出を進める上では、県内企業や県民にＥＵ

市場を身近に感じ、挑戦する機運を盛り上げて

いくことが必要でありますので、出展前に県内

でのプレイベントなどを行う予定であります。

また、その右の枠で、会期中は、食や食文化と

あわせて本県の神話や観光、映像や郷土芸能の
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実演等を通してＰＲいたします。下の段にお示

ししましたこの機運醸成や神話、観光のＰＲ、

こういったものが今回の補正予算でお願いして

いる事業であります。その右に、当事業の予算

額をお示ししておりますが、今回のミラノ万博

に関する一連の取り組みに関しましては、27年

度当初予算でお願いいたします推進事務費から

なる出展事業960万円以外は、この1,800万円の

当事業を初め、国の10分の10の資金を可能な限

り活用することによりまして、新たな市場に向

けた本県のＰＲや輸出拡大について、しっかり

とした取り組みを行いたいと考えているところ

であります。

20ページに戻っていただきまして、事業効果

といたしまして、世界に向けた高いＰＲや食の

市場、販路の拡大、また、観光客の増加が期待

できると考えております。

フードビジネス推進課の説明は、以上であり

ます。

○村上生活・協働・男女参画課長 生活・協働

・男女参画課の補正予算について御説明いたし

ます。当課の補正予算は、通常分と国の緊急経

済対策分がございますが、まず、通常分につい

て御説明いたします。厚いほうの歳出予算説明

資料の39ページをお開きください。

当課の補正額は741万6,000円の減額をお願い

しておりまして、補正後の額は右から３番目の

欄の４億3,171万8,000円になります。

補正の主な内容について御説明いたします。42

ページをお開きください。中ほどの（事項）ボ

ランティア活動促進事業費で155万7,000円の減

額であります。主な理由としましては、説明欄

２の地域福祉等推進特別支援事業について、県

内４地区で予定しておりました共同商談会を応

募がなかったため２地区で開催したことによる

執行残によるものです。

次に、（事項）消費者支援対策費で273万9,000

円の減額であります。主な理由としましては、

説明欄２の消費者自立支援対策費について、特

別講座が台風で中止になったことなどによりま

して、講師謝金や旅費等の執行残によるもので

す。

次に、一番下の（事項）消費生活センター設

置費で237万4,000円の減額であります。主な理

由としましては、次のページの一番上の２の生

活情報センター管理費について、空調やエレベ

ーターなどの保守点検等委託の入札残によるも

のです。

次に、その下の（事項）消費者行政活性化基

金事業費で252万5,000円の減額であります。主

な理由としましては、市町村の消費生活相談窓

口の機能強化などの経費の交付額決定に伴う補

助金の執行残によるものです。

次に、一番下の（事項）男女共同参画推進費

で107万8,000円の減額であります。主な理由と

しましては、説明欄１の啓発活動推進事業につ

いて、今年度は、この事業による講演会にかえ

まして、国の女性活躍加速化交付金を使った企

業フォーラムや女性向けセミナーを実施したこ

とによる執行残によるものです。

次に、国の緊急経済対策の分について御説明

いたします。薄いほうの歳出予算説明資料の19

ページをお開きください。補正額は1,302万3,000

円の増額であります。補正後の予算額は、右か

ら３番目の欄、４億4,474万1,000円であります。

主な補正の内容につきましては、（事項）男女共

同参画推進費で1,302万3,000円の増額でありま

す。説明欄１のみやざき女性の活躍応援事業に

つきましては、委員会資料のほうで御説明させ

ていただきます。
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委員会資料の23ページをお開きください。み

やざき女性の活躍応援事業についてです。事業

の目的ですが、豊かで活力ある社会を築き維持

していくためには、女性の知恵や感性、アイデ

ア、そして、労働力が必要不可欠でありますこ

とから、女性が意欲と能力を生かしながら活躍

できる社会づくりに向けた取り組みを行うもの

です。

事業概要ですが、予算額は1,302万3,000円で

す。事業内容ですが、まず、①の企業のネット

ワーク構築支援としまして、女性の就業継続や

管理職等へのキャリアアップを進める企業の

ネットワークを構築するものです。そのため、

予算の議決後すぐの３月に発起会を立ち上げま

して、企業等が抱える課題抽出等を行うなどし

ながら、県内企業に広く参加を呼びかけ、企業

と関係団体とが連携した組織の設立を目指して

まいります。また、②の女性のチャレンジサポ

ートとして、男女共同参画センターにおいて、

起業、キャリアアップ等をしたい女性の相談対

応などを行いますとともに、さまざまな分野で

活躍する女性をメンター、いわゆる仕事やキャ

リアのお手本として助言指導する人材のことを

言いますが、メンターとして登録し、希望に応

じて相談対応などを行うものです。また、③の

女性の管理職等現況調査としまして、県内企業

における女性管理職の登用状況や、そのための

取り組みについて調査を行い、今後の施策に反

映してまいりたいと考えております。

こうした取り組みによりまして、事業効果に

ありますように、さまざまな分野で女性の活躍

が進み、男女にかかわらず個性と能力が発揮で

きる男女共同参画社会づくりが図られ、地域の

活性化につながるものと考えております。

説明は以上です。

○菓子野文化文教・国際課長 文化文教・国際

課の補正予算について御説明いたします。当課

は通常分のみであります。分厚いほうの歳出予

算説明資料45ページをお開きいただきたいと思

います。当課の補正額は、総額２億8,410万1,000

円の減額でございます。これによりまして、補

正後の額は67億5,572万6,000円となります。

それでは、内容について御説明いたします。47

ページをお願いいたします。表の一番下の（事

項）でありますけれども、県立芸術劇場7,193

万5,000円の減額でございます。主なものといた

しまして、次のページ、お開きいただきたいと

思います。説明欄の１、県立芸術劇場大規模改

修事業費7,070万円の減額であります。これは、

改修工事等の入札残によるものでございます。

次に、（事項）文化活動促進費350万6,000円の

減額であります。主なものといたしましては、

説明欄３の地域の芸術文化環境づくり支援事

業270万円の減額であります。対象となる事業を

実施する市町村が当初見込みよりも少なかった

ことによる補助金の減額でございます。

次に、ページの一番下、（事項）国際交流推進

事業費888万6,000円の減額であります。主なも

のといたしましては、次のページでございます

けれども、説明欄４の多文化共生地域づくり推

進事業、これは、公益財団法人宮崎県国際交流

協会に委託している事業でございますけれども、

人件費を精査したことによる減額でございます。

７のアンニョンハセヨ！少年少女国際交流事

業の減額は、参加人数が減少したこと、また、

旅行会社への委託料に伴う入札残によるもので

ございます。

最後に、（事項）私学振興費１億8,677万4,000

円の減額であります。主なものといたしまして、

まず、説明欄１の私立高等学校授業料減免補助
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金485万8,000円の減額、また、説明欄６の私立

高等学校就学支援金、これは授業料を補助いた

します就学支援金、それと、非課税世帯の生徒

に教材費相当額を支給いたします奨学給付金、

これを含んでおりますけれども、いずれも対象

となる生徒数や支給額が当初の見込みを下回っ

たことによる減額でございます。

本課の説明は、以上でございます。

○吉田人権同和対策課長 人権同和対策課の補

正予算につきまして御説明いたします。当課も

通常分のみとなります。分厚いほうの歳出予算

説明資料の51ページをお開きください。人権同

和対策課の補正予算は、総額で423万1,000円の

減額補正でありまして、補正後の額は、右から

３つ目の欄にありますように、１億3,607万4,000

円となります。

主な内容について御説明いたします。53ペー

ジをお開きください。一番下の（事項）宮崎県

人権教育啓発推進方針推進事業費であります

が、446万6,000円の減額補正をお願いしており

ます。これは、下の説明欄の１の宮崎県人権啓

発センター事業や４の市町村への採択事業であ

ります地域人権啓発活動活性化事業の経費につ

きまして、国庫委託金の決定額に合わせて減額

したことや、研修資料の経費節減等によるもの

であります。

人権同和対策課の説明は、以上でございます。

○青出木情報政策課長 情報政策課の補正予算

について御説明いたします。当課は通常の補正

に加えまして、国の緊急経済対策の実施に伴う

補正をお願いしております。まず、通常分の予

算についてでございます。お手元の歳出予算説

明資料、分厚いほうでございますけれども、55

ページをお開きください。情報政策課の補正予

算は3,729万9,000円の減額補正でございまして、

補正後の額は８億6,894万2,000円となります。

それでは、主な内容につきまして御説明いた

します。57ページをお開きください。上から２

番目の（事項）行政情報化推進費でございます

けれども、246万1,000円の減額補正をお願いし

ております。これは、インターネットで提供さ

れます行財政情報サービス利用契約の見積もり

残などによるものでございます。

次に、（事項）情報行政処理基盤整備費でござ

いますが、79万3,000円の減額補正をお願いして

おります。これは、職員が使用するパソコン賃

借料の執行残などによるものでございます。

次に、（事項）行政情報システム整備運営費で

ございますけれども、948万8,000円の減額補正

をお願いしております。まず、説明欄３の県庁

ＬＡＮ運営費につきましては、単独庁舎向けの

回線使用料の執行残などによるものでございま

す。

一番下の４番、総合行政ネットワーク運営費

につきましては、全国の地方自治体をつなぐ行

政専用ネットワークの負担金の額が確定したこ

となどによるものでございます。

58ページをお開きください。（事項）電子県庁

プロジェクト事業費につきましては、2,255

万7,000円の減額補正をお願いしております。ま

ず、４、パソコン等ヘルプデスク事業でござい

ますけれども、職員からのパソコン等について

の相談窓口でございます。ヘルプデスクに係る

業務委託の入札残によるものでございます。

７、社会保障税番号制度システム整備事業に

つきましては、いわゆるマイナンバー制度の導

入に向けまして、現在システムの構築を進めて

いるところでございますけれども、その費用に

係る国庫補助の決定に伴う減額でございます。

次に、その下の（事項）地域情報化対策費で
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ございますが、930万4,000円の減額補正をお願

いしております。説明欄２の電気通信格差是正

対策費についてでございますけれども、本年度

は、日之影町で携帯電話の不感知地域解消のた

めの事業を実施しておりまして、その国庫補助

決定に伴う減額でございます。

続きまして、国の緊急経済対策の実施に伴う

補正予算について御説明いたします。薄いほう

の歳出予算説明資料、こちらの23ページをお開

きいただけますでしょうか。情報政策課の追加

補正額は1,470万円の増額でございまして、補正

後の予算額は８億8,364万2,000円となります。

25ページをお開きください。（事項）電子県庁

プロジェクト事業費で1,470万円の増額でござい

ますけれども、説明欄１のオープンデータ利活

用推進事業につきまして、常任委員会資料のほ

うで説明をさせていただきたいと思います。常

任委員会資料の一番最後のページでございます

が、24ページから25ページをお開きください。

まず、最初に、オープンデータにつきまして

説明させていただきます。右側の25ページのほ

う、オープンデータの概要等というタイトルに

なっておりますけれども、その最初の１、オー

プンデータとはのところをごらんいただけます

でしょうか。四角で囲った分でございますけれ

ども、オープンデータとは、国等が保有いたし

ますデータを機械が読み取ることのできる形式

で、また、二次利用が可能なルールで公開して

いることと定義されているところでございます。

イメージとして、ここでは本県の雨量観測情報

を上げております。現在は、人にわかりやすい

ように地図上に雨量の大小を色の濃淡で表現し

て公開しておりますが、将来的には、機械判読

しやすいもとのデータも公開いたしまして、誰

でも自由に分析できるようにすると、このよう

な考え方がオープンデータでございます。２の

他県事例で富山市の事例を挙げておりますけれ

ども、ここでは、住民基本台帳のデータから、

エリアごとに高齢者の居住濃度を地図上に可視

化して、デイサービスの立地政策に活用した事

例がございまして、それをここに紹介しており

ます。この事例は、市のデータを市みずからが

使った事例でございますけれども、今後さまざ

まなデータが公開されることで、利活用が産学

官等、幅広い層に広がることが期待されている

ところでございます。

左の24ページに戻っていただきまして、１の

事業の目的・背景でございますが、中段のあた

りに記載しておりますように、県及び市町村の

データを民間企業やＮＰＯ等が自社の事業に活

用したり、あるいはさまざまな地域の課題解決

に民間のアイデアを取り込むなど、事業の推進

によって地域の力を強化することを目的として

おるところでございます。

２の事業概要でございますが、予算額は1,470

万円を計上しております。事業の内容でござい

ますけれども、①については、県と市町村とが

一体となってオープンデータに取り組んでいく

ため、市町村の支援を行うとともに、共同で利

用できるポータルサイトを構築いたします。②

のほうでは、データ利活用の価値や効果を企業

やＮＰＯ等に理解していただくとともに、さま

ざまな活用技術を学んでもらうためのセミナー

や研修会等を実施するものでございます。３の

事業効果でございますけれども、まずは、デー

タ利活用の効果を県民に知っていただくこと、

次に、データを活用した企業の事業の質の向上

や新事業の創出、そして、民間活力を生かした

新たな行政サービスの創出、このような事がら

が期待されるところでございます。
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情報政策課の説明は、以上でございます。

○松村委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

議案について質疑はありませんか。

○十屋委員 この大きい資料の中山間・地域政

策課、31ページから32ページにかけて、減額補

正で中山間活力再生支援とかいろいろ活性化促

進費とかあって、説明では、市町村交付金を受

ける件数というか、見込み額が少なくなったの

でというのが幾つかあったんですけれども、こ

れは、市町村がこの事業を生かして、実質中山

間地並びにそういうものを活性化しようという

件数が、そういう事業が余りなかったというこ

となんですか。

○石崎中山間・地域政策課長 市町村におきま

して、この事業ですけれども、大体３年間最大

補助することといたしまして、まず、最初に、

大体３年間でどういうことをやっていくかとい

うのを決定しまして、大体の各年度の所要額を

決定いたします。実際に事業を行っていくわけ

ですけれども、多いのは、当初の計画と事業の

進捗等の状況によって異なってくる。それで、

当初予定していた交付額よりも低い申請額に

なってしまった。あとは、そのような中で、例

えば、入札残が生じまして、そのようなものが

減額になるということがございます。

私どもといたしましては、この事業につきま

して、年度途中でその当初予定している交付予

定額に満たない場合は、追加募集をするといっ

たようなこともやっておりますけれども、やは

り、年度途中ではなかなか市町村の対応も難し

いというような状況がございます。今後も、そ

ういう意向調査等を実施いたしまして、せっか

くの枠でございますから、その消化に努めてい

きたいと考えております。

○十屋委員 補助のあり方というところもある

と思うんですけれども、例えば、３年で地域の

いろんな事業をやって、何かに結びつくという、

活性化に結びつくという考え方もあるかと思う

んですが、逆にそれじゃ足りないと思うんです。

そんな簡単に中山間地域、特に３年間で人がふ

えるわけでもないし、いろんな課題が一極に解

決するということではないので、そういう事業

としてやっていただくんであれば、やはりスパ

ンを長くするとか、次年度になったら別な事業

に変わっているかもしれないですけれども、そ

ういう意味で、期間を余り３年というふうに区

切ってしまうと、何か使いづらいというところ

がないのかなと思ったもんですから、だから、

新たに途中の年度で新しい募集をしても、なか

なかそこはあと１年半しかなければ、使いづら

いと思って手を挙げるのも少ないでしょうから、

やはり、こういう長期的に課題解決しなければ

いけないのは、ある程度の年数をちょっと長目

にとって補助をするとか、そういうことをやっ

たらどうかなと思いましたので伺いました。

やはり、なかなか地方創生と一緒で、知恵を

出しなさいと言われても、なかなかすぐすぐ出

てくるもんでもないと思うので、長期的に見て

いただければなと思います。

それから、総合交通課の27ページの公共交通

ネットワーク推進で、12月に来る予定が３月に

なって、その便数減ということがかなりあった

んですけれども、これは、当初の計画がずれ込

んだんですが、こういうことは、年度当初には

想定はされてなかったんですか。期間が12月来

ますと言ったのが３月までずれ込むということ

は。

○奥野総合交通課長 航空会社といろいろ話を

続けてきておったところでございます。当初、12
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月の方向で香港の当局のライセンスもおりるだ

ろうということだったんですが、いかんせん、

香港航空がかなり混雑した空港というようなこ

ともありまして、なかなかライセンスがおりな

いということで、結果的に、この３月28日になっ

たものでございます。

○十屋委員 先ほどプログラムチャーターとい

うのを説明いただいたんですが、週２便以上、

２カ月以上運行するＰＲとか就航費用の支援と

いうことですけれども、これ特定の、この香港

線を就航するのではということではないんです

ね。

○奥野総合交通課長 香港線のことは直接関係

ありませんが、今、定期路線が飛んでいるソウ

ルとか台北、あるいは香港以外のところでチャ

ーター需要があるところ、ここを掘り起こして

やっていきたいと思っております。具体的には、

例えば、韓国の釜山ですとか、あるいは中国と

か、これの需要が取り込めないかなと考えてい

るところでございます。

○十屋委員 引き続き、９ページの上の、きの

う物流の話ちょっとしましたけれども、協議の

場を設けるということは以前からもおっしゃっ

てたんですが、物流競争力強化事業で2,200万、

これはいろいろほかのことにも使われるんです

けれども、トラックドライバーの対応とか物産

対策とかＪＲとか荷寄せとかいろいろな言葉が

出てきたんですが、最終的に、総トータルで物

流を考えないと、というのは、この委員会でも

何度も言わせてもらったんですが、どういうふ

うな協議の場をつくるかというのが、課長の頭

の中にあればお話ください。

○奥野総合交通課長 この物流競争力強化事業

のほうでの協議の場につきましては、やはり、

今非常に課題となっていますトラックドライバ

ーの不足ですとか、労働基準の強化、トラック

協会のほうもかなり問題視しておりまして、こ

のことは、本県の物流の根幹を揺さぶるという

ような状況にもなってくるということで、非常

に危機感を持ってやっているところであります。

できるだけ早急にそういった協議の場を設けて

いきたいと思いますが、一番今問題になってい

るのが、そういうトラック業界の状況というの

を、荷主とか、そういった発注者側が十分理解

してくれないとということで、そういった危機

感をぜひ共有する場を設けてほしいという強い

要望もあったものですから、具体的なメンバー

としては、例えば、大手の荷主であります、Ｊ

Ａ経済連ですとか、工業会ですとか、あるいは

商工会議所、そういったものに、トラック協会

とかも入りまして、あと行政、そして、実際の

輸送機関なんかも入った形で検討の場が設けら

れたらと思っておるところでございます。

○十屋委員 この前の課長も私も同席した会議

があって、この話も出たと思うんですが、トラッ

クドライバーの労働環境の改善というのが一番

いいので、カーフェリーを何とかしてくれとい

う話が出ました。この強化事業がそれに該当す

るのかどうか私もわかりませんけれども、そう

いう課題として、長距離フェリーの問題をぜひ

上げていただきたいと思います。きのうも言い

ましたので、これ以上言いませんけれども、そ

ういったところの取り組みをこの中でも協議し

ていただければ思います。

とりあえず私のほうは以上です。

○坂口委員 補正の地域活性化・地域住民生活

等緊急支援交付金事業です。これで、地域消費

喚起型なんですけれども、県の分が16億6,000万

余りですよね。これから５億3100万を市町村に

ということ、これに含まれているということで
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すよね。そうなったとき、全国枠が2,500億なん

ですけれども、県が16億6,000万余り、市町村合

計がどれぐらいになるんですか。

○井手総合政策課長 具体的な額そのものは我

々もきっちりは把握しているわけではないんで

すけれども、計算式で想定すると20億以上かと

いうふうに見ております。

○坂口委員 市町村のトータルが20億余り。と

いうことは、その算定が、人口割とかそんな、

通常100分の１が宮崎県でトータルと言われるか

ら、20億となると、36～37億ですから、一つの

算定ルールがあると思うんです。だから、それ

を一つはやっぱり把握される必要があると思う

んです、市町村分まで。これは目的を持った金

で地方の消費を喚起しようと、全国津々浦々に

までアベノミクス効果を発揮させようというや

つだから、やっぱりそういった配慮がなされた

財源配分だと思うんです。だから、その中でこ

の５億3,100万、これをまず今度は県から市町村

に交付していくに当たっての考え方、これ基本

はどこに置かれているんですか。

○井手総合政策課長 今、算定方法のお話が出

ましたけれども、今、国のほうから提示されて

いる算定方法等を見ますと、財政力に応じた補

正がまずありまして、そのほか、消費に関する

水準という部分で算定されてます。年間の小売

販売額でありますとか、サービス業の対個人事

業の収入額を人口割するものであったり、あと

現金給与総額の全国平均との逆数、給与の低い

ところには多目にというような、そういうよう

な算定方法で、そういうことを見て我々も20億

以上限度額が交付されるだろうと見てます。そ

ういう経費からみますと、やはり、人口の多い

ところに多く交付されるというのが、人口割に

なりますので、当然そういうことになるだろう

と思ってますので、本県内のどちらかいうと人

口の少ない町村部のほうに手厚く県としては支

援をして消費喚起に当たるように考えていくべ

きと我々としては思っております。

○坂口委員 それで一つ考え方が基本にないと

だめだと思うんです。それから、消費喚起です

から、いかにそこの消費が低迷しているかとい

う消費額なり、１人当たりなりのそれの逆数と

いうのもやはり配慮すべきかなと思うんです。

それと、もう一つは、域内循環となっている

から、例えば、外貨資本が入っている宮崎市内

あたり、県外資本とか海外資本が、そこにいく

と循環しないわけです。そこで消費されたお金

というのは、即東京に返ってしまう。だから、

いかに地方資本で、シャッターがおりていると

ころあたりを何度も何度もこの金を循環させて

いくかという、やはりそこらの工夫というもの

が１つ要ると思うんです。でなければ、国が直

接全部６億5,100万も、地方の市町村取り分とし

て交付してたと思うんです。だから、ここのと

ころ、まず、県が市町村に対しての交付をやる

ときの責任というか、かなり大きいものがある

と思うんです。そこら辺のところをぜひこうい

うまたとないチャンスですから、そこをじっく

りやって、ここにはどれだけの支援が必要だと

いう、そういった政治的な判断も含めて、交付

額は100％県が裁量できるお金でしょうからお願

いしたいということと、問題はこの後の本予算

です。これは基金積まずに即執行していって次

の新年度の事業につなげなさいというやつだか

ら、そこのところを今回検証して、本当に津々

浦々に経済効果が出せるのかって、眠っている

消費を喚起できるのかというところです。

それと、特に数百人単位の自治体だったら、

人口がどうしてもそこに入ってくるんだったら、
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事務費いっぱいぐらいの金額になってしまうん

です、数百万の金額、そんなもん役場の職員が

少し残業して頑張ったらもうそれで終わります。

だから、そこらをしっかりこの補正予算では検

証していく必要がある。次にはそこらに配慮し

た本予算での対応のあり方というのを、これは

ぜひ考えていただく必要があると思うんですけ

れども、商工観光労働部に任さずに、ここでしっ

かりリーダーシップをとって、本予算の算定と

いうんですか、交付額の決定等については考え

ていただきたい。

○井手総合政策課長 我々が今議会に提案して

います総合計画の中でも、地域経済循環という

戦略を１本立てております。委員おっしゃると

おり、地域の中の経済をきちんと回っていくの

かどうかというのの検証が非常に大事だと思っ

ておりまして、国からの限度額をみると、額が

余り大きくないために、それぞれの自治体の事

務費で削られて、実際の経済循環に回っていか

ない部分があろうかと我々も思ってまして、そ

こを県としては、補塡、支援をしていくという

ふうに、この消費喚起型のほうでは予算を立て

たところでございます。現実に地域の経済を回

すというのは、この消費喚起型だけではなくて、

地方創生の先行型のほうの交付金も使いながら

やっていくということでございますので、商工

観光労働部、また、農政水産部とも連動しなが

ら、きっちり地域の経済が回る仕組みを考えて

まいりたいと考えております。

○坂口委員 ぜひそういうことで、有効に目的

が発揮できるような執行のあり方をお願いして

おきます。

○田口委員 フードビジネス推進課にお聞きし

ます。37ページですが、今回、申請が少なくて

見込みを下回ったという話が多かったんですが、

その中でも、宮崎フードビジネス雇用創出プロ

ジェクト推進費9,500万の減額、9,500万といっ

たら、フードビジネス推進課の１年間の予算の

一般会計の１割以上です。特に宮崎県にとって

も非常に大きな、今からメーンとしようとして

いるフードビジネス、その中でも肉の拡大プロ

ジェクトや６次化となるかと思うんですが、加

工業務用農水産物拡大プロジェクト、それと、

基幹産業でもあります焼酎、それから、伸ばそ

うとしているキャビア、非常にみんな減額が大

きいんですが、このあたりの御説明をお願いし

ます。

○黒木フードビジネス推進課長 ここの9,500万

減大きくなってございますけれども、その主な

内容というのは、補助金が8,500万減額になって

おります。実は、この補助金の見積もりを立て

る段階で、補助事業メニューを各企業さんがフ

ルに活用されるものとして、１企業当たり1,200

万ほどで予算を組んでおりました。それに対し

まして、実際の利用企業は見込みよりも多かっ

たんですけれども、１企業さん当たりの実際の

申請枠は620万程度というようなことでございま

して、その結果、補助金額は8,500万ほど減額と

いうようなことになった次第です。

○田口委員 企業等へのＰＲ等々は事前にはき

ちんとできていたんですか。

○黒木フードビジネス推進課長 この雇用拡大

の事業に関しましては、年度当初に説明会を行

いまして、その他の産業団体にもお知らせし、

そして、私自身、年度途中にも、各関係機関、

商工会議所を初めとする商工団体にも改めてお

願いにも上がった次第です。また、ホームペー

ジ等でも周知をしておりまして、そうした中で、

当初を上回る利用は企業数としてはあったんで

すけれども、ただ、結果としてちょっと補助金
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の額が、利用そのものが、額そのものが低かっ

たというようなことでございます。

○田口委員 さっき１社当たり1,200万を見込ん

でたら620万だったという話でした。その大きな

差というのは、見込みとそんなに狂った差は何

なんですか。

○黒木フードビジネス推進課長 この26年度の

当初予算案を立てるに当たりまして、実はこの

戦略プロジェクトは25年度の中途で採用になり

まして、こちらで御審議いただきました補正予

算でお認めいただきました。そういう中で、事

業が実は25年度半ばにおいてもまだ本格的にス

タートしていない中で、私たちが補助金を組む

際に、補助メニューとして新たに人を雇うです

とか、あるいは内部の専門人材を活用するです

とか、外部専門人材を活用するですとか、そう

いったのをフルに活用されるものということで

想定しまして当時組んでおりましたが、結果と

して利用はどちらかというと、やっぱり内部専

門人材を活用する事業あたりが特に人気がござ

いまして、結果的にそれをフルに活用する企業

というよりは、そういった自分のところの要望

に応じた実績、要望に応じた申請となったとい

うことでございます。

○松村委員長 ほかに質疑ないですか。

○井本委員 移住・ＵＩＪターン強化事業、こ

の事業効果というところですけれども、結局こ

こが一番大切なところです。この人たちが、帰っ

てきた人たちが、本当に居ついて働いてもらう

という、その辺のことがもうちょっと何かあっ

てもいいんじゃないのかなという気がするんだ

けれども、その辺はどうですか。

○石崎中山間・地域政策課長 確かに来ていた

だいた方が定住して住み続けていただくという

ことが最も大事なことだと考えております。そ

のために、この事業では、単なる移住者、いい

ところですから移ってきてくださいというだけ

ではなくて、商工観光労働部とも連携をいたし

まして、相談があった際に、こういう職業につ

きたいんだがというのがありましたら、宮崎側

でその企業開拓を行いまして、調整を行うこと

にしております。また、今後、働く場として、

企業に就職するという形もありますけれども、

いろいろとみずからがビジネスを起こしていく

といったようなこと、それが、特に中山間地域

では大切だと思いますので、そういうスキルを

持った方々も対象にして、移住定住を進めてい

くといったようなことを考えております。

○井本委員 里山資本主義の話じゃないけれど

も、帰ってきた人の中で、どちらかというとＩ

ターン、Ｊターンの人は、外を見て今度はこっ

ちを見るわけだから、その人たちが、どちらか

というと非常にいいアイデアを出してくるらし

いんです。そういうアイデアが出てきたときに、

それをバックアップするシステムをやはり考え

とかないといかん。そういうのはしているの。

○石崎中山間・地域政策課長 今度の事業の中

にも、市町村のフォローアップに対する枠の拡

大というのを考えております。これは、やはり、

移住、あるいはＵＩＪターンしてきた方がその

地域に長く住み続けるためには、移住者、そし

て、地元住民、行政等が一体となって受け入れ

をする環境を整備することが必要だと考えてお

ります。その中で、全県組織の立ち上げを考え

ておりますが、地域ごとにそのような、地域の

協議会も設けまして、そういう機運醸成を図る

ことをまず一つ考えています。また、市町村の

フォローアップに対する支援の拡大としまして、

住民と移住者の間をつなぐような人材の設置、

あるいは移住者の方々が集まった移住者の会と
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いうのが日南等にございますけれども、そうい

う会の運営を支援する経費等も県から市町村に

支援していきたいと考えております。

○十屋委員 女性活躍応援事業なんですが、３

月に発起会を立ち上げるとあるんですけれども、

どの程度の規模の、例えば、起業と一言で言う

んですけれども、中小、零細いろいろあると思

うんですが、どの程度の規模の発起会なり、そ

の組織化を考えていらっしゃるんですか。

○村上生活・協働・男女参画課長 ３月の発起

会につきましては42社ほどにお声をおかけしま

した。支援団体としましては13団体程度を考え

ております。どういう企業かと申し上げますと、

まず、今年度は加速化交付金というのを活用し

まして、企業向けのフォーラムを県内３カ所で

開催させていただきして、積極的に取り組んで

いらっしゃる企業の事例発表等を行ったんです

が、その事例発表等を行っていただきました企

業さんを中心に、あと労働局のほうでされてお

ります女性活躍推進宣言、あるいは労働政策課

のほうでやっております仕事と家庭の両立応援

宣言、そういう宣言をされていらっしゃる企業

さんの中から、具体的な取り組みをされている

企業さんの御推薦をいただきまして、お声かけ

をしたところです。

○十屋委員 42社が少ないのか多いのか私は

ちょっとわからないんですけれども、さまざま

なところに声かけるべきなのかなと思うんです

が、県のほうから声をかけるのか、自発的に手

を挙げるのか、そのあたりによって意識が全然

変わってくると思うんです。そのあたりの考え

方としてはどう考えていらっしゃるのかなと。

○村上生活・協働・男女参画課長 おっしゃる

とおり、最終的には、全県的に、全企業さんに

この趣旨に賛同いただきまして参加していただ

くのが目標ですので、このコアなメンバーの方

たちで意見交換等をしながら、セミナーや講演

会等を開催して、それに、また広く呼びかけを

しまして、そして、全県的な企業さんにお声か

けをしていきたいと考えております。

○十屋委員 目指すところは、いろんな場面で

女性が活躍してほしいということが大前提なの

で、そのきっかけづくりの事業として捉えさせ

ていただきます。わかりました。

それと、オープンデータ利用推進事業ですけ

れども、今後の展開で、ビックデータの利活用

コンテストの実施とあるんですが、これは国で、

今年度中にそのビックデータの活用―地方創

生の中でいろいろうたわれていますよね。それ

の一環として捉えてよろしいんですか。

○青出木情報政策課長 国のほうで、この２月

にオープンデータに関するガイドラインが出ま

して、地方自治体においても、さらにオープン

データの取り組みを進めていくようにという方

向性が出されております。国の動向を見ながら

取り組んでいきたいと考えております。

○十屋委員 わかりました。最後に、13ページ、

宮崎を回ろう！公共交通企画切符発行事業、こ

れ、カーフェリー、航空機、バス、鉄道という、

宿泊、食事、入館料等、例えばどのぐらいの額

といいますか、それぞれ額の大小があるんです

よね。これ割合とか決まっているんですか。

○奥野総合交通課長 一応大きく３つほど分け

たんですが、例えば、航空機を使って来てもらっ

て、またバスに乗っていくという組み合わせで、

ちょっと細かいですが4,965万とかです。それか

ら、２つ目が、カーフェリーで来ていただいて、

バスとか電車とか乗ってもらう、これが1,080万、

それから、３つ目は、県内の周遊を考えた場合、

例えば、ＪＲとか路線バス、あるいはタクシー
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などで回ってもらうようなパターン、これ

で3,920万、大体このような配分を今考えてます。

○十屋委員 下の宿泊、食事はどうですか。今、

上のほうばっかりで、下のほうに、宿泊先、食

事、入館料等ってあるんですが、これは対象外

なんですか。

○奥野総合交通課長 当然、全体を含めてやる

んですが、この基礎となる人数を一応このよう

に考えているんですが、例えば、航空機で来ら

れる方を1,500人とか、あるいはカーフェリーで

来られる方を同じく1,500人、あと周遊、鉄道、

バス、タクシーで周遊される方は7,000人と、こ

ういうことで算定して考えてます。

○十屋委員 ということは、パック旅行という

考え方ですね。宿泊込み、食事込みと、入館料

込みということのパックに対するこれですね。

○奥野総合交通課長 一応パック商品というこ

とでなってますが、我々が考えているのは、単

なる旅行商品の割引ではなくて、やはり、公共

交通機関の利用につながると、特に、一次交通

と二次交通をうまく組み合わせた企画を出して

ほしいというようなことで、いろいろ工夫して

いきたいと考えております。

○有岡委員 今の総合交通課の関係で要望です

が、せっかく１万人近くの方が利用するんであ

れば、例えば、アンケートに答えていただいて、

このパッケージを使っていただくとか。そうす

ると１万人の情報が入ってくるわけですから、

何か付加価値をつけられるといろんなアイデア

がまた吸収できるんじゃないかと思いますので、

要望しておきます。

○松村委員長 12時になりましたので、続きは

またお昼からということにいたします。

暫時休憩いたします。

午後０時１分休憩

午後０時59分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き、議案についての質疑はあ

りませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 質疑がないようです。

次に、報告事項に関する説明を求めます。

○菓子野文化文教・国際課長 報告事項を説明

いたします。平成27年２月定例議会提出報告書

の３ページをごらんいただきたいと思います。

損害賠償額を定めたことについて報告いたしま

す。表の１段目の事案でございます。平成26年

６月25日、生年月日の西暦欄が誤って記載され

ている過誤旅券の所持者が、台湾の桃園国際空

港におきまして入境拒否にあったものでござい

ます。過誤旅券発給の原因は、申請者の記入ミ

スとそれを訂正できなかった県の旅券審査にあ

ります。損害賠償額は、過去の裁判例等を参考

にしての過失相殺におりまして、県が請求額の

７割を賠償することで示談となったものでござ

います。本事案発生後、このようなことが二度

と発生しないよう、審査体制や審査回数の見直

しを図っておりますけれども、今後ともより一

層厳正な審査が行われますよう厳しく指導して

まいりたいと考えております。

以上でございます。

○松村委員長 執行部の説明が終了しました。

報告事項についての質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 質疑がないようですので、それ

では、最後にその他で何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、質疑がないようです

ので、以上をもって総合政策部を終了いたしま
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す。執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩します。

午後１時１分休憩

午後１時10分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

総務部です。それでは、本委員会に付託され

ました議案の説明を求めます。なお、委員の質

疑は、執行部の説明が全て終了した後にお願い

いたします。

○成合総務部長 それでは、本日御審議いただ

きます議案等につきまして、お手元に配付して

おります総務政策常任委員会資料により御説明

いたします。よろしくお願いいたします。

資料の１ページをお開きください。平成26年

２月補正予算案の概要についてであります。提

出しております一般会計の補正予算案は２件で

ございます。初めに、１の議案第54号「平成26

年度一般会計補正予算（第６号）について」で

あります。この補正は、公共事業費等の国庫補

助の決定に伴うもの、その他必要とする経費に

ついて措置するものであり、補正額はそこに記

載のとおり293億5,363万4,000円の減額でありま

す。この補正による一般会計の歳入財源の主な

ものといたしましては、県税が27億円余、地方

消費税精算金が４億円余、地方譲与税が16億円

余、地方交付税が４億余のそれぞれ増額でござ

います。一方、その下の国庫支出金が170億円余、

繰入金が82億円余、諸収入が35億円余、県債が52

億円余のそれぞれ減額となっております。

次に、２の議案第78号「平成26年度一般会計

補正予算（第７号）追加分」でございます。こ

の補正は、国の緊急経済対策の実施に伴う経費

について措置するものでありまして、補正額は、

そこに記載のとおり102億1,428万1,000円の増額

をお願いしております。この補正による一般会

計の歳入財源の主なものを申し上げますと、一

番上の国庫支出金が85億円余、繰入金が６億円

余、県債が９億円余となっております。これら

の結果、一般会計の予算規模は、一番下の行に

書いてございますが、２月補正後で5,651億6,414

万5,000円となります。

次に、２ページをお開きください。一般会計

の歳出の款ごとの内訳であります。まず、ちょ

うど中ほどの２月補正額の議案第54号のところ

をごらんいただきたいと存じます。２番目の総

務費が県税あるいは地方交付税等の増収に伴い

まして、県債管理基金等へ積み立てを行うため、

また、下から２番目の諸支出金ですが、地方消

費税精算金や地方消費税交付金の増額等により

まして、それぞれ増額となっておりますが、そ

の他の費目につきましては、国庫補助決定や執

行残等に伴いまして、いずれも減額となってお

ります。

次に、その右の列ですが、議案第78号につき

まして、主なものを申し上げますと、全て増額

補正でございますが、まず、今回の国の緊急経

済対策に伴う補正予算において創設されました

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金、

いわゆる地方創生交付金ですが、この交付金を

活用した事業といたしまして、総額31億3,000万

円余を、総務費を初め各費目に計上しておりま

す。また、それ以外の主なものとしましては、

中ほどの農林水産業費には、地産事業や土地改

良事業などの公共事業費や森林整備加速化・林

業再生交付金を活用した事業など、それから、

１つ飛びまして土木費には、道路事業や砂防事

業などの公共事業費をそれぞれ計上しておりま

す。

次に、８ページをお開きいただきたいと思い
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ます。総務部における２月補正予算の課別の集

計表となっております。今回お願いしておりま

す総務部の一般会計と特別会計を合わせた補正

額は、一番下にありますように、補正額の欄で

すけれども、107億4,723万2,000円の増額補正で

あります。この結果、補正後の予算額は、右か

ら２列目になりますが、2,642億892万2,000円と

なります。

次に、その右の９ページをごらんください。

繰越明許費補正についてであります。ここに記

載の新総合防災情報ネットワーク整備事業、１

事業になりますが、これは関係機関との調整に

日時を要したことから、翌年度への繰り越しを

お願いするものであります。

予算議案につきましては、以上であります。

次に、11ページをお開きいただきたいと思い

ます。議案第67号「宮崎県産業廃棄物税条例の

一部を改正する条例」であります。これは、産

業廃棄物税の導入効果の検証結果等を踏まえま

して、現行条例を継続するとともに、５年後に

再度検証を行うための改正を行うものでありま

す。

次に、12ページをお開きください。議案第76

号「工事請負契約の変更について」であります。

これは、新総合防災情報ネットワーク整備事業

多重無線設備整備工事費につきまして、設計変

更及び工期の延長が必要になったため、議会の

議決に付すべき契約に関する条例第２条の規定

に基づき、議会の議決に付するものであります。

特別議案につきましては、以上であります。

次に、報告事項でございますが、資料の14ペ

ージをお開きください。損害賠償額を定めたこ

とについてであります。これは、県有車両によ

る追突事故の損害賠償額について、地方自治法

第180条第２項の規定、専決処分に基づきまして、

御報告するものであります。

次に、15ページをごらんください。宮崎県国

民保護計画の変更についてであります。これは、

武力攻撃事態等における国民の保護のための措

置に関する法律、いわゆる国民保護法の第34条

第８項において準用する同条第６項の規定によ

りまして御報告を行うものであります。

最後にその他報告事項についてでありますが、

資料の16ページになります。本日御報告いたし

ますのは、ここに記載の宮崎県における事務処

理の特例に関する条例の一部を改正する条例に

ついてであります。それぞれの詳細につきまし

ては、危機管理局長及び担当課長から説明させ

ますので、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。

私からは以上でございます。

○阪本財政課長 それでは、議案第54号及び第78

号、２つの補正予算案の歳入予算につきまして

御説明いたします。常任委員会資料の３ページ

にお戻りください。今回２つの補正予算を御審

議お願いしております。54号のほうが、いわゆ

る通常の補正でございまして、国の交付決定で

すとか、執行残、それから、入札残等に伴いま

す補正の減が主なものでございます。78号につ

きましては、国の緊急経済対策に伴う国の補正

予算に関連するものでございます。これは、衆

議院選の関係で国の議決がおくれまして、その

関係で、通常であれば、この54号の通常とあわ

せて補正をさせていただくところでしたけれど

も、時間的な余裕がなく、２つに分けて追加、78

号として上程させていただているものでござい

ます。

３ページの内容につきましては、先ほど１ペ

ージのところで部長が御説明申し上げましたの

で、私のほうから４ページ以降でその詳細につ
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いて御説明いたします。４ページをお開きくだ

さい。４ページの表、左上、県税、それから、

地方消費税及び清算金につきましては、後ほど

税務課長のほうから説明申し上げます。３段目

の分担金及び負担金でございます。これも、基

本的には国の補助決定と執行残等に伴う補正減

でございます。分担金につきましては、土地改

良事業に伴う分担金、これは土地改良に関する

土地改良区等の分担金でございます。それから、

２つ目の二重丸負担金につきましても、やはり、

ほとんどが公共事業の執行残等に伴う市町村等

からの負担金の減でございます。

その次の第78号のほうについては、追加の経

済対策分でございまして、こちらは、事業の増

に伴いまして、負担金、分担金を増にしている

ものでございます。

次の使用料及び手数料につきましては、主な

ものは、使用料の丸の４つ目、教育使用料、大

学授業料等とございます。これは、看護大学で

すとか高等学校の授業料の減によるものでござ

います。それから、３つ目の二重丸の証紙収入

の減がございます。これは、運転免許の更新手

数料ですとか、宅建免許の更新の手数料等が想

定よりも減になったことによる証紙収入の減で

ございます。

次の財産収入でございますが、１つ目の二重

丸の財産運用の収入の２つ目、利子及び配当金、

これは、特定目的基金、いろんな基金がござい

ます。これを年間運用しておりますが、この運

用について期間を延ばすとか、いろんな工夫に

よりまして、この金利収入がふえたことによる

増でございます。

それから、一番下の寄附金でございますが、

総務費寄附金と教育費ございます。総務費寄附

金につきましては、いわゆるふるさと納税につ

きましては、ちょっと当初ではどれぐらいの御

寄附をいただけるか想定できませんので、当初

予算では計上しておりませんで、この２月で見

込み額を計上させていただいているものでござ

います。教育費の寄附金につきましては、これ

は、都城市にございました都城文化服飾専門学

校を所管しておりました学校法人有徳学園が一

昨年解散をいたしまして、それに伴いまして、

残余の財産が寄附されたものでございます。

５ページの繰入金でございます。これも、い

ろんな各課が所管しております特定目的の基金

の事業の執行残によりまして、基金からの繰入

金を補正減しているものでございます。この繰

入金の右の一番下、第78号に伴います基金繰入

金、これは、この経済対策に伴います公共事業

等に要する一般財源分について、財政調整積立

金から６億6,600万円余りを繰り入れているもの

でございます。

次の諸収入でございます。これもろもろござ

いますが、この表のちょうど中段あたり、４つ

目の二重丸の１つ上ですけれども、商工貸付金

元利収入というのがございます。この中身とし

ましては、中小企業金融制度の貸付金、これが、

有事の際、例えば、口蹄疫等がございましたけ

れども、それから、大規模な災害、こういった

ときに中小企業に対して制度資金を貸し付ける

ために準備しておりましたけれども、特に必要

がございませんでしたので、その分の支出をし

なかった。それに伴って償還金が収入としてな

いということで、30億余り補正減しているもの

でございます。

その他の地方譲与税から交通安全対策特別交

付金までにつきましては、国のほうでの決定等

に伴う増減でございます。

このページの一番下、国庫支出金でございま
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す。これ基本的には、国の交付決定、それから、

執行残に伴いまして増減がございます。

次の６ページをお開きいただきまして、上か

ら２つ目の丸、災害復旧費国庫負担金、これは、

当初予定しておりました災害がほとんどござい

ませんでしたので、その執行残によりまして、65

億ほどの補正減となったものでございます。

それから、この負担金のずっと下をごらんい

ただきまして、議案第78号につきましては、国

の緊急経済対策に伴いまして、もろもろの補助

金、交付金について補正増をさせていただいて

いるものでございます。

最後に、県債でございます。議案第54号につ

きましては、基本的には公共事業を中心とした

執行残、補正減に伴う県債の減でございます。

議案第78号につきましては、国の緊急経済対

策に伴う公共事業の補正増に伴います県債の増

でございます。

歳入につきましての説明は、以上でございま

す。

○鶴田税務課長 税務課から、地方消費税清算

金及び県税収入の補正予算につきまして御説明

いたします。委員会資料の３ページにお戻りい

ただきたいと思います。まず、地方消費税清算

金につきましては、表の上の自主財源の２つ目、

太枠で囲った議案第54号の欄に記載しておりま

すが、４億1,258万1,000円の増額補正をお願い

するものです。これは、清算対象期間でありま

す平成26年２月から平成27年１月までの本県を

含めた全国の地方消費税総額が当初見込み額よ

りも多かったこと等によるものでございます。

次に、県税収入につきましては、７ページを

お願いいたします。県税全体につきましては、

表の一番上の段となりますが、県税計の予算額、

①の欄のとおり、当初814億4,000万円を計上し

たところでありますが、今年度の収入見込み額

につきましては、現計予算額に比べ、個人県民

税、法人県民税、法人事業税等の税目で増収が

見込まれることから、その２つ右の列の収入見

込み額、②の欄のとおり、841億9,000万円、現

計比103.4％としております。その結果、その右

の補正額、②引く①の欄にありますように、27

億5,000万円の増額補正をお願いするものです。

次に、主な税目につきまして御説明いたしま

す。補正額の欄をごらんください。まず、県税

計の下、個人県民税ですが、株価の上昇に伴う

株式等の譲渡所得が見込みより多かったこと、

また、上場企業等からの配当増による配当所得

の増によりまして６億9,089万円余の増としてお

ります。

次に、その下の法人県民税と３つ下の法人事

業税は、建設業、製造業等の業績が堅調に推移

したことによりまして、法人県民税が４億586万

円余、法人事業税が19億3,845万円余のそれぞれ

増としております。

最後に、下から３つ目の軽油引取税につきま

しては、需要の減によりまして、9,784万円余の

減としております。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

○椎総務課長 総務課の補正予算について御説

明いたします。お手元の歳出予算説明資料59ペ

ージをお願いいたします。総務課の補正予算は

１億6,216万円の減額をお願いしています。この

結果、補正後の予算額は12億720万9,000円とな

ります。

それでは、主な補正内容について御説明いた

します。63ページをお開きください。まず、ペ

ージ中ほどの（事項）文書管理費であります。154

万5,000円の減額でありますが、これは、非常勤、
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臨時職員の人件費の執行残、また、文書管理シ

ステムの運営に係る保守料などの執行残による

ものであります。

次の（事項）浄書管理546万8,000円の減額で

ありますが、これは、印刷機器類の更新等に伴

うリース料や保守料の執行残であります。

続いて、（事項）情報公開推進費186万8,000円

の減額であります。これは、公文書開示審査会

や個人情報保護審議会の開催経費の執行残及び

県民情報センターで使用する消耗品等事務経費

の執行残でございます。

64ページをごらんください。（事項）文書セン

ター運営費314万7,000円の減額でありますが、

非常勤職員人件費の執行残、また、書庫に設置

しております消火設備の更新に伴う入札執行残

が主なものであります。

次に、（事項）庁舎公舎等管理費5,779万6,000

円の減額であります。これは、本庁舎、出先総

合庁舎等の維持管理に要する経費でありますが、

清掃・警備等委託業務の執行残や各庁舎で使用

します光熱水費の執行残などによるものであり

ます。

続きまして、（事項）防災拠点庁舎整備事業

費111万円の減額であります。これは、防災拠点

庁舎整備の基本構想策定に係る調査業務及び敷

地測量業務委託の執行残によるものであります。

次に、65ページをお願いいたします。（事項）

公有財産管理費2,029万7,000円の減額でありま

す。これは、公有財産の管理、運用、処分事務

に要する経費でありますが、災害共済保険料や

県有資産所在市町村交付金、県有財産の保全工

事費等の執行残であります。

次に、（事項）電話設備等管理費126万6,000円

の減額であります。これは、全庁分のＮＨＫ放

送受信料及び総務課で管理しております電話料

等の執行残であります。

最後に、（事項）県有施設災害復旧費でありま

す。これは、庁舎等の県有施設の災害復旧に要

する経費でありますが、復旧工事費等の執行残

により6,931万3,000円の減額を行うものであり

ます。

総務課の説明は、以上でございます。よろし

くお願いいたします。

○武田人事課長 人事課分につきまして御説明

をいたします。お手元の歳出予算説明資料の67

ページをごらんください。人事課の平成26年度

の２月補正予算は、ごらんのとおり３億7,628

万5,000円の減額補正をお願いしております。こ

の結果、補正後の予算額は、補正後の額の欄に

ありますとおり41億9,917万8,000円となります。

それでは、主なものについて御説明をいたし

ます。69ページをお開きください。上から４段

目、（目）一般管理費で2,542万円の減額補正で

あります。内訳としまして、まず、（事項）職員

費で7,170万円の減額補正となっております。こ

れは、当初と比較いたしまして、東日本大震災

被災地派遣等、人事課付としております派遣職

員が５名減ったことなどによりまして減額をお

願いするものであります。

次に、その下の欄の（事項）人事調整費で4,628

万円の増額補正であります。これは、説明の欄

にありますように、赴任旅費から４番目の非常

勤職員の公務災害補償費及び１つ飛びまして、

６の本省等への派遣研修職員宿舎借り上げ料の

経費につきまして、いずれも執行残に伴う減額

補正を行うものであります。なお、５の職員手

当の調整経費につきましては、知事部局の時間

外勤務手当の調整分を計上しておりますけれど

も、昨年12月に発生をいたしました鳥インフル

エンザの防疫業務等により時間外勤務手当の支
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給が増加し、今後の執行分に不足が生じますこ

とから増額補正をお願いするものでございます。

次に、（目）の人事管理費で３億5,086万5,000

円の減額補正であります。内訳といたしまして

は、まず、（事項）人事給与費で３億3,524万5,000

円の減額補正であります。説明の欄の１の人事

給与管理事務に要する経費から３の人事給与シ

ステム管理事務事業の経費について、いずれも

執行残に伴います減額補正を行うものでありま

す。また、２の退職手当につきましては、当初

見込んでおりました人数よりも定年退職者が少

なかったこと等によるものであります。

70ページをごらんください。（事項）県職員研

修費で203万7,000円の減額、それから、次の（事

項）職員派遣研修費で469万4,000円の減額、ま

た、（事項）東日本大震災被災地職員派遣事業費

で888万9,000円の減額でありまして、いずれも

執行残に伴います減額補正であります。

説明は以上であります。よろしくお願いいた

します。

○平原行政経営課長 行政経営課について御説

明をいたします。歳出予算説明資料の71ページ

をお願いいたします。行政経営課の平成26年度

２月補正予算は829万3,000円の減額でありまし

て、補正後の予算額は１億841万9,000円となっ

ております。

主なものについて御説明いたします。73ペー

ジをお願いいたします。中ほどから下の（目）

文書費の（事項）法制費182万8,000円の減額で

ありますが、これは、知事の諮問を受けて一般

法人の公益認定等について審議をいたします宮

崎県公益認定等審議会の開催経費や旅費等の業

務費の執行残などによるものでございます。

説明は以上でございます。よろしくお願いし

ます。

○阪本財政課長 75ページをお開きください。

財政課分について御説明いたします。財政課の

一般会計につきましては、一番左の補正額の２

段目、125億1,219万2,000円の補正増、それから、

その下の特別会計、公債管理特別会計につきま

しては９億1,143万円の補正減となっておりまし

て、合計しますと、この段の一番上の数字116億76

万2,000円の補正増となりまして、その結果、こ

の行の右から３番目、補正後の額は2,234億7,439

万1,000円となります。

内容について御説明いたします。77ページを

ごらんください。まず、一般会計でございます。

上から４行目、（目）一般管理費でございます。

これにつきましては、７億円余りの補正減でご

ざいますが、その主なものは、その３つ下、（事

項）諸費でございます。これが７億円の補正減

でございます。内容としましては、県税ですと

か、国庫補助金等の税外収入の還付に要する庁

内の経費、これを各課では予算措置しておりま

せんで、財政課のほうで一括計上しております。

この額の所要見込み額の減に伴います減でござ

います。

それから、次の（目）財産管理費、これが144

億円余りの補正増でございます。この財産管理

費につきましては、財政課で所管いたしており

ます４つの基金の積み立てに要する経費でござ

います。このページの下から２番目、県債管理

基金積立金、これは、県債の償還に要する経費

を積み立てているものでございますが、これに

つきまして、今回の２月補正に伴いまして執行

残が生じました、そのうちの124億円余りを県債

管理基金に積み立てるものでございます。

78ページ、上から２段目でございますが、県

有施設維持整備基金積立金。20億余りの基金積

立をしております。これは、防災庁舎ですとか、
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今後の公共施設の老朽化対策等のためのこの県

有施設維持整備基金に今回の補正に伴います執

行残、20億余りを積み立てるものでございます。

それから、このページの下から４行目、（款）

公債費でございます。公債費につきましては、12

億余りの補正減でございます。内訳としまして、

このページの一番下、元金償還金、利子と元金

がございますが、そのうちの元金につきまして

は、１億2,400万余りの補正増となっております。

これは、金利の見直し等によりまして金利が引

き下げになりました。その結果、年間の償還額

が同額としておりますので、金利が減った分、

今年度の元金については若干の増となっており

まして、その関係で１億2,400万余りの補正増と

なっております。

次の79ページ、２段目の利子、その次の（事

項）利子償還金、こちらで利子につきましては、

先ほどの元金の増以上の13億円余りの補正減と

なっております。

それから、その２つ下の公債諸費のうちの事

務費、これは、県債を発行する際に要するもろ

もろの手数料等の経費、これが所要見込み額の

減によりまして2,000万余りの減となっておりま

す。

続きまして、80ページをお開きください。公

債管理特別会計についてでございます。このペ

ージの５段目、（事項）県債管理基金積立金でご

ざいます。この特別会計の中でこの県債管理に

積み立てます経費でございますが、満期一括償

還金の分につきまして、毎年その30分の１を基

金に積み立てることとしておりまして、30億の

借換債を発行いたして増額しておりますので、

その分の30分の１の１億円をここで基金に積み

立てることとしておるものでございます。

それから、このページの下から４段目、（事項）

元金償還金でございます。2,406万円の補正増、

これは、先ほど一般会計のところで申し上げた

金利の減、見直しに伴う一時的な元金の増と同

額をここで特別会計で計上しているものでござ

います。

このページの一番下の利子につきましても、

やはり、同じく利子の減分を特別会計分10億余

りの補正減を計上しております。

最後に、81ページの２行目、事務費につきま

しても、県債発行に関する手数料、これが執行

残に伴いまして780万円余りの補正減でございま

す。

財政課につきましては、以上でございます。

○鶴田税務課長 税務課分の補正予算につきま

して御説明いたします。同じく歳出予算説明資

料の83ページをお開きください。税務課の２月

補正予算は、８億624万7,000円の増額をお願い

しております。この結果、補正後の予算額は、

右から３列目になりますが276億3,097万4,000円

となります。

それでは、補正予算の主なものにつきまして

御説明いたします。85ページをごらんください。

中ほどに記載しております（事項）賦課徴収費

ですが、783万1,000円の減額をお願いしており

ます。その主なものといたしましては、まず、

その下の説明欄の１の（１）徴税活動経費です

が、県税の徴税活動に必要な納税通知書等の印

刷費、郵送料、税務電算システム機器等の賃借

料等の執行残に伴いまして2,292万3,000円の減

額、また、２つ下の（３）個人県民税徴収取扱

費交付金ですが、この個人県民税の賦課徴収は、

市町村長に法定委任されておりますことから、

その経費を補償する目的で市町村へ交付するも

のでありまして、その所要額が当初見込みより

も上回ったことによりまして、2,929万8,000円
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の増額。

86ページをお願いいたします。２行目の（３）

税務電算トータルシステム運営費ですが、税制

改正等に伴うシステム改修費及び保守委託料の

執行残に伴いまして、1,041万8,000円の減額と

なっております。次に、その２行下の（款）諸

支出金につきましては、全体で８億3,623万8,000

円の増額をお願いしております。まず、（事項）

の地方消費税清算金についてです。これは、本

県に納付されました地方消費税を都道府県間で

清算を行うために支出するものでありまして、

平成26年２月から平成27年１月までの対象期間

の実績等に基づき１億1,848万円の増額としてお

ります。

次の（事項）利子割交付金から、次のページ

の下から４行目になりますけれども、自動車取

得税交付金までの事項につきましては、いずれ

も税収の一定割合を市町村に交付する法定交付

金でありますが、それぞれ交付金の算定対象期

間の税収の増減に伴いまして補正をお願いする

ものです。まず、利子割交付金が2,083万2,000

円の減額、次の配当割交付金が２億8,761万6,000

円の増額、次の株式等譲渡所得割交付金が２

億7,608万4,000円の増額、次の地方消費税交付

金が２億677万7,000円の増額、次のゴルフ場利

用税交付金が439万1,000円の減額、次の自動車

取得税交付金が2,669万3,000円の減額となって

おります。次の利子割清算金につきましては、

本県で徴収した利子割県民税のうち、他の都道

府県に帰属するべき額について、関係する都道

府県間で清算をするために要するものであり、80

万3,000円の減額となっております。

予算額につきましては、以上でございます。

次に、資料が変わりまして、常任委員会資料

の11ページをお願いいたします。議案第67号「宮

崎県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例」

につきまして、御説明いたします。

１の改正の理由ですが、宮崎県産業廃棄物税

条例につきましては、施行後５年を目途に、社

会経済情勢の推移等を勘案し、検討の上必要な

措置を講じることとしております。前回、平成21

年度の条例改正から５年目に当たる今年度、産

業廃棄物の排出抑制、再生利用の促進、その他

適正な処理の推進における効果を検証したとこ

ろ、一定の効果が認められ、引き続き課税を継

続し、循環型社会の形成をさらに推進する必要

があるとの結論を得たことから、所要の改正を

行うものであります。なお、昨年の11月議会の

環境農林水産常任委員会におきまして、本制度

の導入効果の検証結果について、環境森林部が

報告を行いました。また、当委員会におきまし

ても御報告をさせていただいたものでございま

す。

２の改正の内容ですが、まず、（１）の施行後

の検討ですが、今後とも、排出抑制等、各種施

策の効果を見きわめ、社会経済情勢の推移等を

勘案する必要があると考えられることから、さ

らに５年後を目途として検討を行う規定を設け

ております。また、（２）につきましては、引用

しております関係法令等の改正により条ずれ等

の修正を行っております。最後に、（３）の施行

期日ですが、公布の日から施行することとして

おります。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

○甲斐市町村課長 市町村課の２月補正歳出予

算につきまして、御説明いたします。歳出予算

説明資料に戻っていただきまして89ページをお

開きください。市町村課の補正予算は、補正額

の一番上の欄ですが、３億9,849万2,000円の減
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額をお願いいたしております。この結果、補正

後の予算額は、右から３番目の欄ですが、30

億8,740万7,000円となります。

主なものについて御説明いたします。91ペー

ジをごらんください。まず、（事項）地方分権促

進費でありますが、515万7,000円の減額であり

ます。これは、権限移譲した事務の執行に要す

る経費として、市町村に交付する権限移譲交付

金の額が確定したことによる減額であります。

次に、（事項）自治調整費でありますが、1,302

万3,000円の減額であります。主な理由としまし

て、説明欄４番目の住民基本台帳ネットワーク

システム事業費が1,160万8,000円の減額となっ

ておりますが、これは、このシステムの運用に

おいて、住民基本台帳法の規定に基づき、全都

道府県共同で負担している経費に係る本県の負

担金額が確定したこと等による減額であります。

92ページをごらんください。中ほどの（事項）

市町村振興宝くじ事業費でありますが、8,926

万4,000円の減額であります。これは、市町村振

興宝くじとして発売された宝くじに係る収益金

等の配分が決定されまして、宮崎県市町村振興

協会に対する交付金が減額になったことによる

ものであります。

93ページをごらんください。中ほどの（事項）

知事選挙執行費でありますが、6,716万5,000円

の減額であります。さらに、その下の（事項）

衆議院議員選挙執行費でありますが、２億867

万9,000円の減額であります。これは、どちらも

昨年12月に実施されました知事選挙及び衆議院

議員総選挙に係る経費の執行残に伴う減額であ

ります。両選挙ともまだ執行額が確定しており

ませんが、立候補者数の確定に伴い減額が見込

まれる選挙公営負担金や各種印刷経費の執行残

など、現時点で執行残が見込まれる経費につい

て減額するものであります。

市町村課の説明は、以上でございます。よろ

しくお願いいたします。

○中原総務事務センター課長 総務事務センタ

ーの補正予算について御説明申し上げます。歳

出予算説明資料の95ページをお開きください。

２月補正予算は3,818万7,000円の減額をお願い

しております。この結果、補正後の予算は、右

から３列目になりますが、10億2,153万4,000円

となります。

それでは、補正予算の主なものについて御説

明いたします。97ページをお開きください。ま

ず、中ほどの（事項）総務事務センター運営費

でありますが、525万円の減額をお願いしており

ます。これは、本庁及び各地区の総務事務セン

ターの運営費等に要する経費の執行残によるも

のでございます。

次に、一番下の（事項）健康管理費でありま

すが、674万9,000円の減額をお願いしておりま

す。このうち説明欄２の定期健康診断事業費は、

職員や非常勤職員等の健康診断に係る経費の執

行残でございます。

98ページをお開きください。中ほどの（事項）

車両管理事務費でありますが、576万8,000円の

減額をお願いしております。これは、公用車の

任意保険に係る入札執行残でございます。その

下の（事項）恩給及び退職年金費と次の（款）

警察費の（事項）恩給及び退職年金費でありま

す。これは、元知事部局職員と元警察職員の恩

給の支給対象者の減によるものでありまして、

それぞれ348万8,000円、722万円の減額をお願い

するものでございます。

総務事務センターは、以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。

○郡司危機管理局長 危機管理課の補正予算に



- 36 -

平成27年３月４日(水)

つきまして御説明をいたします。２月補正歳出

予算説明資料の101ページをお開きいただきたい

と思います。危機管理課の補正額は2,484万3,000

円の減額でありまして、補正後の額は右から３

列目にありますように５億1,944万9,000円とな

ります。

主な補正の内容について御説明をいたしま

す。103ページをお開きいただきたいと思います。

中ほどの（事項）職員費の199万6,000円の増額

でございます。これは、所要見込み額の増によ

るものでございます。

次に、その下の（事項）防災対策費の1,914

万6,000円の減額であります。その主なものとい

たしましては、説明欄の一番下、６の宮崎県大

規模災害対策基金設置事業の66万9,000円の増額

でありますが、同基金に寄せられました寄附金

及び基金の運用利子を基金に繰り入れるための

補正でございます。

次に、104ページをお開きいただきたいと思い

ます。１番目、７の減災力強化支援事業の660

万3,000円の減額でございますが、これは、市町

村が避難場所確保対策として、避難場所の整備、

避難路、高台等への階段、あるいは避難誘導看

板等の整備に対する補助でございますが、当初

想定していた事業規模よりも少額で整備する箇

所が多かったことによる事業費確定に伴う補正

でございます。

次に、11のわがまちの防災力強化支援事業

の482万8,000円の減額でございますが、これは、

市町村と県が派遣するアドバイザー等が地域の

防災についての診断と課題解決の提案を行いま

して、地域の防災力の強化を図る事業でござい

ますが、実施箇所数が当初計画よりも少なかっ

たことによる執行残に伴う補正でございます。

その下の（事項）国民保護推進事業費の564

万3,000円の減額でございます。これは、本年度

実施いたしました国民保護訓練につきまして、

当初実働訓練で計上しておりましたが、国との

協議の結果、図上訓練を実施することとしたも

ので、国庫補助決定等に伴う補正でございます。

危機管理課は、以上でございます。

○都原消防保安課長 消防保安課の補正予算に

つきまして御説明いたします。

２月補正歳出予算説明資料の107ページをお開

きください。消防保安課の補正額は６億5,151

万7,000円の減額でありまして、補正後の額は、

右から３列目の欄にありますように29億6,036

万1,000円となります。

主な補正の内容について御説明いたしま

す。109ページをお開きください。まず、（事項）

防災行政無線管理費６億2,925万6,000円の減額

でありますが、説明欄２の無線設備の保守委託

が1,539万2,000円の減額となっております。こ

れは、防災行政無線設備の保守委託など入札残

に伴う補正であります。

次に、３の総合情報ネットワーク設備更新事

業の1,000万円の減額でありますが、これは、既

存の中継局における設備更新等で鉄塔塗装工事

など、入札残に伴う補正であります。

次に、その下の５の新総合防災情報ネットワ

ーク整備事業の５億9,720万円の減額であります

が、これは260メガヘルツデジタル無線設備整備

工事など、入札残等に伴う補正であります。

次の（事項）航空消防防災推進事業費665

万6,000円の減額でありますが、これは、防災ヘ

リ燃料の単価見直し等による執行残に伴う補正

であります。

次の（事項）消防防災施設設備整備促進事業

費919万円の減額でありますが、これは、消防常

備広域化推進支援事業において、西臼杵３町の
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消防の常備化に係る初期的経費に対する補助金

の事業費確定に伴う補正であります。

次に110ページをお開きください。２番目の（事

項）予防指導費292万円の減額でありますが、こ

れは、危険物取扱者免状交付委託の執行残等に

伴う補正であります。

次の（事項）消防学校費272万1,000円の減額

でありますが、これは、消防学校の管理運営に

係る執行残に伴う補正であります。

続きまして、繰越明許費補正について御説明

いたしますので、次は常任委員会資料の９ペー

ジをお開きください。新総合防災情報ネットワ

ーク整備事業であります。これは、多重無線設

備整備工事におきまして、大森山中継局モノレ

ール敷設ルート上に、小植物群落等が確認され

ましたため、ルート変更を行うことなどにより、

関係機関との調整に日時を要したため、事業が

繰り越しとなることとなり、繰越明許費３

億7,800万円をお願いするものであります。

次に、議案第76号「工事請負契約の締結の変

更について」御説明いたします。常任委員会資

料の12ページをお開きください。議会の議決に

付すべき契約に関する条例の規定に基づき、議

会の議決に付するものであります。工事の名称

は、先ほど繰越明許費で御説明いたしました新

総合防災情報ネットワーク整備事業、多重無線

設備整備工事であります。整備工事の概要は、

県庁統制局と中継局を経由して、総合庁舎間を

多重無線回線で結ぶ防災情報ネットワーク網の

整備であります。

右のページの参考資料をごらんください。緑

色の線で示されているのが多重無線回線の構成

図でございます。県庁１号館にあります県庁統

制局、県の支部局がある10カ所の総合庁舎局、

そして、無線中継局19カ所が対象であります。

もう一度左のページにお戻りください。次に、

２の工事請負契約の変更概要について御説明い

たします。契約の金額について、当初の22億500

万円を23億3,690万5,543円に１億3,190万5,543

円の増額変更と、工期につきまして、終期の平

成27年３月20日までを平成27年６月30日までに

変更するものであります。

次に、３の主な変更理由について御説明いた

します。まず、（１）大森山中継局モノレール敷

設ルートの変更につきましては、モノレール敷

設ルート上に新たな希少植物が確認されました

ためルートの変更を行うものです。また、迂回

ルートの調査及び森林管理署等の関係機関との

調整に日時を要するため工期の延長を行うもの

であります。

次の（２）多重無線装置等防災情報ネットワ

ークの雷害対策強化についてでございます。工

事施工中に、不測の雷による事故が発生いたし

まして、多重無線機器が故障するという事故が

発生いたしました。このため、さらなる雷の被

害対策を全中継局で行いまして、多様な雷害に

よる通信中断時間をできる限り少なくするため

に、通信機器の２重化等を行うものであります。

次の（３）通信管理・監視機能強化について

であります。本工事では、県庁無線統制局から

全無線局の設備を監視制御する装置を整備いた

しますが、この監視項目では、（２）の雷による

被害状況が確認できなかったため、より詳細な

監視項目を追加するというものであります。

次の（４）無線アンテナ鉄塔基礎の変更につ

きましては、本工事で無線鉄塔の建てかえを予

定しておりましたが、施工掘削時に地盤の脆弱

性が確認されたために、鉄塔基礎施工基礎方法

の変更を行うものであります。

消防保安課につきましては、以上であります。
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どうぞよろしくお願いします。

○松村委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

議案について質疑はありませんか。

○十屋委員 議案第67号の産業廃棄物税条例の

中で５年を延長するということが出されてるん

ですけれども、これまでの税上の推移と、それ

から廃棄物の量とかもしわかれば教えてくださ

い。

○鶴田税務課長 産業廃棄物税の税額の関係で

ございますけれども、調定額、税収でいきます

と徴収率の関係もありますので調定額で御説明

いたしますと、平成25年度でございますが、調

定額が２億3,200万円余りでございます。それか

ら、平成24年度が２億3,800万円、同じく23年度

が２億3,900万円、平成22年度が２億4,300万円、

大体２億3,000万円から4,000万円の状態で推移

しているという状況でございます。

それから、排出量の関係でございますけれど

も、全体の排出量につきましては、年々増加を

しているという状況でございます。全体でと申

しますのが、平成16年、税を導入する前でござ

いますけれども、宮崎県全体で排出量出ている

かといいますと、188万トンでございました。そ

れが、平成20年度が203万トン、それから、現在、

手元に持っております資料で平成24年度が210万

トンということで、排出量自体はだんだんふえ

てきている状況でございます。ただ、排出量は

ふえてきておりますけれども、その中で再生利

用とかリサイクルをする数量もふえてきており

まして、最終的な最終処分量でいきますと、平

成24年度の最終的な処分量が20万トンでござい

ます。それから、平成20年度が24万トン、それ

から、数字が平成17年度で恐縮ですが、平成17

年度はまだ税当初が入ってきたばっかりでござ

いましたので16万トンという状況でございます

けれども、排出量はふえておりますが、最終的

な処分量は逆に減ってきていると。再生、ある

いはリサイクルがだんだんと浸透してきている

という状況で、この税の導入をした効果といい

ますか、それがやっぱり出てきているんだろう

ということで検証しているところでございます。

○十屋委員 それと、この大きい冊子の97ペー

ジ、総務事務センターの定期健康診断で367万円

の執行残ということなんですが。職員さんと、

非常勤職員さん、そういう方々のことなんです

けれども、これは、受けられなかったというか、

予定している人数が確定しているので、それで

掛け算してれば出てくるので、367万円という結

構大きな額で受けていないのかなと思ったんで

すけれども、そのあたりはどうなんでしょうか。

○中原総務事務センター課長 今、委員から御

指摘の関係でございますけれども、定期健康診

断を毎年春先に行っておりまして、職員につい

ては、全職員受けております。１次定期健康診

断と、その中でちょっと状態が悪い方について

は２次健診もやっておりまして、２次健診分が

予定よりかなり少なかったということで、300名

ほど予定しておったところが180名の２次健診受

診ということと。定期健康診断につきましては、

職員とあと非常勤職員、それから、臨時職員の

方も含んでおりまして、非常勤職員の方につい

ては採用される前に、事前に健康診断を受けて

いらっしゃる方もいらっしゃったもんですから、

その分については今回４月当初で受けなかった

ということで、それの執行残が367万円増という

ことになってございます。

○十屋委員 ということは健康な方が多かった

ということですね。２次までいかなくてという

ことで、それはもういいことなんで、大いにこ
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れがふえればいいかなと思います。私からは以

上です。

○松村委員長 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 質疑ないようでございますので、

次に、報告事項に関する説明を求めます。

○椎総務課長 総務課でございます。損害賠償

額を定めたことについて御説明いたします。お

手元の常任委員会資料の14ページをお開きくだ

さい。これは、平成26年10月22日に日向県税・

総務事務所職員が国道10号線を都農町方向へ直

進中、右折するために、本件路上中央に停車し

ていた相手方車両に気づくのがおくれ、車両後

部に追突したものであります。事故原因は、職

員の前方不注視によるものでありまして、過失

は全て県側にあります。損害賠償額は14万円で、

任意保険により全額支払われているところであ

ります。交通事故防止につきましては、日ごろ

から注意を喚起しているところでありますが、

再発防止に向け指導をさらに徹底してまいりた

いと考えております。

総務課は以上でございます。よろしくお願い

いたします。

○郡司危機管理局長 危機管理局でございます。

宮崎県国民保護計画の変更について御説明をさ

せていただきます。常任委員会資料の15ページ

をお開きいただきたいと思います。国民保護計

画につきましては、我が国が外部から武力攻撃

を受けたり、大規模テロが発生したりする事態

から、国民を保護するための措置に関して定め

たものでございます。今回、同計画の変更につ

きまして、武力攻撃事態等における国民の保護

のための措置に関する法律─いわゆる国民保

護法でございますが─の第34条８項において

準用する同条第６項の規定に基づき報告するも

のでございます。計画の詳細な内容につきまし

ては、別冊の平成27年２月定例県議会提出報告

書のほうに記載がございますので、本日は委員

会資料のほうで主な変更内容等について御説明

をさせていただきます。

今回の変更内容につきましては、２、変更の

概要の表にありますように大きく４点ございま

す。まず、第１点目が、県国民保護対策本部の

機能充実を図るため、県国民保護対策本部総合

対策部の班編成を、自然災害に対応する災害対

策本部の班編成に準じ、第８班から第９班に拡

充したものでございます。

２点目が、武力攻撃原子力災害への対処につ

いて、次の防災基本計画（原子力災害対策編）

等を踏まえた措置を実施することとしておりま

したが、県地域防災計画（原子力対策編）を平

成26年３月に新設しましたことから、これに準

ずる措置を実施する旨に変更したものでござい

ます。

第３点目でございます。原子力安全・保安院

の廃止及び原子力規制委員会の設置や救援事務

の所管庁が、厚生労働省から内閣府に移管され

たことに伴う変更でございます。

最後の４点目でございます。高速道路などの

交通インフラの整備状況を反映したデータの修

正、本計画に引用する防衛計画大綱の新たな策

定に伴う変更などでございます。

なお、３、変更の手続にありますとおり、国

民保護計画の変更につきましては、内閣総理大

臣との協議が必要となっておりまして、平成26

年11月14日に、政府としては異議がない旨の閣

議決定がなされたところでございます。

説明は以上でございます。

○松村委員長 執行部の説明が終了しました。

報告事項についての質疑はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 質疑がないようでございます。

次に、その他の報告事項に関する説明を求め

ます。

○甲斐市町村課長 市町村課であります。常任

委員会資料16ページをお開きください。議案第71

号「宮崎県における事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例について」御報告いた

します。県では、住民に身近な行政サービスは、

できる限り、住民に身近な市町村で担うことを

基本に、市町村への権限移譲を推進していると

ころであります。今回の改正の概要につきまし

ては、２の表にまとめておりますが、いずれも

法改正に伴う改正でありまして、これらは関係

する常任委員会に付託されておりますので、改

正内容についての詳細な説明は省略させていた

だきます。なお、17ページには、これまでの権

限移譲の推移及び市町村別の移譲事務数を記載

しておりますので、後ほどごらんいただきたい

と思います。

市町村課の報告は、以上であります。よろし

くお願いいたします。

○松村委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

その他の報告事項についての質疑はありませ

んか。

○十屋委員 条例で、先ほどの補正予算の中で

も91ページの市町村権限移譲推進事業の中で、

平成25年度の最終予算が3,800万余、ことし

が3,900万余とそれぞれあるんですが、当初予算

のところで、25年は4,600万と25年は4,400万が

補正前です。だんだん市町村が受け切れなくなっ

たというのが現実なのかなと思って……。ある

程度権限移譲して、一定額が毎年出ていくんで

しょうけれども、それ以上プラスをしていくの

がなかなか厳しい状況なのかなと数字だけを見

るとそう思うんです。現実はやっぱりこの下の

表にも出してもらっているように、大きいとこ

ろはそれぞれ受ける数も全然違うんですけれど

も、それ以外のところは、かなり少ないので、

それぞれの市町村、お金はもらっても人がいな

いという状況なのかなと、そのあたりはどうい

う状況なんですか。

○甲斐市町村課長 今お話にありましたように、

県から市町村への権限移譲、この事務処理特例

に基づく権限移譲につきましては、数年たって

おりまして、現状としましては、頭打ちといい

ますか、大体くるところまできてるような感じ

がしております。他県との比較でも、本県は、

他県よりも権限移譲の数とか、市町村の前向き

な姿勢というのは他県より進んでいると思って

おります。そういう意味でも、他県も含めてい

ろいろ意見交換をするんですが、そろそろ頭打

ちなのかなと。これ以上の権限移譲、市町村が

みずから積極的にやるという意味においては、

御指摘のありました職員だとか組織、さらに充

実してれば、より住民に身近なところで窓口を

設けますよということにもなるんだろうと思い

ますけれども、今現在は頭打ちの状況にありま

す。

それと、市町村においては、隣の市町等と連

携して事務をやるというようなところが、例え

ば公平委員会をもう共同で設置しましょうとか、

情報公開、個人情報審査会、共同で設置しましょ

うとか、いろいろと合理化の道も探っていると

ころです。

以上、そういう現状でございます。

○十屋委員 ちょっと違うかもしれないんです

けれども、今言った、広域で横の連携、組織を

一つにして、お互い連携してやればそれだけコ



- 41 -

平成27年３月４日(水)

スト負担は少なくて済むんですが、今、いろい

ろなところで広域連合とかあるじゃないですか、

清掃の関係とか。そういうあたりで、今、課長

言われたようなことを受け入れることはできな

いんですか。広域連合の目的として、広域連合、

隣同士で一つのエリアつくってますよね。例え

ば、日向でいえば、椎葉、諸塚、美郷、門川、

日向市、それで広域連合つくってるんですけれ

ども、制度上はどうなんですか、そういうやつ

で受けるというのは、また別に考えて連携をつ

くらなきゃいけないのか。

○甲斐市町村課長 県内に一部事務組合とか広

域連合、広域連合２つですけれども、一部組合

が15ですかございまして、公営企業的なものを

連携して、清掃ですとか消防ですとかし尿処理

ですとかやっております。そういったものにな

じむものについては、ほぼ連携といいますか、

固まりでやっていきましょうということは進ん

でいると思っております。あと事務的な、そう

いう広域連合とか、一部事務組合というのは組

織をつくって、それぞれのもともとの自治体の

議会にもいろいろ議決等がございます。そうい

う一部事務組合、広域連合という意味では、お

おむね今現在では行政需要を満たしているのか

なというふうに思っております。

それと、新しく地方自治法の改正で、そうい

うものをつくらないまでも、広域連携というの

を、連携協約に基づくとかいうことで、柔軟に

できますよというのがスタートしておりまして、

宮崎市を中心に今動いておりますけれども、そ

ういった動きも今後推移を見ていきたいと思っ

ております。定住自立圏の動きでありますとか、

いろいろ連携というのは確かに出てきておりま

す。

○十屋委員 先ほど言った一部事務組合にして

も、広域連合にしても、議会つくったり、はっ

きり言って組織をつくるとまたそれなりの経費

がかかってくるので、地方自治法が改正された

ということであれば、そういうものを横に置い

ておいても、互いに軽微なというたら失礼です

けれども、そういう横の連携でやれるものはそ

ういう方向でやりなさいと。議会で議決経たり

何だかんだって手間暇ばっかりかかって経費が

かかるということもありますから、そういうこ

とですね、わかりました。

それと、今言われた地方創生ということで、

小さな拠点とか何とかで一つのエリアの中心が

あって、いろんな横の連携を図るという方向で

なされているじゃないですか、地方創生の、そ

うしたら、そういう地方のあり方になってくる

と。市町村議会などは別にして、教育委員会な

んかは、ある意味法の改正ができれば、教育事

務所管内は一つでとか、そういう可能性もある

わけですか。

○甲斐市町村課長 確かに全国的にはそういう

事例もあるようです。

○松村委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 質疑もないようでございます。

それでは、その他の報告事項については終わり

ます。

次に、請願の審査に移ります。第38号につい

て、委員の皆様から、質疑、御意見等はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 委員の皆様からの御意見、質疑

等もないようです。所得税法第56条の廃止を求

める旨の意見書を国に提出するように求めた請

願でございますが、これは委員会内で継続審査

を続けてきているところでございますので、私
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のほうからちょっと執行部の皆さんにお聞きし

たいと思います。所得税法の改正については、

昨年度ですか、何か新たな改正の動き等があっ

たように記憶しているところではございますが、

所得税法第56条等に限らず、所得税法に関して

の国の動き等について、何かございましたら

ちょっと御意見をお聞きしたいと思います。

○鶴田税務課長 税務課でございます。国税で

ありますので、税関連で私の知り得る範囲でお

話申し上げますと、所得税法につきましては、

高額所得者の方に対する税率の上限が引き上

がってきております。詳しい税率まではちょっ

と記憶にありませんが、税率が引き上がってい

るという状況があります。また、この56条に関

しまして少し御説明いたしますと、この所得税

法の第56条につきましては、個人事業者が生計

を一にする家族従事者の方に給与を支払った場

合、必要経費のその取り扱いについて規定をさ

れたというものでございます。所得税の必要経

費の原則につきましては、所得税法の37条に規

定がありまして、その規定には、別段の定めが

あるものを除き、総収入額を得るため直接に要

した費用の額というのが定められております。

要するに、総収入額を得るために直接要した経

費につきましては、必要経費に入れるんですよ

というのが原則なんですけれども、この所得税

法の第56条につきましては、この必要経費の原

則の特例という形で規定がされているというこ

とで、どういったことかといいますと、この第56

条につきましては、事業者の方が生計を一にす

る配偶者やそのほかの親族の方に給与を支払う

としても、その給与は必要経費に算入しないと

いう特例の規定でございます。この条文につき

ましては、ちょっと古いんですけれども、昭和25

年に、税制改正で規定がされたものでございま

して、その後の社会経済情勢の変化によりまし

て、この要件、基本的に必要経費に入れないん

だという要件が緩和がされてきているという状

況がございます。それはどういったことかとい

いますと、この56条の例外の規定として、57条

という規定があるんですけれども、その規定で、

現行の取り扱いとしましては、その57条で青色

申告の事業者の方につきましては、手続を行え

ば、親族の方の給与について必要経費に算入す

ることができるというように、認められている

ところでございます。事実上、青色申告の方に

つきましては、制限はないというような状況に

なっているというところでございます。

説明は以上でございます。

○松村委員長 わかりました。従来の所得税、56

条、57条の考え方ということですよね。特段、

この最近の動きとしては大きくは変わってない

というところですね。

○鶴田税務課長 今のところ、この規定につい

て、新しい動きがあるというのは聞いてはおり

ません。

○松村委員長 ありがとうございました。委員

の皆様、ほかに質疑、御意見等はございません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、請願については、以

上で終わります。

最後にその他で何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、以上をもって総務部

を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時32分休憩
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午後２時40分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました補正予算関連議案

の説明を求めます。それでは、お願いします。

○舟田会計管理者 座ったままで失礼いたしま

す。会計管理局の平成26年度２月補正予算につ

きまして御説明申し上げます。お手元の歳出予

算説明資料385ページをお願いいたします。

会計管理局では、2,504万2,000円の減額をお

願いいたしております。この結果、補正後の予

算額は４億7,064万4,000円となります。

その主なものにつきまして御説明いたしま

す。389ページをお開きください。まず、一番上

の段の（目）一般管理費（事項）職員費です

が、1,588万円の減額でございます。これは、会

計管理局職員の給料や職員手当等の執行残であ

ります。次に、中ほどの（目）会計管理費（事

項）出納事務費ですが、734万円の減額でござい

ます。これは、その下の説明の欄にありますと

おり、出納事務執行及び財務会計システム運営

管理等に要した経費の執行残によるものでござ

います。

最後に、下の段の（事項）証紙収入事務費で

すが、182万2,000円の減額でございます。これ

は、主に、収入証紙売りさばき人に対して支払

います売りさばき手数料の執行残でございます。

会計管理局は以上でございます。御審議のほ

ど、どうぞよろしくお願いいたします。

○松村委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

議案について質疑はありませんか。

○十屋委員 先ほどあった1,588万、手当、給料

が減ったというのは、職員さんが少なくなった

のか、何名ぐらい少なくなられたのか、手当が

減っているのは、残業手当とか、そういうもろ

もろの中身はどういう状況ですか。

○井上会計課長 給与の予算の計上の仕方とし

て、１月１日現在で県は予算組んでおるもんで

すから、昨年度の職員と今年度の職員比較した

場合、人数は変わってないんですけれども、年

齢構成が若干若くなりまして、若い職員が参っ

ているという、そういった関係が主になってお

ります。

○十屋委員 わかりました。年齢構成ですね。

了解しました。

○松村委員長 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 ないようでございますので、そ

の他何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 質疑、御意見ないようです。そ

れでは、以上をもって、会計管理局を終了いた

します。執行部の皆様お疲れさまでございまし

た。

暫時休憩いたします。

午後２時43分休憩

午後２時44分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

次は、人事委員会です。当委員会に付託され

ました補正予算関連議案の説明を求めます。

○亀田人事委員会事務局長 それでは、人事委

員会事務局の平成26年度２月補正予算につきま

して御説明をいたします。お手元の歳出予算説

明資料の463ページをお願いいたします。人事委

員会事務局では、総額で143万1,000円の減額補

正をお願いいたしております。この結果、補正

後の額は１億3,699万5,000円となります。

それでは、補正の主な内容について御説明を

いたします。467ページをお願いいたします。こ
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のページの中よりちょっと下ぐらいですが、（事

項）職員費306万5,000円の増額補正でございま

す。これは、人事異動によりまして、職員数が

１名増加したことに伴うものでございます。

次に、下から２段目の県職員採用試験及び任

用研修調査費の279万9,000円の減額補正でござ

いますが、これは、職員採用試験の実施に要す

る経費の執行残等よるものでございます。

説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

○松村委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

委員の皆様、議案についての質疑はありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 質疑がないようです。

それでは、そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、質疑もありませんの

で、以上をもって、人事委員会事務局を終了い

たします。執行部の皆様お疲れさまでした。あ

りがとうございました。

暫時休憩いたします。

午後２時46分休憩

午後２時48分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

監査事務局です。当委員会に付託されました

補正予算関連議案の説明を求めます。

○小八重監査事務局長 それでは、ただいまか

ら監査事務局の平成26年度２月補正予算につい

て御説明をいたします。お手元の歳出予算説明

資料の457ページをお開きください。表の一番上

の補正額の欄にございますように、総額で今

回782万9,000円の減額をお願いいたしておりま

す。この結果、補正後の予算額は、右から３番

目の欄になりますが２億717万3,000円となりま

す。

次に、補正の主な内容について御説明いたし

ます。461ページをごらんください。まず、上か

ら４段目の（目）委員費は4,000円の減額でござ

います。これは、その下の（事項）委員報酬が

所要見込み額の増に伴い12万6,000円の増額、さ

らに、その下の（事項）運営費が執行残に伴い13

万円の減額となるものでございます。

次に、ページ中ほどの（目）事務局費につき

ましては、782万5,000円の減額でございます。

これは、（事項）職員費が561万円の減額、それ

と、事務局の運営に要する経費であります（事

項）運営費が221万5,000円の減額でございまし

て、いずれも執行残に伴うものでございます。

説明は以上でございます。よろしく御審議の

ほどお願いいたします。

○松村委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

議案について質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 質疑もないようですので、議案

については終わります。

その他何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 ないようです。以上をもって、

監査事務局を終了いたします。執行部の皆様お

疲れさまでした。

暫時休憩します。

午後２時50分休憩

午後２時51分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

議会事務局ですので、時間がたっぷりありま
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すので、慎重な審査をよろしくお願いいたしま

す。当委員会に付託されました補正予算関連議

案の説明を求めます。

○大坪議会事務局長 それでは、議会事務局の

平成26年度２月補正予算につきまして御説明を

いたします。お手元の歳出予算説明資料１ペー

ジをごらんください。まず、左から２列目の補

正額の欄でございますが、1,859万3,000円の減

額補正でございます。したがいまして、補正前

の額から差し引きますと、補正後の額は右から

３列目、10億8,184万5,000円となります。

次に、その内容について御説明をいたします。

５ページをごらんください。４段目になります

が、（目）議会費でございます。500万円の減額

となっております。これは、その下の本会議や

常任委員会、さらに議会一般運営に要する経費

のうち、応招旅費や委員会調査旅費などに執行

残が生じたこと等によるものでございます。

次に、（目）事務局費でございますが、1,359

万3,000円の減額となっております。これは、そ

の下の職員人件費や本会議の会議録印刷経費の

執行残、また、その次のページになりますが、

議会一般運営に要する経費につきましては、議

会棟の維持管理費の執行残などによるものでご

ざいます。

説明は以上でございます。

○松村委員長 説明が終了いたしました。

議案について質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 議案についての質疑もないよう

でございます。

それでは、その他何がありませんか。

○十屋委員 難しいことではないんですが、我

々が政務活動費を返還するじゃないですか。そ

れの会計処理はどうなるんですか。

○山内議会事務局次長 政務活動費につきまし

ては、残額は翌年度の雑入として受けておりま

す。当該年度では、結局、精算をして、報告を

いただいて、それから、確定するという形なり

ますので、例えば今年度分、４月30日までに出

していただくということで、出納閉鎖は５月の30

日ですので、とてもそれは間に合わないもんで

すから、そういう処理をしております。ですか

ら、逆にいうと、26年度の分で入っている雑入

の中にそれが入っている。ちょっと大きい金額

になります。

以上です。

○十屋委員 わかりました。ありがとうござい

ました。

○松村委員長 その他何かありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 御意見、質疑等もないようでご

ざいますので、以上をもって、議会事務局を終

了いたします。お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時55分休憩

午後２時59分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

あすの日程についてですが、午前10時から総

務部の審査を行うことといたします。

本日は以上で終了いたします。

午後２時59分散会
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午前９時57分再開

出席委員（８人）

委 員 長 松 村 悟 郎

副 委 員 長 河 野 哲 也

委 員 福 田 作 弥

委 員 坂 口 博 美

委 員 井 本 英 雄

委 員 十 屋 幸 平

委 員 田 口 雄 二

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

総務部

総 務 部 長 成 合 修

危機管理統括監 金 丸 政 保

総 務 部 次 長
江 藤 修 一

（総務･職員担当）

総 務 部 次 長
日 隈 俊 郎

（財務･市町村担当）

危 機 管 理 局 長
郡 司 宗 則

兼危機管理課長

総 務 課 長 椎 重 明

防災拠点庁舎整備室長 丸 田 勉

部参事兼人事課長 武 田 宗 仁

部参事兼行政経営課長 平 原 利 明

財 政 課 長 阪 本 典 弘

税 務 課 長 鶴 田 安 彦

部参事兼市町村課長 甲 斐 正 文

総務事務センター課長 中 原 順 一

消 防 保 安 課 長 都 原 誠 一

総合政策部

総 合 政 策 部 長 橋 本 憲次郎

県参事兼総合政策部次長
永 山 英 也

（政策推進担当）

総合政策部次長
安 田 宏 士

（県民生活担当）

部参事兼総合政策課長 井 手 義 哉

秘 書 広 報 課 長 片 寄 元 道

広 報 戦 略 室 長 日 高 幹 夫

統 計 調 査 課 長 奥 野 厚 子

総 合 交 通 課 長 奥 野 信 利

中山間･地域政策課長 石 崎 敬 三

フードビジネス
黒 木 義 博

推 進 課 長

生 活 ・ 協 働 ・
村 上 悦 子

男 女 参 画 課 長

交通･地域安全対策監 壹 岐 幸 啓

文化文教・国際課長 菓子野 信 男

人権同和対策課長 吉 田 信 夫

情 報 政 策 課 長 青出木 和 也

事務局職員出席者

政策調査課主査 大 峯 康 則

議事課主任主事 田 代 篤 生

○松村委員長 おはようございます。委員会を

再開いたします。

本日は、平成27年度当初予算でございます。

まず、総務部の説明を求めたいと思います。

それでは、当委員会に付託されました議案等

の概要説明を求めます。

○成合総務部長 それでは、本日御審議いただ

きます議案等につきまして、お手元に配付して

おります総務政策常任委員会資料により御説明

いたします。

平成27年３月５日(木)
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資料の１ページをお開きいただきたいと存じ

ます。

平成27年度当初予算案の概要につきまして、

この資料の１ページから11ページで御説明いた

します。なお、この部分の資料につきましては、

別途配付いたしております27年度当初予算案の

概要について、いわゆる白パンフですが、冊子

の冒頭部分を抜粋して掲載してございます。

それでは、１ページをごらんいただきたいと

存じます。

まず、（１）の予算編成の基本的な考え方につ

いてであります。

平成27年度当初予算につきましては、そこに

掲げております財政改革の着実な実行、優先度

の高い施策の構築、役割分担等を踏まえた施策

の推進を基本方針として検討したところであり

ます。

ただし、次の段に掲げてありますように、昨

年の知事選挙等の関係から、現在、知事の政策

提案を踏まえました新しいアクションプランを

作成中であること、また個別事業についてさら

に知事と十分な協議をする必要があること、こ

のため、人件費、公債費などの義務的経費を中

心とした骨格予算として編成しております。し

たがいまして、新規事業や政策的経費の多くは、

６月に肉づけ予算として補正予算案を提案させ

ていただくことになりますので御了承ください。

それから、１ページの下の表にありますとお

り、早急な対応を要する経費や年間所要額のお

おむね８割の公共事業費等につきましては、県

民生活に影響が出ないよう、骨格予算に計上し

ております。

次に、２ページをお開きください。

（２）の予算規模についてであります。

一般会計の予算額は、そこに記載しておりま

すように、6,417億2,800万円となっております。

ただし27年度は、太枠の中に書いてございます

ように、口蹄疫復興対策ファンド等の財源とな

ります1,200億円の県債償還という特殊要因がご

ざいます。これを除いた予算規模は、1,200億円

を除きますと5,217億2,800万円となり、骨格予

算でありますことから、前年度比9.0％の減と

なっております。

なお、以降のページにつきましては、この特

殊要因であります1,200億円の償還金を除いた場

合の予算の特徴を記載しております。

右側の３ページをごらんいただきたいと思い

ます。歳入予算の特徴を記載しております。

恐れ入りますが、次の４ページをお開きいた

だきたいと思います。

歳入予算のうち、まず、①の自主財源につい

てであります。真ん中の表をごらんいただきた

いと思います。

自主財源の状況ですが、まず、自主財源の一

番上の県税につきましては、地方消費税や法人

事業税、個人県民税の増等によりまして、896

億4,000万円で、対前年度比で比べますと、82億

円の増となっております。

次の段の、地方消費税清算金が379億1,400万

円で、対前年度比130億6,900万円と、それぞれ

大幅な増額となっております。

次に、表の下から、自主財源の４番目になり

ますが、使用料及び手数料につきましては、制

度改正に基づく県立学校授業料の徴収増等によ

りまして96億3,500万円と、対前年度比７億7,700

万円の増となっております。

それから、表の下から３段目をごらんいただ

きたいと思います。

繰入金につきましては、地域経済活性化雇用

創出臨時基金からの繰入金の減等によりまし
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て153億円と、328億1,300万円の大幅な減となっ

ております。

なお、括弧書きにあります財政調整のための

財政関係２基金からの繰り入れにつきましては、

骨格予算であるために76億9,100万円となってお

り、この結果、右側の５ページをごらんいただ

きますと、上から２つ目の丸の基金残高の推移

の表を見ていただきますと、平成27年度当初予

算編成後の基金残高は387億円程度となります。

しかしながら、肉づけ予算の際に繰入金が増加

することから、残高はさらに減少する見込みで

あります。

次に、６ページをお開きいただきたいと存じ

ます。

一番上、②の依存財源についてであります。

一番下の表をごらんいただきますと、まず、

依存財源の一番上の地方譲与税につきましては、

地方法人特別譲与税の減等に伴いまして196

億2,700万円と、10億1,000万円の減となってお

ります。

次に、表の下から２段目ですが、国庫支出金

につきましては、骨格予算のため708億800万円

と、106億6,400万円の減となっております。

次に、右の７ページの一番上の表をごらんい

ただきたいと存じます。

本県の歳入の約４割を占めます地方交付税及

び臨時財政対策債の状況であります。

いずれも、税収の増等によりまして、全国総

額ベースで減となっていることから、本県にお

きましても、地方交付税が1,809億1,200万円と、

前年度と比べ40億3,700万円の減、臨時財政対策

債が299億2,700万円と、43億2,600万円の減と

なってございます。２つを合計した実質的な地

方交付税額は、合計欄にありますように2,108

億3,900万円と、83億6,300万円、率にしまして3.8

％の減となっております。

次に、その下の表をごらんいただきたいと思

います。

県債の状況であります。

県債につきましては、平成27年度当初予算に

おける県債発行額の欄でございますが、発行額

は549億円でありまして、骨格予算であることか

ら、あるいは臨時財政対策債の減少等によりま

して124億円の減。

なお、括弧書きでお示ししておりますように、

臨時財政対策債を除きますと250億円と、81億円

の減となっております。

次の段の県債残高ですが、先ほど御説明しま

した口蹄疫対策転貸債等の1,200億円を27年度に

償還することになります。その結果、27年度末

で8,842億円と、これまで続いておりました１兆

円以下になる見込みであります。

さらに、括弧書きをごらんいただきますと、

臨時財政対策債を除いた県債残高につきまして

は、302億円減少しまして、5,057億円程度にな

る見込みであります。

次に、８ページをお開きください。

（４）の歳出予算の特徴についてであります。

性質別の状況を記載しておりますが、内容に

つきましては、９ページのほうをごらんいただ

きたいと思います。

一番上の①の義務的経費につきましては、主

に社会保障関係費である扶助費が増加するもの

の、人件費あるいは公債費の減によりまし

て2,520億3,500万円と、前年度に比べ58億5,600

万円の減となっております。

なお、人件費につきましては、職員数の減等

によりまして、13億2,600万円の減となっており

ます。このうち、退職手当については、退職者

数の減少等によりまして、９億1,100万円の減と
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なっております。

それから、一番下の公債費につきましては、

臨時財政対策債を除く県債残高の減少等により

まして、56億8,500万円の同じく減となっており

ます。

次に、真ん中の太枠囲いですが、②の投資的

経費について御説明します。

これにつきましては、骨格予算のため、大幅

な減となっております。

それから、その下の③の一般行政経費につき

ましては、主に貸付金及び積立金の減等により

まして1,959億5,600万円と、65億3,100万円の減

となっております。このうち、補助費等は、地

方消費税交付金及び地方消費税清算金の増等に

よりまして92億7,900万円の増、また、貸付金は

骨格予算でありますため、130億7,600万円の減

となっております。

10ページをお開きいただきたいと存じます。

歳出予算の款別の状況を記載しております。

下の表のほうを見ていただきますと、上から

３段目の民生費が、社会保障関係費の増により

まして約11億円の増額、また、下から３段目の

諸支出金が、地方消費税交付金及び地方消費税

清算金の増等によりまして大幅な増額となって

おります。

それ以外の区分につきましては、骨格予算の

ため、全て減となっております。

次に、右側の11ページをごらんいただきたい

と思います。

（５）の特別会計、（６）の公営企業会計につ

いて記載しております。

特別会計につきましては、口蹄疫対策の転貸

債償還金1,000億円がございますので、特別会計

の上から２段目の公債管理特別会計から支出す

る関係で、前年度に比べて予算規模が非常に大

きくなっております。

また、一番下の公営企業会計については記載

のとおりでございます。

27年度当初予算の概要につきましては以上で

ございます。

資料の13ページをお開きいただきたいと思い

ます。総務部における27年度当初予算の課別集

計表となっております。

今回お願いしております総務部の一般会計と

特別会計を合わせた予算額は、表の一番下の欄

にございますように、当初予算額4,637億2,735

万4,000円となっております。対前年度当初予算

額と比較しますと、先ほど申し上げました口蹄

疫対策転貸債償還金を予算措置したことなどに

伴いまして、85.1％の増となっております。

次に、14ページをお開きください。

14ページから18ページまでにかけまして、総

務部の主な新規・重点事業を掲載しております

が、これについては、後ほど関係課長から説明

をさせます。

次に、19ページをお開きください。

債務負担行為についてであります。

表の中にありますように、ここに記載の事項

につきまして追加をお願いするものであります。

予算議案については以上であります。

次に、20ページをお開きください。

特別議案でございますが、議案第29号「執行

機関としての委員会の委員又は委員の報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」

についてであります。

これは、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部改正によりまして、教育長と教育

委員会の委員長が一本化されることに伴い、所

要の改正を行うものであります。

次に、右側の21ページをごらんください。
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議案第30号「職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例」についてであります。

これは、国において実施される給与制度の総

合的見直しについて、人事委員会から、本県に

おいても実施するよう昨年勧告がなされたこと

等を踏まえまして、勧告どおり、職員の給与に

ついて所要の改正を行うものであります。

次に、22ページでございます。

議案第31号「職員の退職手当に関する条例の

一部を改正する条例」についてであります。

これは、国家公務員の退職手当制度について、

先ほど申し上げました給与制度の総合的見直し

に伴い改正されること等を踏まえまして、国に

準じて職員の退職手当制度の改正を行うもので

あります。

次に、右側の23ページでございます。

議案第34号「恩給並びに他の地方公共団体の

退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職

期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎と

なるべき在職期間との通算に関する条例の一部

を改正する条例」についてであります。

これは、先ほど申し上げました地方教育行政

の組織及び運営に関する法律等の改正に伴いま

して、引用条文の改正等を行うものであります。

次に、24ページをお開きください。

議案第37号「宮崎県情報公開条例及び宮崎県

個人情報保護条例の一部を改正する条例」につ

いてであります。

これは、独立行政法人通則法の一部改正に伴

いまして、関係条例における引用条文の改正を

行うものであります。

特別議案につきましては以上の５件でありま

す。

最後に、その他報告事項についてでございま

すが、資料の25ページをごらんいただきたいと

思います。

本日、御報告いたしますのは、ここに記載し

ております平成27年度組織改正案についてなど

３件でございます。

それぞれの詳細につきましては、危機管理局

長及び担当課長から説明させますので、御審議

のほど、よろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。

○鶴田税務課長 税務課から、地方消費税清算

金及び県税収入の当初予算につきまして御説明

をいたします。

委員会資料の４ページのほうにお戻りくださ

い。ページの中ほどに、自主財源の状況の表が

ありますが、この上から３段目、地方消費税清

算金の欄をごらんください。

これは、本県を含めた全都道府県に国から払

い込まれた地方消費税総額を、消費に関連した

基準によって、各都道府県間において精算、配

分するものです。平成27年度の予算額は、379

億1,415万5,000円を計上しております。前年度

に比べ130億6,920万9,000円、対前年度増減

率52.6％の増となっております。地方消費税清

算金につきましては、税率の引き上げの効果が

平年度化することによりまして、国内の地方消

費税総額が地方財政計画で増加するということ

が見込まれることからこのような額としている

ところでございます。

続きまして、県税収入予算につきまして御説

明をいたします。資料の12ページをお願いいた

します。

県税収入につきましては、県内の経済動向や

主要企業の業績見通し、平成26年度の税収状況

及び税制改正等の影響を総合的に検討して見込

んだものであります。

当初予算額は、表の一番上の段、県税計の平



- 51 -

平成27年３月５日(木)

成27年度当初予算額、①の欄のとおり、896

億4,000万円を計上したところであります。これ

は、前年度に比べ82億円の増、前年度比110.1％

となっております。

主な税目につきまして御説明をいたします。

増減額①─②の欄をごらんください。まず、

県税計の下、個人県民税ですが、課税の対象と

なります平成26年分の所得の増が見込まれるこ

とから、６億2,824万円余の増となっております。

次に、その４つ下の法人事業税につきまして

は、税制改正により、国税であります地方法人

特別税の一部が復元され税率が引き上げられる

ことによりまして、35億2,285万円余の増となっ

ております。

次に、その下ですが、地方消費税関係になり

ますが、譲渡割地方消費税が45億7,998万円余、

その下の貨物割地方消費税が１億3,722万円余

と、いずれも税率引き上げの平年度化により増

となるものであります。

次に、その下の不動産取得税につきましては、

大規模建築物の減によりまして、１億5,586万円

余の減と見込んでおります。

また、その３つ下の自動車税につきましては、

課税台数の減により、２億2,641万円余の減と見

込んでおります。

次に、その２つ下の自動車取得税につきまし

ては、税制改正によりエコカー減税対象車の基

準が厳格化される見直しがなされることから、

１億6,383万円余の増と見込んでおります。

その下の軽油引取税は、需要の減によりまし

て３億2,179万円余の減と見込んでおります。

説明は、以上でございます。

○松村委員長 議案の概要の説明及び歳入予算

等の説明が終了いたしました。

ここまでのところで、委員の皆様、質疑はあ

りませんか。─また後ほど総括もございます

ので、それではここまで質疑がないので、それ

では、引き続き、３課ごとに班分けして議案の

審査を行い、最後にその他報告及び総括質疑の

時間を設けることといたします。執行部の皆様

の御協力をお願いいたします。

なお、歳出予算の説明については、重点・新

規事業を中心に簡潔に行い、あわせて決算にお

ける指摘要望事項に係る対応状況についても説

明をお願いいたします。

まず、第１班として、総務課、人事課、行政

経営課の審査を行いますので、順次、議案の説

明をお願いいたします。

なお、委員の質疑は、３課の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

それでは、まず、総務課からお願いしたいと

思います。

○椎総務課長 それでは、総務課の当初予算に

ついて御説明いたします。お手元の歳出予算説

明資料63ページをお開きください。

総務課の平成27年度一般会計当初予算額は、14

億6,893万3,000円であります。これは、昨年度

の当初予算額と比較しますと、１億171万2,000

円の増となっております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。65ページをお開きください。

まず、下から３段目の、（事項）文書管理

費4,990万5,000円であります。これは、当課で

集中管理を行っております文書の収発業務に係

る発送料や人件費及び文書管理システムの運用

・保守に係る委託料などであります。

次に、ページ下、（事項）浄書管理費4,333

万6,000円であります。66ページをごらんくださ

い。これは、庁内印刷室で行う文書の浄書印刷

に要する経費でありますが、各種印刷機器の保
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守・リース料や、印刷用紙等の消耗品代、人件

費であります。

続いて、（事項）情報公開推進費431万9,000円

であります。これは、情報公開・個人情報保護

制度の適正な推進を図るために要する経費であ

りますが、審査会や審議会の開催経費及び県民

情報センターの運営経費となっております。

次に、（事項）文書センター運営費１億9,442

万3,000円であります。これは、歴史的価値のあ

る県史資料や公文書等を適正に管理・閲覧する

ための経費でありますが、所蔵文書の薫蒸やマ

イクロフィルム撮影の委託料、書庫に設置して

おります消火設備のリース料、人件費などが主

なものとなっております。

なお、この説明欄の５の文書センター移転整

備費でありますが、防災拠点庁舎の整備に伴い

まして、現在使用しております県庁５号館の移

築が必要となりましたため、センターの機能を

６号館へ移転整備する費用としまして、１

億5,956万3,000円を計上しております。これに

つきましては、後ほど常任委員会資料で御説明

させていただきます。

次に、（事項）庁舎公舎等管理費４億8,283

万3,000円であります。これは、本庁舎、出先総

合庁舎等の維持管理に要する清掃・警備費等の

委託料や光熱水費、職員宿舎の維持管理に係る

経費であります。

次に、（事項）防災拠点庁舎整備事業費8,530

万7,000円であります。67ページをごらんくださ

い。これは、昨年12月に作成いたしました基本

構想を踏まえまして、防災拠点庁舎建設のため

の基本・実施設計や地盤調査等を行うものであ

ります。これにつきましても、後ほど説明させ

ていただきます。

次に、（事項）東京ビル運営費2,874万4,000円

であります。東京ビルは、東京事務所に勤務す

る職員の宿舎や長期研修生の職員寮、また本県

出身者の学生寮などから構成されます複合ビル

でありますが、運営管理に要する委託料や学生

寮の指定管理料などであります。

次に、（事項）公有財産管理費２億8,457万

4,000円であります。これは、災害共済保険料な

どの県有財産の維持管理費、県営住宅や職員宿

舎等の固定資産税に相当する県有資産所在市町

村交付金、未利用財産の売却等を推進するため

の経費などであります。

最後に、ページ一番下の段になりますが、（事

項）県有施設災害復旧費7,410万円であります。

これは、庁舎等の県有施設の災害復旧に要する

経費であります。

それでは、「防災拠点庁舎整備事業」について

御説明いたします。

お手元の常任委員会資料をお願いいたしま

す。14ページでございます。

防災拠点庁舎整備事業についてであります。

まず、１の事業の目的・背景でありますが、

御案内のとおり、大規模地震等の災害時に、県

民の生命や財産を守る司令塔として十分な耐震

性能を有し、災害応急対策等を円滑に実施でき

る防災拠点庁舎を早期に整備する必要がありま

す。

このため、一番下の、参考、整備スケジュー

ルのとおり、平成30年度末の完成に向けて進め

ていくこととしておりますが、平成27年度は基

本・実施設計を実施するほか、庁舎整備に伴い

必要となります関連工事の設計を行ってまいり

ます。

なお、現在、公募型プロポーザルにより設計

者の選定を進めているところであり、今月中に

は委託契約を締結し、設計に着手したいと考え
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ております。

次に、２の事業の概要であります。

（１）の予算額は8,530万7,000円で、全額一

般財源、事業期間は平成30年度までとなってお

ります。

（４）の事業内容の①の基本・実施設計の実

施に係る業務委託費でありますが、本委託は、

平成28年度までの継続契約となるため、債務負

担行為を設定しており、本年度は基本設計分の

出来高相当分の5,751万2,000円を事業費として

見込んでおります。

この設計業務委託に加えまして、②の設計に

伴い必要となる地盤調査の業務委託や③にあり

ますように、５号館及び外構の解体工事に伴う

設計業務委託等を行ってまいります。

３の事業の効果でありますが、防災拠点庁舎

の整備により、県の災害対応力の強化が図られ

るものと考えております。

続きまして、文書センター移転整備について

御説明いたします。同じく委員会資料の15ペー

ジをごらんください。

これは、文書センターの移転に要する経費で

ございます。

まず、１の事業の目的・背景ですが、御案内

のとおり、防災拠点庁舎の整備に伴い、県庁５

号館を移築することになり、現在入居している

文書センターを移転する必要が生じたため、庁

内プロジェクトチームにおいて検討を進めた結

果、移転先を県庁６号館とすることにしたとこ

ろであります。

文書センターのような重量物である大量の文

書類を保管等する建物は、一般事務所より４倍

から９倍の強い構造体が必要となりますことか

ら、移転先である県庁６号館の補強工事を行い

まして、文書センターの現行機能を確保するも

のであります。

次に、２の事業の概要であります。

（１）の予算額は１億5,956万3,000円で、全

額一般財源、事業期間は平成27年度であります。

（４）の事業内容でありますが、補強工事は、

建物地下を含めて構造体を補強する必要がある

ため、①の６号館地下倉庫の物品を移転しまし

て、②の文書センターの移転整備工事実施設計

の業務委託を、そして③の移転整備工事を行う

こととしております。

３の事業の効果でありますが、この工事は現

行の文書センター機能を確保するために必要な

基本的な工事であり、この整備事業によりまし

て、歴史的価値を有する貴重な公文書を良好な

状態で後世へ継承することができるものと考え

ております。

続きまして、同じく、常任委員会資料の24ペ

ージをお開きください。

議案第37号「宮崎県情報公開条例及び宮崎県

個人情報保護条例の一部を改正する条例」につ

いて御説明いたします。

１の改正の理由であります。

独立行政法人の運営の基本、その他の制度の

基本となる共通の事項を定めた独立行政法人通

則法の改正に伴い、所要の改正を行うものであ

ります。

２の改正の内容としましては、引用条項の改

正であります。両条項における国家公務員の定

義から、独立行政法人通則法の「第２条第２項

に規定する特定独立行政法人の役員及び職員」

を除くことと規定しているところを、今回、同

法「第２条第４項に規定する行政執行法人の役

員及び職員」に改正するものであります。

どちらの条項におきましても、個人情報は原

則としまして不開示情報でありますが、公務員
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等の職務遂行に関する情報は例外として開示さ

れることになっておるところであります。独立

行政法人通則法に規定します行政執行法人の役

員及び職員は、身分は国家公務員でありますが、

条例上は国家公務員から除くことと規定されて

おり、当該箇所の改正を行うものであります。

なお、施行期日につきましては、平成27年４

月１日としております。

以上、審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。

○武田人事課長 次に、人事課の平成27年度当

初予算について御説明をいたします。お手元の

歳出予算説明資料の69ページをごらんいただき

たいと思います。

人事課の当初予算額は、41億8,320万5,000円

でありまして、26年度当初予算額に比べますと、

３億8,411万1,000円の減となっております。

それでは、主な事業につきまして御説明いた

します。次の71ページをごらんください。

まず、中ほどの欄の、（目）一般管理費の（事

項）人事調整費で７億123万4,000円であります。

これは、説明の欄にありますように、非常勤職

員の雇用、職員の赴任旅費、産休及び休職者等

の代替臨時職員の雇用など、人事給与管理の全

庁的な調整に要する経費であります。

次に、（目）人事管理費の（事項）人事給与費

で、29億1,396万6,000円であります。

72ページをごらんください。

説明の欄の、２の退職手当27億7,005万2,000

円が主なもので、前年度当初に比べまして３

億4,214万4,000円の減となっております。これ

は、退職手当の見直しによる支給率の減の影響

によるものであります。

また、説明の欄の、３の人事給与システム管

理事業１億3,444万2,000円につきましては、前

年度の当初に比べまして7,454万1,000円の増と

なっております。これは、地方公務員法改正に

伴い、平成28年度から導入予定の人事評価シス

テムの構築や、マイナンバー制度導入等に伴う

人事給与システム等の改修に要する経費の増で

あります。

次に、（事項）県職員研修費の3,096万9,000円

でありますが、これは、自治学院において行う

県職員の研修に要する経費であります。

次に、（事項）職員派遣研修費の2,275万6,000

円であります。このうち、国内派遣研修といた

しまして、自治大学校、政策研究大学院大学へ

の派遣、また、海外派遣といたしまして、職員

の自主企画による短期海外研修及び自治体国際

化協会シンガポール事務所等への派遣経費をそ

れぞれ計上しております。

次に、（事項）東日本大震災被災地職員派遣事

業費の959万8,000円であります。派遣職員の代

替として、非常勤職員や臨時的任用職員を配置

するための経費及び派遣職員の業務報告等の経

費であります。

以上で、人事課の当初予算の説明は終わりま

す。

続きまして、資料が変わりますが、お手元の

常任委員会資料で議案の内容について御説明を

したいと思います。資料の20ページをごらんく

ださい。

議案第29号「執行機関としての委員会の委員

又は委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例」についてであります。

まず、１の改正の理由についてであります。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一

部が改正されまして、教育長と教育委員会の委

員長が一本化されることに伴い所要の改正を行

うものであります。
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次に、２の改正の内容についてであります。

法律の一部改正により、教育長が教育委員会を

代表することとなり、教育委員会の委員長及び

教育長を兼ねる委員の職がなくなるため、これ

らの職に係る報酬等の規定を削除いたします。

最後に、３の施行期日等につきましては、平

成27年４月１日から施行することとしておりま

す。ただし、法律の一部改正に伴う経過措置と

いたしまして、施行日以降も改正前の法律の規

定が適用される現職の教育長及び教育委員長に

つきましては、改正前の条例の規定が適用され

ることとなります。

続きまして、21ページをごらんください。

議案第30号「職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例」についてであります。

まず、１の改正の理由についてであります。

国におきまして平成27年度から実施される給与

制度の総合的見直しにつきまして、人事委員会

から、本県においても実施するように勧告をさ

れたこと等を踏まえ、人事委員会勧告どおり職

員の給与について所要の改正を行うものであり

ます。

次に、２の改正の内容についてであります。

今回実施する給与制度の総合的見直しは、まず、

１の給料表につきましてその水準を平均２％引

き下げ、それにあわせて、２の地域手当、３の

単身赴任手当、また４の管理職員特別勤務手当

といった諸手当につきまして、資料にあります

とおり、それぞれ改正をするものであります。

実施に当たりましては、給料表水準の引き下

げによる職員の生活への影響を考慮して、５の

①にありますとおり、給料表の切りかえに伴い、

新しい給料月額が切りかえ前日に受けていた給

料月額に達しない職員に対しましては、当分の

間、その差額を支給することといたします。

また、（２）の地域手当及び（３）の単身赴任

手当の引き上げは、平成27年度から３年間で段

階的に実施することとしております。

次に、３の改正を要する条例につきましては、

職員の給与に関する条例ほか５つの関係する条

例となります。

最後に、４の施行期日につきましては、平成27

年４月１日から施行することとしております。

続きまして、22ページをごらんください。

議案第31号「職員の退職手当に関する条例の

一部を改正する条例」についてであります。

まず、１の改正理由についてであります。国

家公務員の退職手当制度が給与制度の総合的見

直しに伴い改正されたこと等を踏まえ、国に準

じて職員の退職手当制度の改正を行うものであ

ります。

次に、２の改正の内容についてであります。

（１）にありますとおり、退職手当の調整額に

つきまして、表のとおり、その基礎となる調整

月額を国に準じて引き上げを行います。

資料のちょうど中段に、（参考）として記載し

ております退職手当の計算方法をごらんくださ

い。退職手当は、退職時の給料月額、これは先

ほど説明した給与制度の総合的見直しに伴いま

す経過措置として、支給される給与の差額分は

含まずに、本来の給料表上の額となりますけど

も、これに勤続期間に応じた支給率を乗じて得

た額に、退職前５年間の職務・職責に応じた調

整額を加えて計算をされます。職員の退職手当

につきましては、平成24年度から段階的に引き

下げ、民間の水準に合わせてきたところであり

ますが、給与制度の総合的見直しの実施により

退職時の給料月額が下がることで、退職手当額

にさらにマイナスの影響が出てしまうことにな

ります。したがいまして、このマイナスの影響
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を緩和するため、今回の改正を行うものであり

ます。

次に、（２）の経過措置として、給与制度の総

合的見直しの影響により、（１）の退職手当の調

整額を引き上げてもなお改正前の退職手当額よ

り低くなる場合がありますことから、当分の間、

施行日前日の時点の退職手当額を補償すること

といたします。

その他、（３）にありますとおり、法令等の改

正に伴う引用条文等の改正をあわせて行います。

最後に、３の施行期日につきましては、平成27

年４月１日から施行とし、法令等の改正に伴う

ものは公布の日から施行することとしておりま

す。

説明は以上であります。

○平原行政経営課長 行政経営課の平成27年度

当初予算について御説明をいたします。歳出予

算説明資料の73ページをお願いいたします。

行政経営課の平成27年度当初予算額は１億860

万4,000円でありまして、26年度当初予算と比

べ707万9,000円の減額となっております。

主な事業について御説明をいたします。75ペ

ージをお願いいたします。

まず、中ほどの、（事項）行政管理費310万1,000

円でありますが、これは、行政管理、行政改革

に要する経費でございまして、行政組織の見直

しや行財政改革懇談会の開催などの要する経費

であります。

次に、一番下の、（事項）法制費763万6,000円

でありますが、これは、条例や規則等の審査事

務ですとか、公益認定等審議会の開催などに要

する経費であります。

76ページをお願いいたします。

最後に、（事項）県公報発行費905万円であり

ますが、これは、条例や規則などを掲載いたし

ております県公報の印刷に要する経費でござい

ます。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

○松村委員長 まず、１班各課長の説明が終了

いたしました。

議案について質疑はありませんか。

○十屋委員 総務課の66ページの庁舎公舎等管

理費で、26年度の現計当初予算は同じで６

億1,500万ですけど、今年度は４億8,200万です

が、これは入札とかでやられると思うので、そ

の差が出たと。

○椎総務課長 大幅に減額になっておりますが、

この減額の大きな理由は、１つは、職員共済住

宅の借家料という、共済組合に償還金を払って

いる分があるんですが、この分につきまして、

平成26年度に一括償還を済ませた関係がござい

ます。この額が、平成26年度で１億1,200万円余

ありました。この分の減額が非常に大きなウエ

ートを占めております。

そのほか、光熱水費とか清掃委託料等の関係

で、若干の減となっております。

以上です。

○十屋委員 その次、67ページの公有財産管理

費のところなんですけど、事業に関してどうの

こうのじゃないんですけど、県有財産が売れて

るのかな、どうなのかなと思っているんですが。

狭い土地が点在して、私たちが住んでる場所に

もあるんですけども、それがなかなか売れてな

いのかなと思うんですけど。財産がなかなか処

分できなくて困ってるのかなと思ったんですが、

どういう状況なんでしょうか。

○椎総務課長 公有財産の処分につきましては、

今年度は、現時点で１億数千万円の売却になっ

ております。ちなみに、公有財産の売却実績を
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正確に申し上げますと、平成20年度が、金額で

申し上げますと５億5,000万の売却実績になって

おります。25年度が６億500万、そして、本年度

が、これは２月末現在ですが１億5,300万となっ

ておりまして、行財政改革プラン等にのってお

ります目標値が１億5,000万となっていますの

で、まず目標はクリアしていると考えておりま

す。

○十屋委員 売り上げはいいですね。（笑声）そ

の感覚を持っとかないといかんなと常々思って

ますんで、そういう発想はぜひやってください。

それから、人事・給与の関係なんですが、先

ほど説明があって、調整をされますよね。その

ところで、非常に微妙な言い回しで「当分の間」

という、この「当分の間」の行政用語がいつま

でなのかなというのと、どこでどう判断される

のかなという……。ちょっと考え方だけ教えて

もらえますか。

○武田人事課長 具体的には、できるだけ職員

に影響のないようにと考えておりまして、例え

ば国も同じような制度を導入しておりますので、

そういった状況の中での職員の割合とか、それ

から他県の状況とか、そういったものを考えな

がら判断をしていきたいと思っていまして、現

時点ではまだ具体的な期間というのは定まって

おりません。

○十屋委員 非常に難しい判断。まあ、いつの

日かっていうことになるんでしょうけど、それ

はもう別に置きますが。

やはり、いろんな意味で、削るばっかりもい

かんし、ふえるばっかりもいかんし、景気がよ

くなれば、また人勧がふやす可能性もあります

し。だから、一生懸命景気をよくすることによっ

てだんだん伸びてくればいいし、そこでまたい

ろんな判断が出てくると思うんですけど。そう

いうとこら辺も、しっかりと取り組んでいただ

ければというふうに思います。

私からは以上です。

○松村委員長 ほかに質疑はございませんか。

○有岡委員 人事課にお尋ねしたいと思います。

72ページの、職員の派遣研修費ということで

組んでございますが、短期の、例えば海外でし

たら派遣ということで研修を組まれて、昨年、

実績で200万ほど不用額が出てきたということで

すが。この海外研修を希望する方の、対象者の、

例えば10年勤務とか20年とかそういった何か基

準があって、それに該当する方のみがこういっ

た希望を出して行かれるのか、そこら辺の流れ

をお尋ねしたいと思います。

○武田人事課長 海外派遣研修に関しましては、

まず、例えば長期の研修になりますと庁内公募

ということで、特に若手の職員の方を対象に、

できるだけ役職につく前の方を具体的には対象

といたしまして、いろんな知識・経験を習得し

ていただくための研修に出させていただくとい

うことになろうかと思います。

それから、あと、自主企画ということで、実

際に自分たちでいろんなプログラムを組んで、

相手方とのアポイントなどもとりながら、約２

週間程度の期間で派遣をする研修もございます

が、これも、年度中にこういう企画をやります

のでということで職員の皆さんにお知らせをい

たしまして、それから提案が上がった方につい

て面談をいたしまして、その内容とかそういっ

たものを確認した上で派遣を決定していくとい

う状況でございます。

○有岡委員 例えば、今、県が進めてるフード

ビジネス等を海外に行って調査するとか、そう

いうテーマを決めて行かれると。それをフィー

ドバックするというんですか、その報告なり何
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らかの形で提案というのはどこに生かされてる

のか、その流れがあれば教えていただきたいと

思います。

○武田人事課長 一応その期間に派遣をされま

すと、具体的には帰ってきた際にいろんなレポ

ートとか、それからいろんなものをまとめてい

ただいて、成果品をまず人事課のほうに上げて

いただくということになると思いますし、それ

から、あと、内容によっては、例えばその対象

となる部局の職員の方とか、それから上司の方

に集まっていただいて、プレゼンテーションを

していただいて、その結果報告をしていただく

ということで、その内容が具体的に反映してる

かどうかというのはちょっと詳細にはわかって

いないんですけども、そういう形で、できるだ

け若手職員が身につけたものを生かせるものが

あれば生かしていきたいと考えております。

○有岡委員 ぜひ期待したいと思います。あり

がとうございます。

○松村委員長 ほかに質疑はございませんか。

○田口委員 ちょっとわからんから教えてくだ

さい。

総務課の公有財産管理費の中で、３番目の県

有資産所在市町村交付金、これはどういう目的

で出すものですか。

○椎総務課長 この県有資産所在市町村交付金

といいますのは、そもそも県が所有します固定

資産というのは実際は課税されないところなん

ですが、ただしその使用実態が私人と同様のも

の、例えば県職員宿舎とかあるいは公営住宅等

に対しましては、負担の公平、そして地方財源

の充実を図る観点から、施設の所在する市町村

に対しまして固定資産相当額を交付すると法律

で決まっております。その分が、この計上して

る金額になっております。

○田口委員 ちなみに、上から多いところを教

えていただけますか。市町村。

○椎総務課長 市町村ですね。総務課所管分と

しましては、今年度予算としましては、宮崎市

が１億2,439万9,000円です。延岡市に対しまし

て2,451万6,000円、都城市が1,410万円等となっ

ております。

○松村委員長 田口委員、いいですか。

○田口委員 いいです。

○松村委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、以上で第１班の審査

を終了いたします。

次に、第２班として、財政課、税務課、市町

村課の審査を行いますので、順次、議案の説明

をお願いいたします。

○阪本財政課長 それでは、財政課の平成27年

度予算案について御説明いたします。お手元の27

年度歳出予算説明資料、分厚い資料の77ページ

をお開きください。

財政課の予算でございます。

財政課、一般会計、特別会計がございまして、

合計で一番左上の数字、4,148億2,221万1,000円

となっております。内訳としまして、一般会計

が1,944億4,600万余、下の数字、公債管理特別

会計で2,203億7,500万余となっております。

なお、合計額の一番上の数字の右から２番

目、26年度当初予算、2,000億円余との差が

約2,000億円余ございます。大幅な増となってお

りますが、これは口蹄疫の転貸債等の1,200億円

のうちの、まさに転貸債1,000億円、これが一般

会計からまず特会への繰り出しとして計上され

ております。それから、繰り出しを受けた公債

管理特別会計から金融機関への償還分として、

さらに同じ金額1,000億が計上されておりますの
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で、その分の2,000億の増となってるところでご

ざいます。

それでは、内容について御説明をいたしま

す。79ページをごらんください。

まず、一般会計につきまして、真ん中ほどに

あります（事項）諸費でございます。47億3,905

万円でございますが、説明欄の１、税及び税外

収入の還付等に要する経費ということで、例え

ば税の還付金ですとか、あと国庫補助金等の償

還が生じることがございます。こういった経費

について、財政課のほうで一括予算計上してお

りまして、これが45億670万円となっております。

それから、２の庁内一般共通経費、これにつ

きましても、政策的ではない、通常の事務費等

で過不足が生じることがございますので、財政

課のほうで一括して計上しております分が２

億3,235万円でございます。

それから、このページの下から２番目、（目）

財産管理費でございます。これは、財政課が所

管しております４基金の、年間通じて運用をやっ

ておりまして、運用から生じます利子を積み立

てるものでございます。80ページ、一番上の欄、

財政調整積立金の利子分が1,500万、その次の県

債管理基金が8,563万7,000円、その次の県有施

設維持整備基金が2,398万1,000円、最後に、21

世紀づくり基金が72万6,000円となっておりま

す。

次に、（款）公債費でございます。

公債費のうちの、（目）元金（事項）の元金償

還金でございます。これは、過去に借り入れを

行っております県債の償還の元金でございまし

て、総額で1,781億7,960万7,000円となっており

ます。このほとんどが、次の81ページの一番上、

２、公債管理特別会計繰出金ということで、一

旦公債管理特別会計に繰り出しをしまして、特

会のほうから各金融機関へ償還することとして

おります。

次の、81ページの２段目、利子でございます

が、償還の際に利子を付して償還いたします。

この金額が、次の事項、110億6,691万3,000円と

なっております。この大部分が、説明欄の２、

公債管理特会への繰り出しとして、元金と同じ

ように特会を通じて償還をしておるものでござ

います。

次の、（目）公債諸費でございます。

（事項）の事務費、これは、いろんな県債を

発行する際に手数料が生じるものがございます、

その分を、説明欄の２、３で、それぞれ一般会

計で県債発行手数料としまして1,202万7,000円、

それから公債管理特会を通じて支払う分の1,290

万3,000円を計上しております。

最後に、一番下、予備費としまして、例えば

いろんな訴訟が起こった場合の弁護士に対する

謝金等、ちょっと想定されない経費について、

財政課のほうで一括１億円を前年と同額計上さ

せていただいております。

次に、82ページをごらんください。

公債管理特別会計についてでございます。

（事項）の県債管理基金積立金14億7,740万で

ございますが、これは満期一括償還といいまし

て、通常、起債は均等に償還、例えば30年とか20

年で分割して償還することが多いんですが、中

には、この満期一括といいまして、５年もしく

は10年とかいった期限を切りまして、期限終了

後に一括して償還するものがございます。総務

省の指導で、こういった一括償還分について、

その償還の年に一気に払うんではなくって、あ

らかじめ主に大体30分の１ずつをあらかじめ積

み立てをしまして、そして一括償還の際にそれ

を充てて償還することとされておりまして、そ
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の分の過去の満期一括償還分の合計額の30分の

１を、その14億7,740万を積み立てるものでござ

います。

次の、（款）公債費でございます。これは、先

ほどの一般会計と同じく、それぞれの元金、そ

れから利子、これを一般会計からの繰り出しを

受けまして、それぞれ金融機関に償還する分等

でございます。

なお、中ほどよりの下の欄、（事項）元金償還

金、これが2,080億円余、これが、一番右から２

番目の26年度当初は976億円余ということ

で、1,100億円増となっておりますが、これが口

蹄疫の転貸債の1,000億がここで影響しているも

のでございます。

最後に、83ページ、事務費がございます。こ

れも、先ほど一般会計のところで御説明しまし

たように、県債を発行する際に一定の手数料が

生じる場合がございます。その分、1,290万3,000

円を計上しているものでございます。

当初予算につきましては以上でございます。

次に、決算特別委員会の指摘要望事項に対す

る対応状況について御説明をいたします。別冊

の資料をごらんください。決算特別委員会の指

摘要望事項に対する対応状況の資料でございま

す。

１ページをお開きください。

当委員会におきまして指摘をいただいており

ます事項、財政課分でございます。

①本県財政について、引き続き、財政改革の

着実な推進に取り組み、効果的・効率的な予算

の執行に努め、財政健全化を図ること、という

御指摘でございます。これについての対応状況

でございます。

まず、本県では、平成16年度からの３期、16

年から18年の３カ年、それから19年から22年に

かけての４カ年、それから最後に23年度から今

年度までの４カ年の３期にわたりまして財政改

革に取り組んできております。その結果、毎年

度の収支不足の圧縮、それから県債残高の抑制

ということで、一定の成果を上げてきてるとこ

ろでございます。

今回上程しております27年度当初予算につき

ましても、引き続き、財政改革の着実な実行と

いうことを基本方針に掲げさせていただいてお

るところでございまして、骨格予算ではありま

すが、まず県債残高につきまして大幅に圧縮を

図っているところでございます。

しかしながら、今後６月に予定をしておりま

す肉づけ予算後には、まだ確定はしておりませ

んけれども、200億を超える収支不足が生じる見

込みでございます。また、さらに今後、今、骨

格ではございますが、既に一般財源で52億円の

増となっております社会保障関係費、それから

防災・減災対策に対する経費も今後さらにふえ

てまいります。それから、公共施設の老朽化対

策。例えば、教育関係、高等学校の施設につい

ても、今後、やはりまだまだ数十億、100億近い

経費が必要であるということ。それから、ここ

には書いておりませんが、国民体育大会につき

まして、ソフト事業だけで今後10年間で約60億

の経費が必要であります。さらに、それ以外に

必要な施設の整備となりますと、その数倍の経

費がかかる見込みでございます。こういった多

額の財政負担が見込まれますことから、また今

後もさらに、27年度以降も財政改革推進計画を

策定させていただきまして、さらに将来にわたっ

て健全性が確保される財政構造への転換を進め

てまいりたいと考えております。

私からの説明は以上でございます。

○鶴田税務課長 税務課の平成27年度当初予算
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につきまして御説明をいたします。

歳出予算説明資料の85ページをお願いいたし

ます。

税務課の平成27年度当初予算額は384億1,919

万9,000円で、平成26年度当初予算に比べ116

億917万4,000円の増となっております。

それでは、当初予算の主なものにつきまして

御説明いたします。

87ページをお願いいたします。

ページの中ほどに記載しております（事項）

賦課徴収費は、24億1,888万2,000円であります。

これは、県税の賦課徴収に必要な経費でありま

して、その主なものといたしましては、その下

の説明欄１の徴税活動費の（１）徴税活動経費

としまして、２億1,302万6,000円を計上してお

ります。これは、県税の徴税活動に必要な郵送

料、印刷費、旅費等の事務経費であります。

次に、２つ下の（３）個人県民税徴収取扱交

付金としまして、15億3,792万円を計上しており

ます。個人県民税の賦課徴収は、市町村長に法

定委任にされておりますことから、その経費を

補償する目的で市町村へ交付するもので、各市

町村における納税義務者１人当たり3,000円を乗

じた額等を交付することとなっております。

次に、２の自主納税の推進費の（２）各種団

体との協力体制推進費です。２億4,603万3,000

円を計上しております。その主なものといたし

ましては、ウの軽油引取税徴収取扱費報償金で、

２億3,459万7,000円を計上しております。これ

は、軽油引取税の特別徴収義務者であります元

売業者や特約業者の徴収取り扱いに対しまして

交付するものであります。

88ページをごらんください。

３の管理機能の充実費の（４）税務電算トー

タルシステム運営費としまして、３億2,063

万4,000円を計上しております。これは、税務電

算トータルシステムの維持管理費及び税制改正

やマイナンバー制度のシステム整備に伴うシス

テム改修経費等であります。

次に、（款）諸支出金であります。これは、都

道府県間の清算に伴い支出する清算金と、県内

の市町村に対しまして県の税収の一定割合を交

付する法定交付金で、346億8,599万3,000円を計

上しております。

主な事項につきまして御説明いたします。

まず、（事項）地方消費税清算金につきまして

は、本県に納付された地方消費税を各都道府県

間で清算を行うために支出するものでありまし

て、142億6,726万2,000円を計上しております。

また、（事項）利子割交付金以下６つの各種交付

金は、いずれも市町村に対する法定交付金で、

平成27年度の税収見込み額を基礎に算出したも

のであります。

事項別の説明は記載のとおりでありますので、

省略をさせていただきます。

90ページをお願いいたします。

（事項）利子割清算金につきましては、本県

で徴収した利子割県民税のうち、他の都道府県

に帰属するべき額について関係する都道府県間

で清算を行うために要するものでありまし

て、150万円を計上しております。

次に、資料が変わりまして、常任委員会資料

の16ページをお願いいたします。

新規事業「県税収入納期内納付推進強化事業」

につきまして御説明いたします。

１の事業の目的・背景ですが、自動車税の納

付は毎年５月となっておりますが、その納期内

納付率につきましては、コンビニやクレジット

納付など、納付方法の拡大によりまして、年々

上昇傾向にあります。しかしながら、依然とし
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て納期限後に納付する県民も一定数いることか

ら、納期内納付を一層推進することで、県民の

自主納税意識の醸成を図るものです。

２の事業の概要ですが、予算額は243万9,000

円で、全額一般財源となっております。

事業期間は、平成27年度からの４年間を予定

しております。

（４）の事業内容ですが、まず、①の「九州

合同納期内納付推進キャンペーン事業」です。

これは、九州各県が合同でキャンペーンの出発

式を行った後、これは現在熊本県で出発式を行

う予定としておりますが、２県１組のリレー形

式で各県を訪問し、ゆるキャラを用いて街頭啓

発を行うというものでございます。

次に、②の「市町村とタイアップした宮崎総

力キャンペーン事業」です。これは、軽自動車

の税率が引き上げられることもありまして、こ

れを機に、県と市町村が共同で、宮崎市で出発

式を行った後、自動車税、軽自動車税の納期内

納付を、ゆるキャラを用いまして県内各地で呼

びかけるなど、街頭啓発を行うものであります。

次の③の「税収確保推進サポーター設置事業」

です。これは、民間団体等、例えば法人会です

とか税理士会などに税収確保のためにサポータ

ーとして協力を得、幅広く県民に対し広報を行

うものであります。

３の事業の効果ですが、まずこのような取り

組みを行うことによりまして、県民の自主納税

の意識を高めるとともに、納期内納付率の向上

と督促等の滞納整理に係る諸経費の軽減が図れ

るものです。また、あわせまして、税制改正に

伴う自動車税、軽自動車税等の変更内容を、県

民に対し広く広報することができるというもの

でございます。

新規事業につきましては以上でございます。

次に、同じ資料19ページをお願いいたします。

債務負担行為の追加でございます。

平成28年度自動車税の納税通知書等の印字・

封入封緘業務を委託するものでありまして、コ

ンビニ納付のためのバーコード印刷やその読み

取りテストを行うなど、円滑な業務の推進を図

るため、平成27年度から28年度にかけての実施

をお願いするものでありまして、1,610万2,000

円を計上しております。

予算案につきましては以上でございます。

次に、資料変わりまして、昨年の決算特別委

員会の指摘要望事項に係る対応状況につきまし

て御説明申し上げます。資料は、決算特別委員

会の指摘要望事項に係る対応状況と書かれてお

る資料でございます。その資料の２ページをご

らんいただきたいと思います。

２の個別的指摘要望事項の（１）総務政策分

科会の①でございます。

県税の収入未済額について、市町村との緊密

な連携により徴税対策の一層の強化を図りさら

なる縮減に取り組むこと、との御要望をいただ

いてるものでございます。個人県民税の収入未

済額につきましては、これまで徴収引き継ぎや

併任人事交流、特別徴収の適正化の推進など積

極的に取り組み、一定の成果は得られていると

ころでございます。

また、平成26年10月に、県内初となります高

鍋町と新富町間における収納の向上と税務職員

の徴収技術の向上を図るための職員相互派遣制

度、この制度の導入に当たりまして、県としま

しても、制度が円滑に行えるよう必要な支援を

行ったところでございます。

今後とも、滞納整理の早期着手や的確な実施

に努めるとともに、さらに市町村と連携を図り

収入未済額の圧縮を図ってまいります。
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説明は以上でございます。

○甲斐市町村課長 市町村課の平成27年度当初

予算につきまして御説明いたします。歳出予算

説明資料の91ページをお開きください。

市町村課の平成27年度当初予算額は14億3,772

万6,000円でございまして、前年度当初予算額に

比べますと、骨格予算ということもありまし

て、12億3,290万8,000円の減となっております。

その主なものについて御説明いたします。93

ページをごらんください。

ページ中ほどの、（事項）地方分権促進費であ

ります。これは、市町村への権限委譲に要する

経費でありまして、予算額は4,779万6,000円を

お願いしております。

94ページをごらんください。

一番上の、（事項）自治調整費であります。こ

れは、市町村の行財政運営に関する助言等に要

する経費でありまして、予算額は9,428万2,000

円をお願いしております。

そのうち、主なものを説明いたしますと、６、

住民基本台帳ネットワークシステム事業費であ

ります。これは、情報化社会に対応した住民サ

ービスの向上を図るため、全国でネットワーク

化されている住民基本台帳ネットワークシステ

ムの全都道府県共同の負担経費や機器使用料等

の運用経費でありまして、予算額は6,875万3,000

円をお願いしております。

次に、下から３段目の、（事項）市町村振興宝

くじ事業費であります。これは、市町村振興宝

くじとして発売されるサマージャンボ宝くじと

オータムジャンボ宝くじの収益金等について、

一旦県が配分を受けた後に、その全額を公益財

団法人宮崎県市町村振興協会に交付するもので

あります。予算額は、５億9,610万7,000円をお

願いしております。

95ページをごらんください。

上から４段目の、（事項）運営費であります。

これは、選挙管理委員会委員の報酬等や選挙管

理委員会の事務費でありまして、予算額は979

万8,000円をお願いしております。

次に、下から４段目の（事項）県議会議員選

挙臨時啓発費及び一番下の（事項）県議会議員

選挙執行費でありますが、これはことし４月に

任期満了を迎えます県議会議員の選挙に要する

費用であります。

まず、（事項）県議会議員選挙臨時啓発費であ

ります。これは、県議会議員選挙におけるテレ

ビやラジオ、新聞等を用いた広報など、臨時啓

発に要する経費でありまして、予算額は958

万8,000円をお願いしております。

次に、（事項）県議会議員選挙執行費でありま

す。これは、選挙の投開票など、市町村が行う

事務に対する市町村交付金や候補者の選挙運動

に対する公費負担に要する経費など、県議会議

員選挙の執行に要する経費でありまして、予算

額は４億3,547万6,000円をお願いしております。

市町村課の説明は以上であります。よろしく

お願いいたします。

○松村委員長 各課長の説明が終了いたしまし

た。

委員の皆様、議案についての質疑はありませ

んか。

○十屋委員 徴税費の新規事業 県税収入納期

内納付推進強化事業について、宮崎県は軽自動

車が非常に多いので、これが3,000円ぐらい上が

るのかな。ちょっと忘れましたけど、かなり負

担感が出てくるので、ことしはここをしっかり

しとかないと、前のままの7,000幾らとかで思っ

ていると、どんとまた１万円を超える金額が来

たときに、「え、何で」という県民の声が聞こえ
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るかなと思うんです。だから、そのあたりを、

ここにもちゃんと取り組んでいただけるように

書いてありますから、しっかりやっていただか

ないと、やっぱりまた収納率が落ちるのかなと

思っていまして、その関係で、税収確保のサポ

ーターというのがちょっとぴんとこないんです

けど、どういう形で今お願いしとるのかなと思

いますが。

○鶴田税務課長 新規事業の関係でございます

が、まず軽自動車税の税率の関係ですけれども、

普通の乗用型の軽自動車につきましては、軽自

動車税が現在7,200円でございます。それが、１

万800円に引き上がるということで、これは、今

のところは、平成27年の４月以降に新車で登録

する車が、平成28年度から引き上がると。１年

間、期間的には余裕がありますが、そういう税

制改正となっております。

御質問のありましたサポーターの関係であり

ますけれども、このサポーターにつきましては、

従来から、自動車税の納期内納付につきまして

は、いろんな媒体を使いまして広報をしておる

ところでございます。例えば、自動車を多く持っ

ている企業さんですとか、あるいは従業員の多

い企業さんにつきましては、ポスターを持って

いってお願いをしたり、納期内納付につきまし

て個別にお願いしているところでございますけ

れども、今回、この新規事業といたしまして、

いわゆる民間の皆さんにもそういう協力を得ま

して、一緒に納期内納付につきまして活動をお

願いしたいということで設置したものでござい

ます。

サポーターとして、今現在考えておりますの

が、先ほどちょっと御説明申し上げましたけれ

ども、法人会ですとか税理士会、こういった団

体にまずお願いをしたいと思っております。こ

れは、なぜかと申しますと、法人会ですとか税

理士会につきましては、日ごろから税の啓発活

動に非常に積極的に取り組んでいただいておる

団体でもございます。そういった意味で、税の

広報、ＰＲにつきましても、民間という立場か

ら一緒にお願いをしたいと思ってます。

それから、そのほかに、県税の収納機関であ

ります金融機関、あるいはコンビニエンススト

ア、こういった機関につきましても、例えばの

ぼり旗みたいなものを作製いたしまして、そこ

に置いていただいて、広く県民の皆さんに広報

啓発活動を行っていただくというような、そう

いう形で考えているとこでございます。

○十屋委員 私のちょっと勘違いだったようで

すけど、28年の税を納めるときからスタートで、

新規の軽自動車が１万800円ですね。わかりまし

た。

今も言われたように、４年間で243万9,000円

というのが、啓発費として額的にちょっと少な

いかなと思ったんです。これ、４で割っても50

万ぐらいですから、ちょっと少ないのかなと思

うんですけど、これは今年度だけの額なんです

か。

○鶴田税務課長 はい、この240万というのは、27

年度に係る分だけでございますので、翌年度以

降は、また別途積算をいたしまして予算をお願

いするという形になります。

○十屋委員 わかりました。いいです。

次行きます。同じくゴルフ場利用税交付金と

いうのがあって、若干少なくなってきてるんで

すけど、ゴルフ人口が減ってる。先ほど、ちょっ

と狩猟税のところも気になって、あれもかなり

減ってきて、このあたりが、まあ、猟をされる

方も結構減ったし、ゴルフをされる方も減って

きてるのかなと思うんですけど。これを啓発す
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るわけにいかんし、そういう流れとして見てよ

ろしいんですかね。

○鶴田税務課長 まず、ゴルフ場利用税でござ

いますけれども、ゴルフ場利用税につきまして

は、全体の利用者につきましては、ほぼ最近は

同じぐらいの人数が利用されてる。今のところ

は、大体111万人前後が利用されてるという状況

でございます。

ただ、このゴルフ場利用税につきましては、

プレーをされる70歳以上の方につきましては、

税は非課税となっております。利用者につきま

しては、最近、ほぼ横ばいでございますけれど

も、課税の対象となられるプレーをされる方が

減ってきてるという状況もありまして、税収全

体はだんだん減ってきてると。そういった意味

では、交付金も減るという形になります。

それとあわせまして、あと、施設の関係がご

ざいまして、今年度、１カ所、ゴルフ場が閉鎖

をした関係もございます。その関係で、若干税

収が落ちてくるということでございます。

それから、狩猟税の関係の御質問がございま

したけれども、狩猟税につきましては、今年度、

約４割ほど減っております。これにつきまして

は、27年の税制改正の関係もございまして、市

町村の非常勤の職員の方で対象鳥獣捕獲員とい

う資格を持っていらっしゃる方がいらっしゃい

まして、その方が、２分の１軽減されるという

制度がございましたけども、これが27年度以降、

非課税になると、そういった税制改正の関係も

ございまして、今回、大幅に減ということで見

込んでるとこでございます。

○松村委員長 ほかに質疑はありませんか。

○坂口委員 93ページの市町村振興費です。こ

れでの款項目の目でのゼロ計上っていうか、こ

こに記載されてない分っていうのは、この説明

資料にあるんですかね。この昨年の10億減の分

ですよ。これが、目がそっくりゼロ計上の分が

あって、目がまだここに上がってきてないんか

なっていう。肉づけの時点で新たな目が起きる

んかどうかっていうことですね。

○甲斐市町村課長 今回、骨格予算でございま

して、肉づけ予算で政策的経費として市町村に

無利子資金を供給する大きな事業がございまし

て、この分は今回、当初予算には入ってござい

ません。もう、ほとんどその原因によるもので

ございます。

○坂口委員 そこのところが県の立場からの緊

急性と、限りなく義務的に近いかどうかという

ことと、市町村の予算編成上でのこの政策的経

費というのは市町村の、これは目玉政策とか、

やはり首長の大きい政策方針、これを具現化す

るための予算というのが結構この中にあるん

じゃないかと思うんですね。

ですから、今回はまた、特にですけれども、

知事選挙から予算編成、そして肉づけまでの期

間での県の予算編成方針が大きく変わるという

ことも、予定しなくてよかったこの予算編成作

業じゃないかなというときに、市町村への影響

の排除ですね、このための工夫というのは、結

果的にゼロ予算というのはいいんです、ただ、

影響の排除っていうのはどんな努力されている

のかって。

○甲斐市町村課長 御指摘の点でございますけ

れども、今回の市町村の貸付金に関しましては、

基本的にはまず市町村は制度的に有利な地方債、

交付税措置が十分ついているものから、いろい

ろ有利なもので組み立てをしてまいります。そ

して、最終的に、いよいよ厳しくなったときに、

この無利子の県の資金を融通しております。

そういうことで、各市町村においても、この
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９億円というのをどう使うかというのは年度当

初ではなかなか計算できない部分でございまし

て、年度末に必要なところに私どもも供給をし

てまいります。

そういうことで、市町村においても年度の財

政運営をしていく中で有利な地方債を活用しま

して、最終的に県の無利子資金を必要とする分

について十分私どもも配慮していくことにして

おりますので、今回の骨格予算については、政

策的な経費ということで組んでおりません。

○坂口委員 そしたら、市町村が自分らの判断

でこれはどうしても、まあ、起債なりで対応し

ていこうとして―最終的に、補塡はお願いで

きるというような見通しというのは、結構立て

られるということになりますかね。

○甲斐市町村課長 毎年、この９億円規模の無

利子資金は100％活用していただいておりまし

て、できるだけ柔軟な対応を私どもも心がけて

おります。

○田口委員 これは税務課のところですか、株

式等譲渡所得割交付金、これの中身を教えてい

ただけますか。

○鶴田税務課長 この株式等譲渡所得割交付金

につきましては、個人県民税の中の株式等譲渡

所得割というものが一緒に含まれておりまして、

これにつきましては県のほうに一括、市町村の

分も含めまして納入されるというものでござい

ます。

県に納入されましたこの株式等譲渡所得割の

県民税につきましては、その59.4％を各市町村

の個人県民税の額に応じて市町村に交付すると

いう法定交付金でございます。そういう内容に

なっております。

○田口委員 要するに、株のやりとりで所得が

出た場合にかかる税金を、それをまた各市町村

に交付しているということですか。

○鶴田税務課長 委員がおっしゃいましたよう

に、株の取引によりまして譲渡所得が発生した

場合に、その分につきまして、県税ですけど５

％の税がかかります。国税入れまして※20％の税

になりますけれども、その分の５％が県税とい

う形で、いわゆる特別徴収された形で納付され

ます。

その分につきましては、いわゆる市町村分も

含まれた形で県に一括して納付されるというこ

とになりますので、その分の納付された金額

の59.4％、個人県民税の税収の割合に応じまし

て各市町村に交付するという、これは法律で定

められた法定交付金でございます。

○田口委員 ということは、私、延岡に住んで

ますが、私がもし、やりとりをして、その収入

が出た場合には、私の部分の59.4％が延岡市に

行くということになるわけですか。

○鶴田税務課長 譲渡所得が発生した場合には、

県のほうにその分の株式の譲渡所得割の県民税

が納付されますので、その分につきまして

は、59.4％は税収の割合に応じて延岡市にも交

付されるということでございます。

○田口委員 今、株価がすごく上がってますけ

ど、やりとりは非常にふえているんじゃないで

すか、今。

○鶴田税務課長 株式等譲渡所得割につきまし

ては、27年度の当初予算でいきますと約１

億3,000万円ほどふえております。

○田口委員 はい、ありがとうございました。

次、市町村課にお伺いします。

４月３日から始まる県議選なのに、啓発費が27

年度に上がるというのは、何に使うんですか、

これ。

※71ページに発言訂正あり
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○甲斐市町村課長 実は平成26年度予算でも計

上しております。

そして、平成27年度予算も計上しております

が、このうちの年度をまたがる啓発になります

ので、債務負担行為を設定しておりまして、も

う３月から活用といいますか、十分な啓発を行

うようにしております。

○田口委員 27年度で予算としては上がってい

るけども、もう既に今年度から使っているとい

う意味ですか。

○甲斐市町村課長 県あるいは市町村みずから

行う啓発、それから広告代理店とかで使いまし

たものもございますので、契約行為も年度内に

いたしまして、年度をまたがった事業執行に適

切に努めたいということです。

○田口委員 その後の県議会議員選挙執行費４

億3,548万円、これは、全ての14選挙区で選挙が

あったということを当然想定して上げているわ

けですよね。

○甲斐市町村課長 定数に対しまして候補者数

は、まあ、例年ですけれども、約２倍程度の予

算経費は計上しております。

○田口委員 そうしたら、26年度で予算が上がっ

ているというのは１億2,596万。これ26年度に

使ったというのは、今、掲示板立ててるとか、

そんなやつの予算ということですか。

○甲斐市町村課長 もう既に、昨日からですか、

ポスター掲示場も各市町村設置が始まっており

ますけれども、もろもろの予算執行する経費は

発生しておりますので、今年度分は今年度分で

ということで、既に動き始めております。

○田口委員 はい、わかりました。

○松村委員長 ほかに質疑はありませんか。

○河野副委員長 87ページ、「インターネット公

売事業」というのを一時期注目されたことがあ

りましたが、この実績というんでしょうか、わ

かれば教えていただきたいと。

○鶴田税務課長 インターネット公売でござい

ますけれども、これはインターネットを使いま

して落札をしたものにつきまして、この予算上

でいきますと落札額の３％が経費として計上を

しているものでございます。

それで、インターネット公売につきましては、

今年度の１月末の状況でございますけれども、

４回ほど実施をしております。物件といたしま

しては不動産が１件、自動車が１件、それから

動産が１件となっておりまして、見積金額が523

万5,000円でございます。落札価格は528万3,000

円ということで、実績が今年度ございます。

○松村委員長 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 質疑がないようです。それでは、

以上で第２班の審査を終了いたします。

次に、第３班として総務事務センター、危機

管理課、消防保安課の審査を行いますので、順

次議案の説明をお願いいたします。

○中原総務事務センター課長 総務事務センタ

ーの平成27年度当初予算について御説明いたし

ます。

お手元の歳出予算説明資料の97ページをお開

きください。

当初予算額は９億4,585万9,000円でございま

して、平成26年度の当初予算に比べまして１

億666万8,000円の減となっております。

それでは、当初予算の主なものについて御説

明いたします。99ページをお開きください。

まず、中ほどの（事項）総務事務センター運

営費、予算額4,229万3,000円でございます。こ

れは、本庁及び各地区の総務事務センター運営

費や給与計算事務にかかわります経費、職員の
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諸手当の届け出等をオンラインシステムで行う

ための経費でございます。

次に、一番下の（事項）健康管理費、予算

額6,405万1,000円でございます。これは職員の

健康管理事業等に要する経費であります。

100ページをお開きください。

一番上の欄の上から２段目、２の「職員の体

の健康に関する事業」は、全職員を対象とした

定期健康診断等を行うための経費でございます。

また、その下の３の「職員の心の健康づくり

総合支援事業」は、職員のメンタルヘルス対策

にかかわる経費でございます。

次に、（事項）職員厚生費、予算額1,482万6,000

円でございます。職員の健康保持増進や保健体

育施設管理等に要する経費でございます。

次に、（事項）物品管理及び調達事務費、予算

額755万9,000円でございます。これは、物品の

適正な管理と効率的な活用を促進し、物品調達

の適正化を図るための経費であります。

次に、（事項）車両管理事務費、予算額1,733

万7,000円でございます。これは、県有車両の任

意保険への加入や交通事故防止のための講習会

などに要する経費であります。

次に、（事項）恩給及び退職年金費、予算

額1,147万8,000円でございます。これは、もと

知事部局職員12名分にかかわる恩給関係の経費

でございます。

101ページの一番上をごらんください。

（款）警察費の（事項）恩給及び退職年金費、

予算額8,561万円でございます。これは、元警察

職員92名分にかかわる恩給関係の経費でござい

ます。

続きまして、特別議案について御説明いたし

ます。

別冊の常任委員会資料の23ページをお願いい

たします。

議案第34号「恩給並びに他の地方公共団体の

退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職

期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎と

なるべき在職期間との通算に関する条例の一部

を改正する条例」であります。

この条例は、恩給等の計算をする際の基礎と

なります公務員の在職期間中の通算に関係する

条例でございます。

まず、１の改正の理由でございますけれども、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の

一部改正により、教育長と教育委員会の委員長

が一本化されることに伴いまして、所要の改正

を行うものでございます。

２の改正内容でございますけれども、（１）と

しまして、改正後の新しい教育長については、

恩給等に関して、在職期間の通算の適用がなく

なるため、規定から除くものでございます。

また、その下の（２）につきましては、関連

する法律の一部改正、いわゆる条ずれによりま

して、記載のとおり条文を改正するものでござ

います。

３の施行期日は、平成27年４月１日としてお

ります。

総務事務センターの説明は以上でございます。

よろしくお願いいたします。

○郡司危機管理局長 危機管理課でございます。

危機管理課に関する当初予算につきまして御

説明をさせていただきます。

まず、歳出予算説明資料の103ページをお開き

いただきたいと思います。

危機管理課の平成27年度当初予算額は４

億9,208万4,000円でございます。平成26年度当

初予算に比べ4,912万8,000円の減となっており

ます。
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それでは、当初予算の主な事業につきまして

御説明いたします。

105ページをお開きください。

まず、一番下の（事項）防災対策費5,837

万8,000でございます。主なものといたしまし

て、106ページをお開きいただきたいと思います。

説明欄の８、「県民防災力向上推進事業」でご

ざいます。これは、災害時の初動のかなめとな

る自助、共助を推進するため、地域での防災活

動の中核的な人材となる防災士の養成や防災士

ネットワークの支援活動等を行うものでござい

ます。

次に、９、「大規模災害時における広域連携強

化事業」でございます。これは、南海トラフ巨

大地震のような大規模災害に備え、国や九州各

県の行政機関、市町村、その他防災関係機関等

を含めた広域連携の体制強化、後方支援拠点の

機能強化によりまして広域的災害への対応強化

を図るものでございます。

次に、11、「学んで備えて命を守る！減災力強

化総合啓発事業」でございます。これは、県民

の防災力を高めていくことが何より重要でござ

いますことから、県防災の日や全国防災の日、

津波防災の日等に合わせてイベントやセミナー、

シェイクアウト訓練等を実施するなど、正しい

防災知識の普及と防災意識の啓発を集中的に進

めるものでございます。

次に、12、「総合防災訓練強化事業」でござい

ます。これは、大規模災害発生に備え、災害対

策の中核となる災害対策本部の運営が効果的に

行えるよう年間を通じて実践型の運営訓練を体

系的に実施し、応急対応に必要な体制の整備を

図るものでございます。

なお、来年度の総合防災訓練につきましては、

市町村の意向を踏まえ、８月30日に日南市、串

間市を被災地として、また、都城市を後方支援

拠点として訓練を行うことを予定しておりまし

て、今後、関係機関と調整を行ってまいりたい

と考えているところでございます。

続きまして、13、新規事業「災害時緊急車両

への燃料供給体制構築事業」につきましては、

後ほど委員会資料で御説明をさせていただきま

す。

次に、中ほど、（事項）危機管理総合調整推進

事業費1,007万9,000円でございます。これは、

危機事象が発生した場合に迅速、的確に対応し、

被害を最少化するために災害監視室による24時

間監視体制に要する費用でございます。

107ページをごらんいただきたいと思います。

一番下の（事項）災害救助事業費8,903万9,000

円でございます。

１の災害救助法に伴う救助費でございますが、

これは災害救助法が適用された場合に、食料等

の給付や避難場所の設置など被災者の救助に要

する経費でございます。

次に、委員会資料で御説明をさせていただき

ます。

委員会資料の17ページをお開きいただきたい

と思います。

新規事業の災害時緊急車両への燃料供給体制

構築事業でございます。

まず、１の事業の目的・背景でございますが、

南海トラフ巨大地震等の大規模災害時では緊急

車両への燃料確保と、限られた燃料の効率的な

配分が重要なこととなってまいりますので、本

事業によりまして平時から県内各地の中核サー

ビスステーション、いわゆるガソリンスタンド

でございますが、における燃料の備蓄量を把握

しまして、災害発生時に燃料の供給を迅速かつ

的確に行うための体制の構築を図るものでござ
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います。

次に、２の事業の概要でございます。

（１）予算額は130万円、（２）財源につきま

しては全額特定財源で、宮崎県大規模災害対策

基金を活用することとしております。（３）の事

業期間は平成27年度から30年度までの４年間、

（４）の事業の内容でございますが、県内の中

核サービスステーション等に備蓄された燃料の

保管・管理を宮崎県石油商業組合に委託するこ

ととしておりまして、中核サービスステーショ

ン等において日々の在庫量の確認を行い、帳簿

を整理した上で定期的に県に対して報告を求め

るものでございます。

最後に、３の事業効果でございます。

本事業を行うことによりまして、県内各地の

中核サービスステーション等の燃料備蓄量を把

握するシステムが構築できますことから、災害

時に県内各地で救助等の対応に当たる緊急車両

への効率的な燃料供給が可能となるものと考え

ております。

危機管理課は以上でございます。

○都原消防保安課長 消防保安課です。

消防保安課に関する当初予算につきまして御

説明いたします。

まず、歳出予算説明資料の109ページをお開き

ください。

消防保安課の平成27年度当初予算額は18

億4,953万3,000円であります。平成26年度当初

予算に比べますと17億6,234万5,000円の減と

なっております。

それでは、当初予算の主な事業につきまして

御説明いたします。

111ページをお開きください。

まず、一番上の（事項）防災行政無線管理費15

億4,236万1,000円であります。これは、防災行

政無線などの無線設備の維持管理、保守委託、

設備更新等に要する経費であります。

説明欄の２、無線設備の保守委託でございま

すが、総合情報ネットワークを適正かつ円滑に

管理運営するため、防災行政無線施設や防災及

び水防情報処理システムなどの保守委託に要す

る経費であります。

５の「新総合防災情報ネットワーク整備事業」

につきましては、後ほど委員会資料で御説明い

たします。

次の（事項）航空消防防災推進事業費２億1,236

万2,000円であります。これにつきましては、防

災救急ヘリコプター「あおぞら」の管理運行に

要する経費であります。

次の下の（事項）消防指導費1,321万9,000円

であります。

説明欄の２、救急振興財団に対する出捐等は、

救急救命士を養成する目的で平成３年に都道府

県が共同出資をして設立をいたしました緊急振

興財団への負担金でございます。

３の「ふるさと消防団活性化支援事業」につ

きましては、地域防災力のかなめであります消

防団の活性化及び消防団員の士気高揚を図るた

めに、消防団員等の表彰や消防大会などのイベ

ントの開催、県消防協会など消防関係団体等の

連携等に要する費用であります。

次に、112ページをごらんください。

一番上の（事項）予防指導費1,853万1,000円

であります。これは、消防設備士に対する再講

習や危険物取扱者免状交付及び講習等に要する

経費でございます。

次の（事項）消防学校費5,662万8,000円でご

ざいます。これは、消防職員、消防団員などを

対象に消防学校で教育訓練を実施するために要

する経費でございます。
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説明欄４の消防学校施設整備事業費は、消防

学校の消防資機材を整備し、現場に即応でき、

かつ災害等に対応できる教育訓練を展開するた

めに、老朽化した資機材の更新等を行うもので

あります。

次の（事項）火薬類取締費の67万9,000円、そ

の下の（事項）高圧ガス保安対策費507万円、ま

た113ページの（事項）電気保安対策費68万3,000

円につきましては、それぞれ取り締まり及び保

安指導に要する経費でございます。

それでは、次に委員会資料で御説明いたしま

す。

資料の18ページをお開きください。

新総合防災情報ネットワーク整備事業であり

ます。

まず、１の事業の目的・背景でございますが、

県と国、市町村及び防災機関等を地上系無線や

光回線で結びまして、災害時はもとより平常時

から電話、ファクシミリ、各種データ伝送を用

いて情報収集や配信を行う総合防災情報ネット

ワークについて、信頼性の向上及び機能強化を

図るため、再整備を行うものであります。

２の事業の概要でございますが、平成27年度

の予算額は12億9,885万4,000円、財源につきま

しては特定財源が県債で12億8,250万円、一般財

源が1,635万4,000円、整備事業の事業期間は平

成24年度からで27年度が最終年度となります。

（４）の事業内容でございますけれども、ま

ず260メガヘルツデジタル無線設備整備工事につ

きましては、中継局と市町村、消防本部、県の

出先機関、防災機関及び県の公用車の間を、現

在アナログ無線で結んでいたものをデジタル無

線に更新するものであります。

大森山中継局配電線新設整備工事につきまし

ては、小林市須木に位置します大森山中継局の

電源は、現在企業局の綾南ダム線から分岐して

供給を受けておりますが、綾南ダム線の廃止に

伴い、新しく電源を敷設するものであります。

中継局舎電源設備整備工事につきましては、

老朽化した中継局の局舎及び電源設備を改修す

るものであります。

防災ヘリデジタル無線機搭載工事につきまし

ては、防災ヘリ搭載の消防救急アナログ無線機

をデジタル無線機に取りかえるものでございま

す。

最後に、３の事業の効果でございますが、自

然災害等の危機事象が発生した場合に、安定し

た通信手段の確保が可能となりますとともに、

防災関係機関との情報共有が図られまして、迅

速な対応業務が可能となるものであります。

消防保安課の説明は以上でございます。よろ

しくお願いします。

○松村委員長 各課長の説明が終了したところ

でございますけれども、午前中の審査はここま

でとし、午後１時から再開ということで御異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、暫時休憩いたします。

午前11時58分休憩

午後０時58分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

午前中、各課長説明が終了したところでござ

います。

税務課長から発言があります。

○鶴田税務課長 税務課でございます。

午前中の答弁の中で訂正をお願いいたします。

田口委員から御質問のありました株式等譲渡所

得割交付金に関しまして、その株式と譲渡所得

にかかる税率につきまして県税５％、国税合わ
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せて20％ということで申し上げました。

この税率につきましては、国税につきまして

は、平成25年から復興特別所得税が2.1％加算さ

れているということで、正確には、20％ではあ

りません、合わせまして20.315％が課税される

ということで訂正をさせていただきたいと思い

ます。申しわけありません。

○松村委員長 それでは、議案について質疑は

ありませんか。

○井本委員 その消防指導費なんだけど、消防

署がないところが宮崎県はまだ多いというか、

あと何カ所ぐらいになっとるの、ないところは。

○都原消防保安課長 お答えします。

常備、非常備の関係だと思いますが、現在７

町村ありますけれども、４月１日から西臼杵の

３町が常備化されますので、４月以降は残りが、

椎葉、諸塚、美郷、西米良、この４つになりま

す。

○井本委員 日本で、今、してないのは何カ所

なんですか。

○都原消防保安課長 全部で35ありますけれど

も、そのうち21は離島でございます。

○井本委員 だから宮崎は結構おくれておると

いうことですよね。ひとつこれからも何とか常

備化をお願いします。

もう一つ、これは、もうちょっと知識の問題。

恩給というのがあるけど、恩給というのは、

年金とは違って全く掛金が要らなくて―国か

らというか、そういうことで出すお金と考えて

いいんですか。

○中原総務事務センター課長 今、委員からの

恩給のお話でございますが、恩給は軍人恩給と

か普通耳なれた言葉がございますけれども、私

どものほうで今、予算措置しておりますのは文

官といいまして、昭和37年がちょうど境になる

わけでございますけれども、昭和37年までに国

の職員とか県の職員でおられた方が退職とされ

た方につきまして保障的な意味合いでこういっ

た恩給という形で支給されるということになっ

ております。

○井本委員 恩給という言葉も何か古めかしい

んだけど、頑張ったから、それに報いて、何と

いうか報奨というか、そんな感じと捉えていん

でしょうか。

○中原総務事務センター課長 そのような意味

合いになるかと思いますけども、現在でいいま

すと退職年金というのがございますけれども、

そういった形になっております。

それで、現在、もと知事部局職員で、昭和37

年前にやめられた方の御本人さん、もしくはそ

の遺族の方ということで、ここに提示をしてい

ます12名の方につきまして恩給を支給しており

ます。

○井本委員 昔は議員も恩給と言いよったこと

があったような気がするけど、やはりそうだっ

たんですか。

○中原総務事務センター課長 済みません、細

かいことはわかりませんけど、たしかそういう

ことだろうと思います。恩給ということでござ

いましたら。

○井本委員 はい、わかりました。

○松村委員長 ほかに質疑はございませんか。

○十屋委員 危機管理課で、106ページの国民保

護推進事業費が26年度は何か計画か何かつくっ

たんですか。900万が188万、急激に減ってると

いうことなんですが。

○郡司危機管理局長 大きく金額が減っており

ますけれども、これは平成26年度に国と合同で

テロを想定した図上訓練を実施した関係で26年

度は膨らんでおりますが、27年度はその訓練の
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予定はございませんので、そういう差額が生じ

ているということでございます。

○十屋委員 はい、わかりました。

それともう一つは、「あおぞら」が、こっちは

逆にちょっとふえているんですけど、消防保安

課ですね、111ページ、２億1,200万円と、昨年

度当初が１億6,804万円で、これは何か機器の整

備とか人的な人件費なのか、そこら辺、ふえた

要因は。

○都原消防保安課長 前年度からふえた理由に

ついては大きく３つございます。

まず一つは、代替へリの借り上げ料というも

のがあります。これは、午前中御説明しました

デジタル無線機を搭載しなければなりませんの

で、その間約３カ月、ヘリが運休となります。

その間に代替ヘリを借りますので、これが

約2,970万円と。

あとホイストというのがヘリについてるんで

すが、これは現場に行きまして隊員をおろした

り、要救助者をまた引き上げる、そういった機

材なんですが、これは一定の回数、具体的に言

いますと3,330回使いますと、一度オーバーホー

ル、全て分解して点検しなければなりません。

その時期が間もなく参りますので、これが約800

万円。

最後は、３点目がヘリコプター運航委託費の

増額でございまして、長期継続契約が平成27年

３月31日までということで、また入札をするん

ですけれども、この耐空検査というのがあるん

ですけども、ヘリにもですね、そのときに100％

交換しなくてはならない部品等がございまして、

その分の増額が約600万円、これが含めて約4,400

万円の増額になっております。

以上です。

○十屋委員 それと地域衛星通信ネットワーク

整備で、これは衛星電話なのかとは思うんです

けど、これ、今現状はどの程度整備されている

んですか、台数とか。

○都原消防保安課長 これは地域通信ネットワ

ークの衛星による電話ではなくて、映像伝送装

置なんですが、これは平成20年４月からデジタ

ル方式になっておりまして、ここに上げておる

費用につきましては、このデジタル方式になり

ましたので、デジタル映像変調装置というよう

なものが必要になってまいります。これをリー

ス方式で借りるための費用を計上しております

ので、いわゆる衛星電話とは趣が違います。

○十屋委員 先ほどちょっと言った災害上の、

防災上の衛星電話は何台あるんですか。もし、

わかれば。

○郡司危機管理局長 17台用意をしております。

本庁と県の出先機関、いわゆる農林振興局等に

配置しておりまして、あと県外事務所のほうに

も配備をさせていただいております。

○十屋委員 はい、わかりました。いいです。

○松村委員長 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、質疑がないようです

ので、第３班の審査を終了いたします。

次に、その他の報告事項に関する説明を求め

ます。

○平原行政経営課長 行政経営課から２点御報

告をいたします。

まず、平成27年度の組織改正（案）について

御説明いたします。

常任委員会資料の25ページをお願いいたしま

す。

今回の組織改正は、１の基本的な考え方にあ

りますように、行財政改革プランに位置づけま

した今後の行政需要に対応した組織体制の整備
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などの観点から見直しを行うものでございます。

２の組織改正の内容は、枠内に記載した６点

でございますが、個別に御説明をいたしますの

で、26ページをお願いいたします。

まず（１）ですが、国際戦略を総合的、効果

的に推進するため、現在「総合政策部の文化文

教・国際課」で所管しております国際交流や旅

券発給等の業務を「商工観光労働部のオールみ

やざき営業課」に移管をいたします。これに伴

いまして、下の組織図に掲げておりますように

「観光物産東アジア戦略局」を「観光経済交流

局」に変更するとともに、オールみやざき営業

課の担当を「物産ＰＲ担当」、「グローバル戦略

担当」、「国際交流旅券担当」に再編いたします。

また、文化文教・国際課は「文化文教課」とな

ります。

次に、27ページをお願いいたします。

地方再生関係の改正が２点でございます。

まず、（２）のとおり、地方創生に係る施策な

どの総合調整を行うために、総合政策課の地方

分権推進担当で関係業務を所管することとし、

名称を「地方創生推進担当」に変更いたします。

また、（３）のとおり、地方創生の柱の一つで

ございます移住定住対策や地域経済循環の仕組

みづくりを積極的に推進するため、中山間・地

域政策課に「移住定住推進担当」を新設いたし

ます。

次に、28ページをお願いいたします。

（４）でございますが、市町村が賦課徴収を

しております個人県民税の収入未済額が県税の

収入未済額の８割以上を占めておりますことか

ら、市町村との連携を強化し、県税収入の一層

の確保を図るため、税務課に「地方税徴収対策

担当」を設置いたします。

次に、（５）でございますが、平成29年度から

の県立看護大学の地方独立行政法人化に向けま

して移行業務を円滑に推進するため、医療薬務

課に「看護大学法人化準備室」を新設いたしま

す。

29ページをお願いいたします。

最後に、（６）でございますが、高齢化が進む

中で、医療や介護、住まいなど高齢者に対する

さまざまなサービスを身近な地域で包括的に提

供する地域包括ケアシステムの構築が進められ

ておりますが、その一環として、昨年６月に介

護保険法が改正されまして在宅医療と介護の連

携推進や認知症対策の推進等の充実などを図る

こととされました。このため、これらの施策を

円滑に推進するため、長寿介護課に「医療介護

連携推進室」を新設いたします。

25ページにお戻りをいただきたいと思います。

下の表でございますが、これらの改正の結果、

知事部局の組織数は課内室が２つ、「看護大学法

人化準備室」と「医療介護連携推進室」の２つ

が増ということになります。

組織改正関係は以上でございます。

次に、新たな行財政改革プランの素案がまと

まりましたので、御説明をいたします。

素案の本文は別冊１でお配りをしております

が、概要について常任委員会資料で説明をいた

します。

常任委員会資料の30ページをお願いいたしま

す。

まず、１の基本的な考え方でございますが、

これまでの行財政改革の取り組み状況等を踏ま

えまして、限られた人員、財源の中で多様化・

高度化する県民ニーズに的確に対応していくた

め、既存の人材やノウハウ、情報等の資産を最

大限活用するための環境整備を行いながら、県

民本位の行財政改革を推進することといたして
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おります。

基本理念は現行のプランと同様でございまし

て、県総合計画の基本目標「未来を築く新しい

「ゆたかさ」への挑戦」を支える持続可能な行

財政基盤の確立といたしております。

また、推進期間は平成27年度から30年度まで

の４年間で、推進体制としては知事を本部長と

する行財政改革推進本部を中心に全庁的に取り

組み、その進捗状況を毎年度公表することとい

たしております。

次に、２のプランの体系といたしましては、

視点１から視点４の大きな４つの改革の視点で

構成をいたしております。このうち視点２の県

政運営を支える人材づくりと県有財産等の資産

の有効活用を新たな項目として記載をいたしま

して、重点的に取り組むことといたしておりま

す。

次に、31ページをお願いいたします。

改革の視点ごとの主な改革プログラムについ

てまとめております。

まず、１点目の効率的で質の高い行政基盤の

構築のうち、①の組織体制の見直しにつきまし

ては、県総合計画の推進や社会経済情勢の変化

等への対応に加えまして、県有財産等の有効活

用を図るための組織体制の見直し、総務事務及

び会計事務の執行体制の見直し、県立看護大学

の地方独立行政法人による運営などを行うこと

としております。

また、②の適正な定員管理につきましては、

これまで職員数の大幅な削減を行ってきたこと

などを踏まえまして、今後も無駄のない人員体

制を構築しながら、新たな行政需要への弾力的

な対応を図るため、スクラップ・アンド・ビル

ドを基本として、当面は現在の水準を上回らな

い程度で適正な定員管理に努めるということに

いたしております。

あわせまして、将来の人口減少など社会経済

情勢の変化を考慮した中長期的な定員管理のあ

り方につきましても検討するということにいた

しております。

次に、③の公社等改革の推進につきましては、

現行の公社等改革指針を改定いたしまして、改

めて選定いたしました45法人を対象に県の関与

のあり方の見直し等を行ってまいります。

数値目標といたしましては、表のとおり、平

成26年度を基準に対象公社等の数を４法人、県

派遣職員数を４人、県財政支出額を４億円程度、

それぞれ削減することといたしております。

また、その他の新たな取り組みといたしまし

て、対象公社等との随意契約の締結状況を公開

するということにいたしております。

なお、公社等改革支援の改定案につきまして

は、別冊２としてお配りをしておりますので、

後ほどごらんください。

その他、④の危機事象への対応、⑤の新たな

行政不服審査制度の適正な運用、⑥の市町村と

の連携等に取り組むことといたしております。

次に、32ページをお願いいたします。

２点目の県政運営を支える人材づくりと県有

財産等の資産の有効活用についてでございます。

まず、①から④までが人材づくりに関する取

り組みでございまして、①の意欲と能力に満ち

た人材の育成と活用を初め、②の仕事と家庭の

両立の推進、③の意欲と能力のある女性職員の

育成登用の推進、④の安心して育児休業が取得

できる環境整備などに取り組みまして、職員の

ワークライフバランスの推進や女性職員が活躍

できる職場環境づくりなどを図ることといたし

ております。

次に、⑤の県有財産等の資産の有効活用とし



- 76 -

平成27年３月５日(木)

ましては、公共施設等の総合的かつ計画的な管

理による老朽化対策や県有財産の売却、貸し付

け等の推進、県の保有する各種データのオープ

ン化、知的財産権の取得と活用促進に取り組む

ことといたしております。

次に、３点目の県民ニーズに即した行政サー

ビスの提供につきましては、①のソーシャルメ

ディアを通じた県民参加の広報の促進を図ると

ともに、②の県民提案型のアウトソーシング等

に取り組むことといたしております。

このほか③の県税のコンビニ収納の税目拡大

や電子納税の導入、④のＩＣＴを活用した業務

改革、⑤のマイナンバー制度の活用の検討など

を行うことといたしております。

次に、33ページをお願いをいたします。

４点目の持続可能な財政基盤の確立につきま

しては、後ほど財政課長から御説明をいたしま

す。

次に、４の今後の予定ですが、この素案につ

きましては、今月から来月にかけまして行財政

改革懇談会やパブリックコメントを実施いたし

まして、幅広く県民の皆様の御意見を伺いなが

ら、最終的な案を策定いたしまして、６月議会

に議案として提案させていただきたいと考えて

おります。

最後に、34ページをごらんください。

このプランの数値目標の一覧表となっており

ます。現行プランより１項目多い27項目となっ

ておりまして、10番、11番の女性職員の登用関

係の目標などが新たな項目となっております。

なお、この数値目標につきましては、最新の

実績がまだ出ていないものもございますので、

それを踏まえて最終的には変更となる場合もご

ざいます。

説明は以上でございます。よろしくお願いし

ます。

○阪本財政課長 引き続き35ページをごらんく

ださい。

第４期の財政改革推進計画（案）について御

説明いたします。

ただいま、行政経営課長から説明がありまし

た新たな行財政改革プランの一部としまして、

この第４期財政改革推進計画を策定する予定と

しております。

まず、１の中期財政見通しと財政改革の必要

性でございます。ちょっと前後しますが、財政

改革の必要性につきまして①、②のところで記

載しておりますが、これは先ほど決算特別委員

会の指摘に対する対応状況のところで御説明い

たしましたので、省略させていただきます。

この表の中期財政見通しでございます。この

表につきましては、現在提案させていただいて

おります27年度の当初予算が骨格でございます

ので、今年度、平成26年度の当初予算をベース

といたしまして、現在整備を進めております防

災拠点庁舎等の特殊要因、それから、予定され

てます消費税のさらなる引き上げと、そういっ

た要因を加味した上で、26年度の当初予算をそ

のまま見直しをせずに横に引っ張っていくと。27

年度以降も同じ編成をした場合における収支見

通しというのをここで掲載させていただいてお

ります。

この表の下のほう、収支不足額というのがご

ざいます。結局ここで同じ予算編成をした場合

に、平成26年度、今年度ですと201億円の収支不

足が生じておりますが、これが今後27年度以

降、27年度が196億円の収支不足、28年度が217

億円、29年度が273億円、そして平成30年、特に

防災拠点庁舎等の整備がございます関係で301億

円の収支不足が生じる見込みであるということ
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でございます。

その結果、この表の一番下でございますが、

当初予算編成後の２基金の残高見込み、26年度

当初予算編成時点で254億円であった基金が、平

成29年には赤字、マイナス53億円、そして平成30

年にはマイナスの269億円に達してしまうという

ことでございます。

この数字がどういう意味があるかといいます

と、いわゆる財政再生団体、健全化団体、再生

団体というのが、昔でいう再建団体でございま

すけれども、宮崎県の場合、大体標準財政規模

が3,200億円程度でございます。これの3.75％を

超える赤字ですと健全化団体ということになり

ますし、さらに５％を超えると再生団体、いわ

ゆる夕張市のような、昔でいう再建団体に陥っ

てしまうと。この数字が、例えば3,200億円の５

％ですと160億円でございますので、その数字を

はるかにオーバーしてしまうということでござ

います。

したがいまして、引き続き27年度以降もこれ

まで同様の財政改革に取り組む必要があるとい

うことでございます。

36ページでございます。

見直し額といたしまして、１のところは今申

し上げた収支不足額、各年の収支不足を計上し

ておりまして、これを４カ年合計しますと表の

一番右、何と４年間合計で987億余の収支不足が、

出る見込みであるということでございます。

したがいまして、詳しくは後ほど申し上げま

すが、さまざまな見直しを行いまして、一応見

直し目標といたしましては、真ん中の表、見直

し目標額の内訳の欄の右下、さまざまな見直し

を行いまして694億円の見直しを行いたいという

ことでございます。

この694億円と上の収支不足の合計987億円、

その差、約290億円、300億円弱不足が出ますけ

れども、これは頑張っても、最終的には基金を

それだけ、取り崩さざるを得ないということで

ございます。

こういった見直しを行った結果、一番下の表

でございますが、県債残高につきましては徐々

に減っていきますが、基金につきましても最終

段階に平成30年段階で246億円余りに減っていく

ということでございます。

ただ、246億円あれば何とか単年度の収支不足

程度は、補うことができるという状況でござい

ます。

具体的な取り組みでございます、37ページ。

まず、（１）としまして、効果的、効率的な歳

出の実現ということで、義務的経費、投資的経

費、一般行政経費とそれぞれ目標を掲げており

ます。

ただし、この内訳につきましては、これまで、

今年度の第３期財政改革の取り組み内容を踏襲

しております。数字について若干違ってはおり

ますが、見直しの中身としては踏襲する形で掲

げさせていただいております。

違っている点につきましては、２の投資的経

費の１行目に書いていますが、公共施設のファ

シリティーマネジメント、これは、これまで各

部門、県土整備部、農政水産部、それぞれの部

門では検討はしておりましたけれども、今後、

総務課を中心に公共施設と総合管理計画という

のを策定いたしまして、公共施設全体について

のファシリティーマネジメント、いわゆる公共

施設の管理計画というのを定めまして、大規模

な改修をせずに済むような、今後公共施設の管

理を行っていくと、そういったことでトータル

の経費を抑制していくといったことが新たな点

でございます。
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それから、この投資的経費のポツの１つ目、

公共事業、毎年度、対前年度比５％削減、これ

につきましても、これまでの計画と同様の数字

を掲げさせていただいております。

ただし、やはり結果的に、ここ数年そうです

けれども、投資的経費というのはもうかなり、

ある意味平成13年以降毎年削減をしておりまし

て、やはりちょっと宮崎県の規模、公共施設の

整備のおくれということもございまして、一応

目標としては５％削減を掲げておりますが、こ

の国の予算編成の状況と、もしくは本県の経済

状況等を踏まえまして、毎年、その年の予算編

成においては、それぞれ見直し等を行うことと

しております。

一般行政経費、それから特別会計公営企業へ

の繰り出し、それと執行団体の経費節約につき

ましても、これまでと同様の取り組みをする予

定でございます。

38ページ、歳入確保の強化でございます。

内容としては、ほぼ一緒でございますが、や

はり県税につきましては、先ほど税務課長から

も説明がございましたとおり、特にやはり徴収

体制の強化ということに取り組みまして、県税

の新たな納税方法の検討を行っていただきまし

て税収確保をより一層推進していくということ

にしております。

それから、その他のところでネーミングライ

ツ、これは引き続き総合運動公園等のネーミン

グライツ、また、今後も新たなネーミングライ

ツの施設というのも検討していきたいと考えて

おります。

それから、新しい面としましては、この「ふ

るさと宮崎応援寄附金」、いわゆるふるさと納税

につきましても県産品のＰＲということを兼ね

て積極的な取り組みを行いたいと考えています。

具体的な目標としまして、27年度は、ここ２

年間の実績の大体10倍程度の3,000万円の収入を

目標としているところでございます。

（３）その他のところでございますが、事務

事業見直しにつきましても、これまで同様、引

き続き事業の必要性、緊急性といったことを徹

底的に検討して見直しを行っていきたいと考え

ております。

ゼロ予算施策につきましても、予算を伴わず

県民サービスの向上を推進してまいりたいと考

えています。

最後に、予算編成過程の透明化でございます

が、これまで県議会の皆様からもいろんな御要

望、御指摘ございました。県民の皆様との協働

という視点からも、今後もこの予算編成過程の

透明化、マネジメント強化に取り組んでまいり

たいと考えております。

私からの説明は以上でございます。

○松村委員長 その他の報告事項、説明が終了

いたしました。

質疑はありませんか。

○井本委員 新たな行財政改革プランなんだけ

ど、この視点２の県政を支える人材づくり、こ

の人材づくりというのは本当大切だというのは

知事さんも一生懸命言いよるからそのとおりだ

と思うんですけど。今度、川崎と何か連携を

―「崎・崎」何とかとか言っていますが、川

崎モデルが成功したって言われるのが、どうも

私もあれよく本やらで読んでも余り、何で成功

したのかよくわからんけど、要するに公務員が

やる気を満々だったからということだけかなと

いう感じはしたんだけど、あれは何で成功した

というふうに思ってますか。人材力が負けてる

からかなと思ったんだけど、どうなんだろう。

○平原行政経営課長 申しわけございません。
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ちょっとその点について把握を我々はしており

ませんので……。

○井本委員 川崎モデルというのは聞いたこと

あるやろ。あるよな。（発言する者あり）ちょっ

と、次長、言うてくれ、わからないんで。

○平原行政経営課長 申しわけございません、

承知してないところでございます。

○井本委員 聞いてない。次長、何か。川崎モ

デルが成功した（「成功した」と呼ぶ者あり）成

功したかどうかわからない。（「成功したとはわ

からない」と呼ぶ者あり）人材育成に成功して、

あれはうまくいってるのかなと私は感じがした

んだけど、その辺はどうかな。（発言する者あり）

またでいいわ。

人材育成をも、あれ本読んでもよくわからん

のよ、そのやはりどうも県庁マンが市役所の職

員か、あれは。市役所の職員が一生懸命やって

おるというのはわかるんだけど、あんなに一生

懸命やれる雰囲気というか、そういう人材をつ

くったのは、やはり成功のもとだったのかなと

思ったもんだから、ちょっと聞きたいなと思っ

ただけで。

○成合総務部長 済みません、勉強不足で。ま

た勉強して川崎モデルについては御披露したい

と思いますけれど、（「わかりました」と呼ぶ者

あり）川崎市との協定については、前の都城の

木材利用技術センターの有馬所長がお骨折りい

ただいて、今後は木材の利用技術関係で、当然

宮崎と川崎市と連携をとりながら、また、それ

以外でも川崎市役所と連携を図りながら、いろ

んな事業に取り組むということでございますの

で、それを踏まえてまた勉強して御披露したい

と思います。申しわけございません。

○井本委員 何か代表質問で黒木正一さんが川

崎モデルとは何かて聞いたんだよね。こっちが

答えたんじゃなかったんか。どっか別が答えた

んかな。まあ、いいや、またのときで。はい、

わかりました。

○松村委員長 その他の事項で質疑はありませ

んか。

○十屋委員 財政的な話でずっと行革と―財

政課長、説明いただいたんですけど、最終的に

新たな公会計制度のあり方を検討するというの

で、今、御存じのように国のほうで進められて

いるんですが、いつごろ、どういうふうになる

というか、何かもう先が決まっているんですか。

○阪本財政課長 新たな公会計制度につきまし

ては、平成※28年度までに計画を策定してほしい

ということで総務省のほうから通知が来ており

ます。

○十屋委員 ということは、４月から27年度で

すから、宮崎県としても新たな公会計制度に今

度はこの数字を当てはめていきますよね。そう

すると、減価償却というところの考え方が出て

きますよね。そうしたときの資産というのは、

こういうその委員会とかで、また御説明がいた

だけると思うんですが、今、その準備段階とい

うことで理解してよろしいんですか。

○阪本財政課長 簡単に御説明しますと、この

公会計制度で一番手間のかかるというところか

ら言いますと、実は資産の評価を全てしなさい

と。道路橋梁、建物はいいんですけれども、道

路橋梁とか全てそういったところに大変時間が

かかるであろうと考えています。

正確に言いますと、新年度から、また財政課

内の人的体制も整備いたしまして、正式には４

月からしっかり準備をしていきたいと考えてお

ります。

○坂口委員 先ほどの説明で補正予算編成時点

※81ページに発言訂正あり



- 80 -

平成27年３月５日(木)

で200億円ぐらいの収支不足が想定されます。最

終的にはクリアされるんでしょうけど。

そういった中で、１つ目は、これ病院債があ

るんかもしれないですけど、企業債は。知事か

ら県立病院の建てかえについての踏み込んだ答

弁がありましたよね。

あともう一つは国体。ここらを見据えたとき

に行財政改革と同時に、今度は財政需要という

ものが、かなり大きいものが将来見込まれるん

じゃないかと。これには当然、市町村あたりも

抱き込んだ中での、大まかでもいいんですけど、

方向性を出しとかないといかんと思うんですけ

ど、この２つの作業というのは、今後どんなぐ

あいになっているんですか。

○阪本財政課長 今、御指摘ありましたとおり、

まず病院につきましては、報道にありますとお

り185億円、恐らくこれにいろんな機械を入れま

すと200億円を超える整備が必要だろうと思われ

ます。

これにつきましては、直接的には、委員がおっ

しゃったとおり、病院事業債を基本的に100％充

当いたしますが、今後、その償還につきまして、

その２分の１は一般会計から繰り出しをしなさ

いということになっておりますので、かなりの

額の繰り出しの増が見込まれます。

ただし、それにつきましては交付税措置がご

ざいますので一定割合、最終的にはその２分の

１のさらに２分の１前後が最終的な負担額にな

るところでございます。

これにつきましては、病院側と協議を進めて

いるところですけれども、歳入確保、いわゆる

病院の診療報酬の収入の増というのもございま

すので、なるだけ一般財源の増にならないよう

に、今後、詳細に詰めていきたいと考えていま

す。

それから、国体につきましては、午前中御説

明しましたとおり、いわゆる開催経費、ソフト

分だけでこれまでの平均大体60億円の経費がか

かると言われております。これについて、ほと

んど国からの補助金は見込まれません。それが

必要です。

それから、一番肝要なところといいましょう

か、施設の整備が必要になってまいります。当

然、陸上競技場ですとか体育館、今のままでは

使えないという点もございますので、かなりの

改修が必要だろうと思われます。いろんな試算

がございますが、最低でも100億円、施設の内容

によって200億円に近い財源が必要であろうと考

えています。

こういったことも見越しまして、一つには県

有施設の整備基金というのを、今180億円ほど貯

金はしておるんですけれども、これは防災拠点

庁舎、これで今120億円近くかかるということも

ございますので、今後そういったものに対する

経費というのを、なるだけ有利な起債を活用す

ると。やはり、それと引き続き財政改革に取り

組むことで県有施設の基金のほうに少しでも、

いわゆる貯金をしていく。これらの今後の必要

な経費に充てなければならないなと考えておる

ところでございます。

以上でございます。

○坂口委員 かなり窮屈な財政運営が、今後や

はり強いられるのかなと思うんですけど、その

中で、余りにもぎりぎりのものをやってしまう

と、一つには、この人口ビジョンとか、今後の

地方創生とかの中で、宮崎は一つには都市的、

具体的には公共事業ですけども、これもある一

定量を確保していくという見通しを立てないと。

ここしか節約の場所がないもんですから、常々

言ってるように安心安全とか、それから、地域
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に対しての雇用の受け皿とか、かなり大きいも

のがあるから、相当これは難しい作業になると

思うんですけれども、ぜひ万全の行財政改革と

いうものを今後取り組んでいただけるようお願

いをしておきます。

○有岡委員 組織改正の中の税務課についてお

尋ねいたします。地方税徴収対策担当を新設し

たいということですが、ここに職員をどの程度

配置して、そしてその担当部署ができたことに

よる効果というんですか―例えば職員相互派

遣制度、こういったものを充実するのか、具体

的にどういったことをイメージして、この新設

されるのか、その内容をお尋ねしたいと思いま

す。税務課のほうでよろしいかと思いますが。

○平原行政経営課長 まず、人員体制なんです

が、これはまだ最終的な人事異動が出ておりま

せんので、最終的には、まだ今の段階ではお答

えできる状態でございません。

○鶴田税務課長 地方税徴収対策担当を設置し

た場合の効果というところでございますけれど

も、もともとこの地方税徴収対策につきまして

は、今の税務課の税務企画担当で個人住民税対

策を行っておりまして、これまで滞納案件の県

への引き継ぎですとか、あるいは併任人事交流、

特別徴収の適正化という３本柱を中心といたし

まして、やってまいりました。

しかしながら、県税の未済額につきましては、

減少傾向にあるんですけれども、依然としてま

だ、未済額８割を占めるという状況がありまし

て、そういう高どまりの状況がありまして、新

たな徴収対策を講じる必要があると考えたとこ

ろでございます。

この担当を設けることによりまして、一つに

は個人県民税の歳入の確保を図って未済額を圧

縮するというのが一つの目的でありますけれど

も、個別的に個人住民税、県民税だけ対策をし

ていてもなかなか難しい面、非常に効果は上がっ

てきてますけど、なかなか一緒くたではできな

いという状況もございますので、市町村税全体

で全体の増収を図る中で個人住民税の増収を図

ると。増収を図って未済額を圧縮するという方

法、そういう形のほうがいいんじゃないかと考

えているところでございます。

そういった意味で、県内市町村が連携をいた

しまして市町村民税の収入確保を図ると、その

中で個人県民税の税収確保、未済額の圧縮を図っ

ていくというところで考えているところでござ

います。

具体的には、今年度から高鍋町と新富町の間

で市町村間の職員相互派遣制度というのを実施

をいたしております。この制度を今後、導入、

普及をして、さまざまな事情から単独の市町村

ではなかなか対応困難な案件につきましても解

消できるような仕組み、こういったものを全県

的に取り組んでいければということも一つ目標

の中に置きまして、この新たな担当という形で

今回お願いをしているものでございます。

○有岡委員 ぜひ、私も徴収吏員の経験がござ

いますので、転居した、例えばほかの市に行っ

たときの徴収が大変苦労するということもあり

ましたので、ぜひ県のほうで、そういう市町村

をまたいでこういった対策をとられると効果が

上がると期待しております。

以上です。

○松村委員長 ほかに質疑はありませんか。

○阪本財政課長 済みません、先ほど十屋委員

の公会計制度についての御質問……。私、28年

度までに計画策定と申し上げましたが、28年度

までに固定資産台帳の整備を行い、計画そのも

のは29年度までにということでございました。
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おわびして訂正させていただきます。

○松村委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、以上で、その他報告

事項について終了いたします。

各課ごとの説明及び質疑が全て終了いたしま

したので、これから総括質疑を行います。総務

部全般について質疑はありませんか。

○十屋委員 先ほど言えばよかったんですけど、

人づくり─人事課の話ですけど、先ほど、海

外に行く研修、東アジア戦略というところでシ

ンガポールとか、そういう出先があるところ、

そこのお話があったんですが、実際、県職員さ

んで、前、課長とお話ししたクレアに行った方

はもう帰ってこられたんですか。

○武田人事課長 クレアの海外事務所につきま

しては、１年間が国内の本部で、それから２年

間が海外の事務所でということでローテーショ

ンが決まっておりまして、十屋委員のほうがお

会いされた担当職員の方は、今回そのローテー

ションが終わりまして戻ってくる予定にはなっ

ております。

○十屋委員 先ほどから人づくりというところ

でいろいろと議論があってるんですが、そうい

う方々がせっかく海外でいろんな人脈つくり、

勉強されて帰ってきたから、それなりのそれが

生かせるようなポジションについていただいて、

いろんな仕事をやっていただければいいのかな

と思っております。

○武田人事課長 特に海外の研修でのそういう

体験というのは、非常に貴重な経験でもありま

すし、また、なかなか国内での研修では経験で

きないようなものもありますので、できるだけ

そういう海外での研修を踏まえまして、異動を

かける場合には、例えばそういう国際関係の部

署とか、それから商工物産とか、そういった関

連のある業務、もしくはそういう人脈が引き続

き使えるようなそういう異動先を考慮しながら

配置をしていきたいと考えています。

○十屋委員 税務課の87ページだったんですけ

ども、租税教育と納税広報経費とあったんです

が、これは額的には600万円なんですけど、先ほ

どから言う税収が落ち込んできたり、収納率の

話がある場合に、教育委員会とはもちろん、税

の仕組みとか、いろんなものは学校で教えてい

るとは思うんですけど、納めてもらう側として

の何かその連携とかというのはとっていらっ

しゃるんですか。例えば講師で行くとか、税は

こう使われていますよとかという話で。

○鶴田税務課長 税に係る広報の関係でござい

ますけれども、教育委員会と、あと税務署、そ

れから県税含めまして、あと市町村の税もそう

ですけれども、４つの機関で租税教育の協議会

というのをつくっております。その中で各学校

に講師として国税の方、あるいは県税の職員、

市町村の税務職員が出向いて、直接税の仕組み

の話をして、学校教育の中で納税の大切さ、そ

ういったものにつきましては広報、説明をして

いるところでございます。

○十屋委員 もう最終的には、税を納める人た

ちをいかに育てて、ちゃんと納めていただいて、

それが県民サービスなり市町村のサービスに回

るということを理解していただければ、いろい

ろ、将来的な話になりますけれども、そのあた

りからやっぱりやっておかないと、なかなか大

人になってというのもありますので、ぜひ力を

入れてやってください。終わります。

○松村委員長 ほかにありませんか。

○河野副委員長 先ほどもちょっと出たんです

が、本当は予算の中でという部分もあったと思
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うんですけど、税務課のこの新設による……。

この税務課の人数というのはふえるんですか、

職員全体です。28ページの。

○平原行政経営課長 先ほども御答弁を申し上

げましたように、まだ最終的な人事異動を決め

ておりませんので、今の中でちょっとふえるふ

えない、申し上げる段階にはございません。

○河野副委員長 それで、新設されるんですが、

この87ページの職員の人件費を見ると、26年度

から見ると減ってますが、これはどこかが減ら

されるという考え方でしょうか。

○鶴田税務課長 87ページにあります職員の人

件費につきましては、これはことしの１月１日

現在の職員数で計上しているものでございます

ので、27年度の、どういう形になるかわかりま

せんが、その分反映して計上しているものでは

ございません。

○松村委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、以上をもって総務部

を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

執行部入れかえのため、暫時休憩します。

午後１時51分休憩

午後２時１分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

総合政策部の当初予算についてであります。

当委員会に付託されました議案等の概要説明を

求めます。

○橋本総合政策部長 総合政策部でございます。

よろしくお願いいたします。

それでは、今回の委員会で御審議をお願いし

ております当部所管の議案等につきまして、そ

の概要を御説明申し上げます。

お手元にお配りの総務政策常任委員会資料（当

初）の目次をごらんください。今回総合政策部

からお願いしております予算議案は、議案第１

号「平成27年度宮崎県一般会計予算」のほか議

案第２号「平成27年度宮崎県開発事業特別資金

特別会計予算」の２件でございます。

資料の１ページをごらんください。総合政策

部の平成27年度一般会計当初予算額は、一般会

計の表の一番下の合計欄にございますように125

億32万4,000円でございまして、平成26年度当初

予算と比較しますと18億4,762万7,000円の減、

率にいたしますと87.1％というところでござい

ます。

これは、平成27年度の当初予算案が人件費等

の義務的経費や経常的経費を中心とした、いわ

ゆる骨格予算として編成されたことなどによる

ものでございますが、早急に対応が必要となる

経費につきましては、県民の生活に影響が生じ

ることのないよう予算に計上したというところ

でございます。

また、下の段でございますが、宮崎県開発事

業特別資金特別会計予算につきましては25

万9,000円でございます。前年度当初予算と比較

しまして5,752万6,000円の減、率にして0.4％で

ございます。

なお、今回計上を見送っております政策的経

費等につきましては、今後十分な検討を加えた

上で、いわゆる肉づけ予算として、６月補正予

算でお願いしたいと考えております。

資料２ページ、３ページには、平成27年度の

総合政策部の主な事業を掲載しておりますので、

後ほどごらんいただければありがたいと思いま

す。

また、お戻りいただきまして、目次のⅡの特

別議案でございます。議案第49号「宮崎県総合
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計画の変更について」の議案審議をお願いいた

します。

以上が議案の概要でございますが、詳細は担

当課長から後ほど御説明申し上げますので、御

審議のほどよろしくお願い申し上げます。

そのほかといたしまして、Ⅲその他の報告事

項でございます。目次に記載のとおり２件の報

告事項がございます。これにつきましても、後

ほど担当課長より御説明申し上げます。

私からの説明は以上であります。何とぞよろ

しく御審議お願い申し上げます。

○松村委員長 概要説明が終了いたしました。

引き続き、３課から４課ごとに班分けして説

明及び質疑を行い、最後に総括質疑の時間を設

けることとしています。

なお、歳出予算の説明については、重点・新

規事業を中心に簡潔に行い、あわせて決算にお

ける指摘要望事項にかかわる対応状況について

も説明をお願いいたします。

それでは、これより総合政策課、秘書広報課、

統計調査課の審査を行いますので、順次議案の

説明をお願いいたします。

なお、委員の質疑は、３課の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○井手総合政策課長 総合政策課でございます。

それでは、まず当課の当初予算案につきまして

説明をさせていただきます。

お手元の平成27年度歳出予算説明資料の11ペ

ージをお開きいただきたいと思います。総合政

策課の平成27年度の当初予算は、総額で７

億1,069万9,000円で、内訳は一般会計が７

億1,044万円、前年度当初と比べて約20億円の減、

率にして約74％の減となっております。

これにつきましては平成27年度当初予算が、

いわゆる骨格予算として編成されたことに加え

まして、昨年度は総額20億円のみやざき人財づ

くり基金の設置があったことに伴いまして、27

年度予算が大幅な減額になったものであります。

また、その下の特別会計でございます開発事

業特別資金特別会計は25万9,000円で、昨年度当

初に比べまして5,752万6,000円の減額でござい

ます。これは、骨格予算編成に伴いまして審議

会の開催に必要な事務費のみを計上しておるこ

とによります。

それでは、当初予算の主な内容について御説

明をいたします。13ページをお開きください。

まず、ちょうど中ほどになります（事項）連

絡調整費でございます。連絡調整費1,403万2,000

円、これにつきましては部の連絡調整や新たな

政策立案のための政策調整研究などに要する経

費であります。

その次の（事項）総合企画調整費1,501万6,000

円は、その下にございますように全国知事会、

九州知事会の負担金や国への要望等に要する経

費でございます。

さらにその下の（事項）地方分権促進費153

万6,000円は、市町村間や隣県等との広域連携の

推進に要する経費であります。

14ページをお願いいたします。一番上の（事

項）県外事務所費7,500万2,000円、これにつき

ましては、東京、大阪、福岡の３つの県外事務

所の運営や維持管理等に要する経費でございま

す。

１つ飛びまして、（事項）県計画総合推進費で

ございます。これは1,468万2,000円でございま

す。説明欄１のほうをごらんいただきまして、

まず「総合計画策定・戦略展開事業」でござい

ますが、これにつきましては総合計画のアクショ

ンプラン策定等に要する経費でございます。

その下の２、「東日本大震災復興活動支援事業」
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は、県内の民間団体が行います被災地のコミュ

ニティーづくりや心のケアなど復興支援活動を

支援していくものでございます。

３番目の「みやざき元気！“地産地消”県民

運動推進事業」は、本県農林水産物の消費拡大

や県産材の利用、県産品の購入促進、また県内

観光やイベントへの参加など広い意味での地産

地消を県民に促す事業でございます。

一般会計につきましては、以上でございます。

次に、15ページでございます。開発事業特別

資金特別会計でございます。先ほども申し上げ

ましたように、今回骨格予算編成に伴う予算と

して審議会の開催に必要な事務費のみを計上し

ておりまして、実際の事業に必要な予算につき

ましては27年度新年度に審議会を開催し、その

中で承認を得た事業について、次の６月県議会

に肉づけ予算として提案をさせていただくこと

としております。

予算については以上でございます。

続きまして、特別議案のほう議案第49号「宮

崎県総合計画の変更について」御説明をさせて

いただきます。

お手元に別冊として宮崎県総合計画未来みや

ざき創造プラン長期ビジョン（案）をお配りを

しておると思います。これをお手元にお願いい

たします。

議案第49号「宮崎県総合計画の変更について」

でございます。現行の県総合計画、これにつき

ましては平成23年に策定しておりまして、その

４年間におきまして着実な推進により一定の成

果と現時点における進行する人口減少や策定後

に起こりました東日本大震災、このような、本

県を取り巻く状況の変化を踏まえまして、今年

度改定を進めてきたところでございます。この

改定につきまして、長期ビジョンの改定案がま

とまりましたので、今回議案として提案をさせ

ていただいております。

それでは、その改定の中身について御説明を

させていただきます。

今お手元の冊子、お開きいただきまして、目

次がまず最初にございます。第１章の時代の潮

流と将来予測から第４章の分野別施策、４章構

成で構成されてまして、これにつきましては現

行の計画をそのまま踏襲をしております。

１ページ目、「初めに」というところで、計画

策定の趣旨を載せております。これにつきまし

ては下の段落のほうに書いておりますけども、

先ほど申し上げましたように現行計画の４年間

の進捗状況と策定後の社会状況等の変化を踏ま

えまして長期ビジョンを改定するとともに、さ

らに今後４年間にわたる新たなアクションプラ

ンを策定するとしております。

そして、７ページから時代の潮流ということ

で現時点での時代の潮流、若干ずつ記述を変え

ているところもございます。大きく変更した点

としましては12ページでございます。東日本大

震災を受けまして「大規模災害の対策」という

事項を、この時代の潮流のところに１点入れて、

追加をしております。

その次ですが、16ページをお願いいたします。

将来推計と予測のページでございます。これに

つきましては、最新のデータに基づいて新たな

条件のもとで将来の推計をし直しております。

これまでこの委員会でも何度か説明をさせてい

ただいておりますので、詳細は割愛させていた

だきますけれども、2030年までに段階的に合計

特殊出生率を2.07、いわゆる人口置換水準でご

ざいますが、これにするということと、若年層

の社会減を30％抑制するという条件のもと

で、2030年時点では101万9,000人の人口を維持
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するという推計をしております。この推計に基

づきまして、いろいろな施策を組み込むことと

しております。

続きまして、37ページをお願いいたします。

基本目標とこの後目指す将来像を記載しており

ます。これについては2030年を見越した長期ビ

ジョンということで、今回変更はしておりませ

ん。そのまま継承しております。

そして、43ページになりますが、第３章長期

戦略になります。この部分につきましては、今

申し上げました基本目標と将来像を実現するた

めの長期的視点からの重点的、優先的に取り組

む施策分でございます。これにつきまして現行

計画と同じく８つの戦略を含んでおりますけど

も、改定の趣旨で説明しましたように、現在ま

での取り組みの成果を踏まえて今後の重要課題

に対応する戦略とするために大幅に改変をした

ところでございます。

その改変の中身としましては46ページをごら

んいただきたいと思います。８つの戦略を一覧

にしております。左端のほうにございますよう

に４つの長期的視点を書いております。ここの

部分で、まず一番上にあります「人口問題」と

いうところを明記をしたところでございます。

これは前回では「少子化」でありますとか「高

齢化」であるとかというふうな記載になってい

たところを「人口問題」というふうに明記をし、

一番下になりますけれども、「危機対応」という

項目を１点追加をしております。

各長期戦略の中身につきましてですが、これ

につきましては51ページから各戦略ごとに背景、

狙い、内容、そして目標と４つの項目に分けて

詳細記載をしております。

まず、51ページの人口問題戦略でございます

が、戦略内容の欄にありますように、結婚、出

産、子育て環境を充実させること、また、魅力

ある就業・就学環境を整えること、そして、若

者世代を中心に人口流出に歯どめをかける。ま

た、県外からの移住・定住を促進することによ

りまして、一番下の戦略目標にありますように

合計特殊出生率2.07という高い目標、そして本

県の総人口100万以上、29歳以下の若者人口割合

を25％以上に目指すということを目標に掲げて

おります。

52ページ、これが人財育成戦略でございます。

ここも同じように戦略内容のほうを見ていただ

きますと、郷土愛やグローバルな視野を育む未

来を担う将来世代の育成でありますとか、キャ

リア教育を通して産業人材や地域を担う人材の

育成を図る、また、女性、高齢者、障がい者な

ど、県民の一人一人が社会の一員として個性と

能力を発揮して参加できる社会づくりを行うと

いうことにしております。戦略目標としては下

のほうにあるとおりでございます。

次の53ページから55ページにかけまして、産

業成長、そして地域経済循環、観光再生おもて

なしという３つの戦略、いわゆる地域経済の活

性化に向けた３つの戦略をまとめたところでご

ざいます。

現行の計画で取り組んでまいりましたフード

ビジネス、また地域産業創出、海外展開などの

戦略の実績を踏まえながら、国内外から仕事や

資金を呼び込み、そして中核的な企業等を育成

して、さらに外貨を稼ぐ観光産業の再生に取り

組むという点、そしてそこで得た外貨をきちん

と地域内で循環させる仕組みづくりを行うとい

うこととしております。

それぞれにつきまして戦略目標を立てており

ますが、１人当たりの生産額、また輸出額、そ

して県際収支、観光消費額など、それぞれ目標
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としては高いハードルを掲げております。今後

の努力をしていこうと考えているとこでござい

ます。

その次の56ページと57ページでございます。

本県の豊かな自然でありますとか受け継がれて

きた伝統文化、芸能、そして地域のきずな、こ

ういう本県の持つ強いところ、強みを生かしな

がら、本県のこの計画の目標であります新しい

豊かさにおける貨幣価値以外の部分、そういう

豊かさをつくり出すことをある意味意図してい

る戦略でございます。

郷土の誇りや愛着の醸成を目指す文化スポー

ツの振興と健康で安心して暮らしていける地域

づくりを目指すいきいき共生社会戦略の２本立

てになっております。

戦略の目標としましては、世界遺産の登録で

ありますとか、これからも住み続けたいと思う

人の割合100％などを掲げたところでございま

す。

最後は58ページ、危機管理強化戦略でござい

ます。危機事象対応のところでございまして、

県民の生命、財産を守るため、さまざまな危機

事象に対し、復興まで視野に入れた体制づくり

に取り組むとしているところでございます。

戦略目標については、下にありますように、

災害に対する備えをしている人の割合100％等を

掲げております。

59ページと60ページのほうに、今申し上げま

した戦略目標、それぞれの解説と現況値を掲げ

ておりますので、ごらんいただきたいと思いま

す。

61ページから以降は、分野別施策ということ

としましてまとめております。今説明してきま

した長期戦略につきましては重点的に取り組む

施策になっておりますけれども、この後の分野

別施策につきましては、県行政として取り組む

施策の全体を人づくり、暮らしづくり、産業づ

くりの３つの分野ごとにそれぞれの将来像と施

策の柱を立てて、基本的方向性をとりまとめた

ものでございます。

64ページをごらんいただきたいと思いますけ

ども、一例で説明をさせていただきます。

人づくりの分野でございまして、その中に安

心して子供を産み育てられる社会という将来像

を掲げます。その下に、子育て支援の充実と子

供・若者の権利擁護と自立支援という２つの施

策の柱を立てます。さらに、その下に、地域全

体で子育て支援の充実を初めとする施策の基本

的方向性を整理をしたところでございます。今

後は、これに沿った形で施策事業を展開してい

くこととなります。

以上が、主な計画のつくりになっております。

全体について少し御説明させていただきたい

ので、常任委員会資料にお戻りをいただきたい

と思います。

常任委員会資料15ページから、この特別議案

についての説明を入れておりますけども、まず16

ページ、17ページを先にごらんいただきたいと

思います。改定前の現行の計画を左側16ページ

のほうに、そして今回提案させていただいてま

す改定後という計画で17ページのほうに記載し

ております。今申し上げました点を含め、今回

変更したところを赤字で記載をしてございます。

全体の構造とあわせて見ていただければと思い

ます。

また、その次のページ、18ページと19ページ

でございますが、これにつきましては、改定の

中で一番大きかった長期戦略、これにつきまし

て現行と改定案をわかりやすく示したものでご

ざいまして、特に戦略目標でございますが、現
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行の目標数が11というところから、右側のほう

になりますけども、新たな戦略目標としては25

と大幅にふやしております。これは、戦略の狙

い等を県民の皆様方にわかりやすく示すために、

できる限り目標値を設定したものでございます。

また、色づけをされているのは、新しく設定

したものが赤い網かけ、そして今回の改定に伴

いまして数値等を見直したものが青い網かけに

なっております。ごらんいただきたいと思いま

す。

あと、長期ビジョンのこの今回の改定につい

ては以上でございますけれども、さらに現在こ

の長期ビジョンにあわせまして策定に取りか

かっておりますアクションプランにつきまして

も、若干だけ説明をさせていただきたいと思い

ます。

また、資料をかえていただきまして、この第

３回宮崎県総合計画審議会・専門部会合同会議

資料という資料、別冊でまたお配りをさせてい

ただいてます。

この資料、１月20日に開催しました審議会の

資料でお配りをしたものでございまして、この

資料２ページ目に、私どもが今案として練って

ますアクションプランのイメージを掲示してお

ります。

アクションプランにつきましては、これまで

も説明してきたところでございますけど、今回

提案させていただいています長期ビジョンと、

そして右側のほうから矢印入れてますけれども、

知事の公約等を具現化するという、そういう観

点のもとで策定作業を進めております。平成27

年度から30年度の４年間の重点的取り組みをま

とめるものとしております。白黒でちょうど見

にくくなってますけど、ちょうど真ん中、長期

ビジョンの下のところアクションプラン「Ｈか

らＨ」と書いてますけど「27から30」という、

カラーのそのまま白黒でコピーしたので少し筋

が見えないんですけど、27から30の４年間の取

り組み計画となります。

このアクションプランにつきましては、この

４年間の重点的取り組みにつきまして、その視

点としまして宮崎新時代を切り開くという概念

を掲げまして、長期ビジョンと同様に、「人・産

業・くらし」という３つの分野で長期ビジョン

の８つの長期戦略に対応した８つの重点施策、

新しい豊かさ展開プログラムとしておりますけ

ど、これについて描いていきたいと考えており

ます。

大まかな柱立てにつきましては、開いていた

だきまして、次の３ページ、４ページのほうに、

それぞれのプログラムの重点項目という形で柱

立てを考えているところでございます。

この詳細、全体の構成も含めてでありますけ

ども、今後詰めてまいりまして、時期時期に応

じまして、この常任委員会のほうでも説明をさ

せていただければと考えております。全てこれ

からということで御理解いただければと思って

おります。

最後に、今後のスケジュールでございます。

今後のスケジュールにつきましては、常任委員

会資料のほうにお戻りいただきまして、15ペー

ジの一番下になりますが、３、改定のスケジュ

ール、平成26年の７月分、この策定にとりかかっ

たところから経緯を記載しております。２月の

ところで、この２月定例県議会のほうに長期ビ

ジョンの案を議案として提出させていただいて

いるところでございます。

３月以降、専門部会等開きまして、５月に総

合計画審議会、ここでアクションプランの答申

をいただいた上で、できましたら６月の定例県
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議会のほうにアクションプラン（案）という形

で、議案として提出をさせていただきたいと考

えております。

長くなりました、総合政策課の説明、以上で

ございます。

○片寄秘書広報課長 それでは、秘書広報課の

当初予算につきまして御説明申し上げます。

平成27年度歳出予算説明資料をお願いいたし

ます。これの17ページでございます。

秘書広報課の平成27年度一般会計当初予算額

は５億9,972万4,000円でございまして、平成26

年度当初予算と比較いたしまして１億2,574

万9,000円、率にしまして約26.5％の増となって

おります。

それでは、当初予算の主な内容について御説

明いたします。歳出予算説明資料の19ページを

お願いいたします。

中ほどの（事項）秘書業務費8,771万3,000円

でございます。これは、知事や副知事の活動経

費や秘書業務などに要する事務的経費でござい

ます。平成26年度の当初予算に比べ約5,000万円

弱の増加になっておりますが、これは、２月補

正予算の際に御説明いたしました２つの全国大

会における皇室対応に必要な経費でございます。

次に、その下の（事項）広報活動費２億5,422

万1,000円でございます。これは、各種の広報媒

体を活用して県の重点施策など県政全般の広報

活動に要する経費でございます。この経費も平

成26年度の当初予算に比べ3,500万円弱の増加に

なっておりますが、これは、先ほど申し上げま

した皇室対応が予定されている２つの全国大会

における広報活動に必要な経費でございます。

説明の欄でございます。

まず、１の「印刷広報事業」4,828万7,000円

でございます。これは、県の広報紙である「県

広報みやざき」を年６回、１回につき36万5,000

部作成いたしまして、市町村の自治会組織など

を通じて県民の皆様に配付するものであります。

２の新聞広報事業7,194万8,000円でございま

すが、これは、いわゆる新聞広告という形で随

時県の重点施策など県政に関する情報提供を行

いますとともに、毎月２回、県政掲示板という

コーナーで県からのお知らせを掲載するもので

あります。

３の「テレビ・ラジオ放送事業」7,232万2,000

円でございますが、これは、テレビ２局、ラジ

オ２局で県政番組の制作・放送を行うものであ

ります。

４の広報関係運営経費3,900万4,000円でござ

いますが、これは、先ほどの２つの全国大会に

おける広報関係の経費でございます。

５の「県ホームページ情報発信事業」774

万7,000円でございますが、これは、各課職員が

県ホームページを作成更新する上での助言、操

作補助等の支援対応を行うものでございます。

６の「楠並木ちゃんねる情報発信事業」85

万9,000円でございますが、これは、さまざまな

県政情報等を動画で発信するとともに、職員の

広報研修を行うものでございます。

７、「県ホームページ魅力発信・充実強化事

業」798万円でございますが、これは、本年度リ

ニューアルしました県ホームページを活用した

情報発信が、適時的確で効果的なものになるよ

う継続的な機能向上やデザインの見直し、円滑

で安定的な運用・保守を行うものでございます。

20ページをお願いいたします。一番上にござ

います８、「広報活動基盤充実事業」607万4,000

円でございます。これは、各種広報活動に関す

る調査、情報収集及び機材の整備等に要する経

費であります。
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次に、（事項）広聴活動費122万円でございま

す。これは、県民の皆様の御意見を県政に反映

させるために、知事と県民の皆様が直接意見交

換を行う知事とのふれあいフォーラムを開催す

るとともに、電話やメール等による「県民の声

事業」などを実施するための経費でございます。

最後に、（事項）県政相談費426万1,000円でご

ざいます。これは、県庁本館の県民室のほか各

総合庁舎や西臼杵支庁に10カ所設置しておりま

す県政相談室の運営のための経費でございます。

秘書広報課は以上でございます。

○奥野統計調査課長 それでは、統計調査課の

当初予算につきまして御説明させていただきま

す。

歳出予算説明資料の21ページをお願いいたし

ます。統計調査課の平成27年度一般会計当初予

算は、総額で８億3,816万8,000円で、総額を前

年度と比べますと３億7,574万円の増、率にしま

して約81.3％の増となっております。

これは後ほど御説明いたしますけれども、５

年ごとに実施いたします国勢調査による経費を

計上したことが主な要因となっております。

それでは、当初予算の主な内容につきまして

御説明いたします。24ページをお願いいたしま

す。

まず、下から２段目の（事項）経済センサス

費725万6,000円でございますけれども、平成28

年度に実施予定の経済センサス活動調査に伴う

準備経費などでございます。

次に、その下の（事項）国勢調査費５億7,495

万円でございますけれども、ことし10月１日現

在を調査日とする国勢調査実施のための経費で

ございます。

国勢調査につきましては、県内の全世帯を対

象とした調査でございますので、調査に当たる

調査員、そして指導員数も約7,000人と、ほかの

調査に比べて非常に多くなっておりまして、そ

の経費も含めた市町村交付金は５億2,4 8 8

万5,000円と国勢調査費の約９割を占めておりま

す。

次に、その下の（事項）農林業センサス費362

万3,000円でございます。この農林業センサスに

つきましては、平成27年２月１日を調査日とし

て実施したところでございますけれども、今回

お願いしております経費につきましては、その

集計とか公表を行うための経費でございます。

当初予算につきましては、以上でございます。

続きまして、こちら決算特別委員会の指摘要

望事項に係る対応状況、こちらの２ページの下

の欄の②をごらんくださいますでしょうか。

統計調査につきましては、個別的指摘要望事

項において、効果的な施策の推進を図る上で必

要な調査を積極的に実施するとともに、実施に

当たっては県民の理解と協力が得られるよう普

及啓発活動に引き続き取り組むこと、との御指

摘をいただいております。

御指摘への対応について御説明させていただ

きます。

統計調査では今年度、消費税率引き上げに伴

う影響調査を実施いたしましたほか、一般財団

法人みやぎん経済研究所が実施をしておりまし

た四半期ごとの企業動向調査に新たに県も参加

いたしまして、共同で調査を実施するなど調査

の拡充を通じまして本県の社会・経済情勢の的

確な把握に努めておるところでございます。

平成27年度当初予算におきましては、国から

の各種委託統計調査を初めといたしまして、産

業動態統計調査や現住人口調査などの県単独調

査を実施いたしますほか、時勢に応じて必要な

調査を積極的に実施してまいりたいと考えてお
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ります。

また、各調査の実施に当たりましては、各種

媒体を活用した広報を初めといたしまして統計

に関するセミナーや巡回パネル展など、さまざ

まな機会を通じまして積極的な普及啓発活動に

取り組んでまいりたいと考えております。

統計調査課からの説明は以上でございます。

○松村委員長 各課長の説明が終了いたしまし

た。

議案について質疑はありませんか。

○井本委員 今度の長期計画の新しい豊かさと

いうのは、前のときもそうだったんだけどね、

大きなコンセプトなんだけど、このコンセプト

は戦略の５、６、７あたりはよくわかるんだけ

ど、この１、２、３、４にもこういうのは、も

ちろんかぶっているというのは当たり前なんだ

けど、どんなふうに生かされているのかな。

○井手総合政策課長 本議会でも「新しい豊か

さとは何か」という御質問いただいた折に、知

事のほうからも「経済的豊かさとお金にかえら

れない豊かさの調和したバランスのいい社会づ

くりだ」というような答弁をしているとこでご

ざいます。我々もそういうふうに考えておりま

して、まず経済的な部分で３、４、５でござい

ます。先ほど申し上げましたように、きちんと

外貨を稼いで、その外貨を地域内できっちり回

していく。

特に新しい豊かさという部分で、かかわりの

深いこの部分で言うと54ページの地域経済循環

の部分でございますけれども、この部分で地域

の資源や人財、技術等をうまく活用して地域の

課題を解決しながら、地域が持つ多様な価値の

循環を促進すると。お金だけではないものも含

めて、地域の中でうまく循環をさせていくこと

を主眼に置いてます。ここは経済の戦略の中で

も少し毛色の違う部分でございます。

そして、先ほど申しましたように地域の持つ

豊かさの大きなものであります自然とかもしく

は伝統文化というところをうまく次世代に継承

していくという部分で、文化スポーツの振興で

ありますとか生き生き共生社会、もう少し申し

ますと戦略の２になりますけども、52ページの

人材の育成、この辺につきましても地域の持つ

そういう資源、もちろん今回の議会でも御質問

ございました先人、地域の先覚者あたりまで全

部ひっくるめて、人づくりには力をかしていた

だこうと考えているとこでございます。

いずれにしましても、全体のバランスとして、

住んで豊かであるという実感ができるような社

会づくりというのが非常に大事であると考えた

計画でございます。

以上でございます。

○松村委員長 ほかに。

○坂口委員 なかなか難しいと思うんですけど、

抽象的で。ただ、今の時点で全国ランクとして、

この新計画のプランの中で、そういった定義の

中で、大まかでいいんですけど、全国単位の中

で宮崎県は大体どの程度に新しい豊かさという

ものがあると思いますか。どういった定義かよ

くわからないと思うが。

○井手総合政策課長 非常に難しい問いで、ど

うお答えしようかと考えてますけど、一つは、

この中で新しい豊かさを示すような指標づくり

をしていきますということを言ってます。その

過程の中で、どんな指標をどういうふうに取り

組んでいくのかというのを今後研究していこう

と思っておりました。

今議会でＴＬＰの御質問いただいたところで

ございます。あのＴＬＰ60という、昭和60年の

データのときのやり方、やり方と言ってもなか
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なか難しくて私もうまく説明できないんですけ

ども、いろんな指標を取り込んで、県民の皆さ

ん方の選好度も調査した上で、総合指標として

各県並べて見るという作業を行っておりまし

て、60年のときの指標、ＴＬＰで言うと全国※27

位という、中位のところのデータというのが一

旦あります。

現時点でどうかと言われますと、新しいとい

う部分、要するにお金にかえられない分という

のは本県はやっぱりかなり、私は高いと思って

ます。ただ、経済的にどうかと言われたときに、

必ず県民所得のお話が出てきますけども、これ

も実際の貨幣換算で物価価値換算で考えたとき

には、そのデータほど低いものでもないところ

もあるのかな。

ただ、正直申しまして、そこの経済的価値の

ところにつきましては、まだまだ全国に対して

は非常に低いところに位置しているだろうと

思っております。そこを上げていくために、こ

の３つの戦略をあえて入れていると御理解いた

だければと思います。

○坂口委員 ＴＬＰ60、たしか当時は松浦彰一

さんあたりが企画調整部長のころだったと思う

んですね。これは全国でかなり脚光浴びた一つ

の指標の出し方だったんです。

ただ、本当にそんなに宮崎が住みよい、住み

やすいところだったら、人が残ると思うんです。

だけど残らないということは、経済的なものと

いうのが住みやすさのためには８割、９割を占

めてると思うんです。もちろん附属的にそういっ

た豊かさというのがあれば、なおいいよなとい

うもので。人を残すためには、人口ビジョンで

も今後策定して、そのとおりにそれを実行性を

高めるためには、やはり経済的なものというの

がメーンでなければだめなんじゃないかなと思

うんですね。

そして、今経済的な豊かさというものも実際、

所得としては４５、６位に甘んじているけれど

も、物価の安さからいったらそうじゃないんだ

よというようなこと言うけど、やはり名古屋、

大阪は日常品が安いですよ。

だから、ある意味随分失礼な言い方になるけ

れども、自分に言いわけをするんじゃなくて、

もっとシビアに見ていって、やっぱり客観的な

ものを積み上げてやっていくことが一つ必要

じゃないかなというのがあるんですね。

そんなのを見ながら考えていったときに、一

つには、この53ページに、就業者１人当たり農

水産業・食料品の生産額を450万と設定されてお

りますね。これはやっぱり具現性を見ながらで

しょうけど、じゃ、これで１人当たりの所得が

幾ら残るのとなったときに、かなり厳しい経済

状況になってくるんです。今度は逆に水産業

で450万、１人当たり生産高を上げていこうとし

たときに、そんな魚なんてもう海にいないんで

すよ。

だから、そこらをもうちょっと、今大まかに

示された一つの方向性として捉えているから、

これどうのこうのと言うんじゃないんですけれ

ども、もう少し今度は微に入り細に入った戦略

というものがもう一つ必要かなというような気

がするもんですから。

これクレームでもなんでもないんですよ。そ

ういう感じを持ちました。─何かあれば。

○松村委員長 いいですか。

○井手総合政策課長 先ほど申しましたように

アクションプランの策定もございます。

そしてまた、地方創生のほうのまち・ひと・

しごとの総合戦略というのも今後つくっていき

※105ページに発言訂正あり
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ます。総合戦略のほうでは、宮崎のモデルとい

うのを前回も示しておりますけれども、仕事、

まず定住人口を稼ぐためには仕事の場が要るよ

ねという、そこの発想はしております。

実際に仕事をつくって、どの程度の所得が上

がっていくのかという部分については、今後きっ

ちり詰めて数字を追いかけていきたいと思って

おります。

○坂口委員 すごい難しいこと言っているんだ

けど、おまえにできるかと言われたらとても手

がつかないんですけど、何かそこらが肝心な部

分がありそうな気がするんです。

そしてまた、例えば出生率が30年に2.07にし

ても、それを最優先するがために女性の社会進

出とか、これはそれぞれ考えがあることだから

違う、それぞれ、どれが正しいと言えないと思

うんですけど、女性の社会進出と2.07をセット

で見たときに、じゃ、人間は、赤ちゃんが生ま

れて、まずは最初は人格の醸成から、そこに人

格というものを芽生えさせるということから、

成長していくに従って、その人格を陶冶してい

くという時代、それは高校、大学、社会人でしょ

うけど。

その時点で母親と赤ちゃんのかかわり方、人

間の場合ちょっとわからないんですけど、他の

動物は全て親一つですね、自分にえさをくれる、

ただそこだけに忠実ですよね。だから、人間の

場合、本当に自分が忠実になるべき人がお父さ

ん、お母さん、それからおばさんあるいはほか

のシッターで常にかわっていって、そのとき人

格というものはどう醸成されていくのか。

最近、二重人格、三重人格というものがいろ

いろ社会問題、何であの子がというようなこと

とか、いや、おとなしくてすごくいい子で挨拶

もよくできる、そこらをもう一度研究していっ

て、専門的な何らかの知見を得た上でやってい

かないと、本当に赤ちゃんの数が欲しいだけに、

赤ちゃんから母親を切り離して、その時間、時

間的に、赤ちゃんが目をずうっと、自分が忠実

に従うべき相手というのをぐるぐる目線を変え

ていって、それが人格というものが、本当にい

い人格というものが醸成できるのかどうかとか。

これ否定するわけじゃないんです。もうちょっ

と研究してほしいなというんで、結果2.07になっ

て1.97でもいいから、やっぱり本当に人財につ

ながる、あるいはより新しい豊かさというもの

を評価できるような、そこをじっくり満足でき

るような人を育てるという、もうちょっと踏み

込みが必要で、決してこれ焦ってやるべき問題

じゃないような気がしますね。これ答弁ないで

しょうから、１人の考え方として。

○井本委員 同じような話になるかもしれんけ

ど、人財づくりが一番大切だろうなという感じ

がするんですよね。いろんな知識を入れたり、

うまいことを書いてあるんだけれども、それも

もちろん大切なんだけど。

私は、かんてんぱぱのあそこを見たときに、

何でみんな一生懸命やる気になっているのかな

ということを思うんですよね、小さな会社なん

だけど。やっぱりそこの働く職員の人たちが、

一人一人が大切にされとるという、これがやっ

ぱり彼らが一生懸命やる一番大きな動機じゃな

いのかなという気が私はするもんだから。やっ

ぱり人財を育てるということにおいて一番大切

なものは、その辺にあるんじゃないのかなと、

一人一人を大切にすると。その辺の切り口とい

うか、何か、そんなものはあるのかなと思って、

ちょっと聞かせてもらえたら。

○井手総合政策課長 お話が哲学的になってき

て、なかなか（笑声）政策課長としてついてい
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けるかどうか心もとないところもありますけど

も。

マズローの５段階説というのがございますけ

ども、最後の一番大きいのは認証の欲求という

ことで、人から認められるということがやっぱ

り人間にとって一番大事な欲求だろうというふ

うに私は思っております。

したがいまして、やはりこの人財育成戦略の

ところも少し書いてありますけれども、将来世

代に人財づくりが一番重要であると。まずは、

とにかく本県の将来のためには人づくり、人財

づくりが一番大事であろうと我々大人のほうが

一番考えていくことが何よりだろうなと思って

おります。そういう意味で戦略の中でも高い位

置のほうに位置づけて取り組んでいきたいと

思っております。

○永山総合政策部次長（政策推進担当） 人づ

くりが最も大事だということについては、この

資料でいうと38ページ、新しい豊かさへの挑戦

が何なのか、その豊かさとは何なのかというと

ころで一番最初に目指す将来図を書いておりま

すが、そこの人の部分で、今委員が言われたこ

とですけれども、「豊かなきずなの中でみんなが、

それぞれが持てる力を発揮して、生き生きと活

動する社会」、これをつくっていきたい、これが

新しい豊かさの大きな形ではないかということ

を描いているところでございます。

戦略の一つ一つについては、余り哲学的になっ

ても、感情的になっても難しいところがありま

すから、こういうふうな形で戦略が書いていま

すけれども、大きな人物像としてあるいは社会

像としては、委員が言われたように、一人一人

が生き生きと大切にされながら、その力を発揮

していく、あるいは笑顔であるというふうなと

ころをしっかりと持ちながら進めていきたいと

いうふうには考えております。

○井本委員 政策課長、大切にされてますか。

（笑声）

○井手総合政策課長 皆さん方も含めまして、

大変大切にされております。（笑声）

○十屋委員 ちょっと教えてほしいんですけど、

統計調査いろいろされますけど、今度地方創生

の中でビッグデータの活用というのがあるんで

すが、それを今後、統計調査とか、その中のも

とになるのか、それを活用するのか、どちらの

立場になる。

○奥野統計調査課長 統計調査課が行ってる調

査につきましては、ほぼ約８割近くぐらいが国

の委託を受けて行う調査でございます。その調

査につきましては、統計法というものがござい

まして、調査目的以外のものには使用してはい

けないという規制がございます。ですから、何

でも利用できるというわけではございません。

ただ、一方では、統計データ、公的データと

いうのは、県民共有の財産だという考えも次第

に浸透してきてるようでございます。ですから、

今オープンデータでありますとかいろんな動き

がございますので、そのほとんどがやはり、ま

ずは私ども統計調査課が持っているデータが大

部分を占めるんじゃないのかなと思っているん

ですが。

できる限りそこのところは、総務省なり各省

庁と検討いたしまして、可能な限り使えるもの

は使いたいと私自身は積極的に考えているとこ

ろでございます。

○十屋委員 せっかくお金をかけて集めたデー

タを使わない手はないというふうに思っている

んで、ちょっと伺ったんですが。総務部の中で

もオープンデータの話が出ましたので、本当に

県民のためになるんであれば、どんどんオープ
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ンできるように。まあ、法律変えなきゃいけな

い部分もあるんでしょう、今後もしっかりやっ

ていただきたいと思う。

あと、ビッグデータというのも今からずっと

使ってこられるんでしょうけど、最終的にはこ

ういうプランのもう一つの基礎的な資料として、

それも活用できるので、そういう国の方向性と

してそういうのがあるようですので、そういう

のを使いながらまた、先ほどの議論があったよ

うな方向で頑張っていただければ。

終わります。

○松村委員長 ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、第１班につきまして

は、これで終わります。

次に、第２班として総合交通課、中山間・地

域政策課、フードビジネス推進課の審査を行い

ますので、順次議案の説明をお願いいたします。

○奥野総合交通課長 それでは、総合交通課の

当初予算について御説明いたします。

歳出予算説明資料の27ページをお開きくださ

い。総合交通課の当初予算額は５億9,693万1,000

円でございます。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。次の29ページをお開きください。

中ほどの（事項）広域交通ネットワーク推進

費であります。

まず、１の「陸上輸送網整備事業」の754

万6,000円でありますが、これは県内鉄道の活性

化を図るために吉都線、日南線の利用促進団体

に対する支援や日南線観光列車の「海幸山幸」

の平日の臨時運行、また、その「海幸山幸」を

活用した利用促進事業への支援を行うものであ

ります。

次に、４の「長距離フェリー航路活性化緊急

対策支援事業」の600万円でございますが、これ

は昨年10月に神戸航路に変更されました長距離

フェリー航路を活用しまして、団体客や修学旅

行客、これを誘致するために宮崎市と連携しま

して、本県発着の10名以上の団体旅行商品に対

して補助を行うものであります。

次に、その下の（事項）地域交通ネットワー

ク推進費であります。このうち２の「離島航路

運航維持対策事業」1,012万2,000円であります

が、これは延岡市の浦城と島野浦を結ぶ離島航

路でございますが、離島住民の減少、燃料の高

騰などによりまして、その経営環境は極めて厳

しくなっております。このため離島住民の交通

手段を確保するために国や延岡市とも連携しま

して、離島航路を運航する航路事業者に補助を

行うものであります。

次に、一番下の航空交通ネットワーク推進費

でありますが、次の30ページをお開きいただき

まして、一番上の１の「みやざきの空」航空ネッ

トワーク活性化・利用促進事業につきましては、

後ほど委員会資料のほうで御説明したいと思い

ます。

次に、その下の（事項）「高千穂線鉄道施設整

理基金事業」であります。これは旧高千穂線の

不要施設の撤去に要する経費でありまして、平

成22年度に決定いたしました積み立て及び撤去

の計画に基づきまして、27年度も１の管理事業

のところにありますように、県と沿線自治体合

わせまして約１億1,100万円の基金積み立てを行

いますとともに、２の補助事業にありますよう

に、施設の撤去に係る沿線自治体への補助とし

て3,283万3,000円を予定しているところであり

ます。

最後に、（事項）運輸事業振興助成費１億8,222

万8,000円であります。これは、県のバス協会と
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県トラック協会が行います交通安全や労務管理、

人材育成等の対策を推進することによりまして、

運輸事業の振興を図るために国の助成制度に基

づいて補助を行うものであります。

当初予算関係は以上であります。

続きまして、常任委員会資料の５ページをお

願いします。「みやざきの空」航空ネットワーク

活性化・利用促進事業であります。

まず、１の事業目的ですが、この事業は空港

の国内線、国際線の航空ネットワークの維持・

充実を図るものでございますが、３月28日に開

設予定の香港線につきましては、香港航空へ運

航経費の補助を行いまして路線の安定化を図る

ということにしております。

次に、２の事業概要ですが、予算額は１億5,062

万円となっております。事業内容としましては、

①におきまして、国際線を運航する航空会社に

対しまして、運航経費の一部を補助しておりま

すが、27年度はソウル線、台北線に加えまして、

香港線分を追加しております。先ほどの予算額

が今年度と比べまして約7,000万円ほどふえてお

りますのは、この香港線の分でございます。

また、②におきまして、国際定期３路線につ

きまして、県民の利用促進するために、団体や

ビジネス、修学旅行での利用に対する助成とか

ＰＲ、利用促進キャンペーン等を実施いたしま

す。

それから、国内線につきましては、③におき

まして、航空会社が実施しますＰＲやキャンペ

ーンへの支援とともに、国や航空会社への要望

活動を行うものであります。

最後に、３の事業効果でありますが、県民の

利便性の向上とともに交流人口の拡大によりま

して、観光業等への波及効果、それによりまし

て経済の活性化を図ることができると考えてお

ります。

説明は以上であります。

○石崎中山間・地域政策課長 それでは、当課

の当初予算案について御説明いたします。

歳出予算説明資料の31ページをお開きくださ

い。当課の平成27年度当初予算額は、５億2,176

万7,000円であります。平成26年度と比較いたし

ますと、率にしまして約1.9％の増となっており

ます。

それでは、主なものについて御説明いたしま

す。33ページをお開きください。

ページの中ほどの（事項）中山間地域活力再

生支援費9,941万1,000円であります。これは、

中山間地域に対する重点的・総合的な支援に要

する経費であります。

主なものとしまして、説明欄の４「地域力磨

き上げ応援事業」でございます。これは、平成23

年度から25年度の３カ年で事業の採択を行い、

最長１事業につき３年間の支援を行うものでご

ざいますが、27年度は平成25年度に採択した事

業の最終年度分に必要な経費を計上しておりま

す。

次に、説明欄５の「明日の地域づくり支援事

業」につきましては、上の地域力磨き上げ応援

事業の後継事業でございます。26年度から新規

採択を始めまして、27年度は26年度に採択した

事業の２年目に要する経費及び27年度に採択見

込みの経費について計上しております。

次に、（事項）過疎対策等推進費287万6,000円

でございます。これは、過疎地域活性化対策等

の推進に要する経費であります。

34ページをごらんください。（事項）ふるさと

づくり推進事業費2,220万8,000円でございます。

これは、地域の特性を生かした個性的で魅力あ

るふるさとづくりの推進に要する経費でありま
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す。

次に、（事項）地域活性化促進費6,402万6,000

円でございます。これは地域活性化の推進に要

する経費でございまして、主なものは説明欄２

の市町村連携推進費につきましては、祖母傾山

山系周辺地域でのユネスコエコパークの登録に

向けた取り組みを推進するため、当面必要な経

費、学術調査の取りまとめ等に要する経費を計

上しております。昨日御説明いたしました26年

度の追加補正予算に計上している予算とあわせ

まして、登録に向けて取り組んでまいりたいと

考えております。

説明欄３の「宮崎県市町村間連携支援基金事

業」につきましては、後ほど常任委員会資料に

て御説明いたします。

次に、（事項）移住・定住促進費4,766万5,000

円でございます。これは本県への移住等の促進

をするための経費でございますが、当初予算案

では東京に相談拠点、移住の相談拠点に対応で

きるスペースを確保等に要する経費を計上して

おります。

なお、昨日御説明いたしました追加補正の予

算案とあわせまして、移住・ＵＩＪ対策の強化

に取り組んでまいりたいと考えております。

次に、34ページの一番下になりますが、（事項）

水資源対策推進費でございますが、これは、水

の需給動向調査等に要する経費でございます。

次に、（事項）エネルギー対策推進費でござい

ます。１億5,820万5,000円でございますが、こ

れは、水力発電施設等の所在する市町村に対し、

地域活性化事業等への交付金を交付するもので

あります。

次に、（事項）土地利用対策費3,090万3,000円

でございます。これは、土地取引の規制等国土

利用計画法の適正な運用に要する経費でありま

す。

説明欄４の地価調査費につきましては、一般

の土地取引の指標などに活用していただくため、

県内全市町村において行う基準地の標準価格の

調査及びその結果の公表に要する経費でありま

す。

それでは、常任委員会資料の６ページをお開

きください。宮崎県市町村間連携支援基金事業

についてでございます。この事業は１にござい

ますとおり持続可能な地域づくりを図るため市

町村間で連携して行う地域課題解決のための取

り組み等を支援するものでございまして、２の

事業概要でございますが、予算額は5,259万7,000

円であります。このうち5,000万円が市町村への

交付金でございます。

（４）の事業概要にございますとおり、市町

村が連携して取り組む広域的な活力の創造に資

する事業の立ち上げを支援するものでございま

す。

事業効果につきましては、各市町村による連

携を促進することで役割分担や機能強化、生活

機能の充実、人材育成等が図られ、それぞれの

地域の地域力が増し、自立・持続可能な地域の

形成を図っていこうというものでございます。

当初予算につきましては、以上でございます。

続きまして、別冊資料の決算特別委員会の指

摘要望事項に係る対応状況をごらんください。

３ページの上段③移住促進について、市町村や

地域住民とさらなる連携を図り、受け入れ支援

体制の整備促進や情報発信など積極的な施策の

推進に今後とも努めること、との御指摘をいた

だいております。

移住促進につきましては、御承知のとおり大

都市圏から地方への新しい人の流れをつくると

いう大きな流れの中で、地域間競争が激化して
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いる状況にございます。そのため本年度の追加

補正予算、また当初予算案でも御説明させてい

ただきましたが、東京都内にワンストップの窓

口を設けるなど、移住・ＵＩＪターンの施策の

大幅な強化を図っていこうと考えております。

今後とも移住・ＵＩＪターンの促進に積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

当課の説明は以上でございます。

○黒木フードビジネス推進課長 フードビジネ

ス推進課の当初予算について御説明いたします。

歳出予算説明資料の37ページをごらんくださ

い。フードビジネス推進課の平成27年度当初予

算は、９億1,601万9,000円をお願いしておりま

す。平成26年度当初予算と比較しますと6,580

万8,000円の増、率にしまして7.7％の増であり

ます。

主な内容について御説明いたします。39ペー

ジをお開きください。

まず、中ほどの（事項）高等教育整備促進費239

万9,000円であります。これは、県内11の高等教

育機関の連携組織である高等教育コンソーシア

ムが行う教育機関相互や学生間の交流活動等を

支援することにより魅力ある高等教育環境づく

りを促進するものであります。

次に、（事項）フードビジネス総合推進費2,143

万8,000円であります。下の説明欄１、「みやざ

きフードビジネス推進体制構築事業」1,183

万8,000円につきましては、フードビジネス推進

の基本的な方針を決定するフードビジネス推進

会議の運営など、県内産学官金挙げての体制を

構築し、取り組みを進めるための経費でありま

す。

また、その下の説明欄に「ミラノ国際博覧会

出展事業」960万円につきましては、ミラノ国際

博覧会出展を行うための交通費や通訳の経費な

どの事務費であります。

次に、（事項）地域科学技術振興費285万7,000

円であります。これは、大学の研究成果等をわ

かりやすくまとめた研究シーズの作成などによ

り、県内産学官の連携を促進しまして新産業、

新事業の創出を図るための経費であります。

続きまして、40ページをお願いいたします。

（事項）みやざきフードビジネス雇用創出プロ

ジェクト推進費であります。これにつきまして

は、下の説明欄にありますが、常任委員会資料

で御説明したいと思います。

委員会資料の８ページをお開きください。「み

やざきフードビジネス雇用創出プロジェクト事

業」でありますが、この事業は、１の事業の目

的・背景にありますように、食料品製造業にお

ける人材確保等を推進することにより、食関連

産業の成長産業化による雇用の創出を図るもの

であります。

事業の概要ですが、（１）のとおり予算額は８

億985万9,000円であり、26年度予算と比べます

と4,964万9,000円の増となっております。

事業内容につきましては、大きく３つに分か

れております。①のフードビジネスの推進体制

整備は、宮崎駅前のＫＩＴＥＮビル内に設置し

ておりますフードビジネス相談ステーションの

運営経費や人材育成プログラムの実施などを行

います。

②のフードビジネス関連産業の雇用拡大は、

事業拡大等に取り組む食関連企業の人材育成に

要する経費を補助するほか関係団体にアドバイ

ザーなど外部専門家の配置を委託することによ

り、食関連企業における商品開発や販路開拓に

よる雇用の拡大を図るものであります。

③は若年求職者等を対象に知識、技能の習得

支援や就業体験等を行うことにより、フードビ
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ジネス関連企業への就職を支援するものであり

ます。

事業効果としましては、これらの取り組みを

進めていくことでフードビジネスの成長産業化

を加速させ、雇用の創出を図ってまいりたいと

考えております。

９ページにつきましては、これまでの取り組

みにつきまして概要を図にして取りまとめたも

のであります。

フードビジネス推進課の説明は以上でありま

す。

○松村委員長 各課長の説明が終了しました。

委員の皆様、議案について質疑はありません

か。

○井本委員 この宮崎県市町村間連携支援基金

事業ですが、増田レポートを批判する「地方消

滅の罠」という本が出てます。増田レポートの

対策案として、選択と集中をやって逃れていく

しかないんじゃないかというようなことが書い

てあって、それを「地方消滅の罠」のほうはそ

れを批判して、ともかくそれでは今までやって

きたのとそんな変わらんと。結局、選択と集中

という弱いところはもう捨てて、強いところを

まとめてというような政策じゃね。

それでは、今後の地方の再生のためには、やっ

ぱりつながらんのではないかと。地方の多様性

を認めながら、そしてこれを抱えて連携させて

いく。そういうことが必要じゃないかというよ

うなことが書いてあって。だから今度のこの県

のとり方は結局、そういう多様性を残しながら

連携をしながら生きていくという、そういう考

えであるというふうに捉えていいわけですかね。

○石崎中山間・地域政策課長 これは後ほど御

報告いたします中山間地域振興計画にもかか

わってくることでございますけれども、県とい

たしましてはやはりネットワーク化を図ること

によって各地域で相互補完等を図りながら、で

きるだけ中山間地域の集落も生活の場として残

していくといったような基本的な考え方でおり

ます。

そういった中で、この事業につきましても、

そういう市町村が連携をして、例えばその地域

の資源を生かした事業を起こして活性化を図っ

ていこうといったようなものに支援を行うこと

としております。

○井本委員 だから要するに多様性を残すとい

うことでいいわけですね。

○石崎中山間・地域政策課長 その多様性がな

ければ、中山間地域の維持活性化は図れないも

のと考えております。

○井本委員 いいです。

○十屋委員 総合交通課のＣＩＱ体制整備につ

いて。今度油津に3,000人規模の大きなクルーズ

船が入りますけど、ＣＩＱ体制として、出入国

する場合の手続とか出国の手続とかもろもろか

かるんですが、何人体制で来てどうやってする

のかちょっとわかりませんけれども、その場、

その場で来るんじゃなくて、クルーズ船を誘致

していこうというんであれば、やはりある程度

国のほうにもお願いして、細島でも宮崎でも油

津でもいいんですけど、そういう体制整備とい

うのは県のほうからお願いはしてるんですかね。

○奥野総合交通課長 クルーズ船とか、あるい

は海外からの国際線もなんですが、やはり観光

で見えられた方がそういった入港関係の審査を

スムーズに行えるということは、お客さんの満

足度も高まりますし、また宮崎の印象もよくな

るということで、非常に大事だと思ってます。

このＣＩＱにつきましては、毎年いろんな陳

情要望を行っております。宮崎県の提案要望に
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も入れておりますし、あと個別にもＣＩＱ関係

機関を訪問して、いろんな体制整備をお願いし

たところでございます。

去年の４月３日に、細島にコスタ・ビクトリ

アが来たときも、2,000人ぐらい来られたんです

けど、入管のほうが審査官を12名にして、しっ

かりした対応をしていただきました。

それから、空港のほうも税関のブースをふや

すとか、あるいは入管の職員を５名から８名に

ふやすとか、いろいろ協力的にやっていただい

ております。

今後につきましても、いろいろインバウン

ド2,000万人構想とか、あるいは東京オリンピッ

クとかもありますので、それらに向けての引き

続き審査体制の要望というのを働きかけていき

たいと思っているところでございます。

○十屋委員 次に移りたいと思います。

先ほど宮崎県市町村間連携促進について、８

ブロックで、国の制度の定住自立圏と連携中枢

都市構想が矢印があるんですけど、自立圏構想

とこれとの違いは何なんですか。

○石崎中山間・地域政策課長 定住自立圏構想

は、一定規模の市を中心市といたしまして、そ

の周辺の市町村が連携をしていくというもので

あります。宮崎県内でその中心市の要件を満た

すのは、宮崎市、都城市、日向市、延岡市、小

林市、日南市でございます。そのうち日南市を

除く４つの定住自立圏構想が立てられて推進さ

れております。

しかしながら、その定住自立圏構想の要件に

当てはまらない地域、これが西都児湯地域でご

ざいますけれども、そういう地域もございます。

したがって、この市町村間連携につきましては、

そういった定住自立圏構想なども補完しながら

各地域での連携を進めていこうというものでご

ざいます。

○十屋委員 だから、結局４つから漏れるとこ

ろですよね、その補完するというのは、答弁あっ

たように補完していくんだけれども、じゃあ、

中身がどう違うのかというのがよくわからない

ところがあります。

○石崎中山間・地域政策課長 失礼いたしまし

た。

連携中枢あるいは定住自立圏というのは、交

付税措置等を中心としまして国の支援、各種制

度がございます。なおかつ、市町村間連携のほ

うは具体的に一定の算式に基づいて交付額を算

定いたしますけれども、市町村が地域活力等の

創造に資するための事業をやっていく、具体的

な交付金を使って、それぞれ独自の取り組みを

やっていこうというものでございまして。

したがって、定住自立圏が使えないところを

補完するということではなくて、定住自立圏構

想にあわせて、それをさらに充実させていこう

という考え方のものでございます。

○十屋委員 よくわからなくなりました。

いわゆる今市町村合併が一応一段落しており

ますけれども、やっぱりその当時垂直的補完と

か水平的補完とかというのがあって、そういう

定住自立で水平的補完ができないところは、県

なりそういうものがやはりちゃんと補完してい

こうという考え方があったと思うんですけど。

だから、その定住自立圏は横の連携ができる

ところはいいけれども、そうじゃないところは

やはりこういう市町間連携というのをつくって、

県としてそういう姿勢を示すというふうに理解

していいのかな。それとはまた若干違うんです

か。

○橋本総合政策部長 平成の合併が進んだ後と

いうことになりますけれども、定住自立圏、あ
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と連携中枢都市圏構想ということで、私の理解

ではやはり今までの行政体のあり方として、今

委員御指摘のように、一つの自治体が全て完結

するということではなくて、やっぱり規模それ

ぞれあるだろう。そういう中で補完しながら、

例えば日向市に文化施設あるけれども、そうい

うものは入郷地区も使うことによって法律的に

できるんではないか、ないしは交通網の整備で、

そういうものを後押しをしようと、そういう水

平的な連携の仕組みだと思いますし、その中で

は本当はこれから議論になるべきは、県もそう

いうところを一体的にやる、垂直補完の考え方

も議論になるだろうと思っております。

その中で、私の理解では特に、私が見たもの

で言いますと、例えばここで言いますと、この

市町村間連携支援事業というそういう地域の一

体感の中で、一体感を醸成するような地域活性

化のためのソフト的な施策とか、そういうもの

をどちらかというと支援をしていこうという色

が強いのかなと。

それを今課長が申し上げたように、行政体の

あり方というものと地域の一体感を見るソフト

と、それを全体として盛り上げていこうという

ことで、そういう意味では行政体のあり方と地

域振興と、そういうものを組み合わせていこう

というふうに私は理解しているというところで

ございます。

○十屋委員 ということは、官という行政体が

あって、それと地域の住んでらっしゃる方々と

民との連携を密にしていくソフト事業等に対し

ては、この基金を使うというふうに理解すれば

いいですか。

○橋本総合政策部長 はい、そういう意味では、

まさにこの市町村間連携推進計画にのせていた

だいたものであれば使えるということで、使い

勝手のいい基金事業となってると理解しており

ます。

○十屋委員 いいです、わかりました。

○松村委員長 ほかにございませんか。

○田口委員 ちょっと基本的なことを教えてく

ださい。「ＣＩＱ体制整備促進事業」、「ＣＩＱ」

というのは、これ何でしたかね、ちょっと教え

てください。

○奥野総合交通課長 ＣがＣＵＳＴＯＭＳで税

関になります。（「税関」と呼ぶ者あり）はい。

ＩがＩＭＭＩＧＲＡＴＩＯＮで入国審査、入国

管理になります。ＱがＱＵＡＲＡＮＴＩＮＥで

検疫になります。（「検疫ね」と呼ぶ者あり）略

してＣＩＱという……。（「はい、わかりました、

済みません、基本的なことがわからなかったも

んですから」と呼ぶ者あり）

○田口委員 昨年の半分になってますけど、高

千穂鉄道関連に、非常に大きな予算をつくって

いただいてありがたいんですが、これ平成17年

に水害に遭ってからですので、もうかなり時間

たってるんですけど、いつぐらいまでをめどに

考えているんですか。

○奥野総合交通課長 一応計画を10年計画で考

えております。平成23年から32年度までの10年

間で撤去していきますが、今のところ撤去費の

総額が計画では12億円ぐらいになってます。（「12

億」と呼ぶ者あり）12億ですね、はい。これを

毎年県とか延岡市、高千穂町、日之影町から費

用を出して、毎年計画的にやっていこうとして

おります。

○田口委員 すると、日之影と高千穂の間にか

かっている今、何かトロッコみたいのを走らせ

たりしてますけど、あれは残しながら使うこと

を想定している今の話ですね。

○奥野総合交通課長 高千穂橋梁、高千穂鉄橋
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につきましては、この撤去計画には入ってなく

て、高千穂町が活用するということになってお

ります。

○田口委員 あれもそんなに利益を出している

と思いませんけど、維持管理費が大変ですよね、

高千穂がやるというならいいんですけど。

それから、もう１点、あともう３週間したら

香港エアラインが飛びますが、今予約状況とか

いうのはわかるんですか。

○奥野総合交通課長 一応174人乗りなんです

が、予約状況につきましては、航空会社なり旅

行会社というのを含めて、今募集はかけておる

状況でございます。ちょっと実数はつかんでお

りません。

○田口委員 ぜひ滑り出しがうまくいってほし

いものですから、ちょっと今質問したんですけ

ど。前聞いたときには、こちらの人間よりも９

割近くが香港の人が利用するというふうに聞い

てましたんで、そういう形でスタートするのか

なという思いがしてるんですが。

前もちょっと話をしましたけれども、あの人

たちは非常に買い物が好きですから、空港とか

何か、そういう途中での体制はもうだんだん整っ

てきているんですか。

○奥野総合交通課長 鹿児島線の状況を見ます

と、９割は香港人ということになりまして、香

港の方は非常に購買の単価が高いということで、

かなり期待しておるところでございます。それ

で、そういう買い物をする場所とかは、今商工

観光労働部とも連携して、その辺の取り組みを

進めておるところでございます。

○田口委員 非常にリピーター率も高いと聞い

てますので、ぜひ宮崎の楽しい旅をしていただ

いて、何度も来ていただくような対策をぜひと

も、商工観光労働部とも連携しながらぜひとも

やっていただきたいと思います。

以上です。

○坂口委員 フードビジネスの雇用創出プロ

ジェクト、これで事業内容の③若年求職者、若

年をつけるのがなぜなのかというのと、若年と

は大体年齢的にどれぐらいの方をいっているの

か。

○黒木フードビジネス推進課長 この若年求職

者の関係は、特に定義というものはございませ

ん。そして、決してこれに限ったものではない

んですが、昨年の状況などを見ておりますと、

結果的にはかなり高年齢の方もいらっしゃいま

すので、定員に満たす限りにおいては受け入れ

て、そういった就職支援を行っているところで

あります。

○坂口委員 そこは柔軟な対応が必要かなと

思って、やっぱり最初多様な働き方ということ

で若い時期にやっぱり、非正規なりが正規に変

わりたいなというときに、なかなかチャンスが

ないんですね。

それから、ＵＩＪターンあたりとの関連とか

を見たとき、極力年齢は弾力的に運用して、そ

してまた受け入れ側も今度はその人たちの定年

時点を考えると、ぱらぱら出ていったほうがど

んと出ていかれるより、そこらの柔軟な対応と

いうのはこれはお願いをしておきます。

あと、これちょっと教えてほしいんですけど、

開発事業特別資金、これは今まだ電源株の配当

ですかね、あれ何か途中で買ったような気もし

たんですけど。電源株ですかね。

○井手総合政策課長 基本は電源株の配当金で

す。

○坂口委員 もともと電源株というのは、小丸

川周辺に対しての限定版だと思うんですね。こ

こらはやはりもとに返っていただかないと。こ
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れはもうみんなのものになってしまった感があ

るんですが、何でもありになったような感が。

これはある意味、地域の迷惑税ですよね。

それと口蹄疫復興債、これ今後また頑張って

いただかんといかんのですけど、これもやはり

利回りが非常に悪いということと、児湯郡はま

だまだ……。畜産課でも児湯に限定して……。

実際は、かなり今県が言っている以上に厳しい

ですよね。ここらのところをやはり一回見直さ

ないと。金の使い方はちょっと違うんじゃない

かという気がするんですね。６月の肉づけに向

けての今、基本的な考え方というのをちょっと

聞かせてください。

○井手総合政策課長 開発事業特別資金の特別

会計、この基金につきましては昭和34年の県営

発電施設の九電への不返還の代償として、額面

で約５億6,000万の九電の株式を取得して、その

利益等で運営しております。

基本的には議員おっしゃるとおりの利活用を

していたところでございますが、平成20年度の

この当該事業の開発事業審議会のほうで、当面

新エネルギーの普及促進に─済みません、そ

の前に、昭和41年に地元との話し合いで覚書を

締結し、木城村と高鍋町の協力費という形で一

部交付をし、これを最後に当該地域を優先した

充当ということを取りやめて、広く全県的な観

点から利活用していくと判断を変えております。

その後、平成20年度の審議会におきまして、

利活用の目的のところに新エネルギーの普及、

促進に関する事業というのを追加をしておりま

す。その関係で昨年度も木質バイオマスの導入

支援のほうに充当しております。

また、今後の使い方については、また審議会

の委員の皆さん方の御意見を踏まえながら考え

てまいりたいと思っております。

○坂口委員 そのとおりなもんですから、20年

度はたしかそうだったんですね。これちょっと

やはりおかしいなと疑問を持ったんですけど、

もともとこういうふうに投資していって―こ

れは特に企業立地のための基礎調査の限定版

だったんですね。かなりな調査、地下水調査か

らいろいろやってきたんですよ。

しかしながら、これは企業をそこに持ってく

るところにつなぐ事業というのが何も組まれて

ないんですね。だから、出てきた株の配当、そ

れをとにかくその年のうちに消費していこうと

いうような、そんな短絡的な考え方があったよ

うな気がするんです。

だから、基本に戻って、この次の見直しのと

きは、やはり当初そこでそういった限定版だっ

た使途のあり方に戻して、そこで何かを得ると

いうところまで結びつけないと。毎年株の配当

があるからそれを使っていこうじゃもったいな

いもんですから。それならむしろ、株を処分し

て、一般会計に入れていくとか、基金に入れて

いくのかとかやっていかないと。毎年出てきた

金を当初予算で組んでは執行残で減額補正を

やってみたりとかじゃ、成果につながらないん

じゃないかと思う。

毎年、これから協議していって、じゃあ、次

年度はこれに使いましょう、これに使いましょ

うって、原則的には継続性が持てないわけでしょ

う。審議会で決めてそのとき初めてわかると。

こういったもののそういった調査とか、そうい

うものに使うとすれば、やはり持続性がなくて10

年なり、５年なりの計画を持った使途のあり方

じゃないといかんけど、この金の性格上それも

できないということで。

これはやはり一回基本からぜひ検討し直して

ほしいと思いますね。もともとこの金がなぜ出
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てきたのか、どういう意味でのそこの地域限定

版だったのかということの基本に戻って、もう

一回これは慎重に協議してほしいなと思います

けど、どうですか、課長。

○井手総合政策課長 現時点の事業につきまし

ては、大体３年を基本に継続事業を採択をして、

３年間を通じて補助をしていくような事業スキ

ームになっております。今議員おっしゃいまし

た、この基金の持ってるもともとの性質等につ

きましては、審議会の委員の皆さん方に十分お

知らせをして、議論をしていただき、今後の使

い方、使途についても十分な議論をさせていた

だきたいと思います。

○坂口委員 生い立ちから考えると、３年間の

使い方をそこで制限するというのはおかしな話

なんですよ、この金は。だから、そこはやはり

基本に戻って、便宜のいい方法だけをそこで組

み合わせて、組み直したからというんじゃちょっ

と乱暴じゃないかなという気がする。これは要

望にとめておきますね。

中山間・地域政策課の34ページ、この移住・

定住促進関連なんですけど、これ、ふるさと回

帰センターに１回行ったときに、あれだけの予

算を使って、あれだけの人間を地方に送ってお

きながら、一人もフォローアップというか、ど

こに行って、何をしているっていうのをセンタ

ーは把握してないんですね。これはけしからん

話だと思うんです。そこらを検証されてフォロ

ーアップを市町村にやらせますよということで

すけれども、どういったフォローアップがどう

いう職種なり、どういう世代なりが必要なのか

ということは、大体もう検証はされているんで

すかね。

○石崎中山間・地域政策課長 フォローアップ

のあり方でございますけれども、まず１つ問題

点としまして、我々の窓口で何らかの接触があっ

た方についてはフォローしてるんですけれども、

やはり移ってきたその後どうなっているかとい

う点が、具体的に把握し切れていないというと

ころがございます。

住民登録等を使ってというのもなかなか難し

い話でございますので、なかなか難しい面もあ

るんですが、１つは、その市町村のフォローアッ

プの中で、日南市等に移住者の会というような

のがございますけれども、その移住者の方々の

そういった組織などを通じてフォローアップを

していこうということを一つ考えております。

また、移住者の方々、一番苦労されるのが、

やはりどうやって働く場を確保していくかとか、

住宅を確保していくかということでございます。

働く場につきましては、ＵＩＪターンと連携

いたしまして雇用の場の開拓といったものを

やって、移住者の方が希望する職種とのマッチ

ング等を行っていくということで考えておりま

す。

住宅の面につきましても、空き家バンク等を

整備している市町村がございます。そういった

ものも支援を行いまして、あと宅建業界との連

携も進めまして、その辺のフォローもしていき

たいと考えております。

○坂口委員 さまざまな職種なり世代なりが来

るから、全てじゃないんですけど、特にやはり

経営者、自営者として農業なり水産業がある。

あと経済的なものがとにかく生活がしっかり確

立できるまでのスパンというのは長いと思うん

ですね。だからそこのところでしっかり定住し

てもらうためにはかなりなフォローアップと、

具体的、専門的なフォローアップというのが必

要になってくると思うんです。農業なんて本当10

年先ですよ、やれるかやれないかがわかるのは。
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水産業なんかもっと長いかもわからない。

しかしながら、山も海も農地も、若い人たち

を受け入れていかないと、なかなかこれ、担い

手が見つからないということで、これは、ぜひ

フォローアップをしっかりやって、検証していっ

て、ぜひ育ててほしいと思うんですね。

本当、回帰センターなんて無責任ですよ。国

の重要な政策の意思決定過程に審議委員とかと

して入ってくわけでしょう。そこは１人もフォ

ローアップしてないんですから、送り出した人

たち、数だけ誇って、どこで何しているかわか

らないというような。だから、これはそのまま

受けちゃだめですよ。

県で責任を持って検証していきながら市町村

としっかりタイアップして、絶対そこで生活を

成り立たせてやるんだと、そこに責任を持って

定住してもらうんだという意気込みでやってい

かないと、これは若い人を犠牲にする可能性も

あるかなと思う。

○石崎中山間・地域政策課長 今回はふるさと

回帰支援センターの中に県独自のスペースを確

保して、県専属の人員を置いて、どういう方が

相談に見えたかという情報も宮崎のほうで集約

し、あと実際にどういう方が移ってこられて、

相談でどういう職を求めておられるかといった

点も把握しながら、総合的にフォローアップを

していきたいというふうに考えております。

○坂口委員 そのとおりなんです。宮崎県のブ

ースが１メーター幅の１メーター50ぐらいの高

さのところに何市町村かがパンフレットを置い

ているだけだったんです、それで送り出してた

んです。これはやっぱりだめですよ、それ。責

任を持って、そこに知識を持った、経験を持っ

た人がちゃんと入って、でき得ることなら、金

をかけるんなら、一番奥の角っこですか。そう

じゃなくて、正面当たりにどんとブースもいた

だいてやるんじゃないとだめです。（笑声）

○石崎中山間・地域政策課長 今の段階でござ

いますけれども、御視察いただいた６階の中に20

平米程度のスペースを確保いたしまして、また

人員も既に相談対応に当たる者２名ということ

で考えておりますけれども、そういった体制で

臨んでいきたいと考えております。

○坂口委員 ぜひ頑張ってください、期待して

おります。

○松村委員長 ほかに質疑はありませんか。

○井手総合政策課長 済みません、１点訂正を

させていただきたいと思います。

私、先ほどの豊かさのところの答弁で、ＴＬ

Ｐにつきまして、ＴＬＰ60で「27位」と申し上

げたみたいです、「23位」の誤りでございます。

「23位」に訂正をお願いします。

○松村委員長 よろしいですか。（「はい」と呼

ぶ者あり）

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 質疑がないようですので、それ

では、以上で第２班の審査を終了いたします。

次に、第３班の審査をしたいところでござい

ますけれども、時間が４時が迫ってまいります

ので、これから先の審査に関しましては明日と

いうことでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、この後の審査につき

ましては、明日10時再開ということで、本日は

以上で終了いたします。

午後３時46分散会
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午前10時０分再開

出席委員（８人）

委 員 長 松 村 悟 郎

副 委 員 長 河 野 哲 也

委 員 福 田 作 弥

委 員 坂 口 博 美

委 員 井 本 英 雄

委 員 十 屋 幸 平

委 員 田 口 雄 二

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 橋 本 憲次郎

県参事兼総合政策部次長
永 山 英 也

（政策推進担当）

総合政策部次長
安 田 宏 士

（県民生活担当）

部参事兼総合政策課長 井 手 義 哉

秘 書 広 報 課 長 片 寄 元 道

広 報 戦 略 室 長 日 高 幹 夫

統 計 調 査 課 長 奥 野 厚 子

総 合 交 通 課 長 奥 野 信 利

中山間･地域政策課長 石 崎 敬 三

フードビジネス
黒 木 義 博

推 進 課 長

生 活 ・ 協 働 ・
村 上 悦 子

男 女 参 画 課 長

交通･地域安全対策監 壹 岐 幸 啓

文化文教・国際課長 菓子野 信 男

人権同和対策課長 吉 田 信 夫

情 報 政 策 課 長 青出木 和 也

会計管理局

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

会計管理局次長 酒 井 正 英

会 計 課 長 井 上 直 三

人事委員会事務局

事 務 局 長 亀 田 博 昭

総 務 課 長 藪 田 亨

職 員 課 長 山 路 博

監査事務局

事 務 局 長 小八重 英

監 査 第 一 課 長 青 山 新 吾

監 査 第 二 課 長 川 越 雅 文

議会事務局

事 務 局 長 大 坪 篤 史

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

政 策 調 査 課 長 髙 林 宏 一

事務局職員出席者

政策調査課主査 大 峯 康 則

議事課主任主事 田 代 篤 生

○松村委員長 委員会を再開いたします。

おはようございます。先日に引き続き、総合

政策部第３班です。次に、第３班として、生活

・協働・男女参画課、文化文教・国際課、人権

同和対策課、情報政策課の審査を行いますので、

順次議案の説明をよろしくお願いいたします。

○村上生活・協働・男女参画課長 生活・協働

・男女参画課の当初予算について御説明いたし

平成27年３月６日(金)
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ます。平成27年度歳出予算説明資料の41ページ

をお開きください。当課の平成27年度の当初予

算額は、総額で４億2,112万6,000円でありまし

て、前年度当初予算に比べて6,905万円の増、率

にしまして19.6％の増となっております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。43ページをお開きください。上から５段目

の（事項）交通安全基本対策費580万9,000円で

あります。これは、交通事故の防止を図るため、

県交通安全対策推進本部の運営や広報、啓発等

に取り組むための経費です。

次に、（事項）交通事故被害者救済対策費292

万円であります。これは、４号館１階に交通事

故相談所を設置し、無料相談を実施するための

経費です。

次に、一番下の（事項）安全で安心なまちづ

くり推進費525万6,000円であります。これは、

安全で安心なまちづくり県民会議の運営や防犯

訓練等のアドバイザーの派遣などを行うための

経費です。

次に44ページをお開きください。中ほどの（事

項）ボランティア活動促進事業費1,498万8,000

円であります。説明欄２の改善事業「地域で生

涯現役活躍支援事業」につきましては、国の補

助事業を活用し、ボランティア活動の啓発事業

を行う県社会福祉協議会やＮＰＯ法人設立等の

相談事業を行う中間支援団体への支援を行うも

のです。また、４の協働による未来みやざき創

造事業は、県と県民との協働実践に向けて公募

型のモデル事業等に取り組むものです。

次に、（事項）消費者支援対策費4,727万5,000

円であります。説明欄の２の消費者自立支援対

策費につきましては、出前講座等の開催や消費

生活啓発員の配置等を行うものです。また、３

の消費者被害防止・解決支援費につきましては、

県消費生活センターに12名の相談員を配置する

ものです。

次に、一番下の（事項）消費生活センター設

置費2,464万5,000円であります。これは、次の

ページになりますが、消費生活センターの運営

やセンターが入居します生活情報センターの管

理に要する経費です。

次に、（事項）消費者行政活性化基金事業

費6,334万3,000円であります。これは、国から

の交付金を財源とする消費者行政活性化基金の

活用により、県及び市町村における消費生活相

談窓口の機能強化などを行うための経費ですが、

国の交付金が当初で措置されることとなりまし

たことから、昨年度までは６月補正で計上して

おりましたものを当初予算で計上することとし

たものであります。

次に、（事項）男女共同参画総合調整費541

万2,000円であります。これは、審議会の開催や

各種会議に係る旅費などに要する経費です。今

回は、第２次みやざき男女共同参画プランの改

定に向けた基礎データとするための県民意識調

査に要する経費を計上しております。

次に、（事項）男女共同参画推進費3,510万

8,000円であります。これは、講演会等による広

報・啓発や地域リーダーの養成などに取り組む

とともに、県の推進拠点としての役割を担って

おります男女共同参画センターの管理運営委託

等を行うための経費です。

当初予算の説明につきましては、以上です。

次に、決算委員会の指摘・要望事項等につき

ましては、交通・地域安全対策監から説明をさ

せていただきます。

○壹岐交通・地域安全対策監 それでは、決算

特別委員会の指摘・要望事項に係る対応状況に

ついてお答えします。お手元の資料の、昨日も
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使いましたが、決算委員会の指摘・要望に係る

対応状況の資料の３ページをお開きください。

下段、総合政策部に係る要望事項として、④の

項目でございます。交通安全対策について、警

察本部及び関係機関、団体等の連携を密にして、

後部座席シートベルト等の着用率を上げる啓発

活動に積極的に取り組み、交通事故死傷者数の

さらなる抑止を図ることにつきましては、知事

を本部長とする宮崎県交通安全対策推進本部に

おいて、県、警察本部及び関係機関、団体が連

携し、全席シートベルト着用の推進などの県民

運動を展開し、交通安全意識の高揚や地域にお

ける活動の活発化を図っているところでありま

す。

平成27年度においては、夏の交通安全運動期

間中のキャラバン隊による市町村への知事メッ

セージの伝達やシートベルト、チャイルドシー

ト体験車等を使った体験型の交通安全教室及び

テレビ、ラジオＣＭ放送やチラシ、ポスターの

作成、配布など、効果的な広報、啓発に努めて

まいります。さらには、地域における交通安全

指導者を育成、支援するための各種研修会の開

催や教育用のＤＶＤ等の視聴覚機材の貸し出し

を行うなど、今後とも、警察本部及び関係機関

団体と連携した、より効果的な啓発活動に努め、

後部座席シールベルト等の着用率の向上及び交

通事故死傷者数の一層の抑止を図ってまいりま

す。

以上であります。

○菓子野文化文教・国際課長 文化文教・国際

課の当初予算案について御説明いたします。お

手元の歳出予算説明資料47ページをお願いいた

します。文化文教・国際課の平成27年度一般会

計当初予算は67億2,108万2,000円でございます。

これは、平成26年度当初予算額と比較いたしま

すと１億6,287万9,000円の減額、率にいたしま

して約2.4％の減となっております。

それでは、主な事業内容について御説明させ

ていただきます。49ページをお開きいただきた

いと思います。まず、一番下の（事項）県立芸

術劇場費４億5,692万2,000円であります。

次の50ページをお開きいただきたいと思いま

す。これは、県立芸術劇場の管理運営に要する

経費でございます。説明欄１の指定管理料４

億2,051万1,000円は、指定管理者である公益財

団法人宮崎県立芸術劇場への委託料であります

が、（１）の国際音楽祭開催事業１億119万8,000

円は、平成27年度の開催経費と翌年度の準備経

費を合わせたものとなっております。（２）の県

立芸術劇場管理運営委託費３億1,931万3,000円

は、人件費及び設備費等の維持管理に必要な運

営経費でございます。

説明欄３の新規事業「みやざき国際音楽祭第20

回記念事業」3,000万円につきましては、後ほど

常任委員会資料で御説明いたします。

続きまして、文化活動促進費1,973万2,000円

でございます。説明欄１の宮崎県芸術文化協会

補助1,534万1,000円は、公益財団法人宮崎県芸

術文化協会の運営及び同団体が実施します県民

芸術祭の経費を補助するものでございます。

次に、（事項）海外渡航事務費3,341万7,000円

であります。これは、宮崎パスポートセンター

のほか、県内６カ所の県税総務事務所に設置し

ております旅券窓口の運営に要する経費でござ

います。

次のページ、（事項）国際交流推進事業費6,448

万8,000円であります。主なものといたしまして、

説明欄２の外国青年招致事業1,688万2,000円は、

国が行います通称ジェットプログラムに参加い

たしまして、当課に国際交流員３名を配置いた
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しまして、通訳、翻訳業務を行わせるほか、各

種の国際交流事業に従事させるものでございま

す。

次の６、多文化共生地域づくり推進事業2,741

万1,000円は、公益財団法人宮崎県国際交流協会

に委託いたしまして、多文化共生社会を推進す

るための啓発活動や外国人住民の支援等を行う

事業でございます。

続きまして、海外技術協力費562万円は、海外

技術研修員留学生受け入れ事業に要する経費で

ございます。これは、開発途上国から技術研修

員１名を受け入れまして、県内の大学や試験研

究機関等にて専門技術の研修を受ける機会を提

供するものでございます。また、本県出身ブラ

ジル移住者の子弟２名を留学生として迎え、県

内の大学等で学ぶ機会を提供するものでござい

ます。

ページの下でございますけれども、（事項）私

学振興費59億8,209万6,000円でございます。こ

れは、私立学校の振興のための助成及び指導に

要する経費でございますが、主なものといたし

まして、説明欄１の私立学校振興費補助金39

億141万2,000円は、学校法人の経常的経費に対

する補助を行うものでございます。

８の私立専修学校教育充実支援事業3,254

万8,000円は、私立専修学校の経常経費を補助す

るとともに、専修学校での国家資格取得に要す

る教育用品、備品等の購入に対して補助を行う

ものでございます。

９の私立高等学校等就学支援金19億9,837

万1,000円でございますけれども、これは、授業

料の助成を行う就学支援金事業と２年生まで拡

充されました非課税世帯への奨学給付金事業、

この２つの事業を含む事業でございますけれど

も、ともに私立高等学校生徒、保護者の教育費

負担の軽減を図るものでございます。

以上で歳出予算説明資料の説明を終わります。

お手元の常任委員会資料11ページをお開きい

ただきたいと思います。新規事業「宮崎国際音

楽祭第20回記念事業」について御説明いたしま

す。宮崎国際音楽祭は平成８年にスタートして

おりますけれども、平成27年度に第20回を迎え

ることとなります。これまで継続してまいりま

した成果を県内外にアピールするため記念事業

を実施したいと考えております。

事業概要でございますが、予算額3,000万円、

芸術劇場ベースでは１億9,337万8,000円ほどの

事業費となります。財源といたしましては、全

額宮崎芸術文化振興基金からの支出となります。

公演数等でございますけれども、３公演増加さ

せまして16公演としております。記念公演とい

たしましては、ガラコンサートと特別演奏会を

開催をいたします。また、今まで県央で２回実

施しておりました子どものための音楽会を県北、

県南でも行いまして合計４公演行うこととして

おります。事業効果でございますけれども、県

民の皆様はもとより、県外へも宮崎国際音楽祭

の浸透が図られるものと考えております。

文化文教・国際課の説明は、以上でございま

す。

○吉田人権同和対策課長 人権同和対策課の当

初予算について御説明いたします。平成27年度

歳出予算説明資料の53ページをお開きください。

人権同和対策課の平成27年度の一般会計当初予

算額は、総額で１億3,464万円でありまして、前

年度当初に比べて360万5,000円の減、率にして

約2.6％の減となっております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。55ページをお開きください。中ほどの（事

項）人権同和対策調整費766万4,000円でありま
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す。これは、人権同和対策に係る関係行政機関

等との総合調整等に要する経費でございます。

次に、（事項）人権同和問題啓発活動費2,592

万9,000円であります。これは、同和問題を初め

とするさまざまな人権問題に対する県民の理解

と認識を深めるための啓発活動に要する経費で

あります。

説明欄の１の改善事業「一人ひとりが尊重さ

れるみやざきづくり人権啓発推進事業」につき

ましては、後ほど常任委員会資料で御説明いた

します。

次に、（事項）宮崎県人権教育・啓発推進方針

推進事業費1,960万7,000円でございます。これ

は、人権教育啓発推進方針に基づく施策の推進

に要する経費であります。説明欄の１の宮崎県

人権啓発センター事業につきましては、人権同

和対策課内に設置しております宮崎県人権啓発

センターを拠点として、各企業や団体における

人権啓発のリーダーを養成する研修やＤＶＤ等

の視聴覚教材の整備、情報誌「人権の風」の発

行、人権問題に関する相談、人権ホームページ

による情報提供等の事業を実施するものであり

ます。

そのほか、次の56ページですが、２の地域人

権啓発活動活性化事業につきましては、市町村

での講演会等の啓発活動や小中学校での人権の

花運動を実施するものであります。

続きまして、常任委員会資料の13ページをお

開きください。改善事業「一人ひとりが尊重さ

れるみやざきづくり人権啓発推進事業」につい

て御説明いたします。１の事業の目的・背景に

ありますとおり、この事業は、いじめや虐待な

どの人権のかかわるさまざまな問題が生じてい

る状況に対応し、昨年12月に改定しました人権

教育啓発推進方針の目標であります、一人ひと

りが尊重され、誰もが持てる力を発揮し、生き

生きと活躍できる社会の実現に向けて各種の啓

発事業を展開しようとするものであります。２

の事業の概要でございますが、予算額は2,592

万9,000円であります。事業内容としましては、

①の人権啓発強調月間や人権週間における集中

的な啓発、②の人権尊重の大切さについて訴え

るイベントの開催、③の小中高校生からの人権

に関する作品の募集、④のテレビ、ラジオにお

けるＣＭの放送など、さまざまな手法による啓

発活動に取り組むこととしております。特に、

今回の改善事業では、⑤の後段部分にあります

ように、人権啓発の担い手として重要な役割が

期待される企業やＮＰＯ、さらには高校生、大

学生といった若い世代の方々が今後人権啓発に

主体的・自発的に取り組んでいただくことにつ

ながるよう連携、協働した取り組みを推進した

いと考えております。

３の事業効果でございますが、各企業、団体

等における主体的・自発的な活動を促進し、よ

り効果的な人権啓発に取り組んでいただくこと

で、人権擁護に向けた取り組みの広がりと県民

一人ひとりの人権意識の高揚を図ることができ

るものと考えております。

人権同和対策課の説明は、以上でございます。

○青出木情報政策課長 情報政策課の当初予算

について御説明いたします。歳出予算説明資料

の57ページをお開きいただけますでしょうか。

情報政策課の平成27年度一般会計当初予算額

は、10億4,042万7,000円をお願いしております。

これは、平成26年度当初予算と比較いたしまし

て、１億3,551万4,000円、率にして約15％の増

となっております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。59ページをお開きください。上から２番目
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の（事項）行政情報化推進費1,109万3,000円で

ございますが、これは、インターネットで提供

されます行財政情報サービス利用等のための経

費でございます。

次に、（事項）行政情報処理基盤整備費の8,395

万4,000円でございます。これは、各所属で使用

しておりますパソコンにつきまして、一括導入

を行っておるところでございますが、そのうち、

情報政策課において負担している分の経費でご

ざいます。

一番下の（事項）行政情報システム整備運営

費２億7,392万4,000円ですが、これは、県庁Ｌ

ＡＮ、そして、全国の自治体間を結ぶ総合行政

ネットワークなどの維持管理等のための経費で

ございます。

60ページの一番上の（事項）電子県庁プロジェ

クト事業費５億3,128万3,000円でございます。

まず、１、宮崎県市町村ＩＴ推進連絡協議会運

営事業の１億5,208万7,000円でございますが、

県と市町村が連携して電子行政を進めるための

協議会の負担金でございまして、職員の研修あ

るいは宮崎情報ハイウェイ21の共同運営のため

の費用となっております。

次に、３のサーバー管理委託事業8,826万4,000

円は、情報システムの安全性等を高めるため、

県のサーバーを民間のデータセンターにおいて

その管理を委託するための経費でございます。

４、行政情報システム全体最適化推進事業の

１億5,836万9,000円は、さまざまな情報システ

ムにつきまして、サーバーやシステムの統合等

を進め、県庁全体における経費の削減、あるい

は事務の効率化等を図っていくものでございま

す。

７の社会保障税番号制度システム整備事

業7,729万6,000円でございますが、これは、い

わゆるマイナンバー制度の導入に対応するため

のシステム構築に係る経費でございます。なお、

マイナンバー制度につきましては、本年10月か

ら国民一人ひとりに個人番号が通知されまして、

来年１月からは段階的に番号の利用が開始され

る予定となっているところでございます。

次に、一番下の（事項）地域情報化対策費

の2,738万8,000円でございます。説明欄の１、

情報通信基盤整備対策費の2,738万8,000円は、

宮崎情報ハイウェイ21に係る光ファイバーの保

守やインターネットへの接続等に要する経費で

ございます。

情報政策課の説明は、以上でございます。

○松村委員長 各課長の説明が終了いたしまし

た。

委員の皆様、質疑はありませんか。

○有岡委員 文化文教・国際課の関係でお尋ね

いたします。11ページになりますが、以前代表

質問の中で、ウィーンのフイルムフェスティバ

ルというお話させていただいたことがあります

が、この20回記念事業、これを例えばＤＶＤ等

に保存して活用するような、そういった計画お

持ちなのでしょうか、お尋ねいたします。

○菓子野文化文教・国際課長 ＤＶＤに保存し

てという計画までは今のところありません。

○有岡委員 以前、研修で金沢市の美術館を視

察したときに、市の社会科の先生とかをお呼び

して美術館を紹介して、そして、その勉強した

先生方が子供たちを引率してまた指導すると、

そういう循環型をやっているんです。例えば、

こういう20周年記念で県内の音楽の先生に来て

いただいて、その先生たちにＤＶＤ等を活用し

て子供たちに授業で使っていただくとか、こう

宮崎県でやってますと、こういうもんだという

ことを、ＤＶＤは生ではありませんけれども、
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紹介するだとか、そういう子供たちに循環的に

いろんな、せっかくのこういう事業ですので活

用されると。ここの場に来れない方のためには

生きてくるんではないか、また、子供たちのた

めにも、宮崎県がこういうことをやっているん

だという一つの継続できる力になるんじゃない

かと思うんですが、そういうプランを考えられ

ることはいかがなもんでしょうか、お尋ねいた

します。

○菓子野文化文教・国際課長 議員のおっしゃ

るようなことがとても大事だと考えておりまし

て、今回教育プログラム、中ほどに事業内容の

公演数のところに書いてございますけれども、19

回で２公演でしたのを４公演実施することにい

たします。今まで、宮崎だけでやっていたんで

すけれども、延岡と都城市でやる予定です。こ

れによりまして、今まで3,600人の子供たちに来

ていただいてたんですけれども、これで5,000人

ぐらいの子供たちに聞いてもらえるということ

で、子供たちに生の音楽のよさといったものを

直接聞いてもらいたいという発想でやっており

ます。議員がおっしゃるようなＤＶＤを活用し

た、また、そういう活動も非常に大事だと思い

ますので、また今後とも検討させていただきた

いと思います。

○有岡委員 著作権や肖像権などいろんな問題

がありますので、一つの検討テーマとしてまた

お願いしたいと思っております。

次に、人権同和対策課のほうにお尋ねしたい

と思いますが、56ページにあります地域人権啓

発活動活性化事業ということで、国の事業で370

万ですか、これを見ておりましたが、26年度実

績では120万ほど残が出ているというような状況

ですが、この活性化事業、どの程度市町村が活

用されているのか、その数字などわかれば教え

ていただければと思います。

○吉田人権同和対策課長 地域人権啓発活動活

性化事業につきまして、市町村へ交付するとい

う形で、市町村で取り組んでいただいている事

業でございますが、今回の27年度としましては、

まず、講演会等の啓発活動の事業としまして、

３市に実施を予定しております。宮崎、えびの、

延岡市のほうでの実施を予定しておるところで

ございます。

それから、小中学校での人権の花運動につき

ましては、高鍋、日南、えびの、日向、延岡、

小林の６市町の小中学校での活動を予定してい

るところでございます。

○有岡委員 人権というものをもっと幅広く捉

えて、例えば、拉致問題とか、こういったこと

を一つのテーマとして投げかけられていかれる

と、大きな市町村だけじゃなくて、小さい町で

もできるテーマじゃないかと思いますので、ま

た、せっかくの予算ですので、活用いただけれ

ばありがたいと思って、要望しておきます。

○菓子野文化文教・国際課長 先ほど有岡議員

の質問で、ＤＶＤをつくって各学校に聞かせた

らどうかというお話がございましたけれども、

ＤＶＤ自体は、子どものための音楽会はＤＶＤ

自体はつくっております。そして、県劇におき

まして申請があれば貸し出しができるという状

態にはしているということでございます。

○有岡委員 ぜひそのプラスの部分で、先生方

が生を見て感じたものを子供たちに伝えるとい

う、そこのもう一工夫あると、このＤＶＤが先

生の言葉として伝わっていくんじゃないかと、

その提案でございます。よろしくお願いします。

○田口委員 同じく文化文教・国際課にお伺い

します。私立学校の振興のための助成及び指導

に要する経費の中をちょっとお聞きしますが、
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一般的な補助で、高等学校、中学校、小学校と

横の金額が書いてございますが、これは高校の

場合ですと、普通科とか実業系なところであれ

ば、当然私学でもあるわけですが、これ単純に

１人当たり幾らということで分けているのか、

高校と小学校とか中学校でまた金額が違うのか、

それと生徒数もわかれば教えてください。

○菓子野文化文教・国際課長 まず単価でござ

いますけれども、単価は高等学校、中学校、小

学校で違ってまいります。高等学校では、１人

当たり補助単価32万489円、これは27年度の単価

です。中学校で31万2,986円です。小学校で31

万1,345円になります。生徒数でございますけれ

ども、高等学校が１万301人、中学校が1,840人、

小学校が95人ということで、今積算をしており

ます。

○田口委員 そうすると、高校は、商業科、普

通科とか、そういうのは関係なく、一律生徒は

幾らということで、理解していいんですね。

○菓子野文化文教・国際課長 今のは総額の積

算でございまして、配分するときは、配分の率

というのを、それぞれ、例えば学校割ですとか、

生徒割とか、教職員割とか、そういった配分の

基準といったものをつくりまして、それによっ

て各学校へは配分しているという状況です。単

純に生徒数で配ってはいないということです。

○田口委員 そしたら、ちょっと先ほど説明が

ありましたけれども、その９番の就学支援金、

私立高等学校、その中身をもう一遍詳しく教え

ていただけますか。

○菓子野文化文教・国際課長 私立高等学校等

就学支援金でございます。まず、就学支援金、

これは、奨学のための給付金、２つの事業から

なっているというふうに御説明いたしました。

まず、就学支援金でございますけれども、これ

は17億4,288万1,000円の予算でございます。こ

れは、平成22年度から制度が始まりまして、こ

とし26年度から新しい制度になりました。新し

い制度は所得制限が入る、そして、低所得者層

に上乗せして加算を行うというものでございま

す。旧制度では9,900円が一般的な数字ですけれ

ども、それの1.5倍、２倍という制度でございま

すけれども、新制度では、1.5倍、2.0倍、2.5倍

まで支援金を行うというものでございます。

詳しい内容について説明をさせていただきま

す。年収250万円未満の方々、これは、標準世帯

で年収250万円未満でございますけれども、これ

が2.5倍の就学支援金を受け取れるということで

ございます。新制度で1,700人、旧制度で、これ

は３年生だけですけれども750人。年収250万円

から350万円のクラス、これは、新制度で900人、

旧制度で３年生だけですけれども400人、年収350

万から590万、これが1.5倍でございますけれど

も、新制度で1,800人、旧制度で2,150人、新し

く設定されました590から910、1.5倍加算でござ

いますけれども、これが1,600人というようなこ

とで積算を今しているところでございます。

○田口委員 これは、今聞いたら、えらい高額

の人まで出るんですね。これは、所得が低い家

庭に出る制度じゃないんですね。今聞いたら、590

万から何かすごい金額までが対象になっていた

ようですけれども。

○菓子野文化文教・国際課長 平成22年度に発

足しました就学支援金は、全生徒について支援

を行うということでございます。同時に実施さ

れましたのが、公立高等学校の無償化、授業料

無償化制度でございます。私立学校にも同じよ

うな制度が適用されるということで9,900円、一

般的には9,900円全生徒に支給するということで

ございます。ただ、26年度からは、所得制限が
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入りまして、年収910万円以上の方々、これ標準

世帯ですけれども─には所得制限が入って支

給されないというようなことになっております。

○田口委員 わかりました。これは高校授業料

無償化に関連するやつですね。

10番の東日本大震災被災生徒授業料等減免、

これは、私立というのが前についてませんが、

これは、県立高校の生徒も対象になっているん

ですか、それとも、私学だけなのか。それとあ

わせてどれぐらい生徒が小中高でいるのか教え

てください。

○菓子野文化文教・国際課長 高等学校の場合

は、もう既に公立高校授業料ございませんので、

私立学校だけということになります。これは、

高等学校だけではございませんで、私立小学校、

中学校、高等学校で設置者が授業料減免を行っ

たときに、その減免額の10分の10を※国庫補助が

あるというものでございます。また、専修学校

につきましては、その３分の２ということになっ

ております。

対象の生徒については５名ということで積算

をしております。

○田口委員 ５名で160万近く出るということで

すか。（「ちょっとお待ちください。ちょっと調

べます。申しわけありません」と呼ぶ者あり）

○菓子野文化文教・国際課長 済みません。積

算上では６名ということになっておりまして、

授業料、小学校の場合24万とかという私立学校

の場合はございますので、中学校が25万8,000円

というようなことでございます。あと高等学校

には、就学支援金が差っ引かれた後の額を支給

するということで159万4,000円という形になり

ます。

○松村委員長 ほかに質疑はございませんか。

○十屋委員 情報政策課にちょっとお尋ねした

いんですけれども、電子県庁プロジェクトの中

のサーバー管理委託事業というのは、民間のデ

ータセンターに委託しているということですよ

ね。それは、バックアップ機能としてというの

が１つなのか、それと、もう一つお聞きしたい

のは、マイナンバー制度のシステムをするため

に１億6,000万ふえているということで理解して

いいんですか。

○青出木情報政策課長 まず、最初のサーバー

管理委託事業でございますけれども、これは、

県庁で使っておりますさまざまなシステムが、

従来は県庁の中にあるコンピューターで処理を

しておりましたけれども、それが、今、安全性

の観点からデータセンターにその本体に移って

いるということで、一部県庁の中で動いている

のもございますけれども、そのほとんどシステ

ム、データセンターのほうに行っておりますの

で、それの管理委託に要する経費と考えていた

だければよろしいかと思います。

それから、もう一つ、今回トータルで１億3,550

万円ほど増額になっておりますけれども、大き

な要因が２つございまして、一つは、システム

の全体最適化ということで、サーバーの統合化

を進めておるところなんですけれども、その関

係で私どもの課でそのサーバーの委託費等を予

算計上した関係でふえたのが一つ、もう一つが、

委員のほうからお話がございましたマイナンバ

ー関係のシステムの準備に要する経費と、この

２つが大きく今回増額となった理由でございま

す。

○十屋委員 ４番のところです。１億5,800万、

先ほど県庁全体何か言われたのは。その下のハ

イウェイ21の関係が減ったのは、何かハード整

備を前年度やったんですか、ちょっと記憶が定

※116ページに発言訂正あり
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かじゃないんで、だから、この分が落ちたのか

なと思っているんですけれども、そういうふう

に理解してよろしいんですか。

○青出木情報政策課長 今、落ちたと委員のほ

うがおっしゃった部分はどこの部分ですか。

○十屋委員 地域情報化対策費の中の通信基盤

整備対策費で、ハイウェイ21のお話を説明され

たんですが、これ26年度は何かハード的なこと

をやられて、今年度は、それが事業としてなく

なったので、こちらの額になったのかなと。

○青出木情報政策課長 恐れ入ります。この地

域情報化対策費の分で大きく減額になっており

ますけれども、これは、今回、情報通信基盤整

備対策費ということで、ハイウェイ21の予算を

お願いしておりますけれども、26年度はこの地

域情報化対策費という事項の中に、いわゆる携

帯電話等の不感地域の解消の事業がございまし

て、それが、今回お願いしております予算の中

に入っておりませんで、それを、いわゆる肉づ

けのところで要求させていただくことになるも

んですから、その差額がここで出ているという

形になっております。

○十屋委員 了解しました。

それと、いつも心配するのはセキュリティの

関係なんで、先ほど出たサーバーを庁外に持っ

ていったということで、いろんな新聞報道とか

で、外からサイバー攻撃受けてどうのこうのっ

てあるんですけれども、宮崎県庁がお願いして

いるところは大丈夫なんですか。

○青出木情報政策課長 私どもは、やはり自然

災害とあわせまして、今のサイバー攻撃等一番

心配でございますので、そのようなことがない

ように、また、サイバー攻撃があった場合に、

十分対応できるようなセキュリティをお願いし

て委託しているところでございます。

○十屋委員 しつこいようですけれども、バッ

クアップ機能としてはどうするんですか。いろ

んなデータがあって、サーバーがいっぱいあっ

て、県庁に一部は情報があって、それで、それ

が全然ゼロになるということはあり得ないと思

いますけれども、二重、三重にバックアップさ

れていると思うんですが、そういう予算はこの

中のどこに。

○青出木情報政策課長 今現在もデータセンタ

ーにありますデータを定期的にバックアップし

まして別のところで保存はしているんですけれ

ども、今度、全体最適化の事業を進める中で、

県外のデータセンターのほうに、重要なシステ

ムについてはバックアップ機能を設けまして、

いざというときには、そちらのほうで対応でき

るような仕組みを準備しているところでござい

ます。

○十屋委員 じゃあ最適化の中でそれを今度や

られるということですね。わかりました。

生活・協働・男女参画課の43ページで、事故

の被害者が無料で相談を受けられるというのは、

額的に292万なんですが、これは、どこでどうい

うふうに相談をしたらよろしいんですか。

○壹岐交通・地域安全対策監 これにつきまし

ては、相談所を南館の１階に、一応非常勤の相

談員が１名常駐でおります。240日という形で常

時相談に当たっております。相談につきまして

は、平成25年度中が172件ということでございま

して、各保険会社等の窓口、法テラス等を含め

まして若干減っていた現状でございますけれど

も、本年に入りましては、２月末現在191件

と、200件を超すのは４年ぶりなんですけれども、

いろんな方法として、そういう活発化、利用の

しやすいセンターという形でやっていきたいと

考えております。
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以上でございます。

○十屋委員 正直、どの程度までの相談ができ

るんですか、中身がちょっとわからないんです

けれども。事故に遭われて、身体的、精神的な

ものもあるし、交渉相手と示談が成立しないと

かさまざまなケースがあると思うんですけれど

も、どういうレベルまで、どういう内容まで相

談ができるのか。何でもいいのか。

○壹岐交通・地域安全対策監 基本的には相談

関係は交通事故の損害賠償、民事的なものがも

う多々でございますので、基本はそういうこと

になります。まず、損害賠償の相談というのが

大体分析しますと25年度で約６割ということで

あります。それと、中には、自分の法令の処罰

とか、行政処分とか、そういうふうなのものも

あります。また、民事的な車の修理なり、過失

割合とかいうような形でも、相談が多種に及ぶ

ということもございます。そのためにでござい

ますけれども、予算の中では、弁護士会に委託

しまして、※週１回木曜日ですけれども、１時間

半程度、３名の予約制という形で相談を専門的

に受けていただくという体制をしっかりとって

おるところでございます。

以上です。

○十屋委員 わかりました。

○菓子野文化文教・国際課長 発言の訂正をさ

せていただきたいと思います。先ほど、私、東

日本大震災被災生徒授業料減免事業につきまし

て国庫補助があるというふうに申し上げました

けれども、正確には、高等学校生徒就学支援基

金が充てられております。これは、財務福利課

が持っている基金でございますけれども、この

基金につきましては、国庫からの交付金がある

ということでございます。訂正をさせていただ

きます。

それと、先ほど159万4,000円が、６名にして

は大きい額じゃないかという話がございました。

私立専修学校の生徒にも１名分支給するような

予算措置とっておりまして、これが100万で計算

しております。その３分の２、66万7,000円を予

算化しておりまして、その分が大きいのではな

いかと思っております。

○壹岐交通・地域安全対策監 １点訂正でござ

いまして、先ほど十屋委員から御質問がござい

ました、弁護士の担当の方は週１回ではなくて

月１回ということで、第３木曜日ということで、

訂正いたします。

○坂口委員 説明資料44ページのボランティア

活動促進費、これの改善事業の地域で生涯現役

活躍支援活動、これは、具体的には誰がどうい

うことをやっていくことを支援していくんです

か。

○村上生活・協働・男女参画課長 これは、ま

ず、大きく２つ事業がございまして、一つは、

社会貢献活動促進事業としまして、県の社会福

祉協議会のほうに補助として出しまして、福祉

教育を各地域で、各市町村の社協がモデル的に

小中学校対象に高齢者福祉施設の訪問やボラン

ティア活動などを体験する福祉教育、そういっ

たものをやるところをモデル的に大体２社協ほ

ど毎年選定しまして、そこでやっていただく。

それと、もう一つ、住民の方や民生委員、児童

委員、ボランティア、学校や社協の職員の方を

対象に地域におけるいろいろな課題を出しまし

て、福祉教育、福祉の研修会、そういったもの

をしていただくというのに対して、それと、も

う一つ、来年度から企業に対するボランティア

意識の啓発というのが今まで余りされておりま

せんでしたので、企業や企業で働く従業員の方

※このページ右段に発言訂正あり
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たちの社会貢献活動を促進させていこうという

ことで、経営者の方とか人事総務担当の方を対

象としたセミナーや、あるいは定年退職前の従

業員の方を対象としたボランティアに対する意

識の醸成を図るための研修なんかをしていただ

くための補助を県社協のほうにしているという

のが一つ、もう一つは、ＮＰＯの活動支援セン

ターとしまして、ＮＰＯを立ち上げたいとか、

立ち上げたけれども、運営面をどうすればいい

かという、そういう基本的な相談を受けていた

だくＮＰＯ活動支援センター、そこに※委託事業

としてお願いするという大きな２つの事業を予

定しております。

○坂口委員 それと、これ福祉サイドになるの

かもわかりませんけれども、今回、社会保障関

係も見直しの中で、高齢者が高齢者のお世話を

生涯やっぱり現役でやっていくんだという、そ

ういったお世話の年代の現役という考え方が、

今後国がそういった方向を示しましたので、そ

れに沿って、具体的なここらでの教育とか、指

導、管理といいましょうか、そういったものが

どっかで要るんじゃないかと思うんですけれど

も、それはこの中には含まれてないんですか。

○村上生活・協働・男女参画課長 高齢者の方

が高齢者の方を見るというのに限定したような

事業はここの中では考えておりませんが、地域

で地域の課題を解決していただくということが

主眼ですので、例えば、認知症の方たちがどう

いうところを歩く、そういう方たちを見たとき

には、小中学生が声かけをするとか、そういっ

たものを実際に現場を歩きながら子供たちに体

験させるとか、そういった実地に近いような体

験をしていただくような事業ということでお願

いはしております。

○坂口委員 それに限定するじゃなくって、そ

ういったものを社会ぐるみでやっていかなけれ

ば今回の考え方というのはうまくいかないと思

うんです。特に、要介護３以下というものが、

今後入所がもうできなくなったようなことで、

そこをどうカバーするかということで、やはり

元気なお年寄りがそうでない人を見ていこうと

いう方向を今度出したわけです。だから、そこ

に何らかの技術的なものとか、ソフト教育とい

うんでしょうか、そういうものが必要になって

くると。中身が限りなく福祉行政に近いから、

そのことをしっかり連携をとりながら一本化を

していく、そこから全てが見えるという行政で

ないとだめじゃないかなと思うんです。だから、

その部分だけに特化するんじゃなくて、その部

分を含めるという、何らかの連携をより強固に

とっていただくということを、これはお願いし

ておきます。そこで、ＮＰＯの認定作業という

のがまた新たに始まるんですけれども、ＮＰＯ

の認定が始まったころって、表現はちょっと適

当でないかな、ＮＰＯの認定を始め出したころ

に、その質が問題なＮＰＯが出てくるんじゃな

いかということが随分心配されましたよね。そ

ういったものというのは全体的にはどういう流

れの中にあるんですか。ちょっとまずいよなと

いうようなのとか、行政指導なり、ある程度、

注意なりが必要なＮＰＯと、期待に応えてくれ

ているＮＰＯというのは大体どういうふうな流

れなんですか。

○村上生活・協働・男女参画課長 認定の業務

が以前は国で一括してされておりまして、確か

に地方の情報が余り上がっていないというよう

な声がありました。今現在は、都道府県に認定

の業務がおりてきておりまして、今年度、宮崎

県も初めて２ＮＰＯ団体認定をしましたけれど

※120ページに発言訂正あり
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も、非常に認定の条件というのが厳しくなって

おりまして、書類上ももちろんなんですけれど

も、実際の活動というのを非常に重視して、あ

るいは寄附をしていただいている方が何名以上

とか、予算的にもある一定以上の予算規模を持っ

ていらっしゃるＮＰＯ以上ということで非常に

厳しくなっております。それと、地域からの情

報も入りやすくなっておりますので、そこ辺は

大分改善されてきているんではないかと思いま

す。

認定じゃなくて、もう一つ認証というのがご

ざいまして、認証のほうはもう以前から都道府

県がやっておりましたが、今までは、※９市は全

部市のほうで認証しております。ですから、市

でどういう活動をしているのかという情報が非

常に密に入ってきますので、そこは実態に合わ

せた認証ができているのではないかと思います。

○坂口委員 ですから、今まで、認定、認証し

た中で、問題ありというようなＮＰＯもあった

んじゃないかと思うんです。そういったものが

どういう状況にあるのかということと、そして、

その中で宮崎県に限ってもいいですけれども、

お宅はやっぱり資格喪失だよということで解散

なり、あるいは行政指導なりがなされていると

か、監視下にあるというような団体というのは

ないんですかということなんですね。

○村上生活・協働・男女参画課長 毎年事業報

告というのを出していただいておりまして、そ

れをチェックしております。３年間事業報告が

出てこないところは、認証取り消しの対象にな

りますので、連絡が取れないところも、必ず文

書で配達証明つきで出して、聴聞会を開いて認

証取り消しという手続をとっておりますので。

今年度は１件、今から予定しております。

○坂口委員 ですから、自動消滅していった、

活動が伴わなかったというんで、質的に問題が

あったとか、行いがまずかったというのはない

ということでいいんですかね。

○村上生活・協働・男女参画課長 昨年度、老

人保健施設で一部架空の従業員を雇っていると

かいう情報が入りまして、担当事業部署のほう

と―福祉になるんですけれども―連携して

調査をしまして、法的に、事業の面からと、こ

ちらは、ＮＰＯとしての運営の面からとの検査

をしまして、総会、理事会、そういったものが

きちんとされているか、規則、そういった給与

規定、そういったものが全部そろっているか等

を調査しまして、改善の指導を行ったところで、

認証取り消しまではいきませんでした。

○坂口委員 今後、宮崎県が全国一の住みよい

県をつくっていこうとするときには、協働、参

画なんていうのは、他県以上に推進していかな

きゃいけないという中で、しっかり監督してい

かないと、ＮＰＯで認めていったら補助金流し

ていくわけですよね。悪かったからここは取り

消しましただけでは、もとに戻らないというこ

とがあるから、より一層ここらを注視していく、

あるいは責任を持ってＮＰＯを指導していくと

いうものが、他の県以上に求められるんじゃな

いかなと。今後新しい豊かさを求めるとなれば、

当然ここらはその役割が期待される分野になり

ますよね、ＮＰＯとかボランティアとか。これ

は、そこらをしっかり指導していってほしいと

いうのと、認めるからには、それだけのもの、

後々取り消したり、消えていくようなものは、

その時点でふるいにかかってしまうというぐら

いのチェック眼をもって認定、認証をしてほし

いということをお願いしておきます。そこで、

人権同和対策課ですけれども、まず、人権の差

※120ページに発言訂正あり
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別とかの、歴史の中での流れ、どういうぐあい

に人権問題が時代的に変わってきているのかと

いうのと、その件数というんですか、増減とい

うのは大まかにはどんな流れになっているんで

すか。

○吉田人権同和対策課長 人権同和問題につき

ましては、当初、国の同和対策審議会答申を受

けまして、昭和40年に同和問題という形で取り

組むようになりまして、その後、地域改善対策

協議会意見具申等を経まして、そういった中で

同和対策事業の見直し等もございまして、現在

の人権教育啓発推進法という法律ができました。

その法律の中で人権啓発に取り組んでいくとい

う形、いわゆる同和問題を柱としながら、人権

問題全般について、差別意識の解消を図ってい

くという取り組みが行われているところでござ

います。

○坂口委員 具体的に、以前はこういったよう

な差別問題とか、こういったような問題が、例

えばいじめとか、そういった問題だったのが、

今はそれが暴力問題に変わってきたとか、そう

いったような人権に係る問題で課として把握さ

れているような、これは事案というんでしょう

か、その件数、それがどんな流れなのかなと。

○吉田人権同和対策課長 まず、一つは、宮崎

地方法務局で人権侵犯事犯等の相談を受け付け

ておりまして、その内容を見ますと、学校にお

けるいじめとか暴行、虐待関係の件数がやはり

比率的には多くなっておりまして、あと住居、

生活の安全関係の相談とかいったようなものも

かなり比率的には多くなっております。

あとそれ以外に私どものほうでも人権相談を

受け付けておりまして、そういった中で身近な

近隣関係に関するトラブルとか、そういったよ

うな相談は県民の方々からいただいているとこ

ろでございます。

○坂口委員 物すごい幅が広くって大変だと思

うんですけれども、パワハラ、セクハラも含め

て。こんな漠然としたことをなぜ聞くのかとい

うとＴＬＰですね。さっきと一緒で住みよい宮

崎をつくっていくためには、これは、もう自分

の人権を侵害されるとか、人権を無視されると

か、あるいは勘違いされるとかいうものを徹底

して排除していかないと。ＴＬＰは一番これが

大きい部分だと思うんですね。これがまずベー

スだと思うんです、人として認められるという

ことが。だから、どういった流れにあるのかと

いうのと、それから、失礼な言い方だけれども、

国の指導なんかを公表するだけではなくて、徹

底してあらゆる差別をなくしていくんだ、人と

しての権利を徹底して守っていくんだというも

のが基本にないと、新たな豊かさというのは、

これはもうその看板を下げるべきだと思うんで

す。だから、ぜひここはしっかりやってほしい

と思います。微減ですけれども予算が減らさせ

るような中で、新たな看板を今度の選挙を通し

て立ち上げたというのはちょっといかがなもん

かな。まだまだ人権問題には届いてない。たく

さんあります、セクハラ、パワハラ、耳にいっ

ぱい入ってきます。そのほかにも、人の権利を

侵す問題っていっぱいあるわけですから、僕ら

も知らん知らんうちに足で踏みつけてることっ

ていっぱいあると思うんです。だから、そうい

うものを、まずは県民みんながどういうことな

んだと、どういう方向を目指そうというところ

からスタートしないとこの問題というのはだめ

じゃないかなって気がするんです。問題が起き

たとき、後からそこに入り込んでいったって、

その人の傷というのはなかなか癒されないです。

だから、そういう傷を負わせないということを、
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そこのところをもっと前に踏み込んだ人権同和

対策をぜひやってほしいと思うんです。決意を

聞かせてください。

○吉田人権同和対策課長 人権啓発教育につき

ましては、人権というのが、やはり人が人とし

て幸せに生きていく権利だということで、国の

責務ということで、啓発活動を重点的に実施を

しているところでございまして、日本国憲法、

法令等を含め、それだけでなくて、人権関係に

つきましては、国際条例関係等も多数ございま

すので、そういったものに即して推進をしてい

く必要があろうかと思います。委員おっしゃい

ましたように、最近ですと、いろんな虐待の問

題というのが、女性だけじゃなくて、子供だけ

じゃなくて、高齢者、障がい者といろいろな施

設の中での虐待とかいうのも問題になっており

まして、新聞に載らない日はないというふうに

は考えております。また、それ以外にも、ヘイ

トスピーチとか、そういう新たなものも出てき

ておりますし、また、一方では、いろんなイン

ターネットを使ったいじめですとか、差別的な

発言と、差別的な書き込みというものもなかな

かなくせていないという状況がございます。そ

れぞれに対応してまいりますけれども、やはり

委員がおっしゃいましたように、県民の皆さん

一人ひとりが生き生きと自分の能力が発揮しな

がら生活できるという県を目指していくために

も、人権啓発に積極的に取り組んでいきたいと

考えております。

○坂口委員 なかなか難しいと思うんですけれ

ども、やはりその人が一番大事にしたいものと

いうのは、一人一人違うんだということで、相

手が大事にしたいものは大事にしてあげるとい

う、そういった意識を持っていかないと―そ

の部分でつかみにくいことを聞きましたけれど

も、社会基盤なり社会なりが変わっていけば、

そういった人権問題の種類というか、その質と

いうか、そういうものも変わってくるでしょう

し、一つ消えれば次のものがまた、次に重かっ

たものが一番重いものになってくるでしょうし、

物すごい難しいことでしょうけれども、ぜひ住

みよい宮崎つくっていただきたいですので、お

願いしておきます。

○村上生活・協働・男女参画課長 訂正をさせ

てください。先ほどのＮＰＯ法人の認証事務の

権限移譲について、９市と申し上げたんですが、

９市町で７市２町に移譲しております。あとＮ

ＰＯ活動支援センターのほうは委託と申し上げ

たんですが、補助金として出しております。失

礼しました。

○松村委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、質疑もないようです。

以上で第３班の審査を終了いたします。

次に、その他報告事項に関する説明を求めま

す。

○石崎中山間・地域政策課長 委員会資料の20

ページをお願いいたします。宮崎県中山間地域

振興計画の改定素案についてでございます。今

年度が現行計画が計画期間の最終年度を迎えて

いるということもあり、改定作業を行ってまい

りました。11月の委員会では、骨子案について

御説明させていただいたところでございますが、

今回、素案をまとめましたので、御説明させて

いただきます。

改定の趣旨につきましては、ただいま申し上

げましたとおり、計画が最終年度を迎えている

わけでございますが、これまでさまざまな施策

に総合的に取り組み一定の成果も見られており

ますが、人口減少に歯どめがかからないなど、
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中山間地域を取り巻く環境は、依然厳しい状況

にありまして、さらなる取り組みの推進が求め

られることから、計画の改定を行うものであり

ます。

資料の22ページをごらんいただきたいんです

けれども、こちらのほうに現行計画と改定計画

の素案の対象表を載せております。主な変更点

といたしましては、第２章でこれまでの取り組

みや中山間地域の現状を踏まえた上で課題等を

整理しております。また、第３章第３節におき

ましては、重点施策を現行計画では、産業の振

興を初めとする３本立てにしているものを、改

定素案では、仕事がある中山間地域づくりを初

めとする４本に再編しているところでございま

す。

再び20ページをごらんください。20ページの

ほうに改定素案の構成、章立てと概要を載せて

おります。この中でそれぞれ４本の柱に沿って

さまざまな施策を盛り込んでいるところでござ

います。

それでは、素案につきましては、別冊でお配

りしております改定素案というものがございま

す。こちらで御説明したいと思います。まず、

１ページをごらんください。第１章、計画改定

に当たってということでございまして、こちら

趣旨等はただいま御説明したとおりでございま

す。計画期間は、平成27年度から30年度までの

４年間といたしまして、計画の対象地域は３ペ

ージに地図を載せておりますけれども、現行計

画の対象地域と同じでございます。

次に、４ページをお開きください。まず、第

２章、中山間地域の現状と課題であります。こ

れ前計画としておりますが、現行の平成23年度

から26年度までの計画にあります対策の取り組

み内容、毎年９月の議会で報告をさせていただ

いておりますけれども、それを取りまとめたも

のでございます。例えば、産業の振興では、フ

ードビジネスの展開や鳥獣被害対策の推進、５

ページにございます集落の活性化につきまして

は、いきいき集落や中山間盛り上げ隊等の集落

支援、日常生活の維持、充実につきましては、

ドクターヘリの運行や廃止路線代替バス等に対

する支援、そして、（４）にありますとおり、県

民運動の展開に取り組んだところでございます。

次に、７ページをごらんください。中山間地

域の現状でございます。今回いろいろな点から

現状分析を行っておりますが、まず、人口につ

いてでありますが、７ページは人口の推移と今

後の推計についてまとめておりまして、中山間

地域におきましては、それ以外の地域を上回る

形で人口減少の進行が今後も見込まれておりま

す。

次に、９ページをお開きください。上のほう

に年齢階層別の人口構成をあらわしたグラフが

ございますけれども、左側が中山間地域、右側

が中山間地域以外でございますが、中山間地域

においては、より少子高齢化の傾向があらわれ

ております。また、その下のほうの表でござい

ますけれども、世帯類型に関する表でございま

すけれども、中山間地域ではやはり高齢者の独

居世帯の割合が高いということ、そして、また、

３世代同居世帯の割合が高いといったような特

徴がございます。

次に、10ページをお開きください。上のほう

の人口動態について、これは、自然動態に関す

るグラフでございますが、やはり、中山間地域

のほうが全体を上回るスピードで自然減が進行

している状況でございます。

また、11ページには、社会動態について分析

しておりますけれども、これは、中山間地域も
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あるいは県全体で見てもそうなんですけれども、

やはり10代から20代の若い世代の人口が流出し

ているという状況にございます。

次に、14ページをお開きください。こちら集

落の状況等ということで、当課で市町村に対し

て実施いたしました集落状況調査についてまと

めております。まず、14ページの下の表で集落

数というところでございますが、この集落数、

前回計画策定時の集落数から３集落減少して、

調査時点1,870集落ということになっておりま

す。また、見ていただきますと、やはり、前回

と比較して中山間地域においては、より高齢化

が進んでいるほか、集落機能の維持についても

良好とする集落が減る一方、機能低下とする集

落がふえております。

次に、15ページでございます。これは、集落

代表者に対するアンケート調査結果でございま

すけれども、下のほうのグラフにございますと

おり、約85％の方から現在住んでいる地域に住

み続けたいという回答がございました。

16ページをごらんください。地域の活性化に

必要な施策についてお尋ねしたものでございま

すけれども、医療や福祉、地域課題の住民によ

る検討、鳥獣被害対策、子育てという４つの内

容が前回と同様多く上げられております。

次に、17ページでございますが、これは、生

活機能の状況でございます。上のほうの表にあ

りますとおり、買い物、交通、病院の３つの状

況について、市町村に調査した結果でございま

すけれども、問題が生じていないとする集落が

全般的に前回調査時より減る一方、生じている

が深刻ではないとする集落は前回調査よりふえ

ております。

次に、23ページをごらんください。このよう

な中山間地域、集落の現状を踏まえまして、今

後４年間で重点的に取り組んでいく施策でござ

います。やはり、県全体と一緒でございますが、

人口減少対策を最優先課題として４本柱に沿っ

て取り組んでまいります。まず、１、仕事があ

る中山間地域づくりでございます。例えば、（１）

の①地域の特性を生かした農業の生産振興の中

の４つ目の丸でございますけれども、これまで、

どちらかというと業ごとに考えていた部分が多

いんですが、農業を核として、林業、土木等の

地域の産業が連携した雇用組織を設置するなど、

地域での周年雇用システムの構築を図っていき

たいとするものでございます。

また、24ページをお開きください。こちらは、

現計画策定後の状況を踏まえまして、⑤に家畜

防疫体制の強化というものを加えております。

また、26ページをごらんいただきたいんです

が、新たな産業の創出等でございますが、③の

３つ目の丸でございますが、こちらは、世界農

業遺産や霧島ジオパーク等の認定に向けた取り

組みを推進して、自然と人が共生する宮崎をア

ピールしていくといった内容を取り組んでおり

ます。

また、隣の27ページの⑤でございますけれど

も、やはり、県全体で国際戦略に取り組む中、

中山間地域もグローバル市場での展開というも

のも視野に入れるということでつけ加えてあり

ますし、鳥獣被害対策につきましても、引き続

き推進してまいることにしております。

次に、28ページをごらんください。現行計画

でも、基本的な考え方の中に地域経済循環を促

進していくということを書いておりますけれど

も、新たに（４）として、地域経済循環の促進

というものを設けておりまして、域外からの所

得の確保、また、域内でのひと・もの・かねの

循環をさせる取り組みを促進してまいります。
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次に、30ページをお開きください。こちら新

たに大きな柱の一つとして、子育て環境等の整

備と移住・定住の促進というものを掲げたもの

でございます。（１）にございます子育て支援等

の充実ですが、②におきまして、男女の出会い

から結婚に至るまでの支援策を位置づけますと

ともに、その先の妊娠、出産から教育等に至る

まで、それぞれの段階における支援等に取り組

んでまいります。

また、（２）の教育の充実等では、子供たちに

地域への理解と関心を高め、ふるさとへの誇り

や愛着を育むための取り組み等を推進してまい

ります。

31ページの（３）戦略的な移住等の促進であ

りますが、全県的な推進体制の整備、情報発信、

相談等の対応強化、移住された方々へのフォロ

ーアップの充実など、これまで以上に取り組ん

でまいります。

次に、32ページをお開きください。集落の維

持・活性化と新たな絆の創造等であります。

（１）の自主的な活力の向上では、①にござい

ますような、集落の現状や課題についての話し

合いやその結果を生かすための計画づくり等を

促進してまいります。また、（２）の都市等との

交流、地域間連携の促進では、こちら、これま

でも中山間盛り上げ隊等で取り組んでおります

けれども、県際間の連携に取り組むとか、33ペ

ージのほうに記載してございますけれども、川

崎市との包括的な協定を結んでおりますので、

その辺との連携も進めてまいりたいと考えてお

ります。

また、その下、（３）小規模・高齢化した集落

対策ということで、これは、今回新たに柱立て

したものでございますけれども、集落の現状を

見まして、規模が小さく、高齢化が進んだ集落

について、その状況に応じた対策が必要との観

点から、見守りや相談体制等の充実、強化など

に取り組んでまいります。

また、②にありますとおり、集落の維持活性

化を図るため、集落間のネットワーク化を促進

してまいりたいと思います。

次に、34ページをお開きください。（４）の人

財の育成・誘致では、集落の担い手の育成に努

めるほか、地域おこし協力隊等の外部人材の誘

致について支援を行ってまいります。

次に、36ページをごらんください。安全・安

心な暮らしの確保であります。（１）にございま

すとおり、医療の確保及び保健、福祉の充実や

（２）の生活機能の維持・確保、また、38ペー

ジになりますけれども、（４）情報通信基盤の充

実及び利活用の促進、（５）防災・減災対策の推

進等に取り組んでまいります。

次に、41ページをごらんください。これ以降

のページにつきましては、県や市町村、住民等

の役割、あるいは中山間地域をみんなで支える

県民運動の展開、県における推進体制等を記載

しているところでございます。

それでは、再び常任委員会資料の21ページを

ごらんください。改定のスケジュールを年度当

初から流れとして整理しておりますけれども、

今後でございますが、３月11日からパブリック

コメントを開始いたしまして、そのパブリック

コメント等を踏まえた上で、必要な修正等を行

いまして、６月議会に議案として提出させてい

ただきたいと考えております。

説明は以上でございます。

○村上生活・協働・男女参画課長 宮崎県消費

者教育推進計画（素案）について御説明いたし

ます。別冊で素案はお配りしておりますが、主

に委員会資料のほうで御説明をさせていただき
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ます。委員会資料の24ページをお願いいたしま

す。策定の趣旨ですが、高度情報化やライフス

タイルの多様化など、消費者を取り巻く環境が

急激に変化する中、インターネット関連の被害

や巧妙化する悪質商法など、消費者問題は複雑

多様化しており、その被害が高齢者、若者を問

わず深刻化しております。県民が安心して消費

生活を営むことができる社会の実現のためには、

自立した消費者の育成が不可欠であり、生涯を

通じてさまざまな場で消費者教育を受けること

ができる機会が提供されることが必要でありま

す。こうしたことから、消費者教育の推進に関

する法律に基づき、消費者教育推進のための計

画を策定することとしたものであります。

策定のスケジュールについてですが、昨年６

月の常任委員会で策定方針を御説明させていた

だきましたが、その後９月から10月にかけまし

て、県民3,000人と県内全ての学校等を対象とし

た実態調査を実施し、11月に学識経験者等でな

る消費者教育推進地域協議会の御意見等を伺い、

それらを踏まえまして策定を進めてまいりまし

た。今後は、３月から４月にかけてのパブリッ

クコメントの実施や消費者教育推進地域協議会

からの答申を受けまして、計画を策定し、来年

度の６月議会の常任委員会で御報告をさせてい

ただきたいと考えております。

資料の25ページをごらんください。計画の概

要について御説明をさせていただきます。まず、

基本目標として、一番上の枠内にありますとお

り、自立した消費者づくりを掲げております。

これは、消費者がさまざまな情報を読み解き、

被害に遭わないような商品選択や被害に遭った

ときにどのように対処すればいいか、みずから

合理的意思決定ができる消費者の育成、また、

環境に配慮した原料や製法を使った商品を選択

することが、持続可能な社会づくりにつながっ

ているという社会的役割を自覚し、参画するこ

とができる消費者の育成を目指すものでありま

す。

この基本目標を達成するため、中段にありま

すとおり、基本的な方針として、幼児期から高

齢期までの各世代での体系的な消費者教育の実

施から消費者教育を行う人材の育成までの４つ

を掲げており、そのもとに、右側になります

が、11の施策の方向を掲げております。施策の

方向としましては、まず、幼稚園や小学校など

の早い時期からのお金の使い方や物の選び方な

どを学習することが重要でありますことから、

発達段階に応じた早い時期からの消費者教育の

推進、また、学校における年代に応じた一体的

な教育が重要でありますことから、学習指導要

領に基づいた消費者教育の推進及び実社会に準

じた消費者教育の推進、また、高齢者や障がい

者、認知症などの判断能力が不十分な方などに

対しては、地域での見守り活動等が重要となっ

てきておりますことから、地域の社会的弱者等

に対する消費者教育の推進、また、県民に対す

る実態調査の結果、家庭における消費者教育が

重要であると考える方が多いことから、家庭に

おける消費者教育の推進、同様に身近な市町村

での消費生活相談を希望する方が多いことなど

から、市町村における消費者教育の推進、また、

消費者教育を一体的に推進していくためには、

消費者教育を行う関係機関との連携や消費者教

育を行う人材を確保する必要があることから、

関係機関との連携の推進及び人材育成、担い手

育成の推進などを掲げております。さらに重点

的に取り組むべき事項としまして、高齢者の消

費者被害が増加し続けている状況に喫緊に対処

する必要があることから、高齢者への消費者教
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育の推進、計画に基づく各般の施策を一体的に

推進するためには、中心的な役割を担う拠点が

必要であることから、消費生活センターの消費

者教育における拠点化を掲げております。

こういった取り組みによりまして、一番下の

枠内にあります情報メディア、商品サービスな

どから得られますさまざまな情報を読み解く力

などを育み、基本目標の自立した消費者づくり

を目指すものでございます。

最後に、別冊でお配りしておりますこの宮崎

県消費者教育推進計画（素案）の20ページをお

開きいただきたいと思います。今ほど御説明い

たしました11の施策の方向につきましては、そ

れぞれの説明の後に、消費者教育を担う関係機

関等が取り組みやすいよう枠の中に具体的な取

り組み例を示しているところであります。

消費者教育推進計画の素案についての説明は

以上です。

○松村委員長 その他報告事項に関する説明が

終わりました。

質疑はありませんか。

○有岡委員 消費者教育推進計画についてお尋

ねいたしますが、この基本目標の中で、私も生

活する中で一番必要なものは、身近に相談でき

る環境が必要だと思うんです。ひとり暮らしの

方でもすぐ相談できる。そういった意味では、

民生委員の方とか、そういった方との社会的弱

者との関係、この消費教育ですか、この関係と

いうのは現在はいかがなもんなんでしょうか。

○村上生活・協働・男女参画課長 消費生活セ

ンターのほうで、高齢者の方と、あと見守り、

あるいは介護等をされている方を中心に出前講

座を、全体の出前講座のうちの60％ぐらいは、

そちらのほうに力を入れてやっているところで

す。ただ、そういう出前講座に出てこれないよ

うな方に対してどのように情報を伝えていくか

ということが今後の課題となっております。

○有岡委員 行政側からの視点ではなくて、ひ

とり暮らしでこういった被害に遭う方の立場で

見たときに、やはり、身近に相談をして対応を

してもらえるような、隣近所のつき合いですと

か。こういったものが大事になるのかなという

のが一つありましたし、例えば、パブリックコ

メントを実施するとありますが、これはどういっ

た方の情報が入ってくる、ネットでとかいろい

ろな方法あると思うんですが、一番困っていらっ

しゃる方たちの話が本当に上がってくるのかな

と、そこ辺が心配する分ですが、その点はパブ

リックコメントの実施の内容もお尋ねいたしま

す。

○村上生活・協働・男女参画課長 通常のイン

ターネットを使ってのパブリックコメントのほ

かに、市町村を通しての意見の集約も予定して

おります。

○有岡委員 上からおろしていくというスタン

スでは、パブリックコメントがたどりついてな

いんじゃないかと……。声が届くような―逆

に、民生委員の方たちに話をしたり、さっきおっ

しゃった福祉の介護の方とか、そういったとこ

ろから情報を集めてパブリックに上がってくる

ような、そういうパブリックコメントのとり方

しないと。ある程度ネットが使えたり、環境の

整った方はいいでしょうけれども、やはり、広

く意見を求めていくというか。そういう意味で

は、時間的に制約がありますけれども、もう少

し工夫されると、消費生活者の実態というのが

見えてくるのかなと感じました。要望で結構で

す。

○坂口委員 この消費者生活センターの消費者

教育における拠点化、これ現在どういう状況で、
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どういう方向を目指すわけ、具体的にどういう

ことをやっているんですか。

○村上生活・協働・男女参画課長 今は、私ど

も当課が幹事役として、庁内の関係課と県警、

教育委員会、そして、消費生活センターとの連

絡会というのを持っているんですけれども、そ

こで情報交換をしている状況です。今後、各金

融あるいは食、環境、そういった教育をされて

いる主体との連絡、連携もとれるような、消費

生活センターがコーディネーター役となって、

そういった情報交換ができるような場を設けて

いきたいと考えているところです。

○坂口委員 やっぱりそこを発展させていかれ

ることで今のような課題を、また、今後新たに

出てくる課題を充足していけるよう、取り組み

に期待しております。

それから、中山間地域振興計画ですが、24ペ

ージです、この改正（素案）、これの一番下のと

ころに、森林の二酸化炭素吸収、木材のエネル

ギー利用などへというのと、産業政策でバイオ

マスがうたわれている、これは大いに期待でき

るところなんですけれども、問題は、余りにも

はげ山ばっかりになってきだしたということで、

これが、公的に支援できる大義というのは、二

酸化炭素、ＣＯ２のニュートラル化だと思うんで

す。だから、伐採、消費と成長の分、炭素ガス

を固定する立米数と燃やされていく立米数が整

合しなければ、これは大義名分が壊れると思う

んです。そこは全く、計画性がないというか、

やりっぱなしみたいなのが実態ですから、ここ

はやはり長期計画を組んで、年間、平成何年は

何立米切るんだと、そのとき、現在の自然ストッ

ク量に加算したストックが何立米、森林の木材

体積がふえてくるんだというものがなければ、

これは税金が投入できなくなると思うんです。

だから、そこのところの計画が抜けているとい

うことですね。これ環境森林部と連携、それと、

環境サイドに産業として渡すんじゃなくて、や

はり基本的な振興方策と長期計画の中でしっか

り達成していく数値目標を入れたものをやっぱ

り組む必要あるんじゃないか思うんですけれど

も。

○石崎中山間・地域政策課長 確かに今伐採が

進むにつれて、再造林しようにもその杉の苗が

足りないといったようなことなど、そういう木

材の需要の拡大に応じた再造林の体制に課題が

あるというのはもう本当に御指摘のとおりでご

ざいますので、この計画、あるいは県の総合計

画等でも、御指摘のような視点を踏まえて、しっ

かりとした循環していける体制というものを確

立してまいりたいと思います。

○坂口委員 これは、かなり後手に回ってしまっ

たなと。杉の子が足りないというけど、これは

本当に必要ならば自分で切って挿して―物す

ごくつがりやすい木なんです。時期を間違えな

ければほとんど95％以上挿し木でつがります。

まして、今、田野あたりの大地とか、川南の大

地の大畑作地帯があれだけあいてるけれども、

黒土、これは、挿し木に物すごく適した土地が

いっぱいあいているんです。ここを使わない手

はない。

それから、今、本会議の中の答弁を聞いてみ

ると、花粉症を意識した花粉の少ないその系統

を選抜しながら丁寧にポット苗でと言っている

けれども、一方では、医療サイドで何が進んで

いるかというと、近いうちにもう花粉症克服で

きるような研究が進んでいるんです。そうやっ

たときに、木は30年、40年、50年と育てる……。

将来、花粉症って、そんなの昔あったのと、そ

れ公文書館に行けば古い資料に残ってるかもし
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れませんねというふうな話にならないとも限ら

ない。だから、これはやっぱり大所高所から見

て、絶対ＣＯ２をこれ以上ふやさない、そのため

の再生可能エネルギーとして、税金と労力を投

入するんですよということを誰にも説明できる

ような、そういう計画を組んでおく必要がある。

この大きいところが抜けていると思うんです。

ぜひこれはお願いしておきます。

それから、もう一つ、鳥獣被害対策ですけれ

ども、今度６月の国会で夜間、日没後の狩猟が

許可される法律改正が確かあると思うんですけ

れども、これに北海道と長野しか手を挙げてな

いんです。それで、こんな大所高所にうたって

これを徹底して排除していくんだと、これ物す

ごく意欲を注いでいます。それで、木城の駄留

地区、横田さんが入って、確かにあそこ守って

くれているんですけれども、あれはやはり駆除

するんじゃなくて入らせない、鳥獣はどっかに

入っているんです。そこが物すごい被害が深刻

になっている。だから、小手先じゃだめです。

それで、あれだけ、やっぱり日没に銃を撃たせ

るというかなりなリスクを伴うものを整理して、

この許可を出そうというわけでしょう。宮崎県

がそこに目線を向けてないというところに本気

度がちょっと疑われるな。これ今からでも間に

合わないですか。昼ぱんとやったら全部逃げて

しまうんです。夜は１カ所に集中してて、山間

部では、人家も人もいないというところもいっ

ぱいあるんです、安全を確認してでも―１カ

所に集中するんです、安心して餌を食う。何を

やればいいかというと、ぱっと灯りを照らせば

目が全部光るんです。密度の高いところに行っ

てぽんとやれば、一遍に何頭もやれる。こういっ

たことをここに―そして、その結果、宮崎で

は向かないから手を挙げないんだと言うんなら

まだわかるんです。だから、こんな大それたも

のをつくるけれども、かなりな労力を投入して

いる。先ほどの有岡委員の指摘じゃないけれど

も、現場をもうちょっと見て、現場がどうある

のか、それで、何が問題なのか、そのチャンス

はきてないのかということをやはりしっかり見

据えた中期計画、長期計画を組んでいかないと、

僕はだめだと思うですけれども、今からでもこ

れちょっと検討される気はないですか。

○石崎中山間・地域政策課長 鳥獣の夜間の問

題につきましては、これは、鳥獣害捕獲の民間

企業の参入に絡んで法改正がされたものでござ

います。確かに狩猟者の減少といった問題、あ

と被害額としましては、25年度は約３億円減少

はいたしましたけれども、まだまだ深刻な被害

が出ております。私も先日、高城のほうに行っ

てまいりましたが、昼間にもかかわらず猿が50

～60頭田んぼにいるといったような状況がござ

いました。まず、環境森林部のほうでも、その

民間企業の参入について検討していくというこ

とになっておりますので、再度、この計画の中

身につきましても、そういった観点から取り組

んでいけないのかということを十分協議してま

いりたいと思います。

○坂口委員 いろいろな方法があるんだけれど

も、追っ払う方法から入らせない方法、たくさ

ん人たちの畑がずっと連続しているような場所

というのは、１人だけが柵を囲ったら、お前が

囲ったおかげにうちに来出したというような、

そういったような人としてのきずな上の問題が

あって、我さえよければといいという方法は選

択できない。それから、そこで追っ払ったらどっ

かに、今度は違うところにまで移動してしまう

とか。猿がふえてきたというけれども、猿はやっ

ぱり射殺する相手を間違うと、１つの群れが２
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つ、３つにふえていって、また、餌をたくさん

見つけるから一遍に頭数がふえるとか、そういっ

たことを含めもうちょっと研究してやっていく

というのと。危険とかそういったものを、考慮

されての慎重性かもわからんけれども、先ほど

の日没後の鉄砲の問題とか、それから、これは

警察の問題かもわかりませんけれども、ライフ

ルの許可がほとんど出ないですよね。遠距離か

らのライフル―ライフルくらい安全な銃はな

いです、すごく性能がいいです。だから、撃つ

人がベテランであって、その背後に何があるか

がしっかり頭の中にある人が使ったら、ライフ

ルくらい、的確に目的を達する、相手をしとめ

ることができて、安全なものというのはないそ

うです。こういったのを１回また県庁を挙げて、

本気で取り組もうとして、これは残念だけれど

も、そこで退治しなきゃだめです、学習してい

るから追っ払うだけじゃまた出てきます。畜産

なんかも、児湯郡は口蹄疫からの復興、再生と

いうのが最重要課題なんですけれども、畜産農

家がもう餌を鹿のためにつくって、自分のとこ

ろの牛のためには買わんといかんような状況な

んです。これはぜひもう一回調査かけてでも、

見直しをしてほしいと思うんです。

○松村委員長 いいですか。

○十屋委員 中山間地域の３ページの地図を見

たときに、過疎のほうのは第２条の１項に規定

する中山間地域で、これはほとんど市、日南市、

串間市も入って海岸部もあるんですが、どちら

かといえば中山間地は山手側のイメージがある

と思うんですけれども、それに加えて、23ペー

ジの最初の①の丸の４つ目、ここは、農業と土

木というところが視点に置かれてますけれども、

ある意味その海岸部というところ、漁業という

視点がなかったのかというのが―農業と土

木って意外と近い仕事だとは思うんですけれど

も、林業も含めて、漁業者の方が農業をするっ

て、昔は半農半漁という暮らしの仕方もあった

みたいなんですけれども、そういうところを含

めると水産業で働けない期間というのがあるん

です、１年のうちに夏場の台風の時期とか、２

～３カ月ぐらい、そこのあたりの人のお互い補

完し合うところの発想というのがなかったのか

なというのをちょっとお聞きしたいのと。それ

から、もう一つは、役割というのは、県、市で

あるんですけれども、住民、ＮＰＯ、民間企業

等の役割で、先ほども説明があった地域の方が

話し合うということは、イメージとしてどうい

うことなのかな。話し合うというのは集まって

いろんな課題について話すというのは理解する

んです。それじゃあ、誰がどういうふうにコー

ディネートして、地区の区長さんなりがやるの

か、集落の昔でいえば長（おさ）みたいな人望

がある方がやるのか、全く別な外部人材が入っ

てきてやるのか、そういう具体的過ぎるかもし

れませんけれども、どういうイメージで捉えた

らいいんですか。

○石崎中山間・地域政策課長 まず、漁業の関

係でございますが、25ページをごらんいただき

ますと、⑪で漁港機能の強化と漁村の活性化と

いう項目がございます。その２番目の丸でござ

いますが、ここで新規就業者等の地域を支える

人々の確保や活動促進を行うとともに、６次産

業化や農商工との連携による収益の向上や雇用

の確保等を図り、漁村地域の活性化を推進しま

すというのは上げております。この辺がまさに

漁業を中心としまして、いろんな産業との連携

を図って雇用等をという、十屋委員のおっしゃ

ることをあわらした部分でございます。

それから、２番目、その集落での話し合いと
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いうことでございますが、やはり、我々が一番

重要だと考えておりますのは、実際に住んでい

る人たちが、自分が住んでいる地域をどのよう

な方向を持っていくのかというのをしっかりと

考えていただくことだと思っております。

そういった中で県の事業といたしましては、

県が集落対策推進員というのを設置しまして、

市町村と一緒に集落に出掛けていって、その集

落の話し合いをサポートするということに取り

組んでおります。また、それぞれの市町村では、

※集落推進員―総務省の特交措置も受けられる

―そういう人を、集落の話し合いを進めるた

めの人を受ける制度がございます。そういった

ものを活用して集落の話し合いをサポートして

まいりたいと考えております。

また、最近は、地域おこし協力隊というのが

県内でも導入が徐々に進んできております。や

はり、そういう協力隊の方々は、外部から来た

方ということで、実際に住んでいらっしゃる方

とは違った視点でものを見ることができるとい

うこともございますので、そういった方が中心

になって活動していくというような事例もござ

いますので、そういったいろんな方法で集落で

の話し合いを進めていきたい、対応していきた

いと考えております。

○十屋委員 25ページ、ちょっと私見落として

いたので、やはり、そういう人の活用といいま

すか、その場では、いろんな働き方というのが

あると思うので、十分に練っていただいてやっ

てほしいなと思います。

それから、先ほど言いましたその話し合いの

中で、そこの地域にある宝はそこの人たちが知っ

ているけれども、それを宝と気づかないという

のは……。先ほど言われました、外部から入っ

てきた方々のほうがわかると思うんです。そう

したときに、じゃあそれをどうするのと、その

宝をどうするのというところで、もういっぱい

話し合いをした、今度は実行する場合に、その

集落の方々がそれを担えるのかどうかという…

…。そこのところもちょっと心配なところがあっ

て。人が減ってきて高齢化して、農業の担い手

もいなくなってきている。じゃあ、そこに、さっ

きのＵＩＪターンじゃないけれども、こういう

人がたくさんいればいいけれども、そういうわ

けにもいかない。そうしたときに、本当に話し

合いだけで終わってはだめだよなという思いが

あって。ある程度課題とか何かそういうものが

もう出尽くした感があって……。それをどうい

うふうに磨き上げていって、その地域に根ざし

ていくかというのが非常に―我々も知恵がな

いのでなかなかそこまでわからないんですけれ

ども、そこでまた堂々巡りになってはまずいな

という思いがあるので……。あともう一つ、民

間企業と書いてありますけれども、民間企業は

やはりもうけが出ないといけないですもんね。

そこでもうからなければ、幾ら投資してもリタ

ーンがなければ、企業としては成り立たないの

で……。それをどういう仕組みにするか、補助

金漬けでやるわけにはいかないし、これは案で

すからこれから練られると思うんですけれども、

そのあたりの実行部隊としての人の確保という

ことも念頭に置いてやっていただきたいなと思

います。

○石崎中山間・地域政策課長 まず、初めに、

先ほど市町村に置くのを集落推進員と申しまし

たが、集落支援員でございました。申しわけご

ざいませんでした。まさに、いろいろと話し合っ

た後、どう実行に移していくかというのが課題

でございまして、いろいろな先進事例を見ます

※このページ右段に発言訂正あり



- 130 -

平成27年３月６日(金)

と、やはり、その集落にリーダーとなる方がい

らっしゃって、そういう方が中心になって引っ

張っていっているという事例が多く見受けられ

ます。我々も、集落対策というだけではないん

ですが、地域振興という意味で、そういう地域

におけるリーダーの養成といったような事業に

も取り組んでおりますので、まずは、そういっ

た地域の方々が自分たちがやっていこうと、中

心になって引っ張っていただけるような方の育

成というのも進めたいと思います。ただ、厳し

い地域、特に山間地域ではなかなかそういう方

もいないというような場合もあるかと思います。

そういった場合は、今後、強化して取り組んで

まいります移住等での人材の確保、また、移住

だけではなくて、働く場というもの、また、何

か収入を得られるものが確保できれば、Ｕター

ンといったようなことについても取り組んでま

いりまして、そういう地域の担い手になるよう

な方々を確保していきたいと考えております。

○十屋委員 非常に難しい課題だと思うんです

けれども、いろんな議論、この委員会でも、や

はり、核となる市町村があって、そこから横の

連携でという議論もあったんですけれども、最

終的には人が移動する手段が整備されれば、そ

こに住むことも大事ですけれども、通うという

発想も当然やらなければいけないなと思う。働

く場は別かもしれないけれども、何かで通うと

いう発想でやっぱり取り組んでいかないと、人

の移動というのはなかなか簡単に、都会から田

舎にぽんと来て暮らせるというものでもないの

で、移動ということを、移住ってこう書いてあ

るけれども、日々の移動、生活の中でというの

はとても大事なのかなと思っています。あとは、

もうしっかりと練っていただいてやっていただ

ければと思うんですけれども。

○松村委員長 ほか質疑はよろしいですか。ど

うぞ、まだ時間いいです。

○坂口委員 今のに関連して水産問題ですけれ

ども、ここに安定した漁業経営体づくりという

中で、合理的な操業を進める漁業構造改革とあ

るんです、合理的にと。ちょっとイメージ的に

……。一本釣りを網にするとか、一本釣りを縄

にするということかなと、効率よく魚をとると

いうことかなと、どんなことなんですか、合理

的な構造改革というのは。

○石崎中山間・地域政策課長 この部分でござ

いますけれども、まず、一つは、今考えられて

いるものが、いろんな漁業データの収集、利用、

提供等を行うことによって、新規就業者でも容

易に活用できる高い精度での操業支援、情報の

提供、そういったことが今後取り組んでいこう

とする中身の一つでございます。

○坂口委員 それは、カツオとかマグロを意識

したことではないかと思うんです。情報を収集

して、そのデータを送ってそこに行って魚をと

るというのは。だけれども、95％ぐらいは沿岸

漁業なんです。これが瀕死の状態なんですね。

それから、新規就業者というけれども、これは、

漁業は、許可漁業だったり、免許漁業だったり、

それから、もういろんな漁法、魚種というのが

あって、プロフェッショナルになるのに、本当

親父の背中を見ながら何年もかかってようやく

プロに近づいていく、現役見習いみたいななか

なか厳しいその技術を要する、経験を要する職

業、それでも、今飯が食えてないというのが一

つです。それで、効率よく魚をとらせるといっ

たって、この前の農政水産部長の答弁でもあり

ましたけれども……。そういった情報提供する

といったって、本当に的確にその情報が伝わっ

たら、そんなところに行ったって、赤字だから
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行かないという、休みなさいという情報になっ

てしまいます。魚いないんだから。放流もやっ

てない、漁礁づくりも、漁場整備もやってない、

何もやってこなかったつけが今きているんです。

これをどうやるのかということで、もっと端的

にいえば、もう宮崎は水産業はなくしましょう

という選択をするのか、それか、もう一回やっ

ぱり集中的にその条件を整えていって、何とか

漁業で飯が食えるようにするから待ってくれっ

て……。こうするから何年待てとするのか。そ

れぐらい今は深刻になってきてます。それで、

その中で、じゃあ少ない魚を付加価値を上げよ

う、高付加価値化をしていこうといったって、

この中で、結局安い魚を加工すれば高くなる、

そして、ちょっと利益が出るかなという期待が

できるというのは、まき網とか底引きです。そ

れやっている漁協はこの中に４つぐらいしかな

いんです。そこに何隻か船がいるだけ。そんな

のでは漁業の振興、水産の振興にならないと思

うんです。網船が何やっているかといったら、

全国にやっぱり評価されるような技術と価格で

売っているから、これはもうそれ以上付加価値

上げようといったって期待できない。アジの開

きなんていうのは、網船がいるところは、当然、

昔からアジの開きをつくっているんです。県庁

前まで来て直販までやっている。これにさらに

付加価値をどう高めようとするのか、具体的に

この中身があるのかなという気がしてならんの

です。何か自信ありますか、５年でも10年でも

待たせる。

○石崎中山間・地域政策課長 確かに厳しい状

況にあるということは承知しております。ただ、

先ほど御紹介いたしました事業につきましては、

沿岸漁業もということで内容になっておるよう

でございます。今、委員おっしゃったような状

況等についても十分踏まえまして、また、担当

部のほうとも協議をしてまいりたいと思います。

○坂口委員 これ人権問題じゃなくて、いじめ

じゃないんだけれども、たまたま課長がこれを

説明されているからだけれども、沿岸のデータ

をやったって本当先ほど話したとおりなんです。

そして、沿岸の魚というのは、今釣るでしょ

う、30分したらもうそこにいないんです。こん

な情報やっても漁師は怒ります。もぬけの殻な

んですよね。泥縄というのがあるけれども、そ

れ以上にまだひどいです、沿岸のそういった魚。

根づく資源というのは、今度はそこをしっかり

既得権をもって、絶対ほかは入れないわけです

から、計画的に管理しながらやっているわけで

す。だから、これは現場とやって積み上げない

と、水産の振興とか飯が食える水産業を今後確

立していくということにつながらないんです。

これ課長に言って物すごく申しわけないんです

けれども、やはり水産サイドで……。水産が余

りにも世帯が狭過ぎます、人数が少な過ぎる。

だから、ノウハウも情報も持たないと思うんで

す。それでも、水産業の振興をしていって、宮

崎の漁港も漁場も、それから漁師さんも残さな

きゃならんというのも、これは絶対やらなきゃ

ならないことで。ぜひ基本からやって、そんな

大きい絵を描けなくてもいいですから、とにか

く、何とか漁業者が飯が食えるようにしましょ

うっていう―水産高校だって、あんな立派な

涙誘うような卒業式です。防衛大よりすばらし

いというぐらいの。たった高校３年間で鍛えら

れる。でも、その子が漁業やろうといったって

飯が食えないんです、誰も漁業やらないんです。

だから、そこをもう一回ぜひ基本から見直して

ほしいと思うんです。これについては考え方だ

けでも。
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○橋本総合政策部長 大変重い課題を御指摘い

ただいていると思います。我々、総合政策部と

して、やはり総合計画をつくるという立場、と

いうのは、結局、委員御指摘のとおり、現部局

は今の体制で１年、２年の予算をしっかりやる

中での事業を回していく。その中で、20年、30

年先を見据えて、どういう県をつくるのかとい

うのが仕事だと思っております。そういう視点

で見たときに、今、宮崎県の１次産業では、や

はり、従来、農業生産県として、農業ないし、

その中でも特に畜産、これ非常に力を入れて立

派な成果を上げている。それに比べて水産業は

どうだというところをどう考えるかというのは

大きな課題だと思います。

フードビジネスの中では、やはり今度水産に

着目、プロジェクトに上げてやっているという

ところで、やはり、そこを伸ばしていこうとい

う意識は持っているつもりですけれども、委員

御指摘のように、やはり、農政との比較でいう

と、水産についても、やはりそこには漁港とか

漁村とか生活の場であり、産業であり、一方で

自然を相手にして難しいというところもありま

すので、今の時点が必ずしも十分ではないとい

うところを出発点にどうしていくのかというの

は、担当部局としっかりと議論してまいりたい

と思います。

ただ、それが短期的に本当に書き込めるかど

うかというのは、今ここですぐ書き込みますと

言えないほど簡単な問題とは認識していないと

いうことで、今の指摘を非常に重く受けとめて、

これからどうあるべきかというのを議論する機

会を設けてまいりたいと思っております。

○坂口委員 ぜひお願いしたいことは、これは

ちょっと油断したというか、その真剣度が足り

なかったと言ってもいいようなんですけれども、

例えば、農業は多面的な機能ということで会議

があって、いろんな手立てができますよね。ほ

かに何かメニューないか考えろって、金はある

ぞって突っ込めるぐらいやりますよね。山もよ

うやくさっき言ったように、ＣＯ２ニュートラル

化、それから、いろんな洪水対策とか水源涵養

とか大義名分があったんですよね。海だってそ

うだったんです。北朝鮮に拉致される人たち、

これだって、何らか漁師にお願いすれば、あれ

だけの船がいたわけですから。海岸線の侵食、

魚探を使いながらいつも出入りしているわけで

すから、一番詳しく海底の状況、漁船が知って

いるんです。気象情報、ここは波が何メーター

ある、白波が立ってる、沖に雲がある何がある、

視界がどうだ、水平線が見える見えない、そん

なデータいっぱい持っているんです。毎日、そ

ういうことを漁業無線でやっているんです。そ

れを管理させて、公的な資源として、みんなに

対する安心安全のための気象情報を提供するん

だ、あるいは国土を守っていくための汀線を漁

師の皆さんが全国に行ってから提供してくれる

んだ。あるいはおかしな船がいたぞとか、ここ

に国籍不明の船がいたぞとか、こんな航路なん

て普通こういった大きな船は通らないよとか、

小さい船がここに来るわけないよとか、まだい

えば、漁師の人はこの船はどこの造船所ででき

た船かというところまでわかるんです。こんな

の北朝鮮でできる船だぞとか、そんな情報をとっ

て、これだけの国土防衛から、それから、いろ

んな一人一人の安心安全につながるような公的

なやっぱり情報を提供してくれます。それに対

して公的なお返しをしましょうというようなと

ころかやっていって、漁場やら漁港やらをして

いかないと、魚がいないとわかっていても、放

流する金さえないんです。だから、そこをちょっ
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と遅きに失したって言いたくないけれども、か

なりぎりぎりにきてます。それから、魚がいな

いから、辛うじて付加価値を上げるために、今

までまとめてとって加工に回してた魚を一本釣

りで丁寧にとって、しかも、生かして持ってか

えって、これ以上高く売れないよという値段で

今売ってるんです。これを、６次産業化だから

お前らそれよこせって言ったら３分の１の価格

ですよ。だから、こんなのだめですよ、この計

画。もう一回現場を見て、そして、水産サイド

の尻をひっぱたいて、やっぱり港町に行かせる

べきです。今衰退している港町行ってみらんで

すか。漁業が急激に伸びた。割に行政があんま

り関心持たなかった。家だって何だって勝手に

建てて隣とくっついてるんです。廃居がいっぱ

いあります。１戸から火事が出たら、全てそこ

燃えますよ、消防自動車も入らない。これは待っ

たなしです。ぜひお願いします。これ以上言わ

ないからいいです。

○松村委員長 これ以上いいですか。そのほか、

この事項については質疑はないですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、各課ごとの説明及び

質疑が全て終了しましたので、これから総括質

疑を行います。総合政策部全般についての質疑

はございませんか。

○有岡委員 よろしくお願いします。これは、27

年度の国に対する要望書の中からちょっと２点

ほど今の現状を教えていただきたいんですが、

まずは、国民文化祭の宮崎県開催、これに向け

て要望していらっしゃいますが、今はどのよう

な動きになっているのかお尋ねいたします。

○菓子野文化文教・国際課長 国民文化祭につ

きましては、今、2020年の開催を要望中でござ

いまして、通常ですと５年前に内定をいただけ

るというふうになっております。内定の時期は、

予定どおりですと27年の４月、５月ぐらいにな

ると。ことし内定をいただけるというふうなこ

とで考えておるわけなんですけれども、実を申

しますと、今、国民文化祭、開催県が来年鹿児

島、その次が愛知県、その次が奈良県というこ

とで29年度まで決まっております。30年、31年

の開催県が決まってないという状況で、文化庁

のお話では、予定どおり内定が出せるかどうか

というところについてはまだ検討中であるとい

うようなお話をいただているところです。

○有岡委員 また順次取り組んでいただければ

ありがたいと思っております。もう一点、所管

が違うかもしれませんが、再生可能エネルギー

の中の環境省と経済産業省が絡みますＪ─クレ

ジット制度というのがありまして、これについ

ては、何か支援措置とか、先ほどの環境の問題

とも絡むんですけれども、温暖化対策の取り組

みというのが27年度計画があればお尋ねしたい

と思います。

○井手総合政策課長 森林資源の豊富な本県と

しましては、Ｊ─クレジットの推進いろいろお

願いをしております。次年度について、具体的

なお話については、まだ総合政策部としては聞

いていないところでございます。

○有岡委員 ありがとうございます。

○松村委員長 ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、総合政策部全般につ

いての質疑等は終わります。

最後に、その他ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それもないようでございます。

それでは、以上をもって、総合政策部を終了

いたします。執行部の皆様、お疲れさまでした。
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暫時休憩します。

午後０時10分休憩

午後１時15分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

会計管理局からです。当委員会に付託されま

した議案の説明を求めます。なお、委員の質疑

は、説明が全て終了した後にお願いいたします。

○舟田会計管理者 会計管理局の平成27年度当

初予算につきまして御説明いたします。お手元

の歳出予算説明資料411ページをお願いいたしま

す。会計管理局の当初予算額は総額で５億4,513

万8,000円をお願いしております。前年度当初予

算と比較いたしますと金額で5,237万5,000円、

率にいたしまして約10.6％の増となっておりま

す。

その主なものにつきまして御説明いたしま

す。415ページをお願いいたします。まず、上の

段の（目）一般管理費（事項）職員費２億4,904

万円でありますが、これは、会計管理局職員37

名分の人件費でございます。

次に、中ほどの（目）会計管理費（事項）出

納事務費２億324万5,000円ですが、これは、財

務会計システムの運営管理費など出納事務執行

及び財務会計システムの運営管理等に要する経

費でありまして、前年度当初予算と比較し、

約7,450万円、率にいたしまして約57.9％の増と

なっております。これは、主に、現在、個別の

サーバーで管理運営しております財務会計シス

テムを機器更新にあわせて全庁的な統合サーバ

ーへ移行するために要する経費の増によるもの

でございます。

次に、下の段の（事項）証紙収入事務費9,285

万3,000円でありますが、証紙売りさばき人に支

払う売りさばき手数料が主なものとなっており

ます。前年度当初予算と比べまして約420万円、

率にいたしまして約4.4％の減となっております

が、これは、証紙の印刷を２年に一度行ってお

ります関係で、平成27年度は印刷を行わない年

となっておりますため、証紙印刷経費を減額す

るものであります。

説明は以上でございます。御審議のほどどう

ぞよろしくお願いいたします。

○松村委員長 説明が終了いたしました。

議案について質疑はありませんか。

○十屋委員 証紙売りさばきの手数料は、１枚

当たり何％かあるんですか。

○井上会計課長 売りさばき人に売った分

の3.24％になっております。

○十屋委員 わかりました。

○松村委員長 ほかありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、質疑がないようです。

次に、その他何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 ないようです。以上をもって、

会計管理局を終了いたします。お疲れさまでし

た。

暫時休憩いたします。

午後１時19分休憩

午後１時20分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

人事委員会事務局です。当委員会に付託され

ました議案の説明を求めます。なお、委員の質

疑は、説明が全て終了した後にお願いいたしま

す。

○亀田人事委員会事務局長 それでは、人事委

員会事務局の平成27年度当初予算について御説

明いたします。お手元の歳出予算説明資料の489
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ページをお願いいたします。人事委員会事務局

の当初予算額は１億4,491万5,000円をお願いい

たしておりまして、前年度当初予算と比べます

と5.6％の増となっております。

それでは、その主な内容について御説明いた

します。493ページをお願いいたします。まず、

上から４段目の（目）委員会費649万2,000円で

ありますが、その内訳といたしましては、（事項）

委員報酬578万6,000円が人事委員３名に対する

報酬でありまして、その下の（事項）委員会運

営費70万6,000円は、人事委員会に会議開催等に

要する経費でございます。

次に、その下の（目）事務局費１億3,842

万3,000円でありますが、その内訳といたしまし

ては、（事項）職員費１億1,327万6,000円が、事

務局職員15名の人件費であります。

次の（事項）事務局運営費703万3,000円は、

人事委員会事務局の運営に要する事務的な経費

でございます。

次のページをお願いいたします。一番上の（事

項）県職員採用試験及び任用研修調査費1,227

万7,000円でございますが、その内容といたしま

しては、１の県職員採用試験実施費、これがパ

ンフレットとか試験問題の作成、会場借り上げ

などの試験の実施等に要する事務的経費でござ

いまして、２の任用制度等に関する調査研究費

は、人事行政に関する調査研究とか、あるいは

職員採用試験の採点システムの管理等に要する

経費でございます。

次の（事項）警察官採用共同試験実施費245

万5,000円は、本県と警視庁ほか３府県と共同で

警察官の採用試験を実施しているわけですけれ

ども、それに要する経費で、試験案内とか試験

問題の作成等に要する事務的経費でございます。

次の（事項）給与その他の勤務条件の調査研

究費182万6,000円でありますが、その内容とい

たしましては、１の給与俸給勧告に必要な調査

研究費は、民間の給与実態調査を初めといたし

まして、いわゆる人事委員会の勧告、報告、こ

れに要する経費でございます。２の給与その他

の勤務条件の調査研究費は、勤務条件に関する

調査や各所属における給与支払いの管理状況、

これについて管理するための事務的経費でござ

います。

最後に、その下の審査監督費155万6,000円で

ございますが、これは、不利益処分に関する不

服申し立ての審査等に要する経費及び人事委員

会が権限を有する労働基準監督関係業務に要す

る経費でございます。

当初予算についての説明は以上でございます。

次に、お手元にこの茶色いパンフレット、来

年度の県職員採用案内のパンフレットをお配り

しておりますが、パンフレットの裏をごらんい

ただきますと、そこに採用試験日程等が書いて

ございます。それで、この表を使いまして、大

きく２点変更しておりますので、それについて

御説明いたします。

１点目が、一番上の欄の職員採用試験（大学

卒業程度）と書いているところですが、その右

側の３段目ですが、新たに社会人ということで、

土木と林業の試験を来年度から実施するように

いたしております。それから、ちょっと右のほ

うを見ていただきまして、右から４番目の欄で

すけれども、表題のところが第１次試験日（試

験地）となっているところですが、６月28日に

大学卒業程度の試験を行いますけれども、従来

宮崎市だけでやっていたんですが、来年度から

東京でもやろうということにいたしております。

これは、１人でも多くの多様で優秀な受験者を

確保したいと、そういう観点から今回見直しを
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したものでございます。

説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

○松村委員長 説明が終了いたしました。

議案について質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 ないようです。

次に、その他で何かありませんか。

○井本委員 そもそも人事委員会というのは別

の組織になっておる、何でかなといつも思って

たもんだから、こんなときしか聞けんもんだか

ら、やはり行政と独立させて人事を、行政の干

渉をなくすためにつくられたんだろうけれども、

しかし、行政側としては、これ自分たちが使い

やすい人間を雇ったほうがいいがなというのも

あるでしょうし、それはどういうことでこうなっ

ているのかなと思って。

○亀田人事委員会事務局長 人事委員会の仕事

というのは、実は試験採用ばかりではございま

せんで、一番大きなのは、人事委員会勧告と、

給与関係の勧告とか、あるいは職員が不利益を

受けて、これについて、いや、おかしいと訴え

てくるとか、そういうものでございまして、い

わゆる人事委員会というのは執行部といいます

か、知事部局とか任命権者とあと職員側とのちょ

うど中間、公平・中立な人事機関ということで

ありまして、国の人事院みたいな格好です。あ

る意味裁判所的な機能もあるとか、そういうこ

とで独立しているということでございます。

○松村委員長 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 ないようです。以上をもって、

人事委員会事務局を終了いたします。お疲れさ

までした。

暫時休憩いたします。

午後１時28分休憩

午後１時29分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

監査事務局です。当委員会に付託されました

議案の説明を求めます。なお、委員の質疑は、

説明が全て終了した後にお願いいたします。

○小八重監査事務局長 それでは、監査事務局

の御説明を申し上げます。まず、監査事務局の

平成27年度一般会計当初予算について御説明い

たします。お手元の歳出予算説明資料の483ペー

ジをごらんください。監査事務局の当初予算額

は表の一番上にありますように２億895万5,000

円をお願いいたしております。

それでは、その内容につきまして御説明いた

します。487ページをお開きください。まず、上

から４段目、（目）一般管理費の1,592万3,000円

についてであります。これは、その下にありま

す（事項）外部監査費でございまして、包括外

部監査人による監査の実施に要する経費であり

ます。次に、中ほどの（目）委員費の3,025万7,000

円についてであります。その内訳は、（事項）委

員報酬が監査委員４名の給与及び報酬並びに職

員手当となっておりまして、2,850万4,000円、

その下の（事項）運営費が監査委員の活動に要

する経費175万3,000円であります。次に、下か

ら３段目の（目）事務局費１億6,277万5,000円

であります。この内訳につきましては、（事項）

職員費が事務局職員の人件費であり１億5,065万

円、また、488ページの（事項）運営費、これが

事務局職員の監査活動や事務局の運営に要する

経費1,212万5,000円であります。

予算につきましては、以上でございます。

続きまして、議案第44号の「包括外部監査契

約の締結について」に御説明いたします。議案
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書では255ページでございますが、お手元に配付

しております常任委員会資料で御説明させてい

ただきます。１ページをごらんください。この

議案は１の提案理由に記載しておりますとおり、

平成27年度の包括外部監査契約の締結に当たり

まして、地方自治法第252条の36第１項の規定に

よりまして、議会の議決に付するものでござい

ます。

まず、監査契約を締結する流れを御説明いた

します。右側２ページのイメージ図をごらんく

ださい。この包括外部監査契約は、知事と外部

監査人との契約ではありますが、地方自治法

第180条の２の規定により、監査事務局長が知事

の契約事務を補助執行をいたしております。そ

の理由といたしましては、外部監査制度は、県

の監査機能の強化の一環であること、また、そ

の事務部門は、知事部局、教育委員会等の執行

機関から独立した機関が担うことが望ましいこ

となどでございます。契約の手続についてであ

りますが、まず、①にありますように、知事が

監査委員に意見を求め、これを受けて、②にあ

りますように、監査委員が合議により意見を決

定した後、③から④にありますように、契約議

案の議会への提出、そして、議決をいただくと

いうことになっております。

１ページにお戻りをいただきまして、その契

約の目的は２にありますとおり、包括外部監査

人による監査の実施及び結果の報告を求めるも

のでございます。契約金額は３にありますよう

に、1,533万5,000円を上限とする額といたして

おります。

次に、４の契約の相手方についてであります。

自治法では、外部監査人として契約できる者と

して、弁護士、公認会計士とされておりますが、

包括外部監査は、財務監査であることに鑑みま

して、日本公認会計士協会南九州会宮崎県支部

から御推薦をいただいた公認会計士の髙妻和寛

氏と契約をいたしたいと考えております。髙妻

氏は、平成26年度も包括外部監査人を務めてお

られます。契約の期間は５にありますとおり、

平成27年４月１日から平成28年３月31日であり

ます。

議案の説明は以上でございます。よろしく御

審議のほどお願いいたします。

○松村委員長 説明が終了いたしました。

議案について、質疑はありませんか。

○井本委員 この髙妻さん、前も髙妻さんだっ

たような気がするんだけれども、ずっと。

○小八重監査事務局長 ことし26年度は、髙妻

公認会計士が主務者としてやっておられますが、

その前の２年間は、木下公認会計士の下で補助

人として２年間お務めをいただいているところ

でございます。

○井本委員 その選任方法は何か推薦か何かで

やりよるわけですか。

○小八重監査事務局長 先ほど申し上げました

ように、公認会計士協会の宮崎県の支部という

のがございまして、こちらに御推薦を、要する

に、行政に明るい方とか、そういったことで推

薦をお願いして、推薦いただいた方でこちらで

お願いをすることとなっております。

○有岡委員 関連してお尋ねしますが、この契

約の金額の上限ということで、この金額ありま

すが、これを下回っていくとすれば、その内容

によってこの報酬は変わってくるということで

よろしいでしょうか。

○小八重監査事務局長 これは、委託費という

ことで、この委託費の中で監査、監査人が決め

た内容についての監査を行っていただくという

ことでございまして、一応旅費だとか何とかと
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いう中身はあるんですが、全部一応委託費とい

うことで言ってますので、この範囲の中でやっ

てくださいということになっております。

○有岡委員 もう一点お尋ねいたしますが、昨

年の決算の中で運営費というのがございまし

て、488ページに、最終的に221万5,000円が残と

なったんですが、ことしの当初も昨年並みに予

算が組んであって、特に、昨年の決算で221万残っ

た経緯で今回、やはり1,200万組んであれば、そ

の流れが何かわかれば教えていただきたいんで

すが、最終的には、昨年度は988万8,000円とい

うことで、予算が補正になったもんで。

○小八重監査事務局長 ちょっと決算とかを

持ってきておりませんが、ちょっと簡単なこと

は申し上げられませんが、私どもの場合、補正

をお願いして最終的に残る金額は、出張旅費と

か何とかというのがたくさんございます。とい

うのは、住民監査請求等が入りますと、通常の

業務とは別に、経費を留保しておかなければい

けない場合がございますので、それに使うため

に、それが最終的に残として残っている。こと

しは、昨年と違いまして、監査システムの統合

という全庁的な事業がございまして、この部分

を多目に単年度でございますが組ませていただ

いておりますので、昨年よりは額的には多くなっ

ていると。

○有岡委員 了解しました。

○松村委員長 ほかに質疑はございませんか。

いいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 ないようです。

それでは、次に、その他何かありませんか。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 私のほうから１つだけ質問をさ

せていただきます。今回は、監査第二課長川越

さんが今回をもって退職ということでございま

す。長年本当に御苦労さまでございました。今

回は、川越さんは、公営企業等の監査等が担当

だったということでございますけれども、この

１年の公営企業の監査に当たっての感想、ある

いは県庁職員としての県政に関しての感想でも

よろしんですけれども、御意見等があればぜひ

お伺いしたいと思います。

○川越監査第二課長 ありがとうございます。

一応その監査、この１年間やらせていただいた

ことでの感想ということで答えさせていただき

ますけれども、実は、私、10年ほど前にも監査

を経験しておりまして、そのころは、まだ受検

する側が、監査は敵だみたいな雰囲気で、非常

に受検態度が悪い方もおられたところです。今

回、帰ってきますと、各所属、礼儀をもって対

応されておるようでございまして、監査の果た

す役割というものを十分認識していただいてい

るんじゃないかなと思っているところです。監

査のほうでも指摘事項を、かつては、指摘注意

の指摘のほうだけを公表していたんですけれど

も、今では要望事項まで含めて公表いたします

し、また、随時監査といいまして、その日に通

告して監査するというふうなことまでやってお

りまして、監査の質のほうも向上していると思

います。各職場忙しい中で、悪意はなくても、

ともすれば、チェックをする者がいないと手を

抜くということもあり得ますので、監査事務局

は余りいい印象を持たれる職場ではないんです

けれども、大事な役割を持っているのではない

かなと思っております。委員会の先生方、特に、

田口委員には、監査委員としましても１年間御

指導いただきまして、本当にありがとうござい

ました。
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以上でございます。（拍手）

○松村委員長 ありがとうございました。もう

言い残すことないですか。また、懇親会等もご

ざいます。また、よろしくお願いしたいと思い

ます。

以上をもって、監査事務局を終了いたします。

お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時40分休憩

午後１時42分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

議会事務局です。当委員会に付託されました

議案の説明を求めます。なお、委員の質疑は説

明が全て終了した後にお願いいたします。

○大坪議会事務局長 それでは、平成27年度議

会事務局の当初予算につきまして御説明をいた

します。お手元の歳出予算説明資料の１ページ

をごらんください。議会事務局の平成27年度当

初予算は10億7,645万9,000円を計上しておりま

して、26年度当初予算と比較しますと骨格予算

でもございますので、約1.5％の減となっておる

ところでございます。

それでは、予算の主な内容について御説明い

たします。５ページをごらんください。まず４

段目の（目）議会費でございますが、７億3,523

万2,000円を計上しております。

以下、事項ごとに御説明をいたします。まず、

その下の（事項）議員報酬ですけれども、議員

の報酬と期末手当の経費としまして４億8,309

万1,000円を計上しております。この事項につき

ましては、26年度当初と比較しますと若干増額

となっておりますが、これは、現在、議員１名

が欠員となっておりまして、来年度はこの状態

が解消されるということを前提にしていること

等によるものでございます。

次に、（事項）本会議運営費でございますが、

本会議及び議会運営委員会の開催などに要する

経費としまして2,501万6,000円を計上しており

ます。

次に、（事項）常任委員会運営費でございます

が、当面の常任委員会の開催に必要な応招旅費

としまして132万6,000円を計上しております。

次に、（事項）議会一般運営費でございますが、

これは、議員年金負担金や政務活動費などに要

する経費としまして、２億2,460万9,000円を計

上しております。

次に、６ページをごらんください。一番上の

段の（事項）特別委員会運営費でございますが、

当面の特別委員会の開催に必要な応招旅費とし

て119万円を計上しております。

次に、（目）事務局費ですけれども、合計で３

億4,122万7,000円を計上しております。

以下、事項ごとに御説明いたします。まず、

（事項）職員費でございますが、事務局の職員30

名分の人件費としまして、２億4,317万8,000円

を計上しております。次に、（事項）本会議運営

費でございますが、本会議の記録、印刷などに

要する経費としまして1,165万9,000円を計上し

ております。

次に、（事項）図書室運営費でございますが、

議員の調査活動に供するための図書購入など、

議会図書室の運営に要する経費としまして、711

万5,000円を計上しております。

次に、（事項）議員寮運営費でございますが、

議員寮運営に必要な管理人等の経費としまし

て436万4,000円を計上しております。

最後に７ページをごらんください。（事項）議

会一般運営費でございますが、議会広報などの

一般運営に要する経費としまして、7,491万1,000
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円を計上しております。

説明は以上でございます。どうぞよろしくお

願いをいたします。

○松村委員長 説明が終了しました。

議案について質疑はありませんか。

○田口委員 １点だけ教えてください。去年、

暮れにも、宮日新聞に議員寮のことがいろいろ

書かれましたけれども、これ昨年の当初予算と

比べると半分以下になっているのはどういうこ

とですか。

○山内事務局次長 一番最初に骨格予算で組ま

せていただいたということで、いわゆる人件費

がまず上げてあります。具体的にいうと、その

管理人の方の分と、もう一人の非常勤の方の分

の２人分の人件費が入っておりまして、残りは

突発的な修繕といいますか、特に、議員寮も少

し年代的に古くなっている関係がありまして、

昨年でいいますと、クーラーの修繕をさせてい

ただいたり、その前ですと、いわゆる電話機の

故障でしたり、そういう温水器の分と、そうい

う維持費を少し、当面、今、年度中にある程度

整備はしているつもりなもんですから、そうい

う経費が少し、今回の骨格予算の中には入って

いないと思います。

○田口委員 じゃあそのあたりは補正でという

ことでくるということですね。

○山内事務局次長 予算獲得に向けて頑張りた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。

○松村委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 ないようです。

それでは、次に、その他何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 ないようですので、私のほうか

ら一言お伺いをしたいと思います。山内次長、

今回で御勇退ということでございますけれども、

長年の県庁生活本当御苦労さんでございました。

今回は特に議会総務担当の次長として頑張って

こられたと思いますけれども、議会運営等、あ

るいは県庁職員としての感想でも思いでも結構

でございますので、一言御意見をいただけない

かと思っております。

○山内事務局次長 どうもこういう機会を与え

ていただきましてありがとうございます。37年

間勤務した、するということになってもう残り

わずかになりました。議会事務局は実はその37

年の最後の２年の初めて勤務をさせていただき

ました。そういう意味では、非常に新鮮という

か、知らないことがすごくあって、逆に言うと、

それで十分皆さんのサポートができたどうかと

いうのは、皆さんのほうで評価をしていただく

ということになろうかと思いますけれども、田

原局長、それから、大坪局長に仕えさせていた

だきながら、そして、さらに議員の皆さんのサ

ポートを、可能な限り、自分の持てる力でやら

れたとは思っておりますけれども、評価はまた

皆さんのほうでしていただけたらと思います。

ちょっと個人的な意見を申し上げますと、も

うちょっと早く来たらよかったかなと。余り外

形的な、執行部としての議会というのは何度か

経験をさせていただきましたけれども、内部と

いうのはやっぱり知らなかったことが非常にあ

りまして、こういうふうになっているんだとい

うようなことを早く経験をすれば、また別な機

会も生かせたかもしれませんけれども、これも、

しかし、全体の勤務経験の中でそういうチャン

スを、逆に言うたら最後にでも与えてもらった

ので、第２の人生に向けてはいい経験、それを

もし生かせるような職場であれば、そういうふ

うにしてやっていきたいなというふうに思って
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おります。どうもいろいろお世話になりました。

ありがとうございました。（拍手）

○松村委員長 山内次長、本当に御苦労さまで

ございました。

そのほかありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 御意見がないようでございます

ので、以上をもって、議会事務局を終了いたし

ます。お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時50分休憩

午後１時55分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うこととなっておりますので、３月10

日に行いたいと思います。開会時刻は13時とし

たいのですが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、そのように決定いた

します。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 何もないようでしたら、本日の

委員会を終了したいと思いますが、よろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、以上をもちまして、

本日の委員会を終わります。

午後１時56分散会



- 142 -

平成27年３月10日（火曜日）

午後１時０分再開

出席委員（８人）

委 員 長 松 村 悟 郎

副 委 員 長 河 野 哲 也

委 員 福 田 作 弥

委 員 坂 口 博 美

委 員 井 本 英 雄

委 員 十 屋 幸 平

委 員 田 口 雄 二

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主査 大 峯 康 則

議事課主任主事 田 代 篤 生

○松村委員長 委員会を再開いたします。

ここで、委員会の傍聴につきましてお諮りい

たします。宮崎市の村上氏ほか１名から傍聴し

たい旨の申し出がありました。議会運営委員会

の確認決定事項に基づき、許可することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、傍聴人の入室を許可

することといたします。

〔傍聴人入室〕

○松村委員長 傍聴される皆様にお願いをいた

します。傍聴人は、受付の際にお渡しいたしま

した傍聴人の守るべき事項にありますとおり、

声を出したり、拍手をしたりすることはできま

せん。当委員会の審査を円滑に進めるため静か

に傍聴をしてください。また、傍聴に関する指

示には速やかに従っていただくようお願いいた

します。

それでは、まず、議案の採決を行います。議

案につきまして、議案ごとがよろしいしょうか、

一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 一括との声でございますので、

それでは、一括して採決いたします。

議案第１号から第３号、第29号から第31号、34

号、第37号、第44号、第49号、第54号から第56

号、第67号、第76号及び第78号について、原案

のとおり可決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 異議なしと認めます。よって、

議案第１号ほか15件については、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。

ここで暫時休憩いたします。

午後１時４分休憩

午後１時６分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

次に、継続審査中の請願第38号であります。

委員の皆様、この件につきまして何か御意見が

あれば求めたいと思います。

○田口委員 私は、この所得税法第66条の廃止

を求める意見書を国に提出を求める請願書、こ

れに、趣旨に賛同いたしまして紹介議員になっ

ております。この日は、まだ会派は別でしたけ

れども、太田議員も当時の別の会派でしたが、

今は一緒の会派でもありますので、ぜひとも皆

様に御賛同いただきまして、採決をお願いした

いと思っております。

○松村委員長 会派の中でも議論があったとい

うことですね。

平成27年３月10日(火)
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そのほか御意見等ございませんか。

○有岡委員 この紹介議員に私はなっておりま

せんが、内容を拝見しますと、全国では８つの

県が採択してというのもありますし、奈良県の

場合ですと、56で見直しを求める意見書という

形で出していらっしゃると。57条という青色申

告という制度があるということを前提で、この56

条は、今後もどうしたらいいかと、これはやっ

ぱり今後の課題だと思っておりますので、ぜひ

今後とも議論していただきたいと思っておりま

す。

以上です。

○松村委員長 議論をしていただきたいという

御意見があったということですね。

ほかに御意見等ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、それぞれの会派でい

ろんな審査、御意見等もあったと思いますけれ

ども、それでは、この請願第38号の取り扱いに

ついてお諮りをいたしたいと思います。継続審

査中の請願第38号の取り扱いはいかがいたしま

しょうか。

〔「継続」「採決」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 継続、採決の御意見でございま

したけれども、まずお諮りをいたしたいと思い

ます。請願第38号を継続審査とすることに賛成

の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○松村委員長 挙手多数。よって、請願第38号

は、継続審査とすることに決定いたしました。

暫時休憩します。

午後１時９分休憩

午後１時11分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

委員長報告の項目として、特に御要望等はあ

りませんか。

暫時休憩します。

午後１時11分休憩

午後１時16分再開

○松村委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくということで御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。総合政策及び行財政対策に関する調査

については継続審査といたしたいと思いますが、

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 異議ありませんので、この旨、

議長に申し出ることといたします。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村委員長 何もないようですので、以上で

委員会を終了いたします。

午後１時16分閉会


